


編集にあたって 
 
 
 
 本報告集は、平成 17年６月６日に人と防災未来センターにて開催された大大特成果普及事業「地域

社会の防災力の向上を目指した自治体の防災プログラムの開発と普及」専門家ワークショップの模様

を全文テープ起こしし、必要な修正を加えたものである。なお、各報告の最後に掲載されているディ

スカッションはワークショップ内で行われたものではなく、ワークショップ終了後に文書で提出され

た講演者への質問に対し、講演者が文書で回答したものである。資料については、特に申し出のない

限り、ワークショップで報告されたものをそのまま掲載している。なお、講演内容・報告資料・ディ

スカッションについては、すべて講演者の了解と講演者自身による校閲を経て掲載しているが、詳細

についてはぜひ報告者自身が執筆した原著等に当たられることをお勧めしたい。 



はじめに 
 
 
 
 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センターでは、文部科学省大都市大震災軽減化特別プロジェ

クト（大大特）Ⅲ－３成果普及事業として、「地域社会の防災力の向上を目指した自治体の防災プログ

ラムの開発と普及」（研究代表者：河田惠昭 人と防災未来センター長）について京都大学防災研究所

より再委託を受け、平成１６年度から１８年度までの３ヶ年の計画で実施しているところです。 

 成果普及事業のそもそもの目的は、大大特の研究成果を防災実務に普及させるということにあり、

私どもの事業も例外ではありません。しかし研究成果の普及とは決して研究者サイドからの押しつけ

であってはならないと私達は考えています。むしろ実務サイドが明確な目標を持ち、その達成の過程

で生じている、あるいは生じるであろう具体的な課題を明らかにすることが、本当に役立つ成果が普

及する大前提だと思うからです。 

 そこで私達は、来るべき東海・東南海・南海地震の被害軽減に向けた長期的な戦略計画を策定しよ

うという試みに取りかかりました。計画策定というのは、達成すべき目標や価値を明確にすること、

また不確実な将来に一定の予見性と操作可能性を見いだすという大変困難な作業です。ここに防災実

務からの切実なニーズと、研究者からの英知を結集することによって、大きく我が国の防災力を向上

させるような考え方や具体的対策が生まれてくるのではないかと考えました。 

 人と防災未来センターは、主に自治体職員を対象とした「災害対策専門研修」を実施し、平時には

防災業務に関する相談等にも応じております。また巨大災害発生時には、災害対応の実践的・体系的

な知識を有する人材を自治体の災害対策本部に派遣するなど、地方自治体の防災実務とは密接な協力

関係を有しております。それと同時に研究員らは防災に関する学術的な研究にも日々取り組んでおり、

人と防災未来センターでも定期的に研究会を開催するなど、研究者同士の交流も積極的に行っており

ます。私どもはこのように、防災に関わる多様なネットワークの交差点にあることを最大限に生かし、

多様な主体による積極的な参加を通じて長期計画を策定したいと考えています。 

 そこで、平成１７年６月６日に「専門家ワークショップ」と題し、昨年自治体職員らによって一年

間かけて作成された８つの戦略課題に対して、各分野を代表する若手研究者総勢２５名に「押さえて

おくべきこと、はずしてはならないこと」を一同に報告して頂きました。防災実務の現場の悩みに各

分野の若手研究者が専門的知見から答えるという、本事業ならではの大変貴重な機会となりました。 

 この度、このワークショップの報告書を作成することによって、このワークショップの成果を関心

のある実務家・研究者の間でより広く共有したいと考えております。同時に、この報告書によって本

事業が目指すものについてご理解を頂き、より強力に本事業を推進していくために各方面のお力添え

を頂きたいとも考えております。 

 最後に、ご多忙にも関わらず、ワークショップに終日おつきあい頂き、また原稿の校正にあたって

無理な締め切りにも快く応じて下さったすべての専門家の先生方には心よりお礼を申し上げます。 

 
人と防災未来センター副センター長兼研究部長 

深澤 良信 
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成果普及事業の内容と事業計画及び本日のオリエンテーション 

永松 伸吾 

人と防災未来センター 専任研究員 

 
 

 
○永松伸吾 人と防災未来センター専任研究員 
私は、人と防災未来センター専任研究員で、

この成果普及事業のプロジェクトマネージャー

を務めております永松と申します。どうかよろ

しくお願いします。この事業が一体何をしよう

としているかということを簡単にご説明したい

と思います。本日遠くからいらっしゃった専門

家の先生方にも事業の趣旨をご理解いただき、

午後のご報告に反映させていただければと思っ

ております。それが、皆様を午前中からお招き

した一つの理由です。 
 この事業は、こちら（資料２）に書いており

ますとおり、「東南海・南海地震という国難を

乗り切るために、30年程度の長期的視野に基づ
き、社会全体として真に取り組むべき事柄を戦

略計画として体系化する」ということを目標に

掲げております。対象となるハザードは、30年
後に発生確率がピークを迎えるとされている東

南海・南海地震であります。いってしまえば、

「東南海・南海地震対策近畿圏戦略計画」とい

うものを作成するということがこの事業の目的

と理解していただいて構わないと思います。事

業期間は、昨年度から始まりまして、今年度、

来年度までの３カ年です。 
 重要なことは、ここで我々がつくろうとして

いる戦略計画というものには何ら法的根拠はな

いということです。従いまして、いかなる主体

であれそれに従って行動することを強制するよ

うな性質のものではないということであります。

それでは、拘束力のない計画を一体どうしてつ

くるのか、何のためかということをいま一度確

認させていただきたいと思います。 
 
戦略計画策定の目的 
第一に、各自治体では様々な事業を列挙した

「計画」をつくっていらっしゃると思います。

その計画をつくる際のベンチマーク（基準・理 
想型）としてここでの戦略計画が機能するとい

うことを期待しています。ここにお集まりいた 
 

 
だいた自治体の中では、三重県、和歌山県、そ

れから今、奈良県が「アクション・プログラ

ム」を作成されていると思います。これを作成

する際にはどういったものにするかということ

で、一から勉強しなければいけないようなもの

もいっぱいあります。ですから、今ここで我々

がみんなで知恵を出し合って戦略計画をつくっ

ていけば、その内容は皆さんがこれからアクシ

ョン・プログラムをつくる、あるいはそれをア

ップデートするといったときの重要な参考にな

るはずです。そしてそれは近畿圏の自治体だけ

ではなくて、日本全国どういった自治体にでも

使えるものが多く含まれているはずです。今ま

でこういったものはなかったわけですから、こ

れをつくりたいというのが一つの目的でありま

す。 
 もう一つの目的です。これまでの計画という

ものは、各自治体単位でつくってきました。し

かし、この場というのは、一つの自治体が考え

るべき事柄だけではなくて、みんなで集まって、

全体の視点で考えることのできる重要な機会で

あります。先ほど、この計画には拘束力はない

というふうに申し上げましたが、ひょっとした

らここで行った議論が、将来的にこの地域全体

としてのアクション・プログラムとか、そうい

った形で発展していくかもしれない。できれば

そういったものをつくっていきたい。そこまで

行くとこれは本事業の次の話かもしれません。

しかしいずれにせよこうした広域的な計画を、

国主導ではなくて、地域主導でつくっていきた

いのです。このような試みは枠組みから入ると、

どうしても建て前の議論が先行してしまいます。

しかしこの場は、法的根拠も拘束力も何もあり

ません。だからこそ真剣な議論が行える場であ

ると考えています。建て前ではなくて、本音の

議論ができる場にしていきたいのです。この点

については後で補足したいと思います。 
 もう一つ、これに付随するものといたしまし

て、我々及び自治体の皆様が、計画というもの

をつくっていく能力、技術というものを磨くと

 1



 

いうことも、付加的ではありますが、計画の目

標というふうにしております。 

 

戦略計画とは何か 

さて、戦略計画というのは耳慣れない言葉か

もしれません。これ（資料４）は京大の田村さ

んの資料をお借りしているのですけれども、簡

単に申し上げますと、ビジョン、ゴールをしっ

かりと明確にして、それを達成するために必要

な事業は何かを列挙した、ピラミッド型の階層

構造をなす、目標達成指向の計画というふうに

考えていただければいいかと思います。 

 その特徴といたしましては、目標を実現する

ための対策を網羅的に考えますので、考えうる

対策すべてを計画に含めることが可能になると

いうことであります。これも後でまた触れたい

と思います。 

 

成果普及事業の意義は何か 

さて、なぜこのような事業を考え得るに至っ

たかということですが、第一の理由は言うまで

もなく、東南海・南海地震の今後30年以内の発

生確率が、東南海地震60％、南海地震50％と非

常に切迫した状況にあるということがまず一つ

です。しかもそれは、非常に広域的ですし、そ

してまた津波と地震動という複合的な性格を持

っています。我々がかつて経験したことのない

被害が生まれるということであります。 

 もう一つは、自治体の立場に立って考えてみ

ると、災害対策基本法が定めるところにより、

地域防災計画に基づいて防災行政を進めていく

ということが行われているわけですが、そうし

た既存のパラダイムに基づく防災行政というの

は、かなり限界が見えてきている、難しい部分

がいっぱい出てきているということが、この事

業の背景にあります。 

 前者の東南海・南海地震の切迫性とか複合性

につきましては、後ほど、林先生から、ハザー

ドという観点からお話をいただきますので、私

の方からは、これ以上申し上げません。そこで、

３番目の災害対策基本法、つまり地域防災計画

に基づく防災行政の限界ということについて、

若干私の考えを述べさせていただきたいと思い

ます。 

 

災害対策基本法にみる防災行政の特徴 

私は、今年の２月頃から、当時この事業に参

加されていた８つの自治体のすべてに訪問させ

ていただきまして、特に地域防災計画とかアク

ション・プログラムについて焦点を当ててヒア

リングを行いました。その節には本日ご出席の

皆様に本当にお世話になりました。ありがとう

ございました。そしてその調査の過程でいろん

なことが見えてきました。 

 まず、既存の災害対策基本法に基づく防災行

政というのは、ほかの行政にはない特色という

ものがあることがわかってきました（資料８）。 

 １番目は、複合性の高さです。防災行政には

ほとんどすべての事業部局というものが関係し

てくる。行政だけではなくて、警察、消防、自

衛隊、ライフライン企業、日本銀行、マスコミ、

こういったいろんなものを含む非常に複合性の

高い政策分野であるということです。２番目は、

これは本事業のこれまでの議論の中でも再三指

摘されてきたことです。災害対策基本法は1961

年に成立しました。しかしそれは、既存の法体

系とか所掌体系というものに重大な変更を加え

るものではありませんでした。それまでに存在

した法体系というものに災害対策基本法をかぶ

せるといった形式で制定されています。そもそ

も災害対策基本法というのは一般法でありまし

て、ここに法律の専門家の方もいらっしゃいま

すけれども、具体的に防災対策を定めた河川法

とか、砂防法とかいった法律は特別法として存

在するわけであり、その内容は一般法である災

害対策基本法に優先して適用されます。したが

いまして、災害対策基本法ができたことによっ

て、同法の所管官庁が強力な権限を持つことに

なったなどということは一切ありませんでした。 

 ３番目は、防災基本計画、そして地域防災計

画という階層構造に見られる強いヒエラルキー

構造です。一番わかりやすいのは都道府県の地

域防災計画だと思います。中央防災会議で作成

される防災基本計画があって、地域防災計画は

それに抵触してはならないことになっている。

修正の際には必ず国にお伺いを立てなければな

らない。同時に、地域防災計画は、各省庁が作

成する防災業務計画にも縛られているというこ

とは、皆さん周知のことかと思います。防災基

本計画は、確かに非常に抽象的な話でありまし

て、それを見る限り、割と自由度が地方にある

ような気もするんですが、防災業務計画までい

きますと、例えば、消防庁の防災業務計画には、

かなり詳細に、これを決めなければいけないと

いう内容がずらりと列挙されている。国土交通

省も、かなり細かい防災業務計画を定めていま
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す。防災基本計画と防災業務計画との二重の制

約の中で、「地域防災計画」というものを一応

建前上は皆さんの業務の柱に据えなければなら

ないということになっています。 
 
地域防災計画の問題点 
その結果、地域防災計画にどういう問題が生

じているかということです（資料１０）。 
１番目は、地域防災計画には２つの異なる計

画があるということです。一つは予防計画、も

う一つは対応計画です。この２つは考え方が全

然違います。予防計画は、例えば、何年後かに

向けて、それぞれの内容に優先順位をつけて戦

略的に対策を進めていく。そして、そこには優

先順位に基づき一定の予算を配分するといった、

従来型の総合計画などをつくるプロセスにむし

ろ似ています。本来非常に政治的なものなので

す。一方、「対応計画」は、そういう優先順位

をつけるというよりは、業務をプログラム化し

ておき、必要な場合に速やかな対応が出来るよ

うにすることが目的です。また想定外の事態に

対して対応を協議できるように関係機関の相互

のコミュニケーションのチャンネルを確保する

ことが重要です。ですから、個別に話し合いを

重ねていくといったプロセスがより有効になり

ます。ところが、こうした２つの異なる性質の

計画がごっちゃになってしまっているために、

それぞれが機能しなくなっているように思われ

ます。正確には、対応計画に力を置きすぎて、

予防計画がうまく機能しなくなっているといっ

た現状があるように思います。 
 ２番目に、都道府県域をまたがる広域災害へ

の対処が非常に難しくなっています。これはも

う当然のことだと思います。都道府県ごとに計

画をつくりますので。府県間をまたがる災害に

ついては「国がやるんだ」と言ってしまうのも

一つの方法ですけれども、考えてみれば、国が

47都道府県の県境にまたがるすべての状況を把
握して、それに対して調整を行うということは

困難です。国にはそれだけの能力も、リソース

も、情報もありません。ですから、こうした都

道府県域をまたがる広域災害に対処するところ

はないというのが実態ではないかと思っていま

す。 
 ３番目に、これは主に予防計画にかかわって

くるところだと思うのですが、地域防災計画に

は価値体系・価値判断といったものが欠如して

いるということです。予防計画においては、何

に優先順位を置いて、どこから戦略的に攻めて

いくかという発想が必要であるにもかかわらず、

現状の「地域防災計画」の書き方はそのように

なっていません。なぜかということは、また後

でご紹介したいと思います。 
 ４番目には、もちろんそういったことですか

ら、長期的に戦略が持てません。ほとんどの自

治体でつくられている計画は５年、長くてもせ

いぜい10年です。先ほど申し上げましたように、
30年先を見越したような計画は、少なくとも防
災の世界ではほとんどないということです。 
 ５番目に、市民参加の機会が地域防災計画の

作成・修正過程にはほとんどありません。私が

ヒアリングした限りでは、大阪府が地域防災計

画の修正の際にパブリックコメントにかけると

いうことをされておられましたが、反応は少な

いということです。先ほど申し上げましたよう

に地域防災計画はいろんな法令とか計画によっ

てがんじがらめになっていますので、せっかく

のコメントをもらってもそれを計画に反映する

ことはなかなか難しい。ですから、市民の意見

を聞いたところでそんなに意味がない、という

ことになります。結局、地域防災計画というの

は行政の計画であり、市民というのはその客体、

計画の対象としてとらえられるということが起

こっているのではないか。これは、私だけが言

っているのではなくて、これまでいろんな人が

言っていることをまとめたに過ぎないのですけ

れども。 
 
地震防災アクションプログラムの台頭とその意

義 
そこで、私が最近注目しているのは、各自治

体で今、地震防災アクション・プログラムの作

成の動きが盛んであるということです。これは

奈良県の資料からいただいたものですが（資料

１１）、全国の都道府県でアクション・プログ

ラムを策定しているのは、ここに示してある通

りです。これを見ていただければ、一定の傾向

が見えます。例えば、静岡県は東海地震の強化

地域です。岐阜県も一部そうかもしれません。

愛知県もそうです。山梨県も強化地域です。そ

れから、三重県さんは東南海・南海地震の推進

地域。宮城県は、強化地域・推進地域ではあり

ませんけれども、日本で一番発生確率が高いと

いわれる宮城県沖地震というものに直面してい

ます。滋賀県、和歌山県は推進地域です。ほと

んどがまもなく大きな地震が起こるというリス
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クを背負った自治体です。巨大地震の発生が切

迫している中で、先ほど述べたような、地域防

災計画に基づく防災行政の限界を一生懸命埋め

ようとして生まれたのが、アクション・プログ

ラムではないかというふうに私は理解していま

す。 
具体的にアクション・プログラムを作成する

ことの意義は何でしょうか。１番目は、予防対

策の総合的・計画的実施の必要性です。先ほど

も述べましたように、今までの地域防災計画と

いうのは、事業が列挙されているだけで、その

中の優先順位がないわけです。それはどうして

かというと、最初に言いました既存の法体系や

部門別計画を「尊重」して作成されている。こ

こにつながってくるわけです。都道府県の組織

というのは、国の組織をそのまま引き継ぐよう

な形で存在し、それぞれの事業は、それぞれで

事業計画を持っている。その中の防災にかかわ

るところをピックアップして寄せ集めれば、そ

れが地域防災計画になる。だから、防災上の観

点から地域防災計画が作成されるというよりは、

むしろほかの計画で決まったことが地域防災計

画にやってくるという構造が一般的になってい

ます。これじゃあまずいだろう、本当にそれで

将来の災害に向けた対策は十分なのだろうか、

というところから、ほとんどの自治体の問題意

識が始まっています。 
 すなわち、このような形（資料９）で各部門

別計画があって、その中に防災にかかわる事項

があって、これを取りまとめたのが地域防災計

画であります。アクション・プログラムという

のは、今、我々がやろうとしている戦略計画の

形に比較的沿ったものでして、目標があって、

それを達成するために施策があって、そして具

体的な事業があるという形に並べてみますと、

「本当は、こういう事業をやらなければいけな

いんじゃないか」、「こういう事業をやらなけ

ればいけないんじゃないか」、「これが足りな

いんじゃないか」ということが、改めてぽんぽ

んと出てくるわけです。非常に興味深かったの

は、たしか、三重県でも二百数十の事業がアク

ション・プログラムで列挙され、うち百幾つか

が新規の事業であったということです。和歌山

県さんはもっと事業が多かったのですけれども、

やはりその半分以上が新しい事業として浮かび

上がってきた。つまり、目標を定め、戦略計画

の体系を取ることによって、今まで単なる寄せ

集めでしかなかった地域防災計画の予防計画が、

本当にその目標を達成するために必要な事項を

網羅できたというのが、どこの自治体でもおっ

しゃっていることでした。すなわち、アクショ

ン・プログラムは防災のために必要な事業を総

合的、計画的に示すという意味で非常に役に立

ったということです。 
 ２番目の意義として、地域防災計画というの

は、あくまでその都道府県内のいろんな公的主

体の計画です。府県としての取り組みを示すも

のでは必ずしもないわけです。そこで、やはり

最近の事務事業評価の流れに沿って、県として

何を行うのかというコミットメントを示す必要

があり、それをアクション・プログラムによっ

て行っているということです。 
 しかし、以上の二つの点だけは、なぜ地域防

災計画ではなくてアクション・プログラムなの

か、という問いには十分な答えではありません。

実は３番目の理由として、内容及び手続的自由

度の確保ということがあります。先ほど述べま

したように、地域防災計画というのは、非常に

いろんな制約があって、そこに好きなことは書

けない。書いてもいいけれども、書いたら、そ

の都度修正協議という形で国にお伺いを立てな

ければいけない。このように手間が非常にかか

る計画ですので、わざわざ地域防災計画を使う

必要はない。地域防災計画に細かな内容を書く

と、特に都道府県の場合は、市町村の計画を縛

ることになります。修正の手間を最小限にしよ

うと思えば、地域防災計画は最大限抽象的な記

述にしておくことが望ましいわけです。ですか

ら、アクションプログラムは地域防災計画とは

切り離して、より制約の少ない形で作成されて

いるのだと言えます。 
 
防災行政のダイナミズム 
まとめますと、アクション・プログラムとい

うのは、既存の防災計画に基づく行政というも

のの限界あるいは不都合を埋めるために、地方

自治体から生まれた新しい政策的な発明だと私

は考えています。そうすると、皆さんもご存じ

だと思いますけれども、2005年３月に中央防災
会議で「地震防災戦略」というものが策定され

ました。すなわち、地方自治体で独自にアクシ

ョン・プログラムというものを定めていたもの

が、今度は国でそれが採用されて、国としての

計画ができるようになっていくという、地方か

ら国を動かしているわけです。これまでの防災

行政は、国が定めトップダウン的な仕組みに乗
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って地方は動きなさい、という意味合いが非常

に強かったのが、最近では地方で生まれた新し

い試みが国に反映されていく、国にフィードバ

ックされるというダイナミズムが生まれてきて

いる（資料１３）。これは最近の防災行政にと

って非常にいい動きではないかと思っています。  

この成果普及事業の強みは（資料１６）、文

部科学省から事業費を、京都大学から再委託と

いう形でいただいているということです。それ

から、「大大特の研究成果を普及する」という

ことがそもそもの趣旨なので、このような形で、

私どもを中心としていろんな専門家の方に集ま

ってもらうということが出来ます。つまり最新

の研究成果や専門家の知恵を使うことが出来ま

す。そして、これは３年間という時間を頂いた

プロジェクトです。３年もかけて一つの計画策

定に専念できる機会というのは、普通の自治体

行政ではそうないことだと思います。そして、

先ほど申し上げましたように、地方から防災行

政を動かすダイナミズムという追い風もありま

す。我々は、次の巨大災害に向けて本当に社会

が取り組まなければならない広域的戦略計画と

いうものを、専門家の知見を借りながら、時間

と予算をかけてつくっていきたいと考えていま

す。 

 

アクション・プログラムで解けない課題 

しかし、こうした政策的発明にも関わらずま

だ達成できない部分が残っています（資料１

４）。 

 １番目は、やはり今のアクション・プログラ

ムは都道府県ごとにつくっているので、都道府

県域をまたがる計画がない。２番目は、さっき

も申し上げましたように、せいぜい５年、10年

というスパンのものしかない。それを30年とい

った長期的観点を持つにはどうしたらいいかと

いうことです。 

１番目の点ですが、例えば、都道府県域をま

たがる広域災害にどう対処したらいいかという

ことでは、消防庁から都道府県間相互防災計画

というものを作成しては、という形で皆さんの

ところにも指導がいっているのではないかと思

います。先ほども申し上げましたように、地域

防災計画にはいろんな制度上の問題点がある。

それを克服するためにアクション・プログラム

が出てきたという文脈があるわけです。地域防

災計画という形式で広域的なものをつくれば、

先に述べた地域防災計画が持っている問題をそ

のまま引きずってしまうということになるので

はないかと危惧しているわけです。 

 

改めて本事業の意義を考える 

この問題を克服する一つの可能性を私はこの

成果普及事業に見いだしています。来るべき巨

大災害に向けて府県間をまたがった計画を実験

的につくってみる、何にも拘束されず自由につ

くってみる、しかもそれを戦略計画という形式

でつくるのです。これによって、今の防災行政

のすき間を一つ埋めることができるのではない

かと思っています。 

他方、本事業の弱みは、ここで作成される計

画に法的権限や制度的位置づけがないことだと

言えるでしょう。しかしそれは、逆にいえば、

現行の防災行政の枠組みにとらわれる必要がな

いということです。我々は、そうした枠組みに

よるのではなく、本当にいいもの、内容で勝負

しようということです。そもそも防災に限らず

すべての広域的課題というのは政治性が非常に

強いものなのですが、我々はそういったものが

ない分、自由に話ができるのではないかと思い

ます。そしてその計画を、地域防災計画という

形にとらわれず、最もふさわしい形でつくれる

というふうに思っています。 
 
本事業の事業計画 
それでは、この事業計画ですけれども、昨年

我々は「戦略課題を明確化する」という作業を

行いました。これは、ここにお集まりの皆さん

にもご出席頂きましたが、基本的に自治体の防

災担当職員の手で行いました。ここで「８つの

戦略課題」が出てきました。その内容について

は、また後でご説明したいと思います。 
それから、平成17年度につきましては、この
専門的知見を戦略計画に加えて内容を明確化し、

計画内容を高度化するというのが今年度の目的

です（資料１７）。最終年度は、戦略計画に加

えて具体的施策例（ベストプラクティス）をま

とめ、これを出版するということを考えていま

す。そして、その過程では、専門家だけではな

くて、自治体の他部局の職員であったり、企業

や市民の方々にもご参加いただいたりして、よ

り包括的な計画に仕上げていくというプロセス

を考えております。 
 具体的に何をつくるかというイメージですけ

れども、平成17年度については、こういったも
のをイメージしてください（資料１８）。今、
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暫定的にできている戦略計画をここに当てはめ

ています。課題があり、戦略があり、具体的な

事業がある。その事業についてはどれだけの数

値目標を掲げるのか、それは一体だれがやるの

か、国なのか、都道府県なのか、市町村なのか、

公共機関なのか、民間企業なのか、ＮＰＯなの

か、世帯なのか、地域なのか、そういったもの

も議論していきたい。そして、それは短期的に

やるのか、中期的にやるのか、長期的にやるの

か、そして、記載する順番によって優先順位を

掲げるということをやっていきたいと思ってい

ます。これが今年度です。 
 さらに、来年度につきましては（資料１９）、

戦略計画においてその事業の立案に至った議論

の過程とか、なぜそれをやらなければいけない

とか、それによって何を期待するかというもの

を解説して、そして、実際にそれに参考になる

ような事例、例えば、「静岡県ならこういうこ

とをやっています」みたいな参考事例をそこに

加えていく。ですから、今後自主防災を進めて

いきたいというふうに悩んでいる自治体さんは、

それを見れば、「これをやってみよう」「あれ

をやってみよう」みたいな、施策カタログみた

いなものができていくイメージです。 
 
本日の専門家ＷＳの位置づけ 
それでは、そういった事業計画のなかで、今

日はいったい何をするかということを簡単にオ

リエンテーションしたいと思います。 
 先ほど申し上げましたように、昨年度作成し

た「８つの戦略課題」というものがあります。

前回４月１５日に、我々はその８つの戦略課題

をより高度化していくための事業計画を作成し

ようとして、集まった自治体職員の皆様で、今

年１年かけてどういうふうに内容、計画を高度

化していくかということを話し合おうとしたの

ですが、この試みはうまくいきませんでした。

その理由は、一つには、昨年度から継続してご

参加いただいている方が少なかったために、こ

れまで何を議論してきたかというのがほとんど

抜けた状態で議論を始めてしまったということ

があります。もう一つは、計画を高度化してい

く作業において防災に関する専門的知識は不可

欠なのですが、どのように高度化するのか、と

いう議論においても、やはり専門的な知識が必

要であるということが判りました。これは、い

ろんな参加者の方々からコメントを頂きました。

中にはわざわざメモをつくって、お送り頂いた

かたもいらっしゃいました。非常にありがたく

思っています。こうした反省を踏まえて、やっ

ぱりこれは専門家の知見を借りなければいけな

いということで、今回、主に若手の方々にお集

まりいただいて、それぞれの課題についてイン

プットをいただこうということになりました。

そしてそれを今後の計画策定の参考にしたいと

いうことです。 
 きょうの進め方ですけれども、それぞれの分

野を代表する若手研究者の皆様にお集まり頂き

ました。皆様は８つの戦略課題のいずれか、そ

れぞれのご専門によって既にお題が割り当てら

れております。皆さんのお手元にあるプログラ

ムをごらん頂ければ、誰がどの課題なのかはお

わかり頂けると思います。今日のメインイベン

トは、専門家の皆様に、ご担当の課題に関して

３つずつ、「専門家の観点からはこれは踏まえ

ておかなければいけない、これは外してはいけ

ない」ということをご報告いただくということ

です。専門的な知見をご提供いただくわけです

から、自分の専門分野の観点からだけで結構で

す。これはむしろ今、専門家の皆さんに向けて

お話しているのですけれども、包括的である必

要は必ずしもありません。本当はこれは最初に

きちんと申し上げておかなければいけなかった

のですが、なかなか会ってお話する機会がなか

ったものですから、今あらためて確認しておき

たいと思います。すでに皆さんからご提出頂い

た資料を拝見しますと、問題の全体をしゃべろ

うとしてしまって、論点が抽象的になっている

方も若干いらっしゃいますので、残された時間

がもしあれば、修正していただいても結構です

（笑）。包括的である必要は全くありません。

それよりも、目からうろこといいましょうか、

あるいは、「なるほど！！」という、そういう

ものがあると非常によいかと思います。あるい

は、それは口頭でフォローしてくださっても構

いませんが、できるだけ具体的に専門家ならで

はのご指摘をお願いしたいと思います。 
 次の話に入る前に、何かご質問あれば、お願

いします。わかっていただけましたでしょうか。 
 
○林 春男 京都大学防災研究所巨大災害研究

センター長 
 永松君の熱い気持ちはわかりました。 
 
○永松 きょうは、林先生に、「お前のこのプ

レゼンテーションでは、この事業がうまくいか
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なかったら、お前が腹を切るということを示

せ」というふうに言われておりましたので、そ

れが伝わったのではないかと思います。 
 
○林  
 しかし、どうして君が腹を切らなければいけ

ないかという理由が伝わっていない。行政の皆

さんには、前回4月15日行った今年度の第1回会
議で大変なご苦労をおかけしました。その反省

にたって今年度の事業の抜本的建て直しを図っ

て今日の会議があることをもっと丁寧に説明し

もいいと思います。専門家として集まられた若

い研究者の皆さんは、これから大変な場面が待

っているわけですけれども、どのような役割を

期待されているかをもっと丁寧に説明する必要

がある。 
 
○市古太郎 首都大学東京研究員 
 この第２回ワークショップで示された８つの

戦略課題ですけれども、非常にまとまっている

と思うのですけれども、これをつくり出したプ

ロセスがちょっとわからないんです。 
 
○永松 
 ワークショップでやっていったのですけれど

も、具体的議論の経緯は、また後ほど時間をと

ってご説明したいと思います。 
 
○林 
 永松君に代わって、4月の会議から今回までの
間に何があったかを簡単にご紹介したいと思い

ます。さきほど８つの戦略課題がまとまってい

るとお褒めいただきましたけれども、それは、

去年、行政の皆さんたちが、自分たちが直面し

ている防災課題を整理したとき、結果としてあ

あいう８つの課題があるということを、今回の

ような会議を何回か重ねて、自分たちの議論を

通して見つけていただいたものです。 
 復旧策の事業が２年目に入り、何を達成する

ことが重要かわかったのをうけて、それをどう

すれば実現できるかと考えることが、今年の課

題であると考えました。そこで、昨年と同様に

行政の皆さんに集まって、この1年をどのように
進めるかを考えていただこうと４月に第1回のワ
ークショップを行いました。しかし、やってみ

て、「やばい！」と思いました。 
それには２つ理由があります。第1の理由は、
さっき永松君が言ったように、行政側の参加メ

ンバーが大幅にかわってしまって、前年度1年か
けてつくり上げた盛り上がりがまだない。それ

ならば、もう一度初めからスタートしなければ

いけないというのが理由です。第2の理由は、行
政マンはいってみれば料理人です。その人たち

に、畑に行って、ものを耕して、つくってこい

というのは、効率的でないと気がつきました。

むしろ生産者から食材を提供を受けた上で、お

いしい料理をつくっていただくのが一番いいの

かなと思いました。料理はそれぞれに味つけ、

好みが違います。同じように防災に関しても、

それぞれの事情、それぞれの資源の様子、いろ

いろ置かれている環境の違い、そういうものを

踏まえて計画をつくらなければいけない。そう

すると、私たちができるのは、知識の生産者で

ある研究者側と料理をしてくださる行政の皆さ

んを結びつけることだということで、今日の会

議に若手の研究者にも参加をお願いしました。 
 なぜ若手かというと、年寄りは私を含めて口

だけで役に立たないからです。それは冗談だと

しても、東海・東南海・南海地震が2020年から
2040年頃に一番発生の危険性が高くなるからで
す。年寄りの研究者はそのときいないかもしれ

ませんが、今日参加していただいた研究者の人

は、あと30年ぐらいは生きています。たぶんそ
れぞれの分野で活躍しているはずです。ですか

ら、「言ったことがうそか、本当か」を、皆さ

ん自身で証明できるわけです。その意味で、言

ったことに対して責任をとれる世代を用意しよ

うということで、皆さんにお集まりいただいた

次第です。 
 その前提条件となる東海・東南海・南海地震

について説明しろと言われていますので、10分
でお話します。 

 －7－



 

 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

大大特成果普及事業
「地域社会の防災力の向上を目指した自治体

の防災プログラムの開発」
（人と防災未来センター）

事業説明

専任研究員
永松　伸吾

資料1 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

• 事業目標
　　東南海・南海地震という国難を乗り切るため
に、３０年程度の長期的視野に基づき、社会
全体として真に取り組むべきことがらを戦略
計画として体系化する。

→東南海・南海地震対策近畿圏戦略計画の作
成

• 法的根拠はなく、いかなる主体も拘束しない。

• 事業期間
　　平成１６年度～１８年度

資料2 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

何のため？

• 各自治体の地震防災計画のベンチマークとし
て

–アクションプログラム作成・修正時の参考
• 近畿圏としての広域的なアクション・プログラ
ム策定の準備作業として

–国主導ではなく、地域主導で
–建前ではなく本音の議論を

• 計画策定能力を鍛える

資料3 
 
 
 

 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

戦略計画

Actions（活動）

Goal（目標）

Objectives
（活動目標）

Policies/Strategies
（施策）

Vision（ビジョン）

策定方法：ビジョンを共有した上で、目標を設定し、目標を実現するた
めの活動目標を設定する。次に活動目標を実現するための
施策をたてる。これらの策定課程を共有することで、現場の
活動の目標が共有・明確化される

特徴：目標を実現するための対策を網羅的に考えるので，考えうる
対策総てを計画に含めることが可能になる(従来にはな
い新しいユニークな発想も可能になる) 

Copyright 田村圭子（京大防災研）

資料4 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

事業の背景

• 東南海・南海地震の切迫性
• 被害の広域性・複合性
• 地域防災計画のみに基づく防災行政の限界

資料5 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

東南海・南海地震の切迫性

資料6 
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The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

約38兆ー約57兆円合計

約9兆ー約14兆円間接被害（生産停止、被災地外への波及）

約29兆ー約43兆円直接被害（家屋、企業施設、ライフライン）

経済的被害　

約7,600キロリットル不足（2日目）、約15,000キロリットル不足（7日目）物資の不足（飲料水）

約88 万キログラム不足（2日目）、約250万キログラム不足（7日目）物資の不足（米）

約200万人（家屋被害を被る避難者）避難生活

生活支障　

約75万人（直後の支障人口）電話・通信

約300万人（1週間後の支障人口）都市ガス

約1,000万人（直後の停電人口）電力

約26万人（支障人口）下水道被害

約1,600万人（直後の断水人口）水道被害（断水）

ライフライン被害　

約900人（風速3m、午後６時）、約2,200人（風速15m、午後６時）火災による被害

約8,600人（午前５時、未避難率80%）津波による被害

約6,600人（午前５時）揺れによる被害

人的被害　

約119,200棟（風速3m、午後６時）、約313,200棟（風速15m、午後６時）火災による被害

約21,700棟急傾斜地崩壊による被害

約40,400棟津波による被害

（木造）約66,000棟、（非木造）約17,100棟、計約83,100棟液状化による被害

（木造）約144,900棟、（非木造）約25,300棟、計約170,200棟揺れによる被害

建物被害　

資料7 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

災害対策基本法にみる
防災行政の特色

1. 複合性の高さ
2. 既存の法体系・所掌体系を所与とする
3. 防災計画間の強いヒエラルキー構造

資料8 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

防災基本計画

国土交通省

厚生労働省

文部科学省

防災業務計画

・
・
・
・
・

地域防災計画

県土整備部

健康福祉部

教育委員会

資料9 
 
 
 

 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

地域防災計画の問題

1. 性格が異なる２つの計画が同居
– 予防計画

– 対応計画

2. 都道府県域をまたがる広域災害への対処
が困難

3. 価値体系・価値判断の欠如
4. 長期的戦略性の欠如
5. 市民参加プロセスの欠如

資料10 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

アクション・プログラムの意義

1. 予防対策の総合的・
計画的実施の必要性

2. 行政としての取り組み
を示す必要

3. 内容および手続き的
自由度の確保

2004年3月和歌山県

2004年3月滋賀県

2003年9月宮城県

2003年3月山梨県

2002年12月三重県

2002年11月愛知県

2002年岐阜県

2001年9月静岡県

策定年月都道府県名

出典：奈良県消防防災課資料

都道府県レベルで特に
目立って見られる動き

資料11 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

部
門
別
計
画
Ａ

部
門
別
計
画
Ｂ

部
門
別
計
画
Ｃ

部
門
別
計
画
Ｄ

アクション・プログラム

目標 施策1

施策2
A（新規）

D（新規）

事業

地域防災計画

担当

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ａ

C

アクション・プログラム：
防災行政への意義

資料12 
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The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

地方から生まれた
防災行政のダイナミズム

• ２００５年３月　中央防災会議「地震防災戦略」
の決定

目標 事業

事業

事業

アクション・プログラム

自治体独自の「政
策体系」の構築へ
向けた動き

防災基本計画

国土交通省

厚生労働省

文部科学省

防災業務計画

・・
・・
・

地域防災計画

県土整備部

健康福祉部

教育委員会

目標 事業

事業

事業

地震防災戦略 災害対策基本法上の計画体系

国

自治体

資料13 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

地域防災計画の問題

1. 性格が異なる２つの計画が同居
– 予防計画

– 対応計画

2. 都道府県域をまたがる広域災害への対処
が困難

3. 価値体系・価値判断の欠如
4. 長期的戦略性の欠如
5. 市民参加プロセスの欠如

資料14 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

どのように解くか？

　・都道府県域をま
たがる広域災害へ
の対処が困難
・長期的戦略性の
欠如

都道府県間相互防
災計画（消防庁）

都道府県間広域戦
略計画（成果普及
事業）

Or

Or　Else?

資料15 
 
 
 

 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

成果普及事業のSWOT

•広域的課題は政治性が
高い

•地域防災計画の問題

•対策の必要性に対する社
会の認識

•防災行政のダイナミズム

•法的権限や制度
的位置づけがない。

•財源がある
•専門家の知恵が
使える

•３年間のプロジェク
ト

参加者を制度的・法的に
拘束する内容にはしない。

巨大地震に向けて真に取
り組むべき内容からなる広
域的戦略計画を、専門家
の知見を借りながら、時間
と予算をかけて作成する。

防災行政上の位置づけに
とらわれず、本当に良いも
のを作り、内容で勝負する。

弱み
(W)

地域防災計画の枠にとら
われず、もっともふさわし
い形式（戦略計画）で策定
する。

強み
(S)

向風(T)追い風(O)

資料16 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

事業計画

平成１７年度平成１６年度 平成１８年度

専門的知見を戦略計
画に加え、課題を明確
にし、計画内容を高度
化する。

戦略計画＋具体的施
策例（ベストプラクティ
ス集）の出版

目標

戦略課題の
明確化

目標 目標

自治体防災担当
職員

自治体防災担当職員
＋
専門家
＋

（自治体他部局職員）

自治体防災担当職員
＋
専門家
＋

自治体他部局職員
＋

企業・市民

資料17 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

成果普及事業：成果イメージ

国

都
道
府
県

市
町
村

公
共
機
関

民
間
企
業

NPO
世
帯

地
域

短
期

中
期

長
期

全国的に統一された強震動予測手法に基づいた地震動
波形データを関係機関が共有する。

構造物ごとに異なるゆれの周期ごとについてゆれを予測

する。

ビルの上に震度計を置く対策をする。

被害を想定したまちづくりをしていく。

長周期に弱いとされる高層建築物の建築基準法から
の対策の確立。

守るべき文化財（長大木造建造物）の被害想定を行

い、耐震化をすすめる。

高層建築物を建てさせない（ない状態を維持す

る）。
昼間人口を把握するため、企業の協力体制を確立す

る。

緊急交通路・輸送ルートを再検討し、道路、橋りょ

うの整備計画をたてる。

危険な社会基盤施設のリストを作成する。

耐震化計画の達成目標を設定する。

優先順位を設定する。

投資効果を考慮する。

専門家やボランティアによる施策のＰＲ。

税制優遇制度等の助成事業を実施する。

家具等の耐震固定に関する助成制度の設置。

建築基準法の改正。

要援護者等入居施設における家具等の耐震固定の義

務化。

事業期間

数値
目標

役割分担戦
略
目
標

戦略
課題

戦略 事業

優遇政策によ
る耐震化の推

進

規制による耐
震化の推進

東
海
・
東
南
海
・
南
海
地
震
に
よ
る
被
害
を
半
減
す
る
。

住
宅
の
耐
震
化
戦
略
の
構

築

や
や
長
周
期
の
強
振
動
に
よ
る
社
会
資
本
へ
の

被
害
予
測
と
対
策
の
確
立

被害予測結果
の社会的対策
を事前に考え

る

地震波伝播の
メカニズムを
解析する

社会資本の潜
在的被害ポテ
ンシャルを把
握する

耐震化推進計
画を策定する

成果イメージ：平成１７年度

資料18 
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The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

２．住宅の耐震化戦略の構築
２．１　優遇政策による耐震化の促進
２．１．１　高齢者への耐震化補助を上乗せする
　（目的と背景）
　　××××× ×××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××

　（実践例）
　静岡県の事例
　　△△△△ △△△△△△△△△△△△△△△△

成果イメージ：平成１８（最終）年度

戦略計画および実践例（ベスト・プラクティス）集イメージ

事業の立案に至った議
論の過程やその目的・
期待する効果等につい

ての解説

地方自治体での実践例、
または参考になりそうな
事例について紹介する。

資料19 
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

本日の目的

• 目標　
　８つの戦略課題について、専門的観点から
「押さえておかなければならないこと、はずし
てはならないこと」を理解し、今後の計画作成
の参考とする。

資料20   
 
 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial 
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

本日の進め方

• それぞれの分野を代表する若手研究者の皆
様から、８つの戦略課題のいずれかに関して、
３点「ふまえなくてはならないこと、はずしては
ならないこと」について報告して頂きます。

• 包括的である必要はありません。
• できるだけ具体的に、専門家ならではのご指
摘をお願いします。

資料21 
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東海・東南海・南海地震について 

林 春男  

京都大学防災研究所巨大災害研究センター長 

  
 
 
 
地震の活動期に入った西日本 
今、西日本は地震の活動期に入っています。

これからたくさんの地震災害が頻発すると想定

されています。そのハイライトは、2035年前後
に予想されますマグニチュード８クラスの地震

です。言いかえれば、「東海・東南海・南海地

震」の名前で呼ばれてきた地震が、21世紀前半
に起こると予想されます。その前後にはマグニ

チュード７クラスの直下地震が頻発することも

予想されます。その証拠と考えられるのが、

1995年におきた阪神淡路大震災です。その後も、
2000年には鳥取県西部地震、2001年には芸予地
震が起こっています。今後も、京都の花折断層、

奈良の奈良盆地東縁断層、兵庫県の山﨑断層な

どでも地震が起きるかもしれないと想定されて

います。私たちにはこれを乗り切るという大き

な課題がある。今日は、そんな話をしろという

のが永松君の僕へのリクエストです。 
こうした国難といえる事態を乗り切るのは、

1980年代以降に生まれた人たちが主役にならな
ければいけない。今20歳の人が30年たてば50歳
ですから、その人に頑張ってもらわなければい

けない。僕らは、それのちょうど親の世代にな

るわけですから、結局、子供に何を残すかとい

う仕掛けをつくるということが重要であると思

っています。 
 
東海・東南海・南海地震 
 東海・東南海・南海地震というのは、この３

つの地震です。（資料２）永松さんはまじめで

すから、「東南海・南海地震」と説明をしまし

たが、それは単に政治上のつごうです。地学的

には、東海・東南海・南海地震が、どういう形

であれ、多分非常に密接に連動した形で起こる

というわけです。なぜそんなに偉そうに言うか

といえば、地震が起こる場所は限られていると

いうことは、もうご存じだと思います。プレー

トとプレートの境目で起こります。日本もその

ようにして起こっています。（資料３） 
 資料４を見ると、日本の地震の起こり方に４

つ特徴のあることがわかります。 
 
１）陸で起こるよりも海で起こる地震の方が数

が多い。 
２）陸で起こるよりも海で起こる地震のほうが

規模が大きい。 
３）日本海よりも太平洋側のほうが地震が多い。 
４）西日本よりも北日本に地震が多い。 
まとめれば、北海道から東北にかけての太平

洋側の海底にもっとも多くの地震が起きている

ことがよくわかると思います。 
 なぜそうなのかといえば、地震の大部分がプ

レートとプレートの境目で起こるといいました

が、日本は、４つのプレートの境目に位置して

います。西日本側はこの陸側のユーラシアプレ

ートと海側のフィリッピン海プレートとの境目

で地震が起こる。北日本は、陸側の北米プレー

トと海側で太平洋全体の広がりを持つ太平洋プ

レートの境目で地震が起きます。（資料７） 
 地震の起きる回数は、プレートが動くスピー

ドで規定されています。太平洋プレートは年間

10センチメートルで沈み込むため、ほぼ50年周
期で地震が起きるのに対して、フィリッピン海

プレートの沈み込みは年間5センチメートル程度
なのでほぼ100年周期で、これまで地震が起きて
いいます。その地震が起きる時期が迫ってきて

います。 
 プレート境界を、北日本では「海溝」とよび、

西日本では「トラフ」とよんでいます。「トラ

フ」とはどういう地形だろうかと思っていたら、

たまたまそれを見る機会がありました。（資料

８）これはインド・オーストラリアプレートが

ユーラシアプレートに沈み込む様子を示してい

ます。カトマンズに向かう飛行機からみると、

インド大陸は本当に平らです。あるところを境

にして、急に山が盛り上がってきて、30分ぐら
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い飛行すると、いきなり8,000メートル級の山が
続く地形になるのです。 
 西日本の太平洋側にはこうした地形が広がっ

ています。太平洋は4,000メートルの深さがある
ので、私たちは高度4000メートルに住む高地民
族ということになります。山岳民族として有名

なシェルパ族よりも高いところで暮らしている

ことになります。さらにその背後には3,700メー
トルの富士山を初め、3000メートル級の山脈が
そびえています。ということはほぼエレベスト

と似たような地形であることがおわかりいただ

けると思います。ヒマラヤでもインド・オース

トリアプレートとプレートの境目で100年に１回
ぐらい地震が起こっています。そういう意味で

は、プレート境界に住む以上、地震は宿命です。 
 
歴史上の東海・東南海・南海地震 
 幸いであることに、日本は古い国ですから地

震についても歴史資料があります（資料９）。

684年から1946年まで過去何回か南海地震、東海
地震が起こったという文書による記録がありま

す。歴史地震の分野からは、684年に起こってか
ら887年に起こるまで203年の間隔があるとか、
887年から1099年まで209年の間隔があるとか、
1099年から1361年まで262年の間隔があると言い
ます。しかし、その間隔の中にある黒い丸印は、

寒川先生が調べられた遺跡調査で見つかった液

状化の痕跡です。887年から1099年の間と1099年
と1361年の間の間隔のほぼ中間にも地震が起き
たことが推測されますポンポン。しかも684年か
ら887年の台には、富士山が噴火しています。宝
永地震の時の富士山噴火を考え合わせると、こ

のときにも地震が起きた可能性があります。こ

のことを尾池先生にお話したら、790年頃、1000
年頃、1250年頃にピークを迎えた地震活動期が
あったと教えていただきました。これらのこと

を考え合わせると、やはりほぼ100年に１回ずつ
東海地震・南海地震が起きていると考えていい

のかもしれません。 
 白鳳から昭和まで、684年から1946年の1300年
間で12回起きて、次の地震を今待っているわけ
です。今回だけは皆さんに免じて地震は起こら

ないとはないだろうと思うのです。だから、必

ず地震は起こると考えるべきです。 
 次の地震の起こり方を考えると、今までのパ

ターンから見ると、「宝永型」「安政型」「昭

和型」の３つのパターンのどれかではないかと

予想されます。「宝永型」は、南海地震の起こ

る地域（ＡとＢ）と、東南海地震の起こる地域

（ＣとＤ）と、東海地震の起こる地域（Ｅ）が、

同時に地震を起こす3連発シナリオです。「安政
型」は、まずＣとＤとＥの地域に起きて、32時
間たってＡとＢの地域に起こるというパターン

です。東海地震と南海地震が別におき、その間

隔が短いものです。「昭和型」は、ＣとＤで起

こってＡとＢの南海にいくまでに２～３年間隔

があくというものです。 
これまでの12回の歴史で、唯一起きていない
のシナリオは、Ｅだけが単独で動くというもの

です。ですから、「東海地震はいつ起きてもお

かしくない」として、東海地震と東南海・南海

地震を分けて扱うのは、これまでの国も地震対

策を継承した整理の仕方です。現実には、東海

地震が起こったときには、おそらく東南海・南

海地震も起こると考えたほうがいい時期に今、

来ているのです。 
 中央防災会議も2003年に東南海・南海地震に
ついて専門調査会を作り、被害想定を行ったと

きに、東海・東南海・南海地震が同時に発生し

た場合の予想がされています。（資料10）中央
防災会議の推定では安政地震のときの東海地震

（資料11）と南海地震（資料12）も想定されて
います。こうした被害想定が行われ、発生パタ

ーンの歴史的な経緯を考えると、東海地震だけ

が単独で起きるというのは、政治上のシナリオ

としてはいいですが、地殻上は多分ないという

ことを前提にして地震防災を考えるほうが合理

的であると思います。 
これから10年すると、今の東海地震対策と東
南海・南海地震対策を一緒にして、南海トラフ

で起こる地震に対する一元的な対策の枠組みを

つくるというのが年寄りに残された仕事です。

それを引き継ぎ減災を実現するのが若い皆さん

の仕事だと思っていただきたい。 
 
東海・東南海・南海地震の被害 
 これは永松さんが調べてくれた東南海・南海

地震によって発生すると予想される被害（資料

13）です。複雑なので簡単にすれば、東海・東
南海・南海地震が３連発で起きると、１万人か

ら２万５千人ぐらいの犠牲者が出ます。想定で

は東海・東南海部分が、そのうちの７割ぐらい

を占め、東海地震はそれなりの規模です。 
被害額(資料14)を見ても、３連発が起きると

最悪で80兆円を超える被害が予想されます。東
南海・南海地震だけでは最悪で60兆円、東海地
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震単発では最悪40兆円ぐらいの被害が予想され
ます。被害としては西日本で大きな被害が予想

されます。東海地震では静岡県に大きな被害が

予想されますが、やはり日本全体から考えれば、

東南海・南海の被害のほうが大きいのです。今

の段階から東海地震対策と東南海・南海地震を

別のものとするのではなく、東海・東南海・南

海地震を一つのものとしてぜひ見てほしいと思

います。そういう時期に今来ているのです。 
東海・東南海・南海地震を一つのものと見る

第一歩は、2003年に決まった東南海。南海地震
防災推進地域です（資料16）。大大特復旧策事
業は去年から始じまりました。そのとき、滋賀

県と京都府は残念ながらメンバーではありませ

んでした。その理由はとりあえず推進地域に指

定された所を対象として出発しようと考えたか

らでした。しかし、京都府、滋賀県でも被害が

皆無といえないので、今年度からメンバーに加

わっていただくことにしたわけです。 
 
東海・東南海・南海地震の発生時期 
 問題は、いつこれが起こるかということです。 
歴史上の東南海・南海地震を見るとほぼ100年に
一度ですから、次の地震は21世紀前半に起ると
予想されます。もう少し時期を特定できないか

というときに参考にするべきなのが「島崎・中

田のモデル」です（資料19）。彼らは、南海地
震はプレートの境目の地震ですから、地震が起

こるたびに陸側のプレートがはね上がる、その

ため地盤隆起が起こるという事実に着目し、隆

起量と地震発生時期の関係を調べてみました。

高知県の室津港で測定すると、1707年の宝永地
震のときには２メートル近く隆起が起り、次の

1854年の安政地震では１メートル30センチから
40センチで、昭和のときの隆起も大体１メート
ルちょっとでした。この関係を階段状のグラフ

に書いてみると、階段の下の角がきれいに直線

上に並びました。この結果は、地殻にはストレ

スがその段階に達すると地震が起きると上限が

存在すると解釈できるそうです。 
ならば、このグラフを読めば、次の地震はい

つごろ起こるかが予測できるわけです。その答

えが「2035年」です。しかし、地震はほぼ100年
周期ですから、１割ぐらいの誤差を認めなけれ

ばならないというので、僕は「2035±10」年と
発生時期を言っているわけです。さすがに、地

震学が専門の島崎さんはこんな言い方をせずに、

国の地震調査研究推進本部（略して推本）から

「今後30年間に地震が起きる確率」として発表
しています。 
「今後30年間に地震が起きる確率」が何を意

味するかを示したのがこの棒グラフです（資料

２１）。推本の報告書をベースに自分なりに確

率を計算し直してみました。なぜこのようにし

たかというと、「今後30年の確率が何パーセン
ト」といわれても、地震が起きないまま時間が

どんどん過ぎていきます。それに応じて確率が

どう変化するのかよくわかりません。昨年9月5
日の地震発生を受けて、東南海地震の発生は

60％の確率で、南海地震は50％の確率に増加し
ました。こうした他力本願な情報でなく、それ

ぞれの時点でどのくらい地震の起る可能性があ

るかを知ることで対策を打つべきタイミングを

考えることができるようになります。そのため

には確率密度関数としてすればよいということ

で、計算してみました。その結果がこの棒グラ

フです。 
2001年から2060年までそれぞれ10年間ごとに

地震が起きる確率を出すます。それを全部足し

て全体を100としたとき、直近の３本の棒の面積
を足したものが「今後30年で地震が起きる確
率」になるのです。このグラフをみると、2020
年から2040年の間に地震が起きる確率がもっと
も高くなることを示しています。2010年間まで
の10年かはほとんど起きる確率は低くなってい
ます。 
こうした状況の中で、私たちは地震防災対策

を考える必要があるのです。2020年から2040年
の間に一番のクリティカルというか、厳しい状

況が迫っているということです。僕は「今、古

い家屋を耐震改修しても有効な対策とはならな

い」とよくお話しするのですが、「耐震改修し

た家屋が今後30年持つのか」ということを考え
ていただくと、おわかりいただけると思います。

地震防災対策はただ実施すればいいと言うもの

ではなく、時期を得て実施しないと十分な効果

を見ないものも多いのです。ですから、時期を

得てやるべきこと行い、2020年から40年の間に
自分たちの地域の防災力がピークになるように

対策を計画してほしいいというのがお願いです。 
 
国難としての東海・東南海・南海地震 
永松君は、東海・東南海・南海地震のことを

「国難」と言いました。僕も国難だと思います。

なぜかというと、1605年、1707年、1850年、
1946年の４回の東海・東南海・南海地震の後に、
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日本の歴史はいつも大きな変曲点を迎えていま

す（資料23）。1603年に江戸に幕府が開かれま
した。しかし、江戸に権力が移ったと当時の関

西の人は信じてなかったかもしれません。しか

し、1605年後の対応を観ると豊臣氏がいかに力
のない存在になっていたかが露呈してきます。

それが徳川幕府の威令を強める働きをしている

と考えられます。同じようなことが、1854年の
ときあてはまります。今度は徳川氏がいかに無

力かを露呈させ、西国雄藩連合による明治維新

へとつながります。それから、昭和の南海地震

では、1945年に起きた三河地震の被害によって
日本に戦争継続能力がないことが証明されてし

まっています。この3つの地震の場合には、大き
な体制の変革を引き起こすきっかけとして東

海・東南海・南海地震が位置づけられます。一

方、1707年の地震の場合には、1703年の元禄江
戸地震、1707年の富士山の宝永噴火と大災害が
続発し、元禄を謳歌していた江戸幕府が経済的

に疲弊し、徳川宗家が絶えることでそれまでの

宗家親政から幕閣政治に移行する契機となりま

した。この災害では体制変革に内部の変革にと

どまりましたが、この災害を契機に経済的に苦

境に入っています。2035年ごろ、ちょうど皆さ
んのような若い人たちが社会の中軸になるとき、

この国がどのように変わるのかが問われていま

す。  
地震には、その地域が持っている傾向を顕在

化させるという特徴がありますから、衰退が顕

在化するか、飛躍に転じさせることができるか、

それを今、皆さんに地震防災戦略を立てていた

だく中で、最後に考えてほしいと思っています。 
もう一つ言えば、これからの日本は人口が減

っていきます（資料24）。高齢・少子のもと活
力が非常に弱まった社会の中で次のイベントが

起こる。それに向けて制度設計をしていかなけ

ればいけないわけです。日本のいろんな社会制

度というのは、右肩上がりを前提にしてつくら

れてきた制度です。今それを変革する時期に来

ているわけですが、それを先延ばししていると、

皆さんが年取ったときに、年金は本当になくな

ります。もしかしたら、国がなくなるかもしれ

ない。 
そういう危険があることをぜひ頭に入れてほ

しいということが、この成果普及事業の中で戦

略計画をぜひつくりたいと考えた背景です。こ

の問題は、自分のところだけが生き残ればいい

というのではなく、できればこの国全体を生き

残らせるための方針、あるいはやるべきことを

クリアにしてほしいのです。 
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2005.03.12

西日本が地震活動期に入ったこと確実

• 頻発すると予想される地震災害
– 2035±10年に予想されるM8クラスの地震

• 東海地震，東南海地震，南海地震
• 2004年9月5日の地震

– それ以前に数多くのM7クラスの直下地震
• 1995年阪神淡路大震災，2000年鳥取県西部地震,
• 2001年芸予地震，200X，201X，202X，203X

　

• これをどう乗り切るかを真剣に考える時
– 1980年以降に生まれた子どもが対応の主役
– 親の世代は次の世代に何を残すのか
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２１世紀前半に３つの地震が起きる
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出典：日本の地震活動<追補版＞

世界のＭ４以上の地震（１９９３年、深さ１００ｋｍ以浅）

地震が起きる場所は限られている

資料 3 
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出典：日本の地震活動<追補版＞

日本列島とその周辺の主な被害地震の震源域
（１８８５年～１９９５年、深さ１００ｋｍ以浅）
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日本に起きる地震の特徴

• 陸で起きる地震よりも、海で起きる地震の
ほうが、数が多い

• 陸で起きる地震よりも、海で起きる地震の
ほうが、規模も大きい（=マグニチュード）

• 日本海側よりも太平洋側に地震が多い
• 西日本よりも北日本に地震が多い

• なぜ、こうした特徴があるのか？

資料 5 
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出典：日本の地震活動<追補版＞

繰り返し起きる

プレート間地震
震源が海底：海溝型地震

三陸沖地震津波：
　　　　年間10cm，約50年周期

南海・東南海地震：
　　　　年間5cm，約100年周期

資料 6 
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出典：日本の地震活動<追補版＞

日本列島と
その周辺の地形
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南海・東海地震発生
の時間差と防災課題

• 宝永型　・・・・　同時　
– 「強いゆれ」：
– 大きな津波被害
– 広域被害

• 安政型　・・・・　32時間
– 応急対応能力の払底
– 二次災害の増大

• 昭和型　・・・・　2年間
– 復興努力のご破算
– 復興不能

東海地震南海地震

資料 9 
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中央防災会議被害想定

• 死者
– 東海・東南海・南海地震

• １８５００～２４７００　５
９５００～

９２００　５

４１００～

１７８００　５

６３００～

AM
• 　 １１８００　12PM
• １２０００～１６８００　18PM　

– 東海地震
• 　７９００～　 AM
• 　 　４７００　12PM
• 　４６００～　５９００　18PM　

– 東南海・南海地震
• １２１００～ AM
• 　 　８２００　12PM
• 　８５００～１２５００　18PM　

資料 13 
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中央防災会議経済被害

資料 14 
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いよいよ
次の東海・南海地震に向けてた

備えの本格化が
求められる時期になった

• 何に備えればいいのか
• 何を備えればいいのか
• いつまでに備えるのか

資料 15 
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防災対策推進地域がきまる

資料 16 
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２１世紀前半に３つの地震が起きる

駿河トラフ

南海トラフ
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日本海

南海地震

東南海地震
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東海地震

足摺岬

潮岬

浜名湖
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歴史上の南海・東南海地震
• 天武地震　（６８４）：紀伊水道沖地震：宝永型？

– 南海　684/11/29(天武13年10月14日）M8.4

• ？地震　（尾池和夫先生によれば７９０年ごろ）

• 仁和地震　（８８７）：五畿七道大地震：宝永型？
– 南海　887/8/26(仁和3年7月30日）M8.6

• ？地震　（尾池和夫先生によれば1000年ごろ）

• 康和・永長地震　（１０９６・１０９９）：　昭和型
– 東海　1096/12/1(永長元年11月24日） Ｍ8? 8.5　・　南海　1099/2/22(康和元年1月24日） M8? 8.3

• ？地震 (尾池和夫先生によれば1250年ごろ)

• 正平地震 （1361）：　宝永型
– 南海　1361/8/3(正平16年６月24日）　M8.5

• 明応地震 (1498）：　安政型
– 東海　1498/9/20(明応7年8月25日）M8.6　・　南海　1498/7/9（宇佐美説）

• 慶長地震 （1605）:　宝永型
– 東海　1605/2/3(慶長9年12月16日）M7.9　・　南海　1605/2/3(慶長9年12月16日）M7.9

• 宝永地震 （1707）
– 東海　1707/10/28(宝永4年10月4日）　M8.4　・　南海　1707/10/28(宝永4年10月4日）　M8.4

• 安政地震 （1854）
– 東海　1854/12/23(安政元年11月4日）M8.4　・　南海　1854/12/24(安政元年11月5日）M8.4

• 昭和地震 （1944・1946）
– 東海　1944/12/7(昭和19年12月7日）M7.9　・　南海　1946/12/21(昭和21年12月21日）M8.0

• X 地震 （２０３５～２０４０）

資料 18 
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• 時間予測モデルが
fit

• 昭和の地震の大き
さから，次の地震
の時期が予測可能

• 昭和の地震は小さ
かったので，次ま
での時間は短い?

室津港の累積隆起
（島崎・中田，1980）

資料 19 
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２０３５±１０
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東海・東南海・南海地震は時代を変える

• １６０５　慶長地震
– 関が原合戦：豊臣氏から徳川氏へ

• １７０７　宝永地震
– 徳川宗家親政から幕閣政治へ

• １８５４　安政地震
– 徳川政権から明治維新へ

• １９４６　昭和地震
– 大日本帝国から日本国へ

• ２０３５
– ？

資料 22 
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東海・東南海・南海地震と国の存亡

• 災害はその地域が持つもともとの傾向を一
層顕在化させる
– 成長傾向の地域は，災害を契機に成長が加速
する

– 衰退傾向の地域は，災害を契機に急激に衰退
する

• 東海・東南海・南海地震の場合
– 震災前後にわが国の政治体制に大きな変化が
多い

– 拮抗する在野勢力の存在が規定因
– 記録が残せないほどに弱体化する可能性

資料 23 
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高齢・少子社会：社会環境の変化
労働人口減少・技術革新・国際化・女性の社会進出

資料 24 
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成果普及事業のこれまでの経緯と８つの戦略課題の意味について 

 

 

○永松 

それでは、先ほど質問がありましたけれども、我々

が今までつくってきた戦略計画はどんなものなのかと

いうことをご紹介していきたいと思います。 

皆さんにお配りしてある資料をぜひごらんになって

いただければと思います。今から見ていただくのは、

Ａ３の紙にカラーで打ち出している大きな表と、もう

一つは資料②「第２回ワークショップで策定された戦

略計画」、この２つを主にごらんになっていただけれ

ばと思います。 
 

平成１６年度の事業の流れ 

まず、昨年の業務の流れを簡単に紹介したいと思い

ます。 
 昨年の８月11日に、当時はまだ８つの自治体だった
のですが、「将来各自治体の防災を担って立つ若手

の」防災担当職員の皆様に集まっていただいて、ワー

クショップを行いました。このワークショップは、い

わゆるＳＷＯＴ分析という方法を使ってやりました。

すなわち、我々の今置かれている環境というものを、

外部環境と、それから自分たちが持っている強み、弱

みといったものとを分析しながら、我々が進むべき方

向を明らかにしていくということを行いました。第２

回は、その後に、昨年９月５日に発生した紀伊半島

沖・東海道沖地震の行政対応検討会を11月に行いまし
た。それから新潟中越地震が発生しましたので、12月
には現地調査に伺いました。それから、２月には成城

大学の打越綾子先生をお招きして、計画に関する勉強

会を開催しました。３月にはこれらを踏まえて、再度

ワークショップを行いました。このワークショップで

は８月に作成した６つの戦略課題を元にして、それに

対して具体的な事業をつけ加えていくという作業をや

りました。これで作成されたのが、資料②「第２回ワ

ークショップで策定された戦略計画」です。これは、

とりあえず今日までの本事業の成果であり、今後さら

に検討を加えてゆくべきたたき台としての位置づけで

す。 
 
８つの戦略課題がまとめられた経緯 
第１回ＷＳの議論の経緯 
 それでは、この戦略計画がこれまでどのように策定

されてきたかをご紹介します。 
まず、平成１６年度第１回ワークショップの内容を振

り返ってみたいと思いますので、皆さんのお手元にあ

るＡ３の資料をごらんになっていただきたいと思いま

す。これは私が言うのもなんですが、割とよくできて

いると思います。まず、横軸というのは一体何かとい

うと、防災行政あるいは防災政策が直面している外的

な要因・環境というものの中で、これは押さえておか

なければならないというものを７つ列挙しています。

一つずつ見ていきたいと思います。 
 １番目に「高齢者等災害弱者が増加することにより

避難対策が困難となる」とあります。ここではいろん

な議論がありました。例えば、これから地価が下落し

て、都市のマンションに人口が回帰してくる。当然そ

の回帰してくる人たちは高齢者で、しかもマンション

というのは生活空間が縦になっているから、そういっ

た人たちの介護とか援護は大変になるだろうという意

見がありました。あるいは、核家族化が進行するので、

家庭内の自助が機能しなくなるとか、所得階層が二分

化していって低所得者が増えていくといった、こうし

た流れを踏まえなければならないという議論がありま

した。 
 ２番目に、「住宅・公共施設の耐震性向上の戦略を

考える」です。これは読んで字の如くですけれども、

注意しておかなければいけないのは、我々は30年先を
見据えています。そうすれば、これまでに建設した社

会資本というものも当然に老朽化していくだろう、そ

れをどうするのかというようなことも検討課題です。

今あるものをよくするだけではなくて、劣化していく

ものをどうするのかという視点がここには必要だとい

うことです。 
 ３番目に「ＩＴ社会が進むと、リアルタイムの対策

が可能になる」です。これは、単に技術的なことだけ

ではありません。今日ではいろんな情報機器が発達し

て、情報が入ってくるわけですけれども、リテラシー

の問題が同時に発生しています。つまりそれらの情報

をどう受け取って、どうさばいて、どう意思決定に役

立てるのかというところについて、相対的に人間の側

の能力が低下している。これをどうするのかという議

論がありました。 
 ４番目に「防災コーディネーターやボランティアが

増加して防災力が向上している」という部分です。こ

れの背景にあるのは、先ほどの核家族化みたいな話と

関係があるのかもしれませんが、自治体の皆さんが現

場の仕事を通じて「コミュニティが最近どんどん崩壊

していっている」「まちのことに対して無関心な人た

ちが増えている」といったことを、おっしゃっていま
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す。それからもう一つは、市町村合併もひょっとした

らかかわってくるのかなと感じています。合併が推進

されることで、これからは市町村もいろんなきめ細か

なことがみられなくなって、より一層コミュニティの

機能が求められるということです。 
 ５番目に「地域・企業の自発的な活動が行われる」

です。これはボランティアの意識が阪神・淡路大震災

以降向上しているとか、あるいは、企業の危機管理意

識も向上しているといった部分です。若干期待も込め

ているように思われますけれども。 
 ６番目は「経済情勢によって防災対策費が左右され

る」です。行政というのは税収を主要な財源としてい

ますので、その税収が景気によって上下しますと、そ

れによって防災対策費が左右される傾向がある。同時

に、様々な災害が起これば世間の関心も高まり財源が

つくけれども、関心が薄れれば財源がなくなるという、

そういった防災財政の不安定性みたいなものもここに

含まれています。それから、もう一つ押さえなければ

ならないのは、最近の三位一体の改革、すなわち中央

から地方への財政の分権化が行われていく中で、今後、

自治体が防災対策に使えるお金がどうなっていくのか

ということが若干不透明な状況にあります。とはいえ

自治体財政の分権化は今後の計画を考える上で押さえ

なければいけないポイントです。 
 ７番目に「国の防災施設がおくれ、法整備が進まず、

ハード・ソフト整備が進まない」です。国も財政的に

困窮しているということの意識がここにもあらわれて

きているのかと思います。 
 次に内部環境分析です。自治体側の強み・弱み等、

押さえておくべき要因についてご説明します。 
 １番目は「トップの防災意識を高めることが課題で

ある」ということで、これは説明の必要はないかと思

います。 
 ２番目に「防災組織の充実が図られてきつつあるが、

「災害創造力」と「災害対応力」を有する職員の育成

が不十分である」という点です。これは、一つには、

地方自治体で一般的な人事のローテーションの問題が

あります。３年に１回あるいは２年に１回、長い方で

すと、ここに７年いる方もおられるわけですけれども

（笑）、それでも人材が変わっていくといったことで、

なかなか専門的な知識・能力が身についていかないと

いうことがあります。もう一つは、日ごろの事務的な

業務、ルーチン業務に忙殺されていて、なかなか専門

的な知識を勉強する時間がない。そういった問題意識

がここにあらわれてきています。 
 ４番に「専門家、市民、ボランティア等との連携が

必要であるが、できていない」ということです。これ

は、そのとおりで説明の必要はないかと思います。 

 ５番に「被害想定を行い防潮施設等の防災施設の整

備に取り組んでいるが、運用面の整備や耐震化が遅れ

ている」ということです。例えば津波対策の防潮堤と

か、鉄門・鉄扉は、それなりにあるんだけれども、津

波警報が出たら正しく閉鎖するといった、本当に計画

どおりの運用ができるんですかと聞かれるといまいち

自信がない。つまり施設の運用面で心配しているとい

う意見がかなり多く出てきました。ですから、こうい

う書き方になっているわけです。 
 ６番目に「長期的な計画の必要性は意識しているが、

具体的な計画策定に至っていない」ということです。

これも説明の必要はないでしょう。 
さて、以上述べたような外部環境と内部環境を組み

合わせると、縦軸と横軸ので、それぞれの環境に対応

して何をしなければいけないかという対策を考えるこ

とができます。表にはそれを書いています。一つ一つ

説明していると時間が足りませんので、ぜひゆっくり

と眺めていただければと思います。結論のみ申し上げ

ますと、テーマとしては、５つあるということが出て

きました。 
１つ目は、外部環境１番目のところで、内部環境が

１から６番目の要因のところについて、「要介護者の

避難対策も含めた総合的な津波避難対策をしなければ

いけない」ということが出てきました。 
 ２つ目は、外部環境２番目のところで、内部環境が

１から６番目の要因のところについて、「住宅の耐震

化戦略を構築しなければいけない」ということが出て

きました。 
 ３つ目は、外部環境３番目のところで、内部環境が

２番目から４番目の要因のところについて、「役に立

つ防災情報システムの開発をしなければいけない」と

いうことが出てきました。 
 ４つ目は、外部環境４番目と５番目のところで、内

部環境が２から４番目の要因のところについて、「広

域災害を視野に入れた連携体制の構築」ということが

出てきました。 
 ５つ目は、外部環境６番目と７番目のところで、内

部環境が１番目、３番目、５番目、６番目のところに

ついて、「長期的視野にたった戦略計画の策定と防災

事業の推進」ということが出てきました。 
 ところで、この日の成果としては６つの戦略課題を

掲げました。しかし当初出てきたのはこの５つなので

す。実は最初の議論で出てこなかったのは、「やや長

周期の地震動による社会資本施設への被害想定」とい

う課題です。これは後から議論する中で、林先生から

「ちょっとこれが抜けているね」ということになりま

した。どうしても自治体職員だけで議論しますと、こ

ういう自然科学的なことには、なかなか議論が及ばな
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かったわけです。それでもこれはやっぱりやらなきゃ

いけないねということで意見が一致して、つけ加えて

６つになったというのが、第１回目のワークショップ

の成果です。 
 
第２回ＷＳまでの経緯 
それから、９月５日に紀伊半島沖、東海道沖を震源

とする地震がありました。あの地震は震源の位置や揺

れ方などから東南海・南海地震を彷彿とさせるもので

した。そこで我々は、自治体の皆様と共同で行政対応

検討会を開催しました。そこでどんなことが議論され

たかといいますと、「被害はほとんどなかったのです

が、やっぱり計画どおりの対応というのは難しいです

ね」、「本当に既存の計画の延長で対応できるのです

かね」、「将来の地震って別に１回だけじゃないです

よね。それが終われば、また100年後には大きな地震
が来るんですよね。それじゃ、次だけでなく、その次

に向けた対策というものも考えなければいけないね」、

そのような議論が出てきたりしたわけです。最初の部

分は、これまで想像の世界、計画の世界だけだった巨

大地震への対応が、規模は小さいにせよ現実として体

験したということです。これによって我々の議論はよ

り現実味のあるものに発展していったように思います。

それから、最後の部分はまさに復旧・復興の話にかか

わってくる話です。我々は新潟県中越地震の被災地に

自治体の皆さんと一緒に行って現地調査を行いました。

その中で復旧・復興に対してのリアリティを持った問

題みたいなものが浮き彫りになったと思います。 
 
第２回ＷＳでの議論の経緯 
３月に開催した第２回ワークショップでは、これま

での活動で得たいろんな知見を踏まえて、具体的な６

つの戦略課題の内容を詰めていくことを目的としまし

た。その前に、その６つの戦略課題に対して、ほかに

抜けているところはないか、あるいは、この戦略課題

で本当にいいのかということをみんなで議論しました。

その結果、ここに書いてある２つの新たな戦略課題が

追加され、それから、若干言葉について変更がありま

した。 
 具体的には、７つ目の戦略課題として、「中山間地

域・中小都市の再生を視野に入れた防災のあり方の提

案」ということです。これは、新潟県中越地震の際に、

いわゆる中山間地域が大きく被害を受け、孤立集落の

問題というものがクローズアップされました。当然そ

ういったところは何らかの対策を事前に打たなければ

いけないんだけれども、そのような人口も少ない地域

で、加えてこれから過疎化が進行していく中で、対策

に必要な莫大な予算をつけることが正当化されるのか

どうかというと、これはなかなか難しい。しかし、だ

からといって、「おたくらの地域は滅びてください」

などということが行政の口から言えるわけでもありま

せん。それから都会の人は田舎に対するノスタルジー

みたいなものがみんなある。防災対策にどこまでお金

をかけるのか、という問題は田舎に限らず都会でもど

この地域でもみんな同じように問題なのですが、中山

間地については今述べたようなノスタルジーも絡んで

来てジレンマが特に大きい。そこで本事業では戦略課

題として追加的に置くことによって、このジレンマに

ついてもっと真剣に考えてみようといった決意が込め

られていると思ってください。 
 ８つ目の戦略課題として、「複数の震災が連続して

発生する場合での最適な復旧・復興の提案」というこ

とです。先ほど林先生の話でもあったのですけれども、

地震の起き方というのは、宝永型・安政型・昭和型と

いった３つのパターンがある。昭和のときのように、

東南海地震が起こった２年後に南海地震が起こったり、

あるいは数時間の時間差を置いて起こったり、いろん

なパターンがあります。我々は、１回起こったら後は

当分起きないという前提で復旧・復興というものを進

めてしまいがちなのですが、これまでのシナリオを考

えたとき、本当にそういうことをやっていいのだろう

か。こうした議論が行われました。 
 ここからは、皆さんのお手元の資料をごらんになっ

ていただき、こうして作成された８つの戦略課題毎に

作成された計画の中身を見ていきたいと思います。資

料②第２回ワークショップで策定された戦略計画とい

うところです。 
 １番目の課題「やや長周期の強震動による社会資本

への被害予測と対策の確立」です。この課題はもとも

と「被害予測手法の確立」とか「被害想定」というふ

うになっていたのですが、議論の過程で、それに対し

てどう対策するのか、自治体としてはやっぱりそれを

考えなければいけないということで、「対策」という

言葉が追加されました。 
 議論されたことは、まず、1.1として、「地震波伝
播のメカニズムを解析する」ということです。地震動

のデータを共有するとか、それから、建物ごとに異な

る揺れの周期、つまり「こういう周期が来れば、こう

いう建物が危ない」みたいに、事前に把握することが

できないかとか、あるいは、そういったことをより強

力に進めるために震度計をビルの上に置けないかとか、

そういった議論がされました。1.2として、その被害
予測の結果、社会対策を事前に考えておく必要がある

ということです。ここで特に議論になったのは、さっ

きも言ったように、大きな地震が２回立て続けに来る

可能性がありますので、その累積の被害を受けること

 



 
 

によって、さらにどうやって壊れていくか。一度ダメ

ージを受けた建物が次の地震動によってどう壊れるか

みたいなことも何か考えられないかということなどが

議論されました。1.3として、「社会資本の潜在的被
害ポテンシャルを把握する」ということです。これは

逆にバルネラビリティ（脆弱性）を事前把握すること

ができないかといったことがここで議論されています

が、やはり技術的な部分については、専門的知識がな

くかなり議論に苦しんだところです。 
 ２番目の課題「住宅の耐震化戦略の構築」です。 
 これは非常にわかりやすい構造をしています。まず、

2.1「耐震化推進計画の策定」を行い、次に、2.2で耐
震化のインセンティブを与えるために何らかの優遇措

置をとって、それから、2.3で規制をして耐震化の推
進をしましょうということで、ここでの施策の立て方

は政策のパターンによって分かれています。ところが、

議論で出てきましたのは、新築の建物へと既存建物へ

のアプローチは違うだろう、あるいは、新築する場合

と改修する場合では違うだろうということとか、ある

いは、地域によって建物の構造が違ってくるだろう、

あるいは地震動のリスクも変わってくるだろうという

ことが指摘されました。つまり考え方としては、ここ

で示された政策のパターンという縦軸に加え、対象と

なる建物・地域などの横軸というものが要るのかなと

いうことになりました。ところで、2.2.3に見られる
「家具等の耐震固定に関する助成制度の設置」という

のは、耐震化できない人のための対策というものもこ

この中で考えていこうということになったことをつけ

加えておきたいと思います。 
 ３番目として、「広域災害を視野に入れた連携体制

の構築」です。先ほどのＡ３の資料の中を見ていただ

いたらわかると思うのですが、ここで対象にしている

のは、必ずしも行政間相互の協力ということではなく

て、ＮＰＯ間の協力、あるいはＮＰＯとの協力、ある

いは民間企業との協力といった、もっと広いものを含

んだ課題だと理解していただきたいと思います。そこ

で、3.1「ＮＰＯ、ボランティアとの連携」というこ

とで、総合的な調整能力を高めて、防災コーディネー

ターに頑張ってもらうとか、ＮＰＯを十分に利用・活

用して防災向上に役立てる施策が要るというように、

ＮＰＯに期待する部分がずいぶんとふくらんでしまい

ました。それから、3.2「企業との連携」ということ

で、ここも結構意見が出たところです。「企業と自治

体のコラボレーションによる地域防災力向上の事業を

実施する。」「企業と行政の相互不信解消の道を探

る。」「市民生活再建の糧となる法人活動の継続につ

いて行政が協力する。」「リスクアセスメントを行政

が行い、情報を開示する。」特に、地域・企業の自発

的な活動を促すために、民間企業に対して「勉強した

いのだったら、こういう講師団がいますよ」みたいな

名簿などをつくると、勉強してもらいやすくなる。

「こんなのはすぐにもできるね」みたいな議論があり

ました。 

 次に防災組織の話になってきます。3.3「災害対応

業務の標準化」が必要であるということです。当然連

携するためには業務の標準化が必要でしょう。それか

ら、3.4資源の連携が必要である。3.5情報共有システ

ムの確立が必要である。3.6広域連携を可能にする組

織体制の確立が必要である。このような議論がなされ

ました。特に注意していただきたいのは、後に情報シ

ステムの話が５番目に出てきますけれども、ここ３番

目の課題の中で議論する「情報共有システムの確立」

というのは、仕事そのものの改善を目指したものです。

これは非常に重要な議論だと思うんです。前回のワー

クショップの中で議論になったのは、すなわち、間違

った仕事をしていて、その仕事をそのままシステム化

するということは一番やってはいけないことであると

いうことです。いいシステムをつくるためには、まず

日ごろやっている仕事そのものを見直して、そういう

いいものを支援するという発想がなければならない、

という議論がありました。ですから、ここであえて

「情報共有システム」を入れているのは、情報共有シ

ステムを考える上で、どういうふうな仕事の仕方をし

ていったらいいかという、日常業務の改善を目指すよ

うな内容を議論する必要があるという配慮からです。

だから「標準化」という言葉がここに出てきていると

いうふうに理解してください。3.6「広域連携を可能

にする組織体制の確立」ということで、そこに書いて

あるような議論がされています。 

 ４番目の課題は、「要援護者の避難対策も含めた総

合的な津波対策の提案」です。ここでは、まず、4.1

「避難の仕組みをつくる」ということで、マニュアル

づくりであるとか、避難勧告の基準をつくるとか、福

祉情報の開示とか、避難施設を建設しなければいけま

せんねという話が出ました。次に、4.2「防災教育の

充実により、現在の災害弱者予備軍をどうするかを考

えていくグランドワークをする」ということで、この

「災害弱者予備軍」が非常に重要なキーワードです。

すなわち、現在は災害弱者ととらえられていない方々

であっても、そのときには弱者となる可能性のある方

がいる。例えば、観光客というのは、一般的には弱者

ととらえられていませんが、災害時には地理がわから

ない、外国人だと言葉がわからないということで、急

に災害弱者として対処しなければならなくなってくる。

この「弱者」というのは、実はそんな簡単な概念じゃ

ないねということがこの議論の中で一つ共有された成
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果だと思っています。 

 そして、4.3「津波被害を予防軽減する」というこ

とで、4.3.1「土地利用の適正化」、4.3.2「植林によ

り津波を軽減する」ことなどです。この植林の話とい

うのは、非常に盛り上がりました。つまり植林をする

ということは、環境行政の中でも一つの重要課題とな

っている。それじゃ、これは環境のためにもいいし、

そして防災のためにもいい。環境やその他の政策分野

と抱き合わせの防災対策というものを考えていけない

かみたいな議論がここでなされました。 

 4.3.3は、林先生から提案がありました。公共施設

の建てかえがこれから少しずつ計画的に行われていく

とすれば、それを一つのチャンスとしてとらえなけれ

ばいけないということです。すなわち、公共施設を建

てかえるということであれば、それには津波対策を施

して一番危ないところに置くことによって、その危な

いところの土地利用を適正化していくといったことが

考えられないかという提案がありました。 

 ５番目の課題として、「効果的な危機対応を可能に

する情報システムの開発」ということです。これは、

最初「役に立つ情報システム」という名前になってい

たのですが、これじゃいかんということになりました。

それはどうしてかというと、情報システムを導入する

際に、何となく効率化、何となく役に立つという意識

で行うことが多いのですが、それはやっぱりいけない。

情報システムを使うときには、それを導入することに

よって何がしたいかという目的を持たなければいけな

いですねという議論がありました。そこでこの課題も

もう少し具体的に「効果的な危機対応」という言葉に

変えたという経緯があります。 

 具体的な中身を見ていただきますと、5.1「住民に

対する情報提供システムの開発」ということで、ここ

で非常に興味深かったのは、5.1.2に書いてあります

「緊急通知型システムの開発」ということです。これ

は、こちらから避難勧告を住民にダイレクトに行える

システムも欲しいんだけれども、さらにいえば、そこ

から現地の情報が災害対策本部に吸い上げられるよう

な、双方向のシステムがあるといいねといった議論が

ありました。 

 それから、5.2「行政対応支援システムの開発」を

議論していく中で非常に興味深い話がありました。今、

各自治体で導入しているシステムが陥りがちな点とし

て、全体をカバーしようとする余り、個々の業務につ

いて漠然としたものになってしまって現場ではなかな

か使いづらいということです。そのためにここで議論

されたことは、まず各部局に対応するシステムがある

べきであり、それらが相互に乗り入れできるように組

織間の連携システムというものをつくらなければいけ

ないということです。根本にあるのは、平時から通常

業務で利用できて、個々の仕事に使えるというような

システムが欲しいということです。 

5.3「行政職員の防災情報対応能力の向上」です。

ここは、先ほど触れましたように、使う側のリテラシ

ーを何とかしなきゃいかんというようなことで、研修

シミュレーターを開発するとか、定期訓練の実施とか、

防災専門員の充実化を図るといった意見が出されまし

た。 

 ６番目の課題です。「長期的視野にたった戦略計画

の策定と防災事業の推進」です。 

 6.1「トップ首長の防災意識を高める」ということ

があります。6.2「防災対策を推進しやすい法整備を

行う」は、先ほど私のほうで触れたような、災害対策

基本法の見直しも含めて考えていかなければいけない

のではという意見がありました。6.3「中長期計画の

策定を行う」ということで、これは実際に取り組まな

ければいけないということです。それから、6.4「意

識を高める」ということです。「意識を高める」とい

うと漠然としてしまうのですが、やはり意識向上でも

いろんなレベルがあるだろう。例えば、今、防災担当

職員皆様の意識を高めるということと、全く防災につ

いて考えたこともない人の意識を高めるというとでは、

やっぱりレベルを考えなければいけないだろうという

議論もされました。 

6.4「長期的対策のための予算確保を行う」という

ことで、例えば、防災対策目的税をつくってみてはど

うかという意見も出されました。6.5「防災にかかわ

る各セクターの人材を一元的に育成する」ということ

です。      

6.6「将来に向けた教育とする」ということで、教

育の話はここのところに入ってまいりました。ここで

一つ議論になったのが、「防災教育」と言うと、学校

の授業の中で、例えば身の守り方や避難訓練といった

内容に矮小化された教育に限定されてしまうおそれが

あるということです。でも、教育というのはもっと幅

広く考えなければいけないだろうということになりま

した。そこで、例えば、子どもたちに長期的防災計画

を考えさせる。「あんたらが被災するんやで！どうす

る？」というような形で教育をするというのが、一つ

の案として出てきました。もう一つは、各自治体では、

国民保護法制により国民保護計画を作成しています。

それはそれで予算がついているとすれば、防災計画を

国民保護計画と統合するような形で防災計画を考える

ことができないかということが議論されました。 

 ７番目の課題です。「中山間地域・中小都市の再生

を視野に入れた防災のあり方の提案」ということです。

これは、先ほど申し上げた「過疎地域とかをどうする

 



 
 

か」という問題意識に基づいているわけです。そこで

出てきたのは、7.1経済的に自立していただかなけれ

ばいけないということで、「１村１品運動」を推進す

るという施策です。これが防災計画かというような感

じもするんですが、それでもこれは大事だという議論

になりました。同時に、田舎であっても産業が育つた

めの条件として、情報インフラを整備し都市と地方の

二重生活を促進するといった、そういったものもどう

だろうかという意見が出ました。7.2「災害時の危険
地域を認識する」ということで、場合によっては全村

避難もしてもらわなければいけませんよ、ということ

を対策として組み込んでおくことも必要だという意見

がありました。そこで7.3「定住にこだわらない地域
ぐるみの移転を促進する」となります。つまり土地利

用規制とか、もちろんその人たちの選択によって、定

住するのではなくても、災害の前に移転してもらって

もいいですよ、そういった対策も用意しましょうとい

うことです。7.4「応急対策の活動計画の作成をす
る」というところで、例えば、備蓄の話や情報孤立を

防ぐという話が出てくるわけです。この「備蓄」の議

論の中で出てきたのは、どういったものを備蓄するか

ということです。例えば、食べ物について言えば、農

村部であれば畑をほじくり返せば大根があるわけです。

そうすれば、そこでの備蓄というのは、食料ではなく

むしろ医薬品ではないか。逆に農村地帯には自給自足

ということを前提にして、公的備蓄に頼らず自分たち

で何とかしてもらう。自然をうまく利用し、そういっ

たライフスタイルを確立していくといった発想が地方

の場合は必要かもしれませんねということが議論され

ました。7.5「地域活性化を目指した災害に強いまち
づくりを行う」ということで、物流のルート再構築を

行うといった話がされました。 
 最後の課題です。「複数の震災が連続して発生する

場合での最適な復旧・復興の提案。」これは、先ほど

言いましたように、巨大地震が立て続けに来るかもし

れない、どうするかということで、8.「1復旧・復興
戦略の複数シナリオを持つ」ということがあげられま

した。特に重要なのは、「復旧しない」という戦略も

考えておくべきではないかということです。特に、間

もなく来るかもしれないという蓋然性が高いとか、あ

るいは、どう考えてもここの復興には時間がかかると

いうこと、あるいは、ほかにもっと重要な地域がある

ということになれば、そこを優先してやるので、ここ

は復興させない、という決断も場合によっては必要か

もしれないという意見がありました。 
 それから、「長時間かけて復旧を考える」「住民が

選択する」という議論もありました。のんべんだらり

と全部同じように復興するのではなくて、被害の程度

や、あるいは戦略的な重要性に基づき、近畿圏で資源

の配分を調整しながら、ここから優先的に復興してい

くといったような発想、すなわち、復興のための限ら

れた資源を有効利用する策というものが必要かもしれ

ませんねという議論がされました。最後に、8.2「被
害軽減のための予測を行う」ということで、例えば、

地盤の安全度を短期に測定できるシステムをつくって、

二度目の地震に対して早急に備えるような対策も必要

かもしれないということです。それから、東南海・南

海地震の発生のシナリオで、先ほど出てきたシナリオ

のどれでいくのかということを直後に見極める必要が

あるといったことが議論されました。そして、出てき

た意見が、実はきょうお集まりいただいた自治体の中

でも、東南海・南海地震に限っていえば、あるいは東

海地震を含めても、被災の程度が全然違うわけです。

名前も出しちゃえという話になったのですが、三重県

や和歌山県と、大阪府や奈良県とでは、復旧・復興へ

向けた取り組みの必要性が全然違うだろうということ

です。揺れの大きさとか、被害の大きさが全然違うか

らですね。もっというと、兵庫県は被害が小さいから

復興のパターンが全然違ってくるはずです。そういっ

た違いも押さえておかなければいけないというところ

が議論されました。 
 こういった議論を経て今の８つの戦略計画ができて

いるということを踏まえていただければと思います。

それでは、林先生のほうから、この８つの戦略課題が

どのように関係しているのかということについて若干

補足していただきたいと思います。 
 
８つの戦略課題の関係について 
○林 
 今、永松君がこの８つの戦略課題についてお話をし

てくれましたので、この８つがどういう性格づけなの

かはわかってもらえたと思います。（資料８） 
 この８つの戦略課題について、僕としては大変いい

８つが出たと思っています。その８つの関係を整理し

てお話しておいたほうがいいだろうと思います。なぜ

８つがいいのかということです。 
これは人と防災未来センターに来た人はいつも聞か

される話ですが（資料９）、防災のモデルとして僕ら

が考えているものです。地震災害を減らしたいわけで

す。そのためには、できるだけ被害の発生を抑止する

か、万が一発生してしまった被害に対して効果的な災

害対応を行うことで、最終的に被害を最小限にとどめ

たい。この二つの目的を達成するためには、なぜ被害

が出るかということを分析しておかなければいけない。

それで見るべきものは、一つはハザードの性質であり、

もう一つは自分たちの地域が持つ防災力です。 
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 ハザードについてはとめることはできませんから、

予知・予測していく。そのために、このプロジェクト

でいえば、東海・東南海・南海地震について深い理解

を持ってほしい。そして、その特性を踏まえたいろい

ろな対策をしなければいけない。そういう意味では、

二発連続して発生するとか、３連発が同時に発生する

とか、２年間隔があくとか、何十時間で連続するとい

うようなことを踏まえた対策をしてほしい。とくに東

京から来ている専門家の人へメッセージとして言いた

いのは、東京というのは、基本的にこういったシナリ

オに対して非常にセンスの悪いというか、インセンシ

ティブな地域だということです。なぜかというと、ど

のシナリオで地震が起こっても、起こるべき被害は、

東京だけを考えると、大体同じよう程度だからです。

だから、特定の地震シナリオについて備えるというこ

とをしていないのです。その結果、地震は「いつ起き

るかわからないんだから、それを前提にして対策をし

なければいけない」となるのです。この考え方は、東

京という特殊なローカルティーだけを対象として考え

た場合には、それでもいいわけです。しかし、日本全

体を考えると、特定の明確なシナリオが存在する場合

もあるのです。今、僕らが問題にしている東海・東南

海・南海地震は明確なシナリオがある場合です。もっ

とも危険性が高い時期ははっきりとわかっているし、

それに向けてある程度時間が残されていることも認め

なければいけないし、それをうまく味方につけなけれ

ばいけないということをぜひ踏まえた対策をしてほし

いのです。 
 
その中で、実際に私たちがやるべきことは、地域の

防災力の向上というわけです。地域の防災力というの

は、当然のことですが、公的機関が持つ防災力もあり

ますが、それ以外に、市民サイドの持っている防災力

があります。この２つを足さなければいけない。です

から、地域の防災力を高めるというのは、一つには、

市民の防災力を高めることにならなければいけないし、

それは、いわば自助力・共助力ということの向上にな

るわけです。ここでもう一つ考えておいてほしいのは、

自助力の向上がないようなところに共助は絶対にない

ということです。それは何も地震災害でなく、普通の

助け合いを考えてもらえば当たり前のことです。自分

でやろうという人たちがいるから、助け合いが生まれ

るのであって、人に助けてもらおうと思っている人ば

かりがいたら、決して共助なんて生まれないというの

はご理解いただけると思います。そういう意味でいえ

ば、市民の防災力というのは、基本的に「自助力の向

上」ということが第一優先されるべき形になります。 
 もう一つ、公的機関の防災力というのは、公助と言

われているわけですから、公助力の向上を図りたいわ

けです。しかし、正直言って、行政が提供できるもの

は、セーフティネットにしか過ぎないと思います。阪

神・淡路大震災のときあれだけ行政機関が頑張ったと

言われても、結局、何をしたかといったら、ある程度

低所得者層の高齢者に対して、最低限の衣食住の環境

を提供している。そこが限界だと考えなければいけな

い。行政の皆さんが直接的にできることといえばそこ

だけです。それ以外にもう一つできるのは、市民の自

助力をはぐくむような環境、あるいはそういうシステ

ムを提供することです。この２つをぜひ残された時間

の中で実現したいと思うわけです。 
 
 先ほどお話している『被害抑止力』と『被害軽減

力』を考えてみると、できれば被害を出したくないで

すから、被害を出さないための備えを『被害抑止力』

といいます。それから、万が一出てしまった被害を最

小限にとどめるための備え、これには「具体的な対

策」と「それを動かすための体制」の２つがあります

けれども、そういうものを考えます。 
『被害抑止力』というのは、何か特別な言葉遣いに

聞こえるかもしれないけれども、皆さんの地域防災計

画の枠組みでいえば、「予防対策」と言われているも

のです。『被害軽減力』にあたるものは、「応急対

策」「復旧・復興対策」と言われているものとそれを

実行に移すための「危機管理体制」というふうに考え

てもらったらいいわけです。ということは、この「予

防対策」と「応急対策」と「復旧・復興対策」と「危

機管理体制」の４つを整備することが、地域の防災力、

特に公的機関としては必要になるものです。重要なポ

イントは、このどちらの力も「備え」です。今やらな

ければいけないことです。基本にあるのは被害抑止力

であって、それを補うものとして軽減力と考えるべき

だと思います。それはなぜかというと、しょっちゅう

起こる大したことのないハザードに対して、被害を出

さないというのは被害抑止力の目的です。残念ながら、

そこには抑止限界があります。それを超えると初めて

被害が生まれます、それに対処するには、ものでは守

れずに被害が出たのですから、結局は人で守ることに

なります。人を動かすためには、共通認識や行動の同

期が必要となります。そのためには情報が必要です。

というわけで、結局は被害軽減力は情報の力で守ると

いうことを、いつもお話しているわけです。 
 ところが、日本の防災は、これまで被害抑止を中心

にやってきています。被害抑止力は、いつでもその働

きを確かめることができますから、有効な備えとして

これがすごく大事にされています。阪神・淡路大震災

が起きるまでは、わが国はすでに十分な被害抑止水準

 



 
 

を実現したという幻想すらあったと思います。ところ

が、被害抑止力は決して十分ではなかったというのが

阪神・淡路大震災の教訓でした。 
先ほど皆さんに見ていただいた、東海・東南海・南

海地震の３連発シナリオで２万５千人が犠牲になり、

80兆円を超える被害がでる予想されるということは、
私たちの社会は「被害抑止力」を十分持っていないと

いうことの証拠です。この点をしっかり受け止めてほ

しいのです。被害抑止力が不十分だったら、これから

30年の間で被害をゼロにするところまで被害抑止力を
高めることができるかが、まず第１番目に問われるべ

きことなのです。 
与えられた期間内で被害抑止力を高められないとし

たら、被害軽減力を高めることができるかが第２番目

に問われます。ところが、被害軽減力が発動するのは

災害発生後ですから、被災地の人しか知り得ないとい

う特徴があります。その結果、どんなものが被害軽減

力になるかを知っている人が極めて少ないというのが

実情です。とくに、日本の防災の専門家は構造系の人

が多いために、発災直後の被害調査以外には被災地に

行ったことがない、後は委員会に来るだけだというの

が一般的です。ですから、災害が起こった後、どんな

問題が実際に起き、それがどのように解決され、その

ためにどんな対策が必要であって、それを実現するた

めにどんな体制をとっていかなければいけないかとい

うことが知られていないのです。被害軽減については

マスコミからの断片的な情報をもとに自分たちが空想

したもの以外何も知らないというのが本当なのかもし

れないのです。ところが、次の東海・東南海・南海地

震を考えたとき、「事前の平時（いま）」その働きを

確かめることができる「被害抑止力」だけでは不十分

だとしたら、「事後の非常時（まれ）」にしか見るこ

とができない「被害軽減力」と組み合わせて地域の防

災力を向上させる必要があります。そういう意味では、

今それぞれの地域で防災の最前線にいて、こういう課

題を持っているという方たちのリクエストに、専門家

としてどういう回答が出せるのかが大変重要な仕事だ

と思っています。 
さっきもお話したように、これからいくら努力して

も東海・東南海・南海地震による被害をゼロにできな

いと思います。それは被害抑止力に限界があることを

意味します。ならば、これからの努力をどの方面の被

害抑止力向上に優先的に投資するかを、まずしっかり

考えてほしいのです。基本となる考え方は、それなし

に社会が機能できないようなものを優先して被害抑止

力の向上をはかるために資源を配当せざるを得ないと

思います。それは、人の命にかかわる病院であったり、

人類の将来にかかわる学校であったり、道路・水道・

電力といった非常に基本的な社会基盤であったりしま

す。そういったものの機能維持、あるいは構造的な被

害の回避といったことをぜひ考えていくことは非常に

重要な課題だと思います。 
 
それから、それ以外の部分は、被害軽減力を高める

ためにしなければいけない。起こった後の被害を最小

にとどめる、できれば迅速に復旧する、そのために何

をしなければいけないかを明らかにする必要がありま

す。そのためにも必要な資源を回す必要があります。

具体的には、どこにどんな被害が出ているかをしっか

り知ることと、どのように対応すべきかをあらかじめ

ちゃんと計画しておく、ことが重要であると思います。

そのための費用は被害抑止力を高めるために使う金額

に比べたら、はるかに少ないかもしれませんが、その

ために必要となる知恵と努力は被害軽減力の方がはる

かに大きいと予想されます。そういうことが今、求め

られています。 
災害が起こった後、復興するまでの流れの中で、命

を守ったり、社会のフローを復旧させたり、ストック

を再建させるという、いわゆる社会サービスの実行が

求められます。ですから、それぞれのサービスを提供

するためにどのような対策が要るのかということを綿

密に今から考えておく必要があります。 
 それから、そのような社会サービスを実行するため

には、その裏で、サービスを管理するようなバックス

テージの仕事が必要になるわけですから、それについ

は、情報と資源の管理（Planning／Logistics）といわ
れる仕事のできる体制をつくっておかなければいけな

いのです。 
 このような整備が要るんだという目でさっきの８つ

の戦略を見てほしいのです（資料１７）。 
 大きくまず防災戦略の「ＷＨＡＴ」（内容）を規定

するものとして以下の課題があります。 
１番目の「やや長周期の強震動による社会資本への

被害予測と対策の確立」は、社会資本を公的な社会基

盤と思ってもらうと、この対策こそが一番確実にやっ

ておかなければいけない公助の基本だという認識でい

ます。 
それから、周囲の防災力が高まらなければいけない

と言いましたけれども、逆にいえば、そこに一番大き

な被害が出るわけですから、それじゃ、何が厳しいの

かといえば、家が人を殺した、あるいは、その後の自

宅の再建までに長い道のりを歩ませたということを考

えると、２番目に「住宅の耐震性を上げる」というこ

とも重要な仕事であることに異論はないでしょう。 
この２つの戦略課題は「予防対策」に焦点をあてた

対策であるという共通点があります。こうしたこれま
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でわが国の防災が力を出して生きた分野が明確に課題

として残ったということは非常によいことだと思って

います。 
次の３つ、順番は３、５、４と変えましたが、これ

はいわゆる「応急対策」にかかわるものです。「対

策」と「体制」に分類すると申し上げましたが、体制

にかかわる部分が３番目の「広域災害を視野に入れた

連携体制の構築」と、５番目の「役に立つ防災情報シ

ステムの開発」です。人と情報という２種類の資源を

うまくコントロールできなければ対策が打てませんか

ら、この２つをコントロールする体制の整備が不可欠

だと考えるのです。 
そして、具体的な応急対策の中で一番気をつけなけ

ればいけないことは、「人の命」を守ることです。住

宅の被害については、予防対策の２番である程度カバ

ーでき、それによる死亡というのが少し減らせるとし

たら、最後に残っていて、しかも時間的な切迫性が高

いのは、４番目の「津波避難対策」です。津波対策は

東海・東南海・南海地震の大きな特徴になるわけです。

津波が人を殺さないようにできるわけです。津波とい

うのは、随伴現象であって、地震そのものではありま

せん。地震をきっかけにして起こるものです。もちろ

ん、静岡県の沿岸は厳しくて、東海地震による津波が

発災から３分ぐらいでやってくることもあります。一

方で、津波が来るまで多少の余裕があるところもある。

その余裕をうまく生かせば、津波による死亡はゼロに

することができるわけですから、応急対策が一番フォ

ーカスすべきであるといえるのです。 
ただ、避難対策というと、どうしても成年男子・健

常者の避難を考えてしまう危険性があります。それだ

けでも大変ですが、高齢社会が進む中で今後も増加が

進む要介護者の存在に焦点をあてたクオリティの高い

避難をぜひ実現してほしいと考えています。その結果、

３番目と５番目と４番目の３つが出ているということ

も大変すぐれていると思います。 
 私たちには余り災害の実体験がありませんでしたか

ら、最初に考えたときには、今までの５つしか出てこ

なかったわけです。しかし昨年９月５日の地震を実際

体験し、その後の新潟県中越地震の被災地に行政の皆

さんにも一緒に行っていただいて、いろいろ勉強させ

てもらったことの中で、やはり７番目の「中山間地

域」の問題が決して他人ごとではなかったわけです。

中山間地域を抱えている府県はいっぱいあります。最

後の8番目ですが、復興を考えることが入ります。東
海・東南海・南海地震は100年に１度発生することを
考えると、今回の地震災害からの復興を考えることは、

22世紀にやってくる次の次の東海・東南海・南海地震
の被害を本当に抜本的に減らすチャンスでもあるわけ

です。そのためには災害発生直後からヘッドスタート

ができるような復興戦略を考えようと点が新たに付け

加わったのです。結果として、昨年度に行政に皆さん

が知識と経験にもとづいてまとめた８つの戦略課題は

「予防対策」、「応急対策」、「復旧・復興対策」の

すべての局面がバランスのとれたものになりました。 
 次に大きく防災戦略を策定する「ＨＯＷ」として、

６番目「長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事

業の推進」がありました。これが何のためにあったか

というと、こういう試み自体がおそらく行政のやり方

の中にはこれまであまり用いられてこなかった、なじ

みの薄い方法であると思います。しかし、今までの行

政のやり方を踏襲していたら、これから起こる事態に

対して有効な回答が出せるかと問われると、やはり非

常に心もとないことも事実です。ということは、何を

やるかということ同時に、それをどうやって実現する

かという「ＨＯＷ」の問題、実現方法の問題もやはり

考え直さなければいけないと思うのです。 
行政の新たらしい問題解決の方法として、僕らが一

生懸命強調しているのは、参画型の戦略計画策定を通

して自分たちの将来を自分たちの力で見ていくという

見方であり、それを実現するための手法です。こうし

た方法を普及策のときだけのことにおさめるのではな

くて、こういうやり方が日常の皆さんの行政判断ある

いは計画策定の中にいろいろ活用されるようになって

ほしいと思っています。 
 ですから、戦略課題策定のための「ＷＨＡＴ」と

「ＨＯＷ」があるという構成になり、バランスのとれ

たものだと思っています。 
 
○永松 
ありがとうございました。 
質問は……。 

 
○吉川忠寛 防災都市計画研究所計画部長 
もともとですね、事前の準備は要らないというお話

から始まっていまして、結果的には１枚ぐらいプレゼ

ンテーションを出せということで来ました。 
 
○林   
きょうのプレゼンテーションのことですね。 
 
○吉川  
そうです。それで、我々の言えることというのは、

専門家といっても、過去の経験に基づくか、あるいは、

事前の準備といっても、それぞれ抱えている仕事とか、

その経験に基づくことしか言えないということで、私

は防災について東京のほうでやっていまして、今のお

 



 
 

話を聞いて、改めて問題意識が非常によくわかりまし

た。そういう意味では、非常に不安になってきている

わけなんですけれども……。これは正直な気持ちです。

むしろ、これを聞いて、我々は今回はこういうことで

思いの丈を話して、その後が大事だと思うんです。こ

れで終わりで、この後、「あのとき吉川がああ言った

から」とかいうことだけが残るのは、ちょっと心配だ

なという気がするんです。 
 
○林  
 永松君が答えます。 
 
○永松 
 大変ありがたいお言葉をいただいたと思っておりま

す。今年１年は専門家の知恵をお借りしながらやって

いきたいと思っておりますので、そう思って頂けるの

であれば、ぜひ継続的にお力添えをいただきたいとい

うふうに期待しております。 
 
○林  
 災害というのは、正直言って、いつ起こるかわから

ない。どこで起こるかわからない。少なくとも「防

災」という世界に生きている専門家は常在戦場の心が

けを持って毎日を送るべきだと思うのです。だから、

なまじ用意をする必要はないというのは、それこそ皆

様の力量をきょうはとくと拝見させていただこうとい

うつもりなのです。ただし拝見するのは僕ではなく、

この事業に協力してくれている行政の職員の人たちが、

「この人は一生懸命」とか、「この人はいいかげん」

とか、「これはただ言っているだけ」とか、「これは

ハートがある」とか、そういうことをしっかりと一人

一人心の中に決めてほしいと思っています。そしたら、

吉川さんみたいに、「きょうは失敗したかもしれない

けれども、頑張る！」と決意をしてくれる人は、評価

がどんどん上がって、「次も頼もう」ということにな

るわけです。そういう意味で、皆さんにとっても、私

たちにとっても目ききの機会でもあるのです。そうい

うお互いのまず値踏みセッションをやろうというとし

て今日の場が生まれました。さまざまな方の知恵が結

集して、良いものを作りたいと思っていますので、こ

んなことならばやってもいいということであれば、ぜ

ひ皆さんに協力して、今後もやってほしいと思います。

そんなに大したお礼はできませんが、必要最低限のコ

ストぐらいは持てると思います。今日のセッションに

参加していただいた方の多くがそういう気持ちになっ

てもらえたら、今日のセッションの午前中部分は成功

だったと思います。 
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成果普及３－０
大大特成果普及事業

「地域社会の防災力の向上を目指した自治体の防災プログラムの開発」
（人と防災未来センター）

第１回ＷＳ（８月１１日）
　６つの戦略課題を決定

２つの新規課題を追加

戦略計画の策定

第２回ＷＳ（３月１６日）

1. やや長周期の強振動による社会資本への被害予測手法の確立
2. 住宅の耐震化戦略の構築
3. 広域災害を視野に入れた連携体制の構築
4. 要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策の提案
5. 役に立つ防災情報システムの開発
6. 長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の推進

1. やや長周期の強振動による社会資本への被害予測と
2. 住宅の耐震化戦略の構築
3. 広域災害を視野に入れた連携体制の構築
4. 要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策の提案

ステムの開発

6. 長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の推進

対策の確立

5. 効果的な危機対応を可能にする情報シ

7. 中山間地域・中小都市の再生を視野に入れた防災のあり方の提案
8. 複数の震災が連続して発生する場合での最適な復旧・復興戦略

9.05地震行政対応検討会（１１月２２日）

新潟中越地震現地調査（１２月１～２日,８～９日）

戦略計画に関する勉強会（２月１８日）
防災計画に関するヒアリング調査（２月～３月）

紀伊半島沖・東海道沖地震

新潟県中越地震
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達成目標
（Objective)

施策
（Policy/　
Strategy）

施策
（Policy/　
Strategy）

活
動
（Action)

活
動
（Action)

活
動
（Action)

活
動
（Action)

活
動
（Action)

活
動
（Action)

成果普及事業　
事業主体
人と防災未来センター

参加自治体
兵庫県・大阪府・和歌山県・奈良県・三
重県・神戸市・大阪市・京都市
京都府*・滋賀県*      *:新規メンバー

平成１７年度行事予定
４月１５日（金）運営会議
６月６日（月） 全体会＋分科会
８月５日（金） 全体会＋分科会
１０月６日（木）中間報告会
１２月１日（木）全体会＋分科会
２月２４日（金）全体会＋分科会
３月１７日（金）最終報告会

平成１７年度の目標：
戦略計画をより深化させ、完成
度を高める

大大特Ⅲ－３

研究プロジェクト

成果の
提供

研究ニーズ
の提案

詳細検討

修正
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これまでの振り返り

• 第１回ＷＳ（８月）の成果
1. やや長周期の強振動による社会資本への被害予測

手法の確立

2. 住宅の耐震化戦略の構築

3. 広域災害を視野に入れた連携体制の構築

4. 要介護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対
策の提案

5. 役に立つ防災情報システムの開発

6. 長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の
推進
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振り返り

• ９．０５地震検討会（１１月２２日）
– 被害はほとんど無かったが、それでも計画通りの対応は困難

– 既存の計画の延長で果たして対応できるのか？

– 将来の地震は一度だけではない

• 新潟県中越地震調査のまとめ（２月１８日午前）
– 行政と民間企業のパートナーシップの重要性

– 孤立集落の対策の重要性

– 人材育成の重要性（防災部局＝コーディネーター）

– 市町村業務のワークフローを示す

– 復旧・復興計画のあり方

• 戦略計画に関する勉強会（２月１８日午後）
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第２回WSの振り返り
• やや長周期の強振動による社会資本への被害予測と対策

• 効果的な危機対応を可能にする情報

• 中山間地域・中小都市の再生を視野に入れた防災のあり方
の提案

• 複数の震災が連続して発生する場合での最適な復旧・復興
戦略

の確立
• 住宅の耐震化戦略の構築
• 広域災害を視野に入れた連携体制の構築
• 要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策の提
案

システムの開発
• 長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の推進
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1 2 3 4 5 6 7

高齢者等災害弱者が増加するこ
とにより避難対策が困難となる

住宅・公共施設の耐震性向上の戦
略を考える

ＩＴ社会が進むとリアルタイムの対策
が可能になる

防災コーディネーターやボランティア
が増加して防災力が向上している

地域・企業の自発的な活動が行わ
れる

経済情勢によって防災対策費が左
右される

国の防災施設が遅れ法整備が進ま
ずハード・ソフト整備が進まない

トップの防災意識を高め、防災対策
費の充実を図る

中長期戦略としての防災対策予算
枠の確保

多くの情報や断片的な情報を組み
合わせ、急を要する重要な情報を
ピックアップする能力をつける訓練
を行う

地域・企業と協力し専門知識を有す
る人材を使用する

職員の災害対応力、想像力の不足
をＩＴ機器で補う

自治体職員の育成により、地域・企
業の自発的な活動を促す

ＩＴ技術を利用して職員の育成を補
助するシステムが必要である

防災機関だけでなく、地域全体を巻
き込んだ防災想像力や対応力を身
に付けていくべき

組織のタテ割を解消して自治体の
もっている情報を統合しＩＴ技術を利
用して住民へ提供すること

防災専門員の充実化・固定化を図
り迅速に意思決定できる能力を養う

リアルタイムの情報を活用した組織
間調整の可能な情報システムを開
発する

ＩＴをフル活用し、横の連携を強化し
ていく為のひとつの手段とすべき

防潮ゲート等の遠隔操作・監視化を
推進する

現時点では津波シミュレーション計
算をして浸水予測図を作成してもそ
のとおりの浸水被害が出るとは限ら
ない。ＩＴ技術の進展に合わせリアル
タイム浸水予測を目指すべきである

防災対策予算を一定割合確保する

経済情勢に左右されない長期的（３
０年後）な防災対策が必要（一定の
予算を確保する）
経済状況に左右されずに今後３０年
間の防災戦略を策定し着実に実行
していく

県全体としての防災施策の優先順
位を決める

外部環境（機会・脅威）

内
部
環
境
分
析

（
強
み
・
弱
み

）

1
トップの防災意識を高めることが課
題である

建物（公的）の耐震化は費用的に無
理でも、役所内の什器等の耐震固
定を行う必要性について力説する

防災基本計画の地域別細分化を
し、地域の裁量を大きくする

2

防災組織の充実が図られてきつつ
あるが「災害想像力」と「災害対応
力」を有する職員の育成が不十分
である

住民（特に災害弱者）の避難勧告
基準をつくり市町村支援のシステ
ムをつくる

建物（公的）の耐震化は費用的に無
理でも、役所内の什器等の耐震固
定を行う必要性について力説する

職員の災害対応能力を向上させる
とともに、防災教育に力を入れ地域
防災力の向上を図る

3
個々の防災組織は充実している
が、（全体的な）総合調整能力が弱
い（組織内部のタテ割）

福祉部局のもつ個人情報を一定
の条件のもと開示できるようにす
る

地域住民・地元のボランティア組
織と連携した災害弱者対策をす
すめる

総合的な調整能力を高めて、防災
コーディネーターやボランティアを適
材適所で活動してもらう

現在の防災組織体制は平常時の行
政組織の延長上に作られている
が、超広域災害の可能性が指摘さ
れる中、危機管理組織のあるべき
姿が提示されるべきである。現行の
災対法を基本的に見直すべき

4
専門家、市民、ボランティア等との
連携が必要であるができていない

地域住民・地元のボランティア組
織と連携した災害弱者対策をす
すめる 専門家とボランティアが連携して耐

震性向上の利点意識をＰＲし、進め
ていく

専門家・市民・ボランティア等の連
携ができていない部分をＩＴを活用し
てカバーしていく

専門家と連携することにより、地域
企業の自主的な活動を促す

介護ヘルパーに対する防災教育
を義務付けすることにより、災害
弱者の安全対策を充実させる

行政が間を取りもち、各機関の連携
を密にしていく防災情報システムを整備する（収集

系・伝達系）

企業と自治体のコラボレーションに
よる地域防災力向上の事業を実施
する

ＩＴにより高齢者宅に端末を設置し、
安否確認を確実、迅速に行う ＮＰＯを十分に利活用して防災力向

上に役立てる施策が必要

地域、企業を対象にした防災研修
の講師団名簿を作成する

5
被害想定を行い防潮施設等の防災
施設の整備に取り組んでいるが運
用面の整備や耐震化が遅れている

津波避難施設の建設（高台）
住宅の耐震化を進めるために数値
目標を設定するとともに税制優遇制
度等の助成事業を実施する

防災対策目的税を創設し施設整備
を進める

6
長期的な計画の必要性は意識して
いるが、具体的な計画策定に至って
いない

防災教育の充実により、現在の
災害弱者予備軍をどうするかを
考えていくグランドワークをする

達成目標を定めた耐震化推進計画
を策定し、実行する

災害時要援者対策について、具
体的な計画を策定する

長期的に優先順位や投資効果を考
慮した耐震化計画の策定を行う

長期的な目標を設定し、国へ提言
する

国が中心となった法整備により、長
期的な防災を中心とした計画を円
滑に進める

要介護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策
の提案

住宅の耐震化戦略の構築

役に立つ防災情報システムの
開発

広域災害を視野に入れた連携体制の構
築

長期的視野にたった戦略計画の策定と防災
事業の推進

やや長周期の地震動による社会基盤施設への被害想定
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戦略計画

 

 

 
1 や

 
1.

 
1.

       
  

     
 

1.

1.3.1 昼間人口を把握するため、企業の協力体制を確立する。 
1.3.2 緊急交通路・輸送ルートを再検討し、道路、橋りょうの整備計画

をたてる。 
1.3.3 危険な社会基盤施設のリストを作成する。 
 

2 住宅の耐震化戦略の構築 

2.1 耐震化推進計画を策定する 

2.1.1 耐震化計画の達成目標を設定する 
2.1.2 優先順位を設定する 

 
2.

3.4.1 人事交流の実施（国・県・市町村） 
3.4.2 応援協定の締結の推進（スムーズな応援・受援体制の確立） 
3.4.3 輸送手段の整備 
3.4.4 ヘリコプターの広域的活用 

3.5 情報共有システムの確立    

3.5.1 情報処理様式の標準化 
3.5.2 防災ＧＩＳの標準化      
2.1.3 投資効果を考慮する 

2 優遇政策による耐震化の推進 

2.2.1 専門家やボランティアによる施策のＰＲ 
2.2.2 税制優遇制度等の助成事業を実施する 

3.5.3 職位・体制等組織の標準化   
3.5.4 広域圏（近畿圏など）同士の情報伝達訓練の実施 
 

3.6 広域連携を可能にする組織体制の確立 

3.6.1 国レベル（県・市の入った）のコントロールタワーの設置 
3 6 2 常時から専任スタッフ・組織を設置して活動

 

 

本文 

第２回ワークショップで策定された戦略計画 

 平成 17年 3月 16日
人と防災未来センター

や長周期の強振動による社会資本への被害予測と対策の確立 

1 地震波伝播のメカニズムを解析する 
1.1.1 全国的に統一された強震動予測手法に基づいた地震動波形データ

を関係機関が共有する。 
1.1.2 構造物ごとに異なるゆれの周期ごとについてゆれを予測する。 
1.1.3 ビルの上に震度計を置く対策をする。 

2 被害予測結果の社会的対策を事前に考える 

1.2.1 被害を想定したまちづくりをしていく。 
1.2.2 長周期に弱いとされる高層建築物の建築基準法からの対策の確

立。 
1.2.3 守るべき文化財（長大木造建造物）の被害想定を行い、耐震化を

すすめる。 
1.2.4 高層建築物を建てさせない（ない状態を維持する） 

             
      

     

3 社会資本の潜在的被害ポテンシャルを把握する 

2.3 規制による耐震化の推進 

2.3.1 建築基準法の改正 
2.3.2 要援護者等入居施設における家具等の耐震固定の義務化 

            
対象となる建物 

          
           新 築 
 
 
3 広域災害を視野に入れた連携体制の構築 

（行政が間を取りもち、各セクターの連携を密にしていく） 

3.1 ＮＰＯ、ボランティアとの連携 

3.1.1 総合的な調整能力を高めて、防災コーディネーターやボランティアを適

材・適所で活動してもらう 
3.1.2 ＮＰＯを十分に利用・活用して防災向上に役立てる施策が必要 

 
3.2 企業との連携 

3.2.1 企業と自治体のコラボレーションによる地域防災力向上の事業を実施する 
3.2.2 企業と行政の相互不信解消の道をさぐる 
3.2.3 市民生活再建の糧となる法人活動の継続について行政が協力する 
3.2.4 リスクアセスメントを行政が行い、情報を開示する 
3.2.5 自治体職員の育成により、地域・企業の自発的な活動を促す 
 

（防災組織が広域に連携できる共通の体制を確立する） 

3.3 災害対応業務の標準化 

3.3.1 府県境界を越えた避難の実施 
3.3.2 罹災証明発行業務の標準化防災訓練・図上訓練等の合同実施 
3.3.3 防災訓練・図上訓練等の合同実施 

 
3.4 資源の連携 



                                                                                                                                         

 

3.6.3 応援自治体の総合的なコーディネートを国が行うための計画の作成 
3.6.4 各機関における優先順位の検討 
3.6.5 広域的な被害想定に基づく防災対策の検討 

 
 
4 要援護者の避難対策も含めた総合的な津波対策の提案 

4.1 避難のしくみをつくる 

4.1.1 地域の要援護者に対して誰が避難させるかのマニュアルづくりの方法を

考える 

4.1.2 住民（特に災害弱者）の避難勧告基準をつくり市町村支援のシステムを

つくる 

4.1.3 福祉部局のもつ個人情報を一定の条件のもと開示できる様に条例

の整備を考える 

4.1.4 津波避難施設の建設（高台） 

 

4.2 防災教育の充実により、現在の災害弱者予備軍をどうするかを考えてゆくグラウ

ンドワークを行う 

4.2.1 観光客等に対する効果的な案内板、掲示板を考える 
4.2.2 介護ヘルパーに対する防災教育を義務付けることにより、災害弱者の安

全対策を充実させる。 
 

4.3 津波被害を予防軽減する 

4.3.1 土地利用の適正化 
4.3.2 植林により津波を軽減する 
4.3.3 （対策を施した公共施設を危険地域に移転させる） 

 
5 効果的な危機対応を可能にする情報システムの開発 

5.1 住民に対する情報提供システムの開発   

5.1.1 機関連携型住民向け情報提供システムの開発 
5.1.2 緊急通知型システムの開発（高齢者等） 

       

5.2 行政対応支援システムの開発 

5.2.1 各部局ごとに対応するシステムの開発  
5.2.2 組織間の連携システムの開発 

 
5.3 行政職員の防災情報対応能力の向上 

5.3.1 研修シミュレーターを開発する 
 
5.3.2 定期訓練の実施 
5.3.3 防災専門員の充実化を図る 

 

6長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の推進 
6.1 トップ首長の防災意識を高める 

6.1.1 首長に対する研修を制度化する 
 

6.2 防災対策を推進しやすい法整備を行う 
6.2.1 地域の裁量を大きくする 
6.2.2 災対法を基本的に見直す 

 
6.3 中長期計画の策定を行う 

6.3.1 職員、住民の防災意識を高める 
6.3.2 防災施策の優先順位を決める 
6.3.3 長期的な目標を設定する 

 
6.4 長期的防災対策のための予算確保を行う 

6.4.1 防災対策目的税の創設を行う 
 
 
 

 

 6.5 防災に携わる各セクターの人材を一元的に育成する 

 6.5.1 地域・企業を対象とした防災研修の講師団名簿を作成する。
 6.5.2 地域・企業と協力し、専門知識を有する人材を使用する。 
 6.5.3 専門家と連携することにより、地域・企業の自主的な活動を促す。 
 

6.6 将来に向けた教育とする 

6.6.1 防災機関だけでなく、地域全体を巻き込んで防災想像力を向上さ

せる。 
 

6.7 防災教育・研修に力を入れ地域防災力の向上を図る 

6.7.1 職員の災害対応能力を向上させる。 
 
7 中山間地域・中小都市の再生を視野に入れた防災のあり方の提案 

7.1 経済産業面の自立を推進する 

7.1.1 １村１品運動を推進する。 
 

7.2 災害時の危険地域を認識する 

% &7.0.0. . .' (. . ! &  被害想定の住民への説明をする。 
 
 
 
 



 
 

 
 

7.2 災害時の危険地域を認識する 

7.2.1 被害想定の住民への説明をする。 
 

7.3 定住にこだわらない地域ぐるみの移転を推進する 

7.3.1 危険な土地の使用を制限する。 
7.3.2 平常時での住民とのコミュニケーションをはかる。 
7.3.3 地域ごとに将来計画を作成する。 

 
7.4 応急対策の活動計画の作成をする 

7.4.1 広域応援を考慮した分散型備蓄を推進する。 
7.4.2 自立を見据えた備蓄を義務づける。 
7.4.3 孤立地域のデータベース化を行う。 
7.4.4 情報孤立を防ぐための通信機器の配備を行う。 

 
7.5 地域活性化を目指した災害に強いまちづくりを行う 

7.5.1 災害に強い道路網の整備を行う。 
7.5.2 物流ルートの再構築を行う。 
7.5.3 防災拠点を兼ねた公園の整備を行う。 

 
8 複数の震災が連続して発生する場合での最適な復旧・復興の提案 

8.1 復旧・復興計画の複数シナリオを持つ 

8.1.1 復旧する優先順位を決めておき後戻りのない計画を立てておく 
8.1.2 復旧しない戦略を持つ 
8.1.3 長期間かけて復旧を考える 
8.1.4 住民が選択する 

 
8.2 被害軽減のための予測を行う 

8.2.1 各想定パターンにおける関係機関の調整するしくみ作り 
8.2.2 地盤の安全度を短期で測定できるシステムをつくる 
8.2.3 危険地域の住民の転居の判断基準を決めておく 
8.2.4 累積損傷を考慮した建造物の設計指針をつくる 

 

 

 
 

 
 

 



                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

 



 

 
2005.05.26

８つの戦略課題

１．やや長周期の強震動による社会資本への被害予測
と対策の確立

５．効果的な危機対応を可能にする情報シ

７．中山間地域・中小都市の再生を視野に入れた防災
のあり方の提案

８．複数の震災が連続して発生する場合での最適な復
旧・復興戦略

２．住宅の耐震化戦略の構築
３．広域災害を視野に入れた連携体制の構築
４．要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対
策の提案

ステムの開
発

６．長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の
推進

資料 8 
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被害抑止
被害軽減

災害予知
予測

災害対応

被害

地域の防災力
ハザード
（地震）

素因
（人間側の原因）

誘因
（自然側の原因）

地域の防災力の向上 東海・東南海・南海地震
災害についての理解

地
震
災
害

資料 9 
 
 

2005.05.26

防災とは
• 防災の目的

– 被害を出さないこと、最小限にとどめること（被害抑止）
– 万が一、でてしまった被害に対して効果的な災害対応
を可能にすること（被害軽減）

• 災害は２つに原因で決まる
– 地震：自然の側の原因（きっかけ）
– 地域の防災力：人間の側の原因

• 防災の戦略
– 地震についての理解の深化：予知・予測
– 地域の防災力の向上：被害抑止・被害軽減

• 継続的な試み
– 過去の災害の教訓から学ぶ

資料 10 
 
 
 

 
2005.05.26

地域の防災力
　　= 市民の防災力+公的機関の防災力

• 市民の防災力
– 自助
– 共助
– 自助力の向上のないところに共助は生まれない

• 公的機関の防災力
– 公助
– Safety Netの提供
– 自助力を育む環境・システムの提供

資料 11 
 
 

2005.05.26

地域の防災力を向上させる

• 被害抑止力（災害への抵抗力）
– 被害を出さないための備え

• 予防対策

• 被害軽減力（災害からの回復力）
– 被害を最小限にとどめるための備え（対策＋体制）

• 危機管理体制
• 応急対策
• 復旧・復興対策

• ２種類の力を組み合わせる
– 基本としての被害抑止力、
– それを補う被害軽減力

資料 12 
 
 

2005.05.26

被害抑止と被害軽減

構造物による対処

ある程度の被害 激甚な被害無被害

発
生
確
率

被害抑止 被害軽減

情報による対処
（システム・運用）

ハ ザ ー ド の 強 さ

Preparedness

防災の限界

Mitigation

巨大災害巨大災害巨大災害
Catastrophic DisasterCatastrophic Disaster

被害抑止限界

資料 13 
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平時

（いま）

非常時

（まれ）

事前 事後

Mitigation

被害抑止

Preparedness
被害軽減

Avoidance
回避

Reduction
軽減

Transference
転嫁

Acceptance
受容

備えが発動する局面 Risk対応法
（事前の備え）

防災戦略

防災力を向上させる２つの戦略

資料 14 
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対策の優先順位づけ

• 被害抑止：それなしには社会が機能しないもの
– 人命に関わるもの：病院
– 将来に関わるもの：学校
– 基本的な社会基盤：電力・道路・上水道

• 被害軽減：それ以外のもの、被害発生を覚悟
– 被害を極小にとどめる
– 迅速に復旧する
– どこにどのような被害が発生しているか、
– どのように対応がなされているか

資料 15 
 
 

2005.05.26

管
理

部
門

社
会
サ
ー
ビ
ス
実
行
部
門

命を守る活動

Response

社会のストックを
再建する活動

Recovery

社会のフローを
復旧させる活動

Relief

10Hrs

情報と資源の管理
Planning/
Logistics

災害対応課題 102Hrs 103Hrs 104Hrs 105Hrs1Hrs

失見当

Disorientation

資料 16 
 
 
 
 
 

2005.05.26

８つの戦略課題

１．やや長周期の強震動による社会資本への被害予測と
対策の確立

５．効果的な危機対応を可能にする情報

中山間地域・中小都市の再生を視野に入れた防災のあ
り方の提案

８．複数の震災が連続して発生する場合での最適な復旧・
復興戦略

２．住宅の耐震化戦略の構築

３．広域災害を視野に入れた連携体制の構築

システムの開発

４．要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策
の提案

７．

６．長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の推

予
防

対
策

応
急
対
策

復
旧

復
興

WHAT

HOW

資料 17 
 
 

2005.05.26

地域の防災力を
上手に“コンディショニング”する

• 与えられた時間をどういかすか
• 2020年から2040年の間に地域の防災力がピーク
を迎えるようにするにはどうすればいいのか

• 完全に被害を防ぐことは出来ない
• 被害を最小限にするための優先付け

– 被害を出してはいけないもの、やむをえないもの
– 最初の10年やるべきこと、次の10年でやるべきこと
– 22世紀に向けてやるべきことは何か

資料 18 
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平山 修久 

人と防災未来センター 専任研究員 
専門分野：水道工学，環境工学，震災対策 
E-mail：hirayaman@dri.ne.jp 
 
 
 
皆さん、こんにちは。人と防災未来センターの

専任研究員の平山です。 
私に与えられたテーマは、1「やや長周期の強
震動による社会資本への被害予測と対策の確立」

ということですが、私の専門は水道工学なので、

そういう意味では、このテーマは、かぶっている

部分もあれば、かぶっていないような部分もあり

ます。その辺はご了承いただきたいと思います。 
実際に私が水道工学の中で耐震設計とか、神戸

市の耐震化指針の施策とか、そういったことを踏

まえていろいろと得た知識といいますか、このよ

うな形でライフラインの施設設計を行っていく

のだということを、今日は資料 1に沿って、簡単
にご紹介させていただきたいと思っています。 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

ライフライン施設の耐震設計法として，1 .震度法，2 .応
答変位法，3 .動的解析法，がある．

地中構造物は周辺地盤の地震時の変位や変形に応じ
て挙動することから，地中埋設物の耐震設計法として応
答変位法が用いられている．

耐震継手を有するダクタイル鋳鉄管は，その有効性が
確認されている．

やや長周期の強震動による
社会資本への被害予測と対策の確立

人と防災未来センター 専任研究員 平山修久

 
資料 1 
 
現在、耐震設計法としては、「震度法」、「応答

変位法」、「動的解析法」というのがあります。震

度法、応答変位法というのは、地震動の動きを静

的なエネルギーに変換して、静的な力に変換して、

それで構造物がどのような変位を受けるのか、ど

のような力を受けるのかを解析するものです。3
番目の動的解析法というのは、実際の地震動のエ

ネルギーを入力としてやっています。どちらかと

いいますと、1番と 2番は簡易にできる。対象と
する構造物の周辺の地盤条件が単純な場合とか、

構造物の震動性が比較的簡単に把握できる場合

は、震度法とか応答変位法が用いられています。 
ただ、応答変位法といっても、水道管とかガス

管とかいったパイプの場合であれば、地盤のデー

タがかなり詳細に必要となってくるため、データ

をそろえなければいけないという意味では、応答

変位法を簡易に行うためには、一つはデータ整備

が必要になっているということです。 
動的解析法というのは、複雑な構造物である、

あるいは、重要な構造物で、より詳細にどのよう

な現象が起こるのかを見るときに行われていま

す。 
The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

1 . 震度法

2 . 応答変位法

3 . 動的解析法

対象とする構造物の振動性状や周辺の地盤条件
が単純な場合， 震度法や応答変位法によって構
造物の地震時応答を精度よく 解析可能

振動性状が複雑な構造物や重要な構造物では，
より詳細な耐震検討が要求 → 動的解析

ライフライン施設の耐震設計法

 
資料 2 
 
この構造物に対してはこういったものを適用

したほうがいいですよという「指針」といったも

のが定められています。資料 3は、水道の地震設
計指針、耐震施策指針ですけれども、その中で用

いられている設計用速度応答スペクトルです。こ

れは、震度法あるいは応答変位法の中で用いられ

ているものです。固有周期は 5秒までしか考えら
れていません。ですから、5秒以上ものは、今の
ところの設計指針の中には入っていないと言え

ます。普通の一般の住宅であれば、0.1秒から 0.5
秒あたりが固有周期になってきますので、それは

問題ないということです。 
それでは、ライフライン施設で、例えば、水道

であれば、一番大きな施設は浄水池とか、配水池
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The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

設計用速度応答スペクトル

土木学会 1989

 
資料 3 
 
がありますけれども、ネットワークという観点か

らいいますと、パイプ・配管というものが非常に

大きな割合を占めます。たとえ配水池が無事であ

ったとしても、配管が被害を受けてしまうと、水

が配れなくなります。阪神・淡路大震災、それ以

降の鳥取県西部地震あるいは芸予地震において

も、パイプの被害というのは非常に重要といいま

すか、考えなければいけない点だと言えます。 
 
実際に先ほどお話した「耐震設計指針」は、石

油パイプライン、トンネル、ガス管、共同溝とい

った形で定められていまして、その中で主要なも

のとしては、応答変位法が採用されています（資

料 4）。つまり、震度法であれば、余りにも簡易
すぎる。さまざまなデータは必要ですけれども、

こういったライフライン施設、社会基盤を支える

ものとしては、応答変位法を基本的に採用してい

ます。特に、重要な施設であるとかいったものに

対しては、動的解析法をその都度行っていくとい

う形が、こういった指針の中では定められていま

す。 
The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

· 石油パイプライン技術基準

· 沈埋トンネル耐震設計指針

· 水道施設耐震工法指針

· ガス導管耐震設計指針

· 共同溝設計指針

· 駐車場設計・施工指針

ライフライン施設の主要な構成要素である地中構
造物の耐震設計法として応答変位法が採用

ライフライン施設の耐震設計指針・基準

 
資料 4 

資料 1の 2つ目です。「地中構造物は周辺地盤
の地震時の変位や変形に応じて挙動することか

ら、地中埋設物の耐震設計法として応答変位法が

用いられている」ということです。 
The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

地中構造物は周辺地盤の地震時の変位や変形に応じて
挙動することから，地中埋設物の耐震設計法として応答変
位法が用いられている．

地上の構造物が基礎に作用する地震動の加速度により，
固有振動が生じて，しばしば振動が増幅

地中構造物では周辺の地盤に囲まれ密接しているため，
固有な振動をすることはない．さらに，振動エネルギーが
周辺に伝搬して逸散するため，振動の増幅もほとんどない
と考えてよい．

 
資料 5 
 
ここは先ほど少し話をしましたけれども、地中

構造物については応答変位法が用いられていま

す。ただ、地中の構造物に関しては、地上の構造

物と若干考え方が違います。というのは、地上の

構造物は、固有振動が生じて増幅するということ

が起こり得るのですけれども、地中、つまり配管

とかパイプに関しては、地盤に囲まれて密接して

います。ですから、実際には固有な震動すること

はありません。ですから、震動エネルギーという

のは周辺の土とかに伝播していくということで

す。ですから、震動の増幅もほとんどないと考え

ていいのです。ですから、地中構造物に対して何

を考えておかないといけないのかというと、例え

ば、液状化による変位、どのように地盤が変位す

るのか、そういったことをしっかり考えておかな

ければいけないというのが地中構造物です。です

から、地中構造物に関しては、ある特定の固有周

期とかいったものではなくて、その地盤そのもの

がどれだけ変位するのか、どれだけエネルギーあ

るいは力がかかるのか、そういったことを考えて

おけばいいということが、ここから言えるという

ことです。 
 
3つ目です。その対策としてどういったことが
あるかということです。「耐震継手を有するダク

タイル鋳鉄管は、その有効性が、阪神・淡路大震

災、鳥取県西部地震、芸予地震でも確認されてい

る」ということです。 
資料 6がその図です。管種別被害率です。小さ
い数字は埋設距離です。 
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The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

管種別被害率
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434
22 9 41

93

4467 710 127 1197 56

 
資料 6 

 
阪神・淡路大震災のときには、ダクタイル管が

1,874 キロメートル、鋳鉄管が 405 キロメートル
です。芸予地震のときには、ダクタイル管は 4,467
キロメートル埋設されていたということです。阪

神・淡路大震災のときの被害率は、非常に大きな

力がかかっていたというのがこれでもわかりま

す。ダクタイル管でもずっと被害を受けています

が、耐震継手を有したダクタイル管、つまり、耐

震管につきましては、この 3つの地震すべてで被
害件数はゼロです。つまり、六甲アイランドにお

いては阪神・淡路大震災のときにはダクタイル管

は埋まっていましたし、また、ポートアイランド

においてもダクタイル管、つまり耐震性を有する

管が埋まっていましたけれども、実際に六甲アイ

ランドの耐震継手のある耐震管については、被害

件数はゼロです。ポートアイランドのほうは、管

自体は無事でしたけれども、耐震継手でなかった

ため、継ぎ目、つまり、つないでいる部分がすぽ

っと抜けて、結局は被害を受けたのと同じになっ

てしまったということです。 
それは何が違うのかというと、液状化による地

盤の変位に対してどこまで耐性があるのかとい

うことが、同じ耐震性を持っているダクタイル管

についても、やはり耐震継手を持っているものは、

阪神・淡路大震災、鳥取県西部地震、芸予地震で

も有効性が示されてきたということです。ですか

ら、対策としては、優先順位をつけて、重要な施

設であれば、きっちりと動的解析法を適用して、

あるいは、パイプについては耐震継手を有したダ

クタイル管をきちんと埋設していく、そういった

ことが今後必要になってくるだろうということ

が、その対策の一つとして考えられるということ

です。 
 

実際に耐震継手はどういうものかということ

です。これはダクタイル鋳鉄管でして、実際これ

だけの圧力にも耐えられます。これだけ曲がって

も折れません。これがダクタイル管です。継手は

どうなのかといいますと、資料 7に示しているよ
うに、これだけしなっても抜けたりしません。こ

れが耐震継手を有したダクタイル管です。液状化

で地盤がぽんと隆起あるいは側方流動しても管

は大丈夫だということです。新潟中越地震におい

ても、道路は側方流動しているのですけれども、

管はつながっていたというところもあります。で

すから、こういった NS型のダクタイル管、つま
り、耐震継手を有した耐震管は、長周期の強震動

による液状化には非常に有効ではないかと言え

ると思います。 
The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

NS型ダクタイル鋳鉄管

 
資料 7 

 
資料 8に示しているように、現在のところ、ダ
クタイル管自体は、日本の水道事業体の配水管と

しては約 49%埋まっていますけれども、耐震継手
を有したダクタイル管は 4.0%にすぎない状況で
す。 

The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial
Disaster Reduction and Human Renovation Inst.

配水管管種別割合（全国水道事業体）

管
種
別
割
合
（
％
）

耐震継手を有する
ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

 
資料 8 
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ですから、今後は、液状化の危険のあるところ

に耐震継手を有する耐震管がどの程度入ってい

るのかというのを今後、検証していく必要がある

と思います。 
以上です。ありがとうございました。 
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ディスカッション 

 
 
（1）長周期の強振動は、液状化にとってどうい
う影響を与えるか。 
 
地震工学の専門家ではありませんので、あくま

でコメントとしてお読みいただければと思いま

す。 
液状化危険度の評価手法として「道路橋示方

書・同解説（1996 年 12 月発刊）」に準じる手法
を採用しているものが多く、土質調査に基づいた

液状化抵抗率 FL 値や液状化指数 PL 値が多く用
いられています。 
液状化抵抗係数 FLは、地盤の液状化に対する
抵抗力を表す指標（動的剪断強度比）Rならびに
地震動によって地盤中に生じる剪断応力を表す

指標 Lから求められます。また、PL値は、震度
の重み係数を考慮したうえで、FL を積分し、計
算します。 
ここに、地震時剪断応力 Lは，最大地表面加速
度あるいは地表震度より求めることができます。

また、動的剪断強度比 Rは、N値、細粒分含有率、
粒度分布に依存するとされてきており、N値から
求めることができます。 
しかしながら、実際の液状化現象では、実験で

再現されているような大きな加速度が観測され

ない、地震の主要動より遅れて液状化現象が発生

する、加速度の小さい長周期波動長時間観測され

る、砂地盤だけでなく砂礫地盤でも観測される、

明確な噴砂現象が観測されなくても大きな変位

が残ることがある、などの点で強い地震波の繰り

返し作用のみでは説明が付かない現象も見られ

ます。 
つまり、液状化危険度の評価で液状化の可能性

が小さいにも関わらず、長周期の強振動により液

状化現象が生じる可能性もあることから、長周期

の強振動の地盤への影響を明らかにしていき、各

種土木施設に関する耐震設計指針に反映してい

くべき課題であると考えられます。 
 
 
（2）地下構造物は周期に対して、どのような影
響があるのですか？ 
 
ご質問では、地下構造物の固有周期と地下構造

物が囲まれている地盤の固有周期との 2 つの影

響について考えることが必要であると考えられ

ます。地中構造物では周辺の地盤に囲まれ密接し

ているため、固有な振動をすることはないといえ

ます。さらに、振動エネルギーが周辺に伝搬して

逸散するため、振動の増幅もほとんどないと考え

てよいといわれています。つまり、地下構造物の

地震時の挙動は、地上構造物とは全く異なった特

性である、といえます。 
一方、地盤の固有周期は、地震時の地盤の変位

振幅やひずみ振幅に影響します。 
したがって、地中構造物は周辺地盤の地震時の

変位や変形に応じて挙動するといえます。 
 
 
（3）防潮堤の耐震化については、通常レベル 1
地震動を想定した震度法によって設計されてい

ます。しかしながら、最近防潮堤の耐震化がマス

コミ等でしばしば取り上げられていますが、そこ

で問題となるのが、どの施設（後背地状況）に対

してどのレベルまで耐震性を持たせれば良いの

かということです。その点について教えていただ

きたく思います。 
 
防潮堤の耐震化については専門家ではありま

せんので、以下の回答はコメントしてお読みいた

だければと思います。 
水道施設の耐震化を計画するに当たっては、重

要度の高い施設とその他の施設の 2 つに分ける
ことが原則となっています。そして、重要度の高

い施設は、水道事業体の供給システムの実態を踏

まえて決定することとなります。つまり、水道シ

ステムのなかでも上流に位置する施設、基幹施設

であって代替施設のないもの、重要施設等への供

給管路などが重要度の高い施設となります。 
ご質問の、レベル 1の地震動とレベル 2の地震

動とのどちらを想定した耐震設計にするのかで

すが、どちらか一方の地震動のレベルだけではな

く、それらを組み合わせ考えることが重要である

と考えます。つまり、重要度の高い施設について

は、レベル 1の地震動では「無被害であること」、
レベル 2の地震動では「人命に重大な影響を与え
ないこと。個々の施設に軽微な被害が生じても、

その機能保持が可能であること」と、目標とする

べき耐震水準を定め、耐震設計することが必要で

あると考えられます。したがって、施設の重要度

と地震動のレベルとの組み合わせに対して、施設

が保持すべき耐震水準を定めることができるの

ではないかと思います。 
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（4）耐震継手を有するダクタイル鋳鉄管は、ど
の程度の管径まで使用されるのか（サービス管も

か）。 
 
上水道システムは、水道水源から水を取り入れ

る取水施設、水道原水を浄水場まで輸送する導水

施設、原水を飲料水に適するように処理する浄水

施設、需要者に供給する配水管などの配水施設、

配水管から給水管まで導水する給水施設、から構

成されています。管路としては、導水管、送水管、

配水管、給水管となります。 
耐震継手を有するダクタイル鋳鉄管は主とし

て配水管に用いられています。継手のタイプとし

て NS型、S型、SⅡ型、US型とありますが、そ
の管径は 75mmから 2600mmです。 
また、サービス管は給水管のことだとは思いま

すが、給水管の管種として、ダクタイル鋳鉄管、

鋼管、ステンレス鋼管、硬質塩化ビニル管、ポリ

エチレン管、銅管等があります。給水用具の口径

は 13mm、20mm、25mm となります。給水管の
管径は、配水管の計画最小動水圧時において、計

画使用水量を供給できる大きさにすると定めら

れていることから、一戸建て住宅と集合住宅とで

その管径は大きく異なることとなります。つまり、

一戸建て住宅においては、75mmが最小管径であ
るダクタイル鋳鉄管が使用されることはないと

いえます。 
 
 
（5）5 弱以上の長周期の際に、ライフラインは
どのような影響が特徴的にでるのか（特に地上施

設）。 
 
ライフラインといっても、上水道システムでの

みしか回答することができませんので、そのこと

を考慮してお読みいただければと思います。 
上水道システムの構造物は、大きく管網などの

地中構造物と浄水場や管理棟などの地上構造物

に分けることができます。地震時の地中構造物の

挙動は、地盤の変位や変形が大きく作用すること

はこれまでに述べてきたとおりであります。 
地上構造物の中でも管理棟などの一般構造物

については、その他の建築物と同様にその構造物

の固有周期を考慮する必要があるといえます。そ

れ以外の地上構造物は、水と接する構造物が多い

ことから、地震時動水圧を考慮する必要がありま

す。つまり、地震時には、構造物の加速度の大き

さに比例して作用する慣性力的な作用と、自由水

面がある場合に水面が自由振動（動揺、スロッシ

ング）を起こした時に生じる二次的な動水圧作用

とがあります。つまり、自由水面のある池状構造

物では、地震時に水面の自由振動が誘起され、越

流または屋根への衝撃圧等の影響を与えること

となります。そして、地震時にこのような水面動

揺が誘起され、震害となりうるかどうかは、水面

動揺の固有周期と地震動の周期特性との関係に

よって決まるといえます。したがって、耐震設計

時には地震時動水圧と水面動揺についても考慮

していくことが、長周期地震動に対しては重要で

あると考えられます。 
 
 
（6）耐震継手を有するダクタイル鋳鉄管は、そ
の有効性が確認されているにもかかわらず、施工

率が 1.7%にとどまっているのは、施工費の問題
でしょうか？施設の優先順位が問題でしょう

か？ 
 
水道施設全体としては 1.7%程度といわれてい
ますが、配水管に限定すると 4.0%程度（1995年
の阪神・淡路大震災当時は 1.9%）、耐震継手を有
するダクタイル鋳鉄管が埋設されていると、いえ

ます。 
これは、阪神・淡路大震災以降、全国の水道事

業体が施設の耐震化施策のひとつとして配水管

の耐震化に取り組んできた結果であるといえま

す。 
しかしながら、水道事業体が実施するべき対策

は、震災対策以外にも、クリプトスポリジウムな

どの水道水質対策、老朽施設の更新などの施設更

新対策などの対策が必要である。また、水道事業

体が独立採算性であり、料金収入が減少してきて

いる現在、水道事業体を取り巻く経営環境が厳し

くなってきています。このような環境下で、震災

対策の優先度が高くなりにくい状況であること

が耐震管あるいは耐震継手を有する耐震管の埋

設率が高くならないひとつの要因であるといえ

ると思います。 
したがって、重要な基幹施設あるいは液状化な

ど地震時の地盤変位が大きいと予測される地盤

における構造物に対して、有効な震災対策が実施

されているのかが重要であると考えられます。 
そして、今後、老朽管や老朽施設の更新事業が

同時に耐震化事業であるという認識のもと、今後

30 年間でどのような水道にしていくべきか、と
いう目標を持ち、そのためにこれからの 10 年間
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でどこまで事業を行う、その次の 10 年で何をす
るのか、さらに、そのためには、これからの 3年
間で何を震災対策だけではなく、施設更新事業も

考慮して考えていくことが必要であると思われ

ます。 
 
 
（7）ライフライン施設についても長周期地震動
に対する影響を説明していただいたが、他の施設

についても、例えば、石油タンク、超高層ビル、

長大橋などへの影響についてのお話もお聞きし

たい。 
 
あくまでも水道工学を専門分野としており、長

周期地震動あるいはご質問の施設を専門とはし

ていませんので、ご質問の回答については、コメ

ントとして読んでいただければ幸いです。 
長周期地震動による影響を考慮する上では、

（表層）地盤の固有周期、構造物の固有周期が重

要な要素であると考えられます。 
地盤の固有周期に対する研究についてもかな

りの研究成果が蓄積されてきているといえると

思います。 
現在の施設耐震設計指針では、レベル 1の地震

動とレベル 2の地震動に対して、応答変位法ある
いは動的解析法を用いて耐震設計あるいは安全

性照査がなされています。そこでは、構造物の特

性として、構造物の固有周期を算出する手法につ

いて、さまざまな研究者による研究成果が蓄積さ

れてきていると思います。 
したがって、東南海・南海地震による地震動の

特性、地盤の固有周期、構造物の固有周期との関

連性について体系的に整理しておくことが、今後

の対策あるいは施設の重要度の設定手法という

観点からも、研究アプローチしておくことが必要

ではないかと思われます。 
 
 
（8）長周期地震動による周期は、地質構造によ
ってほぼ決まっている。例えば、関東平野では

8s、愛知平野では 4s，大阪平野では 5s である。
ゆえに、大阪では固有周期 5s の建築物、構造物
から対策を施すのは有効でしょうか？（プライオ

リティのつけ方） 
 
上述の（7）でも回答いたしましたように、地
盤の固有周期と東南海・南海地震の固有周期、さ

らには構造物の固有周期との関連性を明らかに

し、どのような対策がどの程度のリソースを用い

て実施できるのかを整理したうえで、長期的な視

点にたって、施設の重要度を考慮して施設更新、

あるいは施設耐震化などに取り組んでいくこと

が必要であると考えられます。 
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筑波大学の庄司です。このような場にお誘いい

ただいて、どうもありがとうございます。レジメ

に示しておりますけれども、「必ず押さえておか

なければならないこと・はずしてはならないこ

と」ということで、まず、「社会基盤施設の機能

不全に対するイマジネーションの創発」、それか

ら「施設にかかわる設計者、管理者、運営者、需

要者の間のリスクコミュニケーションの実践」、

そして「きめ細やかなリスクマネジメントに資す

るシステム信頼性評価」の３点にポイントを絞っ

て、この流れで話題提供させていただきます。 

 

 私は、現在、神奈川県川崎市の防災対策のお手

伝いをしております。その内容は、「公共構造物

の耐震化」というテーマで、例えば、道路施設、

橋梁、港湾、上水、下水、消防庁舎の耐震化、河

川利用の可能性、避難地・避難路の確保など、こ

のような内容を自治体の皆様と一緒に考えてい

ます。現在、川崎市では幾つかのアクションプラ

ンを具体的に策定しております。一昨年から動い

ていて、合計で120程度のハード・ソフトのプラ

ンを検討中です。個々のプランは色々な視点から

見れば、例えば、だれに向けて発しているものな

のかとか、その効率性、有効性とか、自助性・共

助性・公助性とか、色々な観点があって切り口は

様々であると思います。私がお手伝いしている分

野は、公共構造物に関連した内容なので、基本的

には予防対策で、しかも、対策に５年以上が必要

となる長期な施策でして、あとはコストが非常に

かかる、そのような施策について考えています。 

 今回、皆様方のレジメを見ていると、取り挙げ

ていらっしゃる方が多いのですが、社会基盤施設

は災害時の機能が非常に大事でして、例えば、道

路施設であれば、緊急交通路や緊急輸送路に指定

されています。これらは救助、消防、支援物資の

輸送、状況を判断するための活動、２次災害の対 

 

策活動などの幅広い機能を担っています。また、 

 

色々な主体ごとに見てみると、行政の立場にも関

わるし、当然、利用している 

主体にも関わり、また、管理している主体もいま

す。災害時にこのような主体が求めている機能は

多様で、道路というのは普段は何げなく存在して

いるようですけれども、災害時に求められる機能

は非常に多岐にわたるわけです。これが、仮に被

害を受けて機能不全に陥ったとすると、多様な主

体の活動に大きく影響が波及します。救助活動が

遅れると、行政や生活者の立場に影響するように、

被害による機能不全が色々な主体の活動に波及

します。このあたりのことを想像力を働かせて、

事前にきちんと考えておかなければならないと

思います。 

例えば、復旧作業が発生すれば、行政の活動に

は影響が及ぶと思いますし、地方行政機関の活動

にも影響が及ぶと思います。警察も色々とやらな

ければいけないことが出てくるでしょうし、公共

機関では復旧作業そのものが生じます。このよう

に、施設の機能不全の影響は非常大きいことがわ

かります。このような問題を経済の考え方を勉強

してモデル化し、損失によるコストで試算してみ

たらどうなるかということを研究しております。

神戸のときの事例に基づき、道路の機能不全に伴

って、生活者、道路事業者、行政の立場でそれぞ

れどの程度の機能損失コストが生じるかを示し

た結果がこの図です。 

 

 以上のような観点から、施設の「総合的な」信

頼性評価が求められていると思います。施設に対

してハードの信頼性評価は今までかなり行われ

ているのですが、施設の機能不全を考慮した総合

的な信頼性評価は現実的には難しいし、取り組み

が少ないと思います。施設の機能不全を考えると

いうことは、災害像を施設の需要者ベースで考え

なければいけないということですし、きめ細かく

機能不全を評価するためにはリスクベースで考

えることが重要となってきます。さらに、システ
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ムベースで考えていかなくてはいけないと思い

ます。 

ライフラインであれば、先ほどの平山さんのご

専門である水とか、また電力とか、通信とか、そ

れぞれ供給者ベースの信頼性付与の仕方があっ

て、地震対策も耐震性の確保やオペレーションの

観点からの対策など、そのような話は当然ありま

す。一方で、水が出ない、電気がとまる、ガスが

使えないという場合に、実際にはどのようなこと

になるのかということを改めて考えてみると、実

に色々なことが浮かんできます。例として、医療

機関に対する電力供給の問題を紹介します。医療

機関では災害時に電気が止まると非常に困って

しまいますので、非常用電源を入れるなどの対策

を取っています。このような非常用電源の実際の

稼動の信頼性がどの程度か、宮城のときの事例を

調査した結果をご紹介します。アンケートにご回

答いただいた105棟のうち、そもそも30棟しか非

常用電源を入れておらず、さらに、その中の１つ

の非常用電源がうまく動きませんでした。実際、

どの程度動かなかったかというと、７時間程度停

電したなかで最初の２、３時間動いただけでした。

この医療機関は、病床数が130と非常に大きく、

地域の拠点になる病院であったため、医療活動に

対してシビアな影響が出ました。このような事例

を踏まえると、災害時の施設の機能低下を最小限

にして、施設の機能を維持できるようなシステム

とは何か、きめの細やかなシステム信頼性の評価

が大切であると痛感します。 

 このような考え方を一国というレベルに広げ

ると大変難しいと思いますが、地域ベースで考え

れば、さらにわかりやすくなると思います。例と

して取り挙げている電力のバックアップシステ

ムには色々な形態があって、引き込み線を入れる

という方法もあったり、非常用の電源を入れると

いう方法もあったり、電源供給車から電気を外生

的に確保したり、また、昨今話題の分散型電源を

例えば防災対応にしておくとか、色々なシステム

開発の代替案があります。このように、災害時の

施設の機能保持という観点から必要なシステム

に対して幾つか代替案があって、これらの特徴を

活かしてリスクと一緒にシステム開発を促す必

要があると思います。これは川崎市の地震リスク

の例ですが、500メートルメッシュでリスクが示

されています。この点で示されているのは公的施

設の位置です。ここでは、消防署とか、警察署と

か、色々な公的施設が150程度立地している地域

に対し、電力供給システムと予想される地震リス

クを考慮した上で、電力バックアップシステムに

どのような代替案があるのかということをシス

テム信頼性の観点からきめ細かくマネジメント

する、その一つの例としてこの問題を取り挙げま

した。 

 

このように、「必ず押さえておかなければなら

ないこと・はずしてはならないこと」の３点につ

いて、簡単ですけれども、話題提供をさせていた

だきました。以上で終わります。 
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やや長周期の強震動による社会資本への被害予測と対策の確立
～必ず押さえておかねばならないこと・はずしてはならないこと～

命題：社会基盤施設に対する災害リスクマネジメントの実質化

社会基盤施設の機能不全に対するイマジ
ネーションの創発

施設に関わる設計者，管理者，運営者，需要者の間
のリスクコミュニケーションの実践

きめの細やかなリスクマネジメントに資するシステム信頼性評価

2005年6月6日　大大特成果普及事業「戦略計画策定に向けた専門家ワークショップ」
筑波大学大学院システム情報工学研究科　庄司学

救助活動の遅れ

管理する道路の調査・検査の発生
物流・流通等の商営業的利用の減少

通行料による収益の減少
復旧作業の発生

消防活動の遅れ
支援物資の輸送の遅れ

被災地への状況判断の遅れ
被害への対策の遅れ

安否の確認や見舞い等の個人的利用の減少

地 自

行
方

主
体

機
関

県
警
察

自
衛
隊

公 共
共

公

的
機
関

政
主
体体体

団 主

事
業

商
営
業生

活
者

主
防
災
組
織

道
路

行
政

機能不全
の影響

影響波及
の度合い

影響を受ける主体道路ネットワークの機能
不全に伴う影響の波及

3       4        5       6       7 

計測震度

地域の地震ハザードとシステム
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システム信頼性評価を
行う電力ネットワーク
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「公共構造物の耐震化」小委員会からの施策案

　公共構造物の耐震化

　　　　・道路施設の耐震化

　　　　・橋梁／歩道橋の耐震化

　　　　・港湾施設の耐震化

　　　　・水道施設の耐震化

　　　　・下水道施設の耐震化

　　　　・消防署庁舎の耐震化

　　　　・防火水槽の整備

　　　　・河川の利活用の模索

　
　避難地・避難路の確保

　　　　・市民防災農地の確保

　　　　・公園緑地の整備拡充

　　　　・民間再開発の誘導による公園空地の確保

　　　　・避難路の現況に関する情報収集

神奈川県川崎市
防災対策検討委員会
目黒公郎委員長
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様々な切り口から読み取れるアクション
プラン　・神奈川県川崎市の震災対策行動計画（アクションプラン）

合計120の施策

N o .
大
項
目

中
項
目

対
策
期

地域防災施策
プランの
主な対象

所管局
有
効
性

効
率
性

優
先
性

自
助
性

共
助
性

公
助
性

関連する法 ･条例

1 予防
地域防災のキャッチ
フレーズの宣言

市民 危機管理室 3 3 3 2 2 2 災害対策基本法 8条

2 予防
防災イベントに向け
た具体案を検討し、
実施する

市民 危機管理室 2 1 1 2 2 2 災害対策基本法 8条

3 予防
既存不適格建物の耐震推
進のための「新たな制
度」創設の為の調査 ･研究

行政組織 危機管理室 3 2 3 2 1 3
建築物の耐震改修の
促進に関する法律 1条

4 予防
地域危険度評価シス
テムの構築に向けた
調査 ･研究を実施する

行政組織 危機管理室 2 3 2 1 3 3 災害対策基本法 47条

5 応急
仮称「災害時応急救
護実施医療機関マーク」
の導入

行政組織 健康福祉局 3 2 1 1 1 3 災害対策基本法 47条

6 応急
市民の安否確認シス
テムに関する調査 ･研究

行政組織 危機管理室 2 2 1 1 1 3 災害対策基本法 47条

7 応急
防災総合ステーション
システム整備

行政組織 危機管理室 2 2 2 1 1 3 災害対策基本法 47条

8 応急
リアルタイム地震情報
の利用についての検討

行政組織 危機管理室 3 3 2 1 1 3 災害対策基本法 47条
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施策の切り口

・施策内容　　大項目，中項目分類

・対策期　　予防，応急，復興･復旧

・対象とする主体　　市民，ボランティア，専門家，行政職員，行政組織，企業，　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　 土地･建物

・所管局　　危機管理室，健康福祉局，建設局，港湾局…合計13の所管局

・事業概算費用

・所管局の有効性，効率性，優先性の3段階評価

・自助性，共助性，公助性の3段階評価

・関連する法・条例　　災害対策基本法，都市計画法，地震対策条例…合計25
の関連する法・条例

資料 4 
 

 

実施期間

対策の位置づけ

概算費用（百万），事業規模

短期1年
中期3年

長期5年以上

予防対策

応急対策

復旧・復興対策

100
1,000

10,000

施策の位置づけ

20,000

10億～100億
が平均的
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社会基盤施設の災害時における機能社会基盤施設の災害時における機能

緊急交通路や緊急輸送路に指定
されている道路ネットワークの機能

・救助活動，消防活動
・支援物資の輸送活動
・状況判断を行う為の活動
・被害への対策活動

被災地に対する

第3京浜道路，川崎市上空より

多摩川

東
京
方
面

横

浜
方
面

資料 6 
 
 
 
 
 



 

 48

管理・運営F1道路事業主体P3
物流・流通等の商営業的利用F2

安否の確認等の個人的利用F1利用主体P2

被災地への状況判断および被
害への対策活動

F3
支援物資の輸送活動F2
救助活動・消防活動F1行政主体P1

災害時に求められる機能関連主体

道路ネットワークに関わる主体と災害時に道路ネットワークに関わる主体と災害時に
求められる機能との関連求められる機能との関連
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社会基盤施設の機能不全の影響社会基盤施設の機能不全の影響
被害レベルに応じて機能が影響を受けると，その影響が様々な
主体の活動に波及する

地震被害
の度合い

影響を受ける主体

救助活動の遅れ

管理する道路の調査・検査の発生

物流・流通等の商営業的
利用の減少

通行料による収益の減少
復旧作業の発生

消防活動の遅れ

支援物資の輸送の遅れ
被災地への状況判断の遅れ

被害への対策の遅れ
安否の確認や見舞い等の
個人的利用の減少
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復旧作業に伴う

機能不全の影響の帰着機能不全の影響の帰着

生活者 商営業
主体

運輸局

道路 河川 港湾 陸運

管理する

道路の調

査・検査

の発生

調査・

検査結

果を踏

まえた

業務の

発生

道路交

通の確

保・統

制業務

の発生

調査・検

査に協力

する業務

の発生

調査・検

査に協力

する業務

の発生

調査・

検査に

協力す

る業務

の増大

調査期間

の通行差

し止めに

よる収益

の減少

通行料に

よる収益

の減少

復旧期間

の通行差

し止めに

よる収益

の減少

補修・補

強材料の

製作業務

の発生

復旧作業

の担当

調査・検査

結果を踏ま

えた業務の

発生

補助金・出

資金の増大

復旧作業

の発生

報告を踏ま

えた業務の

発生

復旧作

業にと

もなう

施工管

理業務

の増大

陸上輸

送機関

との連

絡調整

業務の

発生補助金・出

資金の要請

復旧作

業にと

もなう

施工管

理業務

の増大

復旧作

業にと

もなう

施工管

理業務

の増大

復旧作

業員の

安全確

保のた

めの業

務の増

大

復旧作業

に協力す

る業務の

発生

復旧用

資機材

の輸送

業務の

増大

復旧用

資機材

の確保

にとも

なう業

務の増

大

復旧作

業にお

ける通

行の確

保・統

制業務

の増大

騒音・

振動に

ともな

う苦痛

復旧業務

の発生

騒音・

振動に

ともな

う苦痛

復旧作

業の調

整業務

の増大

復旧活動に

ともなう融

資の発生

公共的団体

建設業

協会

金融・保険

機関

道路事業
主体

沿道内 沿道内

県警察

地方整備局

公共機関

他の道路

事業主体

運送 電力・

ガス

建設・

メーカー

地方行政機関行政主体

市・県・国 労働局

：精度に問題はあるが，コストへの換算は可能
：コストへの換算は可能

：コストへの換算は困難
機能損失の定量化
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機能不全の影響の可視的表現機能不全の影響の可視的表現

救助活動の遅れ

管理する道路の調査・検査の発生

物流・流通等の商営業的利用の減少

通行料による収益の減少

復旧作業の発生

消防活動の遅れ

支援物資の輸送の遅れ

被災地への状況判断の遅れ

被害への対策の遅れ

安否の確認や見舞い等の個人的利用の減少

生
活

者

主
体

体
主

事
業

道
路

行
政

0.4

0.3

0.2

0.5[億円]

0.1

0

2

2.5

1.5
1

3

0.5
0

×104[億円]

・費用便益帰着構成モデルの考え方を援用し，損失コストで試算

・1995年兵庫県南部地震の事例
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今後，どのように備えていくべきか？

1)　需要者ベースで
　勿論，今までも考えてきたが，さらに想像力を働かせる
2)　リスクベースで
　災害リスクマネジメントの枠組みの実質化
3)　システムベースで
　システムの相互依存性
　システムの機能不全と需要者の災害時行動の関連など．．

・社会基盤施設（システム）に対する「総合的な」信頼性
　評価とリスクマネジメントが求められている．
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0

20
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1/17 1/27 2/6 2/16 2/26 3/8 3/18 3/28 4/7

1995年

復
旧
率
 (
%
) 電気

水道（神戸市）

ガス

通信

電力

上水道（神戸市）

ガス

通信

ライフラインシステムの復旧過程の比較

防災科学技術研究所・秦研究員より資料提供

・電力：倒壊家屋等の切離しに時間を要するが，応急送電
　まで7日　
・ガス，水道：地中埋設管が多く，点検と補修に時間を要し，
　約3ヶ月　

通水率

7日

85日

仮復旧まで
43日
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ライフラインシステムに対する地震対策

(1)　2段階の想定地震動と耐震性の確保－耐震基準・指針等の改定
　　変圧器アンカーボルト部の補強
　　地中送電設備・配電設備の可撓継手の採用
　　低圧導管の耐震性の向上 　　　
　　地中配水管・給水管の可撓継手の採用

(2)　オペレーションの観点から
　　初期対応体制の見直し，平常時の防災訓練・教育　
　　電気機器の安全性向上
　　重要施設における非常用発電の設置
　　供給停止に関する緊急対応の改善
　　供給再開の迅速化に関する復旧支援体制の見直し
応急復旧期間の短縮化や応急給水の目標水量の設定
防災拠点における給水機能の強化

電力
電力
ガス
水道

電力,ガス,水道
電力
電力
ガス
ガス
水道
水道
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災害によって電気，ガス，水道が止まると．．．

(1)　電気
　・照明がつかない　　・電気製品（TV，冷蔵庫など）が使えない
　・トイレが使えない　　・電話，FAX，PCが使えない　
　・空調が止まる　　・エレベータが止まる
　・重要な電子機器類が使えない（医療機器など）
　・プラントが止まる
(2)　ガス
　・お湯を沸かせない（ガス給湯器）
　・調理に支障が生じる（ガスコンロ）
(3)　水道
　・飲料水，生活用水
　・サービス用水（医療施設，レストラン，ホテル，福祉施設など）
　・冷却水　　・工業用水　　・消火用水

・住宅，オフィス，サービス業，病院，学校，工場などで
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災害時に拠点となる公的施設に対する電
力保護の問題

保護システムを設置している医療機関：30棟／105棟　　

対象地域と当該医療機関 2003年5月　宮城県沖地震 7月　宮城県北部地震

停電している医療機関は，震度4から震度6弱の地域に分布

0       1 2 3      4 5       6       7
計測震度

0       1 2 3      4 5       6       7
計測震度

75km

60km
■：停電した
■：停電しなかった

■：正常稼動
■：稼動に不具合

計測震度分布　境・神野ら，2003
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医療機関における被害状況および停電状況

○4時間程度○○無23-1
○1時間半程度○○医療機器の故障22-1

4

　　×○無7-15弱

　3時間程度○×無21-20
　3時間程度○×無21-5

○2時間程度○○内装の損傷21-1

○2時間半程度○○内装の損傷21-4
○3時間程度○○エレベータ停止，医療機器の故障21-3
×7時間程度○○内壁の損傷，ブロック塀の倒壊21-2

5
強

○1時間半程度　○○構造躯体・内装の損傷16-16弱

○1時間程度○○内装の損傷，棚等の転倒15-4
○3時間程度○○構造躯体・内装の損傷15-36

強

稼働
状況

停電時間
停電
状況

設置
状況

被害状況

2003年7月宮城県北部地震
医療
機関

計
測
震
度

×：保護システムの稼動に不具合
保護システムの不具合により，医療活動に重大な影響？

資料 16 
 
 

停電による医療活動への影響

停電による施設の機能低下を最小化し，施設の機能を維
持できるように，電力保護システムを最適化

・受水槽ポンプの停止で，入院患者の
飲料水の懸念

・吸引器が使用できず，入院患者の朝
食時の誤嚥の懸念

7時間13021-2

エレベーターの停止により患者の搬送
を階段で行う

1時間半程度19616-1

心電図モニターの使用不能1時間程　1915-4
エレベーター停止3時間程度1915-3
外来診療の休診不明612-3

医療活動への影響停電時間病床数
医療
機関

2003年5月26日宮城県沖地震，7月26日宮城県北部地震
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電力保護システムの代替案とその特徴

分散型電源により電力を供給

電源供給車等により外部から電力を供給

非常用システムを付与

受電の引込線を複数付与

保護システム

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅰ

Case

必要電力量Qd [kW] 電力供給量[kW]

t t

Qd(t)
Qc(t)

必要電力量 現状の電力供給 制御項

Qd Qc Qopt＋
≈

Qopt(t)
保護システムCaseⅠCaseⅡCaseⅢCaseⅣ

保護システムの形態により必要電力量を
満たすまでの時間が異なる

地震発生による停電 地震発生による停電

一分以内
数時間程度

寸断なし
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電力保護システムに対するリスクマネジメント

x4

x3

x2

x1

供給量

14
61
9

11
施設数

CaseⅠ or  CaseⅡ + CaseⅢ or  CaseⅣ　6弱
　5強
　5弱

CaseⅠ or  CaseⅡ + CaseⅢ or  CaseⅣ　4
保護システムの代替案震度

154kV/22kV

超高圧変電所

275kV
154kV
154kV

66kV
22kV

～～

中間変電所

66kV

～～

～～

中間変電所

中間
変電所

配電用
変電所66kV

6.6kV

周囲のネットワーク

一次変電
所

一次変電所

一次変電所

66kV/154kV

2004年1月時点からの50年超過確率10%
海溝型地震の平均活動間隔を

最大とした場合

3                4                5                6            7

計測震度

2004年1月時点からの50年超過確率10%
海溝型地震の平均活動間隔を

最大とした場合

3                4                5                6            7

計測震度

・ 保護システムを設置
している施設

50年超過確率10%
（ 2004年1月時点から）

海溝型地震の平均
活動間隔：170年

…
…

電力供給ネットワーク 地域の地震ハザードと施設の立地箇所
の関係

消防署・警察署

病院

役所・市施設

柱上変圧器

配電用変電所

小工場

小オフィス 一般住宅

商店/飲食店

66kV/6.6kV

100V~200V
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やや長周期の強震動による社会資本への被害予測と対策の確立
～必ず押さえておかねばならないこと・はずしてはならないこと～

命題：社会基盤施設に対する災害リスクマネジメントの実質化

社会基盤施設の機能不全に対するイマジ
ネーションの創発

施設に関わる設計者，管理者，運営者，需要者の間
のリスクコミュニケーションの実践

きめの細やかなリスクマネジメントに資するシステム信頼性評価

2005年6月6日　大大特成果普及事業「戦略計画策定に向けた専門家ワークショップ」
筑波大学大学院システム情報工学研究科　庄司学

救助活動の遅れ

管理する道路の調査・検査の発生
物流・流通等の商営業的利用の減少

通行料による収益の減少
復旧作業の発生

消防活動の遅れ
支援物資の輸送の遅れ

被災地への状況判断の遅れ
被害への対策の遅れ

安否の確認や見舞い等の個人的利用の減少

地 自

行
方

主
体

機
関

県
警
察

自
衛
隊

公 共
共

公

的
機
関

政
主
体体体

団 主

事
業

商
営
業生

活
者

主
防
災
組
織

道
路

行
政

機能不全
の影響

影響波及
の度合い

影響を受ける主体道路ネットワークの機能
不全に伴う影響の波及

3       4        5       6       7 

計測震度

地域の地震ハザードとシステム
の立地箇所の関係

超高圧変電所
275kV/154kV

～～

～～

一次変電所
154kV/66kV

154kV/22kV

中間変電所
66kV/22kV

消防署

病院

市施設

柱上変圧器

66kV
6.6kV

引込線
100V~200V

配電用変電所

住宅

システム信頼性評価を
行う電力ネットワーク
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ディスカッション 

 
 
（1）電力保護についての考え方は、長周期成分
が卓越する長時間の震動でも変化しないのか。 
 
ご質問の意図を噛み砕いて考えると、次の２つ

のポイントになろうかと思います。第１には「長

周期成分が卓越する長時間の震動」に対して、そ

もそも停電の形態が異なるのかという点、第２に

はご質問の文面通り、「長周期成分が卓越する長

時間の震動」に対しては電力バックアップのシス

テム形態が異なるかという点です。前者について

は、「長周期成分が卓越する長時間の震動」に対

しても発電所、変電設備、送電設備、配電設備の

被災の動力学的なメカニズムは同様であるため、

停電は不可避であると考えられます。従って、電

力バックアップシステムは必要です。後者につい

ては、「長周期成分が卓越する長時間の震動」に

対しても電力バックアップのシステム形態は異

なりません。前述したように「長周期成分が卓越

する長時間の震動」に対しても停電のメカニズム

が変わらないからです。 
ただし、「長周期成分が卓越する長時間の震動」

に伴う津波の発生を想定すると、電力バックシス

テムが浸水して、有効に機能しない可能性がある

ので、その点についてはシステム最適化の際に十

分に考慮する必要があり、研究面からもアプロー

チしていかなければならない重要な観点である

と考えられます。 
 
（2）ライフライン施設についての長周期地震動
に対する影響を説明していただいたが、他の施設

についても、例えば、石油タンク、超高層ビル、

長大橋などへの影響についてのお話もお聞きし

たい。 
（3）長周期地震動による周期は、地質構造によ
ってほぼ決まっている。例えば、関東平野では 8
ｓ、愛知平野では 4ｓ、大阪平野では 5sである。
ゆえに、大阪では固有周期 5s の建築物、構造物
から対策を施すのは有効でしょうか？（プライオ

リティーのつけ方） 
 
質問２および質問３は関連が深いので、以下で

は１つの回答としてお答えします。また、質問２

における３タイプの構造形式の中で、石油タンク

や超高層ビルについては専門外のため、責任をも

ってご回答できる立場にありません。従って、以

下の回答はコメントとしてお読みいただければ

と思います。 
石油タンク、超高層ビル、長大橋のいずれの構

造物も長周期地震動に対しては大きな影響を受

けることが予想されます。これらの構造物が固有

に有する振動特性（固有振動モード、減衰特性）

と今回対象としている南海・東南海地震による地

震動の特性（振幅、周波数特性）を合わせて考え

ると、動力学的に明らかに大きな地震応答となる

ことが予想されます。このような問題は南海・東

南海・東海地震の切迫さゆえに、再認識されてお

りますが、学問的には振動理論ベースで 20年か
ら 30年（あるいはそれ以上）の蓄積がある分野
です。従って、いずれの構造物に対しても設計時

には巨大海溝型地震を想定してレベル２地震動

による照査は行われており、管理主体や設計コン

サルタントは当然対応を取っています。具体的に

は、石油タンクであれば、液体－タンクの連成振

動を考慮して設計されておりますし、超高層ビル

や長大橋であれば構造部材の弾塑性領域まで考

慮した非線形動的解析を行って照査されていま

す。 
ただし、地震学の強震動予測の分野では、南

海・東南海・東海地震の強震動に対して近年、急

速に知見がストックされてきておりますので、こ

れらの研究知見に基づいて入力地震動のばらつ

きを現時点で考えられるだけ考慮した上で、これ

らの構造物に対する地震応答特性を再考する時

機に来ていると思います。強震動や構造物の地震

応答に関して研究している研究者はご自身の専

門分野に応じて個々に上述した「勘」は抱いてお

られると思いますし、個別にはかなり精力的に検

討が進められている分野ではあります。しかし、

石油タンク、超高層ビル、長大橋などの構造形式

に対して俯瞰的かつ横断的に全体を見通してど

のような地震応答になるのか、再考することが急

務であると考えます。また、質問３のような耐震

補強や耐震戦略上のプライオリティー付けなど

の実務ベースの作業とこれらの研究知見を鉢合

わせていくことが早急に求められていると考え

ます。 
 
 
 

 



 
 

堀江 啓 

独立行政法人防災科学技術研究所地震防災フロンティア研究センター 研究員 
専門分野：建築耐震工学，災害対応 
E-mail：khorie@edm.bosai.go.jp 
 
 
 
 防災科学技術研究所の堀江と申します。私の方

からは、住宅の耐震化戦略の構築ということで、

押さえておくべき３つのポイントについてお話

させていただきます。 
 
一つ目のポイントは、「耐震化の対象となる住

宅の種類によって、とるべき対策の方向性は異な

る」ということです。 
 これは我が国の住宅のタイプを分類したグラ

フです。構造の点から木造と非木造、形態の点か

ら戸建てと集合（共同住宅、文化住宅、長屋など）

に分類しています。特徴としては、木造住宅の２

階建て以下の建物が多いということ、３階建て以

上については、木造以外の構造で共同住宅が多く

なってきます。また、２階建ての木造共同住宅が

多いという特徴があります。これは日本全国の統

計データの集計結果ですが、地域によって多少変

わってくると思います。今日は、「木造」と「非

木造」を比べたときに、より大きな被害が発生す

ると予想される「木造」に焦点を絞ってお話させ

ていただきます。 
 耐震化の最大目標には、「命を守る」というこ

とがあります。いわゆる家がつぶれるような壊れ

方を我々は「層破壊」と呼んでいますけれども、

阪神・淡路大震災では、この家がつぶれるような

壊れ方で死者の８割以上の方が亡くなったとい

う事実があります。「命を守る」ためには、この

「層破壊」の発生を防ぐことが重要であり、耐震

的には１ランク上の「層破壊を起こさないように

する」、あるいは２ランク上の「被害を受けても

すまい・財産は失わない」といったレベルにする

ことが耐震化の目標だと思います。 
 ここで、簡単に震度と木造住宅の建築年の関係

から、どのぐらい「層破壊」が発生するのかをお

話しします。これは阪神・淡路大震災の被害事例

から求めたものですので、発生する地震動の性質

や、あるいは地域により建物の特徴が異なると推

定した数字は変わってくると思いますが、それで

も震度６程度から「層破壊」する建物が発生する

だろうということが言えると思います。それから、

建築年代からいうと、1981年、つまり昭和 56年
の新耐震設計基準以前の建物というのは、やはり

「層破壊」が発生する確率が高いということです。

もう一つ阪神・淡路大震災のときに「層破壊」し

た建物の特徴を見ると、このグラフは縦軸が層破

壊率、横軸が建物用途になっていますが、農家住

宅、つまり古くて屋根が重いといった伝統的な建

物の層破壊率は２４％程度と非常に高くなって

います。また、一戸建て住宅の層破壊率は４～

５％ぐらいですが、いわゆる関西でいう文化住宅

を多く含む共同住宅の層破壊率は１４％ぐらい

と非常に多く倒壊したといったことがあります。 
 ここで、例えば一戸建てだと所有者が１人とい

ったケースが多いと思いますが、共同住宅は居住

者がたくさんいる、そういったところで居住者全

員の合意をもって耐震補強あるいは建てかえと

いうものを進めていかなければいけないという

問題が発生するなど、住宅によって被害リスクが

異なるだけではなく、耐震化プロセスも異なるも

のであり、やはり、耐震化していくにあたって住

宅の種類に応じて対策の方向性を考える必要が

あるといえます。 
 住宅の種類には構造や形態の他に「新規住宅」

と「既存住宅」がありますが、新規住宅の耐震性

についてお話しします。阪神・淡路大震災以降に

おいて法制度や環境が整備されてきました。その

一つとして、建築基準法が平成 12 年から改正に
なりました。大きな改正点は性能規定化とか、建

築確認・検査制度の充実ということが挙げられま

す。このグラフは神戸市の事例を示したものです

が、完了検査率の推移をみると、平成１０年度で

４０％ぐらいであったものが、現在は９０％を超

えるぐらいまで確実に実施されるようになって

きています。こうした数値に表されているように、

しっかりとした建物を建てるための基準が整え

られ、その基準を守るための努力がなされていま

す。 
 もう一つ大きな変化があったのは、「品確法」
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と呼ばれる「住宅の品質確保などの促進等に関す

る法律」が施行されました。これは住宅性能表示

制度というものが大きな柱になって、既存住宅に

も適用されるようになりましたが、多くは新規住

宅の性能がどうであるのか、例えば耐震等級３は

震度７でも倒壊しないですよというレベル、震度

５強クラスであれば損傷しないですよといった

性能を表示するような制度が作られてきました。

このような背景から、耐震化問題というのは、こ

ういったような新規住宅を供給し続けていくこ

とで、近い将来解消されるはずだというふうに考

えられるかと思います。ただし、これには大きな

落とし穴があります。落とし穴については最後に

お話します。 
次に、今度は既存住宅の耐震補強の話ですが、 

幾つか自治体では、いろいろな耐震化促進のため

の事業を進めています。これについては、この後、

吉村さんか永松さんのほうから詳しくお話があ

ると思いますけれども、要はハザードマップをつ

くってみたりとか、助成制度を設けてみたりとい

うことを行っています。しかし、なかなか無料で

診断するといっても、受けてくる人がいないとい

った問題があります。これは愛知県の事例ですけ

れども、こういったところになかなかうまくいか

ないといった自治体の本音が出ているのではな

いでしょうか。 
 その背景としては、単に耐震化は技術だけの問

題ではなくて、そのバックグラウンドには高齢化

の問題があり、耐震化しなければならない住宅に

住んでいる方というのは、高齢者が非常に多いと

いった問題があります。そういった方々は、補強

が面倒であるとか、手続がややこしいとか、とい

ったことで補強がなかなか進まない問題があり

ます。 
耐震補強単独での補強は難しく、リフォームと

絡めて耐震化を進めていこうという話にもなっ

てきています。ただ、このリフォームですが、現

状として問題になっているのは、例えばこのよう

にＡ社とＢ社があって、リフォームを頼むとした

らどちらを頼むかを皆さん考えていただきたい

のですが、Ａ社は、サービスが悪くて時間がかか

り、金額は最後まで幾らになるのかよくわからな

い。ただ、耐震補強については、今の建築基準を

守ったレベルまで上げてくれる。Ｂ社は、サービ

スが良いし、すぐに対応してくれて、金額も 100
万円ぽっきりでやってくれる。ただ、耐震補強は

何をやっているのかよく分からない。実態として

どちらを消費者が選んでいるかというと、実は今

はＢ社に非常に人が流れていってしまうという

現状があります。しかし、現状では耐震化の観点

からＡ社とＢ社の比較をすると、何もしないより

はＢ社でも少しは補強効果があるだろうし、Ｂ社

にやってもらったほうがいいじゃないかという

考え方もあるかもしれません。ただ、これから先

やっていかなければいけないのは、Ｂ社のように

すぐに対応しサービスが良く、あるいはお金をき

ちんと明確にして、どのような工法でこのぐらい

やったら、このぐらいの価格ですよと提示してい

るような、Ａ社でもそういったことをきちんとや

っていけば、耐震化工事に対する信頼性が高まっ

てきますし、普及にもつながるのではないかとい

うことです。また、単に価格だけに踊らされない

ように、消費者自体を賢くするといったことも大

事だと思います。 
 
 次に二つ目のポイントの、「既存住宅の耐震化

の基本的方法は「補強」と「建替え」」について

話を移らせていただきます。木造建物の耐震評価

は非常に難しいといった問題がありますので、最

近、行政と一緒になって、耐震診断を受けられた

住宅にお伺いして、振動を測定するといった研究

活動をしております。 
 その中で最近分かってきたことは、耐震補強だ

けでは何ともならないような住宅が結構あると

いうことです。例えば無理な増築をしてしまって、

どのように補強していったらいいかよくわから

ないというもの、あるいは、違法建築と思われる

ものがあり、この写真の店舗のようにイミテーシ

ョンとして３階を作るとしておきながら、ちゃん

とそこには部屋があって、３階は倉庫のような形

で重い荷物がたくさん置いてあるといった耐震

的にも問題を抱える住宅があります。こういった

ような建物に対する補強というものがきちんと

とできるのかといった技術的な問題も解決して

いかなければならないし、違法建築に対して補強

しても良いのかいうことも問題になってきてい

ます。 
 このほかに、耐震補強だけでは解決できない課

題があります。例えば住宅密集地の問題です。密

集地のところの住宅について、個々の住宅ひとつ

ひとつを補強していっても、結局は住宅密集の問

題は解決しませんし、あるいは、がけ地とか危険

地域に建っているところをどうするのか、あるい

は、住宅の問題ではなく地盤が壊れるような壊れ

方をする場合どうしたらよいのかといった耐震

補強だけでは解決できない問題があって、この場
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合に建替えを促進していく必要があるだろうと

考えています。建替えのメリットとしては、「こ

この場所には地震に強い建物をつくっていきま

すよ」ということを事業として行っていくことに

よって、集合体として地域全体の強化を図ること

ができるといったメリットがあります。 
 それから、耐震化の話ですけれども、しっかり

とした住宅をつくったとしても、例えば、これは

新潟県の川口町で、耐震的には強いような新しい

建物であってもこのように被害を受けています。

この場合に潰れはしなかったけれども、こうやっ

て被害を受けることもありますし、先ほど言いま

したように、地盤が壊れて住むことができないと

か、これは液状化の例ですけれども、こういった

ような地盤災害に対しては、耐震化だけでは防ぐ

ことができないし、個人の力だけでは解決が難し

いといったような問題があります。 
 したがって、例えば、地震保険のような形で、

被害を受けても、その後の復旧のしやすさという

こともやはりきちんと考えていかなければいけ

ない。ただ単に「被害を受けるか、受けないか」

といった話じゃなくて、「被害を受けた後」のこ

とも耐震化とあわせて考えていかなければいけ

ない。また、例えば、「地震保険」の話ですが、

先ほどの住宅性能表示による耐震等級に応じて

割引制度というものができています。その効果が

あったのかどうかは明確でありませんが、地震保

険への加入率は年々確実に増えていっています

ので、そのようなものと補強施策を連動させると

いうことも大切な考え方です。新潟県中越地震が

起こりましたが、地震保険に入っている方は少な

かったのですが、農協の共済に入っている方がか

なりおられまして、それは地震による被害に対し

ても適用できたので、かなり助かったようです。

そういう仕組みとうまく連動させていくことが

大事ではないかということです。「命」だけでな

くて、「住まい」「暮らし」というものも守るとい

うことを考えていかなければいけないというこ

とです。 
 
 最後のポイントとして「住宅品質の長期的な

「維持管理」の枠組みが必要」についてご説明し

ます。 
 これが本日の一番重要なことでして、新規住宅

を耐震基準に基づいて建てた、あるいは古い住宅

を補強したとしても、その時点では十分な耐震性

を確保させることになるかもしれませんが、やは

り時間がたってくると、耐震性能は劣化してきま

す。それをきちんと維持管理していくことが大事

になってきます。 
 基本は、新規住宅のように高品質な住宅を供給

し続けることが大事です。それを続けていけば、

時間的にはかかるかもしれないけれども、確実に

耐震化が図れていきます。これは大事なことです。 
 後は、それを維持させる仕組みとしては、ライ

フサイクルコストのような考え方で、長期視点に

立った施策、そのための制度化、技術開発をすす

めること、あるいは住教育というように消費者を

賢くする、自分の住まいに対する理解をもう少し

深めてもらうことが大切です。 
 例えば地下収納庫をつくるとか、その収納庫か

ら床下をのぞけるようにするとか、住環境を維持

管理しやすいようにすることも進めるべきです。

あるいは、共同住宅でいうと、修繕計画をきちん

と立ててもらって、10 年ごとにはきちんとした
修繕をするとか、そういった対応が大事ではない

かというふうに考えています。 
以上です。 
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ディスカッション 

 
 
（1）耐震技術の向上で、その費用は安価になら
ないのか？安く短期間でできる耐震技術の研究

をして欲しい。 
 
耐震化が進まない大きな課題として耐震技術

の開発・普及を挙げることができます。とくに最

も建設数が多い一般の木造住宅については、個々

の住宅構造が標準化されていないため耐震性の

ばらつきが大きく、評価が難しいといった問題が

あります。そのような認識のもとで、これまでに

様々な研究機関がこの課題に精力的に取り組ん

でおり、その結果、多くの新たな知見が得られて

きています。また、平成 17年の今年 1月に、兵
庫県三木市に世界一の規模となる実大三次元震

動破壊実験施設が稼働を開始し、この施設を活用

して実大の木造住宅を実際に揺らすような振動

破壊実験が多く計画されるなど、新しい研究開発

環境が整備されました。さらに、国策として現在

の耐震化率を 75％から今後 10年間で 90％に引き
上げる目標値が設定されているといったように、

耐震化に向けて強い追い風が吹いており、今後ま

すます新しい耐震診断・補強技術の開発に重点が

置かれた研究が推進されていくことと思います。

このような環境下における今後の研究により、1)
より効果的な耐震診断・補強技術の確立、2)補強
効果に見合った適正価格の提示などによる補強

への信頼性の向上、3)短期間に居住しながら補強
可能な施工技術の開発、などの形で成果が社会へ

還元されることと思いますので今後をご期待く

ださい。 
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専門分野：都市震災軽減工学 

E-mail：yosimura@iis.u-tokyo.ac.jp 
 
 
それでは「住宅の耐震化戦略の構築のために重要

な３つの視点」についてお話させていただきます。 

 住宅・建築物の地震防災推進会議(2004)によれ

ば、現在、全国の住宅約4,700万戸のうち耐震性

が不十分なものは約1,150万戸(25％)です。また、

戸建木造住宅は全国2,450万戸のうち、約1,000

万戸(40％)の耐震性が不十分であると推計され、

このうち約950万戸が持ち家です。中央防災会議

は2005年4月に、今後10年間に渡る防災対策によ

り地震時に想定される死者・経済被害を半減させ

ることを目標に掲げた「東海地震、東南海・南海

地震の地震防災戦略」をまとめました。国が防災

に関する数値目標を設定したのは初めてであり、

住宅の耐震化に関しては、耐震化率を2014年まで

に90%に引き上げるという目標が提示されました。

しかし、住宅の耐震化対策をするかどうかを決め

るのは住民自身であり、数値目標を立てたからと

いって、皆が「耐震化しよう」という思うわけで

はありません。今後は、耐震化対策への自発的な

自助努力を誘発するということが最も重要であ

ると言えます。 

 私は、大都市大震災軽減化特別プロジェクト

「テーマ４：耐震研究の地震防災対策への反映」

における「既存不適格構造物の耐震補強を推進す

るための新しい制度やシステムの開発に関する

研究」の一環として、住宅の耐震補強工事に対す

る居住者の意識調査を実施しました。調査対象は

関東地域の戸建住宅に住む30～69歳の世帯主お

よび配偶者で、住宅の安全性や継承に関する意識、

耐震診断や耐震補強の実施意欲・判断理由につい

ての回答を得ました。これらの結果を回答者の年

齢や家族構成・経済的状況・住宅の状態など様々

な観点から分析して、補強工事への実施意欲に影

響を与える要因を明らかにするとともに、自発的

な耐震補強対策の誘導方法を検討しました。本日

は時間が限られておりますので、得られたいくつ

かの結果をご紹介しながら、意見を述べさせてい

ただきたいと思います。 
 さて、資料４の左図は、昭和56年の新耐震基 

準以前に建築された住宅にお住まいの338人に、

耐震補強工事を実施したいかどうかについて、

「強くそう思う・そう思う・あまりそう思わな

い・全くそう思わない」という４段階でお答えい

ただいたものです。この結果、建築年代に関わら

ず、耐震補強の実施に賛同した割合は35％程度に

なりました。通常、リフォームと同時に耐震補強

工事を行うと、改装に要する工事費用が別にかか

らないため、耐震補強工事費用を約1/2～1/3程度

に抑えることができます。この点を説明した上で

再び耐震補強への意欲を尋ねると、９％～17％の

回答者が「耐震補強を行いたい」と意見を変えま

した。価格の情報を聞いてから回答を変えたこれ

らの層では、｢補強費用の高さ｣が阻害要因となっ

ており、安価な工事費用で済む補強方法の開発や

補強工事費用に関する正しい認識により、補強し

ようと決断しうる可能性があります。しかし、「全

くそう思わない」という回答は価格情報の有無に

かかわらずほぼ同程度であり、これらの層では金

銭的な問題ではない理由によって補強意欲がな

いと考えられます。このように、耐震補強への意

思決定には様々な要因が関係しており、居住者の

意識構造は複雑であると言えます。 

 そこで次に、耐震補強の意思決定への阻害要

因・促進要因を把握するため、一般的に指摘され

る判断理由を列挙し、回答者に「強くそう思う・

そう思う・あまりそうは思わない」という３段階

で答えてもらいました。各判断理由に対して「強

くそう思う」割合を、耐震補強賛成派と否定派で

それぞれ算出し、両者の割合の差を求めました。

この差の大きさを各判断理由の影響度と定義し

て、この正負により意志決定のプラス要因とマイ

ナス要因を分類しますと、資料６のようになりま

す。意思決定への主なプラス要因は、「家や財産

を地震から守りたい・自分や家族の命を地震から

守りたい・近い将来大きな地震が起こるだろう」

になりました。また、マイナス要因では、その半

分程度を「補強よりも建てかえたほうが得だ」と

いう意見が占めており、続いて「今は金銭的な余
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裕がない・生活を乱されると困る・地震が来ても

何とかなるだろう・地震で死ぬのは仕方ない・今

のままでも自宅は地震で壊れない」という結果と

なりました。 

 マイナス要因の２番目は「今は金銭的な余裕が

ない」でした。これに関して、耐震補強の妨げと

なる金銭的支出を尋ねると、資料７に示す通り、

30～40歳代では子供の教育費と老後のための貯

蓄が、50～60歳代で老後のための貯蓄と医療・介

護費用が多く挙げられました。どの世代でもリフ

ォーム費用は3～4番目に挙げられており、リフォ

ームの際、その費用に少し上乗せする形で耐震補

強を実施してもらえる可能性は高いのではない

かと思われます。このためには、リフォームを検

討する際にあわせて補強工事も考えてもらえる

ような情報提供が有効であると考えられます。 

 また、耐震補強を検討する際の不安要因にも着

目し、様々な意見を列挙して賛同するものを選ん

でもらうと、資料８のような結果となりました。

不安に思う要因としては「補強しても地震被害を

受けるのではないか」が最も多く挙げられ、特に

50～60歳代でこの傾向が強く見られます。「耐震

診断結果は信用できるのか」という意見も多く、

これらの耐震診断・補強技術の不確定さに対する

不安は大きな問題であると認識されました。国レ

ベルで見ると技術的には、補強後の建物強度に関

する詳細な把握が重要であると考えられます。 

 その他には資料９に示す通り、「信頼できる依

頼先が見つかるのか・依頼先に手抜き工事をされ

ないか・最適な補強方法を選ぶことができるの

か・不当に高い工事費用を請求されないか・依頼

先に十分な説明をしてもらえるか」など、補強工

事を実際に行うまでに悪徳業者にひっかからな

いかいう不安感も多く見られました。種々の耐震

補強プランを比較検討し、自ら悪徳業者を排除す

るための、信頼できる情報ネットワークの整備が

重要であると言えます。ここで耐震補強に関する

情報の入手方法に着目し、補強意欲のある回答者

に対して、実際に耐震補強について相談したい希

望先を尋ねると、「市区役所の相談窓口」が最も

多く選ばれました。また、平常時にどこから情報

を得ているのかを尋ねると、資料11に示す通り

「テレビや新聞などのマスコミ」が最も多く、「自

治体が配布したパンフレット」が15％程度、「市

区役所の相談窓口」は最下位近くになりました。

これより、公的機関における情報提供へニーズは

非常に高いものの、日常生活ではなかなか「市区

役所の相談窓口」にアクセスする状況にはないと

いう現状が見えます。本日は自治体のご担当者の

方々が集まっていらっしゃると伺いました。自治

体においてはぜひ、ウェブシステム・広報紙・相

談窓口・イベントなどのありとあらゆる手段を講

じて、住民が日常的に耐震補強に関する情報を入

手できる機会を増やしていただきたいと思いま

す。 

 また資料12の下の方を見ると、平常時の情報入

手先のほぼ最下位に「自主防災組織の関係者」「近

所の人」があります。耐震補強の推進に関しては、

現在はあまり自主防災組織の活動が活発ではな

く、近所の人同士でも耐震化に関するお話をする

ような状況にはないということがわかります。今

後は自主防災組織の方々や地域の専門家・業者さ

んなどと連携して、地域において耐震化に関する

運動（ムーブメント）が盛り上がるような仕掛け

づくりを行政側から働きかけていただけると良

いと思われます。 

最後に、耐震化対策への自助努力を誘発する支

援システムについても、手短に触れたいと思いま

す。財団法人日本建築防災協会によれば、現在、

耐震診断・耐震補強工事への融資や補助を行って

いる自治体は全国にそれぞれ20％程度・10％程度

存在しています。しかし、融資や補助の対象とな

る建築物は非常に多く存在するため、これらの制

度に対して行政は事前に莫大な費用を確保する

必要があり、融資や補助のみを通して大幅な耐震

補強対策の推進を行うには財政的な限界があり

ます。一方、我々の研究グループでは、行政によ

る事前の財源負担を必要とせずに自発的な耐震

補強対策へのインセンティブを与える新制度と

して、「自治体の保証に基づく耐震補強奨励制度」

を提案してきました。これは資料14に示す通り、

「事前に耐震補強を行い、『しかるべき耐震補強

を済ませた』と判断された建物について、その建

物が地震被害を受けた場合に、再建・補修費用の

一部を行政が支援する」制度です。先ほど、補強

後の耐震性能や悪徳業者の存在に対する不安感

が多く挙げられましたが、この制度はこれらの不

安感を軽減できる効果を持っています。  

 これら各種の耐震補強推進策について、回答者

に賛否を尋ねたところ、税制優遇措置以外ではお

おむね過半数が「効果がある」と回答しています。

結果を年齢別に見ると、資料16の通り、60歳代で

は「耐震補強工事業者の登録」以外の全てに対し

て最も賛同率が高くなりました。50歳では年収が

高いため、耐震診断・補強への補助制度などの金

銭を支給する制度についての賛同率は他の世代
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に比べて高くないものの、「耐震補強工事業者の

登録」への賛同率は高いことがわかりました。 

 耐震化対策を推進する際には、耐震診断・補強

への融資・助成制度に重点を置きすぎるあまり画

一的な支援体制に陥りがちです。しかしながら、

住民側のニーズは住宅や世帯の属性に応じて

様々です。今後は、このような住民側のニーズを

踏まえつつ、地域独自のアイデアにより複合的か

つ柔軟な耐震化推進策を整備していくことが非

常に重要であると思います。以上で発表を終わり

ます。ありがとうございました。 
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住宅の耐震化戦略の構築のために
重要な３つの視点

東京大学生産技術研究所
都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS)

吉村美保

大大特「戦略計画策定に向けた専門家ワークショップ」
2005/6/6

資料 1 
 
 

住宅の耐震化の推進へ向けて

中央防災会議(2005.4):
東海地震,東南海・南海地震の地震防災戦略

　　　　　　

全国で耐震性が不十分な住宅:約1,150万戸(25%)

住宅の耐震化率90%を目標　
死者・経済被害を半減させる

今後10年間で
→想定される

→耐震化対策への を誘発すること　
　が最も重要である

戸建住宅：約1,000万戸

自助努力

(40%)

資料 2 
 
 

住宅の耐震補強工事に対する意識調査

①アンケート調査の実施

②回答者の世帯・住宅の属性に応じた耐震補強実施

　　意欲の詳細な分析

③耐震補強の意思決定への阻害要因の把握

④自発的な耐震補強対策の誘導方法の検討

対象：　一戸建て持ち家住宅の
　　　30～69歳の世帯主/配偶者
地域：東京都，横浜市，川崎市
方法：インターネット調査
実施期間：2004年12月17日～23日
回答数：2,604

回答数
1 ～S35 37
2 S36-45 105
3 S46-56.5 304
4 S56.6-H1 461
5 H2-11 1,012
6 H12- 685

2,604

建築年代区分

合計

資料 3 
 
 
 

 
 

①耐震補強の実施状況と実施意欲

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

建築年代

1 2 3

建築年代

リフォーム時に
実施した
既に実施した

全くそう思わな
い
あまりそう思わ
ない
そう思う

強くそう思う

価格情報を与えると・・・

情報：リフォームと同時に耐震
補強を行うと，補強費用は約1/2
～1/3と格段に安くなります．

建築年代ごとの賛同率の上昇：
9％，17％，13％

これらの層では，補強費用が
実施意欲の阻害要因となって
おり，安価な補強工法の開発
により，実施意欲を高められる．

耐震補強賛同率は約35％

N=338

-S35 S36-45 S46-56.5  -S35 S36-45 S46-56.5  

資料 4 
 
 

②耐震補強の意思決定への阻害要因の分析

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地震保険に入っているから大丈夫

地震が起きても影響を受けないだろう

被害にあっても自治体が助けてくれる

今のままでも自宅は地震で壊れない

地震で死ぬのは仕方ない

地震が来ても何とかなるだろう

補強がどのようなものか知らない

生活を乱されると困る

工事は生活や仕事に支障が出る

地震のことなど考えたくない

補強しても壊れるかもしれない

信頼できる依頼先が分からない

今は金銭的な余裕がない

近い将来、大きな地震が起こるだろう

補強よりも建て替えた方が得だ

耐震補強工事は費用が高い

家や財産を地震から守りたい

自分や家族の命を地震から守りたい

住宅所有者が耐震補強の実施を検討する際の一般的な判断理由
を列挙し，回答者に3段階で選択してもらった．

そう思う

強くそう思う

あまりそうは思

思わない

N=338

資料 5 
 
 

耐震補強の意思決定へのプラス・マイナス要因

各判断理由の影響度＝耐震補強賛同派での「強くそう思う」割合　　　
　　　　　　　　　　　　　　　ー耐震補強否定派での「強くそう思う」割合

意思決定へのプラス要因

家や財産を
地震から守
りたい

自分や家族
の命を地震
から守りた
い

近い将来，
大きな地震
が起こるだ
ろう

その他

今は金銭的な
余裕がない

生活を乱され
ると困る

地震が来ても
何とかなるだ
ろう

その他

補強よりも建
て替えた方が
得だ

地震で死ぬの
は仕方ない

今のままでも
自宅は地震で
壊れない

意思決定へのマイナス要因

49％

29％

17％

14％

44％

17％

13％

12％

9％

4％

1％

資料 6 
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0% 20% 40% 60%

自動車を除く高額商品

旅行費用

子供の結婚準備費

その他

自動車

医療・介護費用

リフォーム費用

新築時のローン

老後のための貯蓄

子供の教育費

金銭的支出は特にない

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

「マイナス要因：金銭的余裕がない」の背景

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

回答者の年齢

年齢が高いほど増額する
　30～40歳代：50～100万円
　50～60歳代：100～200万円

＜耐震補強の妨げとなる金銭的支出＞

リフォームに合わせた耐震補強の
普及への可能性は高い．

1000-2000万円

500-1000万円

200-500万円

100-200万円

＜妥当な耐震補強費用＞

50-100万円

30-50万円

<30万円

N=338

N=338

資料 7 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

依頼先に十分な説明をしてもらえるか

工事中の騒音が、近所迷惑にならないか

不当に高い工事費用を請求されないか

日常生活や仕事に著しい支障が出ないか

建て替えた方がよいのではないか

最適な補強方法を選ぶことができるか

依頼先に手抜き工事をされないか

信頼できる依頼先が見つかるか

耐震診断結果は信用できるのか

工事が予算内でおさまるか

補強しても地震被害を受けるのではないか

不安に思うことがない

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

③耐震補強への不安要因

N=338

技術の不確定さ
に対する不安

＜技術的な視点＞

補強後の建物強
度の詳細な把握

資料 8 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

その他

依頼先に十分な説明をしてもらえるか

工事中の騒音が、近所迷惑にならないか

不当に高い工事費用を請求されないか

日常生活や仕事に著しい支障が出ないか

建て替えた方がよいのではないか

最適な補強方法を選ぶことができるか

依頼先に手抜き工事をされないか

信頼できる依頼先が見つかるか

耐震診断結果は信用できるのか

工事が予算内でおさまるか

補強しても地震被害を受けるのではないか

不安に思うことがない

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

③耐震補強への不安要因

N=338

補強工事まで
のプロセスへの
不安感

①耐震化対策に
関する信頼できる
情報ネットワーク
の整備

資料 9 
 
 
 

 
 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

近所の人

自主防災組織の関係者

雑誌や書籍に載っていた業者

親戚や家族

耐震診断をしてもらった(してもらう)業者

自治体の推薦を受けた業者

新築やリフォーム(増改築)した際の依頼先

防災や建物に関する専門家

知り合いの設計事務所、工務店、大工さん

市(区)役所の相談窓口

相談しようと思わない

耐震補強に関する情報入手方法

公的機関における情報提供のニーズは高い

補強意欲のある住宅所有者の相談希望先

N=123

資料 10 
 
 

耐震補強に関する情報入手方法

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

自主防災組織の関係者

その他

近所の人

市(区)役所の相談窓口

防災や建物に関する専門家(講演会を含む)

親戚や家族

新築やリフォームした際の依頼先

住宅に関する展示会

耐震診断をしてもらった(もらう)業者

リフォーム・耐震補強工事の業者

知り合いの設計事務所、工務店、大工さん
インターネット

自治体が配布したパンフレット

雑誌や書籍

テレビや新聞などのマスコミ

知識を得ていない

耐震補強に関する
知識の入手方法

日常的に情報を入手できる機会を増やす
（Web、広報誌、相談窓口、イベント等）

N=338

資料 11 
 
 

耐震補強に関する情報入手方法

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

自主防災組織の関係者

その他

近所の人

市(区)役所の相談窓口

防災や建物に関する専門家(講演会を含む)

親戚や家族

新築やリフォームした際の依頼先

住宅に関する展示会

耐震診断をしてもらった(もらう)業者

リフォーム・耐震補強工事の業者

知り合いの設計事務所、工務店、大工さん
インターネット

自治体が配布したパンフレット

雑誌や書籍

テレビや新聞などのマスコミ

知識を得ていない

耐震補強に関する
知識の入手方法

②地域での運動(ムーブメント)として耐震化が広がる
ような住民の意識改革

N=338

資料 12 
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④耐震化対策への自助努力を誘発する支援システム

・耐震診断への融資・補助―580/2,854市町村
　　静岡県：無料の耐震診断補強相談士の派遣

・耐震補強工事への融資・補助―254/2,854市町村
　　補助の例：静岡県30万円

・耐震補強工事業者の登録制度―11都道府県

→財政的な限界が存在

・耐震補強に対する住宅ローン減税
　　ローン残高の１％を所得税額から10年間控除

・ローンを利用しない場合にも税制優遇（未実現）

資料 13 
 
 

自治体による保証に基づく耐震補強奨励制度

耐震補強の実施
（住民の自己負担）

平常時

補強をしたのに・・・
全半壊被害

地震時

＜自治体＞

＜住民＞

補強状況
の審査

耐震性能
の保証

再建・補修費用
への支援

地震被害が大幅に
減少し，人的被害　
も軽減される

補強後の性能に対
するモニタリングが
可能

資料 14 
 
 

耐震化対策への自助努力を誘発する支援システム

0% 20% 40% 60% 80%

税制優遇措置

耐震補強保証

耐震診断への補助

業者登録

補強への３０万円補助

耐震診断士の派遣

効果がない

利用したい

効果がある

耐震補強意欲がある場合の推進策に対する賛否

N=123

資料 15 
 
 
 

 
 

耐震化対策への自助努力を誘発する支援システム

年齢別に見た各推進策への賛同率

20%

30%

40%

50%

60%

70%
耐震診断士の派遣

耐震診断への
補助

補強への
３０万円補助

業者登録

税制優遇
措置

耐震補強
保証

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

③住民側のニー
ズを踏まえた　
バリエーション
豊かな支援シス
テムが必要

N=338

資料 16 
 
 

重要な３つの視点

・耐震化対策への自助努力を誘発する支援
システム作り

・耐震化対策に関する信頼できる情報ネット
ワークの整備（Web、広報誌、相談窓口等）

・地域での運動(ムーブメント)として耐震化が
広がるような住民の意識改革

資料 17 
 
 

耐震補強の実施状況と実施意欲

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

建築年代

1 2 3

建築年代

リフォーム時に
実施した
既に実施した

全くそう思わな
い
あまりそう思わ
ない
そう思う

強くそう思う

価格情報を与えると・・・

情報：リフォームと同時に耐震
補強を行うと，補強費用は約1/2
～1/3と格段に安くなります．

建築年代ごとの賛同率の上昇：
9％，17％，13％

これらの層では，補強費用が
実施意欲の阻害要因となって
おり，安価な補強工法の開発
により，実施意欲を高められる．

耐震補強賛同率は約35％

N=338

-S35 S36-45 S46-56.5  -S35 S36-45 S46-56.5  

資料 18 
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住宅の安全性に関する意識と補強意欲との関係

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6

建築年代

全壊

半壊

一部損壊

被害なし

0%

20%

40%

60%

80%

100%

被害なし 一部損壊 半壊 全壊

地震被害の予想

リフォーム時
に実施した
既に実施した

全くそう思わ
ない
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強くそう思う

地震被害の予想
・昭和45年以前建築の住宅
では，過半数が全壊を予想

地震被害の予想
　と補強意欲との関係

・地震発生時に全半壊被
　害を予想する場合に，　
　半数程度が否定的　　
　→補強意欲を阻害する
　　　別の理由を有する．

N=338

N=2604

-S35 -S45 -S56.5  -H1  -H11 H12-
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耐震診断の実施状況

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

建築年代

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

建築年代

ない

ある

　　　簡易耐震診断　　　　専門家耐震診断

建築年代が古い
ほど実施率は低い

簡易耐震診断
のみ実施した

専門家耐震診断
のみ実施した

3.3％ 3.8％

4.1％

両方実施

簡易耐震診断を自分で行
わずに直接専門家診断を
申し込む住宅所有者の存
在が明らかとなった．　
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回答者の基本属性
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木質系パネル工法

木造軸組工法

60歳代は建築年代③
　で最も多い．

建築年代が古いほ
　ど木造軸組工法　
　が多い

建築年代

　建築年代
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将来的な居住予定と補強意欲との関係
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→リフォームを計画する際に耐震補強工事も検討して
　もらうための情報提供が非常に重要である．　

「住み続け，いずれリフォームする予定」では,耐震補強
　への賛同率が70％程度と非常に高い．

N=338
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将来的な居住予定
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継続居住の予定
・建築年代が新しくなる
　ほど増加した．

・60歳代では継続居住
　希望が約60％となり，
　その半分はリフォー
　ムせずに住み続ける
　ことを希望．
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旧耐震住宅に居住する回答者の基本属性
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　では16％存在．

　インターネット調査
　による偏り

年齢と世帯年収
・50歳代は世帯年収
　が最も高い

N=338

N=338
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住宅の安全性に関する意識と補強意欲との関係
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東京23区 東京23区外 横浜市 川崎市

１ ～S35年 28 4 2 3 37
２ S36～45年 68 15 16 6 105
３ S46～56年5月 121 86 82 15 304
４ S56年6月～H1年 210 135 92 24 461
５ H2～11年 386 276 280 70 1,012
６ H12年～ 255 221 147 62 685

1,068 737 619 180 2,604合計

 
地域

合計

建
築
年
代
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現状
将来的な推計

耐震化推進の数値目標

住宅の耐震化率90％へ向けて

中央防災会議(2005.4):

東海地震,東南海・南海地震の地震防災戦略 　　　
　　　

数値目標の達成には，現在年間
5万件である耐震補強の実施件
数を2～3倍まで増加させる必要
がある．

兵庫県南部地震以降，新耐震設計基準(1981年)を満たさない
　既存不適格建物の耐震化対策が重要視されてきた．

今後10年間で住宅の耐震化率90%を目標　　　
死者・経済被害を半減させる　→想定される

＜住宅耐震化率の将来推計＞

現在の耐震化率：
75％耐

震
化
率(

％)

→更なる耐震化推進策の必要性
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防災や建物に関する専門家(講演会を含む)

その他

市(区)役所の相談窓口

近所の人

親戚や家族

新築やリフォーム(増改築)した際の依頼先

耐震診断をしてもらった業者

知り合いの設計事務所、工務店、大工さん

テレビや新聞、雑誌などのマスコミ

リフォーム・耐震補強工事の業者

耐震補強に関する情報入手方法

・耐震補強を勧められたことがある：19.8%

・耐震補強を勧められたきっかけ

資料 28 
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ディスカッション 

 
 
（1）｢耐震化補強保障制度｣について 
  実際に国等へのはたらきかけ（提案等）はさ
れていますか？ 
  認定などは市町村でするとしても、実際の保
障金については、どのようにお考えですか？市町

村で準備しておくのでしょうか？国で準備して

おくのでしょうか？ 
 
提案している「自治体による保証に基づく耐震

補強奨励制度」に関しては、国や自治体等への提

案も行っております。国レベルで本制度を運用す

る際には、耐震補強を行ったにも関わらず被災し

た場合に住民側に支払う「再建・補修費用等への

支援金」の財源は国レベルで準備し、補強済み建

物に関するデータの管理や被災時の認定は市町

村単位で行い、住民は市町村を通じて支援金の申

請を行うという形が考えられます。 
 本制度は、耐震補強に対してインセンティブを

与え、事前の工事実施を推進することにより、地

震時の建物被害・人的被害・災害対応・復旧復興

等に要する費用を軽減することを目的としてお

ります。保証に基づく支援金の額が大きいほど、

耐震補強技術に対する住民の不安感を払拭する

ことができ、住民にとって魅力的な制度となりま

す。しかし、保証に基づく支援金の金額を大きく

するほど、制度を運用する国や自治体側の財源負

担が大きくなり、住民側・行政側の双方にとって

妥当な支援レベルを設定する必要があります。こ

の点に関しては、地域の地震危険度・脆弱な建物

ストック量に応じた支払いのシミュレーション、

支援金に対する住民意識の分析も行っておりま

すので、またの機会にご紹介できればと考えてお

ります。 
 
（2）今日のお話は、日頃考えていたことの裏づ
けにもなりました。発表されている資料があれば、

お教え下さい。 
 
調査報告に関する資料をお送りしたいと思い

ますので、ご連絡先をお教えください。また、第

28回 土木学会 地震工学研究発表会(2005年 8月
22日(月)～24日(水)、東京工業大学大岡山キャン
パス(東京都目黒区))での報告も予定しておりま
す。 
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 それでは、私のほうからお話したいと思います。 
 堀江さんは主に技術的な側面から、それから吉

村さんは住民の方の意識というところからお話

されたと思いますけれども、私は、経済学的な観

点からお話したいと思います。ここに挙げている

３つです。若干反社会的なことを申し上げる部分

があるかと思いますが、それは研究者のたわ言と

思って聞けるところだけ聞いていただければい

いと思います。 
 
 まず、一つ目の「耐震化技術の仕様・価格・効

果・アクセスを確立し、耐震化市場を機能させる」

ということです。 
 これは、再三、技術的な点に対する消費者の不

安とか、いろんな言葉で実は既に語られてきてい

ることですけれども、やはり、耐震化というのは

技術的に不確実な部分が非常に多い。それゆえに

マーケットとして成熟していません。私はよく言

うんですが、耐震化というのは、スーパーマーケ

ットに行って、「耐震化をください」「はい、○○

円です」というものじゃないということです。そ

れは求めている人たちの住んでいる家の形状に

よっても違うし、そして、どのぐらいの強さにす

るのかによっても違います。そして、例えば、居

住環境に与える影響というものをどの程度に抑

えるのかということによっても違うし、いろいろ

あるということです。 
 これを端的に示すのが、静岡県と横浜市の例で

す。先ほど紹介がありましたけれども、静岡県で

は耐震化に対して１世帯当たり 30 万円の補助を
しています。横浜市は、一昨年まで一世帯あたり

最大 540万円、今は 450万円になっていますけれ
ども、補助しています。その結果、横浜市の耐震

改修工事は年間平均が 515万円です。それに対し
て、静岡県のほうは１世帯当たり 178 万円です。
２～３倍ぐらい開きがあります。これは、例えば

ＮＨＫスペシャルなどでは、静岡県というのは、

住宅が壊れないような耐震化ではなく、壊れても

命だけは助かる程度の耐震化だから安いんだ、と

言われるわけです。多分そう理解されている方も

多いと思います。ところが、実際に補助の対象と

なる事業を見てみますと、「耐震化の診断の評点

が 0.7未満から 1.0以上に改善する工事を対象と
する」という文言は全く同じなんです。だとすれ

ば、本来そこに金額の差があってはおかしいはず

ですけれども、なぜか違っている。何となく「い

や、耐震化のレベルが違うんです」というような

言葉でごまかされているのだけれども、本質的に

「耐震化」というのは非常にあやしい商品だなと

思っています。 
 それから、耐震診断ということについても、堀

江さんは反論があるかもしれないんですけれど

も、素人から見たら非常にあやしく見えるんです

ね。これは兵庫県からいただいてきた資料ですけ

れども、兵庫県はこの三つの診断基準のどれでも

耐震診断をしたら補助しますよということをや

っているのですけれども、耐震診断だけでも３つ

基準がある。どれがどう違うんでしょうか。うち

の家はどれでやると一番悪く出るかなとか考え

る余地があるということです。つまり改修だけで

なく診断すらこれだけ標準化されていないわけ

です。 
 もう一つ、静岡県がこういうおもしろいグラフ

をつくっていまして、横軸に耐震改修前の評点、

縦軸に金額をとって、その散布図を書いているの

です。そしたら、全体が真っ黒で、相関がありそ

うで全然ないわけです。0.7 からちょっと上げる
のでも金額がばらばらです。「これぐらいの工事

だったら大体幾ら」という相場観が静岡県ですら

ないというのを、最近、勉強して知ったのです。

そういう状況ですから、静岡県はコストを下げる

ようにと一生懸命やっていますけれども、安全性

が確保されるにはどこまで下げられるのかとい

うことについて、少なくとも素人がわかるような

次元になっていません。 
 こういうのがあると、どれだけ行政が補助をし
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ようが、マーケットが機能していないわけです。

補助する、しないとかいうのはマーケットがあっ

ての話ですから、まずそのマーケットを機能させ

るということが重要なんです。これは第三者から

聞いた話ですが、なぜ横浜市は高いかというと、

それだけたくさん補助しているから、業者が請求

書に高い金額を書くんだという説もあるぐらい

です。どこまで本当かどうかは判りませんが、マ

ーケットがしっかり確立されていなければこう

いう話は必ず言われることです。 
 
 次に、「コースの定理（The Coase Theorem）」と
いうお話をします。我々はマーケットが機能した

という前提で、住宅所有者に耐震化のインセンテ

ィブを与えようとすると、つい「補助金」という

ふうになってしまいますけれども、これは別に補

助金でなくて、「税」でもいい。つまり、インセ

ンティブをプラスで与えることとマイナスで与

えることとは、実は経済学的には全く同じ効果を

生むというのが、「コースの定理」です。マーケ

ットの存在を前提にすれば、個人に耐震化のイン

センティブを与える方法は、この３つしか絶対に

ないはずです。すなわち１番目は、「意識啓発」

です。「うわ！地震って怖いな。何とかせなあか

んな」というその意識を高めるのがまず一つ目で

す。 
２番目は、「耐震化を安くする」ということで

す。これが補助を与える理屈です。 
３番目は、「耐震化しなかった場合に起こる損

失というものを大きくする」ことです。つまり、

耐震化しなかったらペナルティを与えるのです。

先ほど吉村さんの話にもありましたが、財政的に

苦しいということであれば、補助を与えるだけが

能じゃないわけです。逆に、耐震化しなければ罰

を与えるという発想でもいいわけです。例えば、

耐震性の低い住宅に対して固定資産税を一気に

上げる。それから、地震保険を強制加入にしてし

まうかわりに、耐震性が低い住宅については保険

料を上乗せする。これは今も若干行われているこ

とですけれども。あるいは、もっと極端に、「耐

震化しないと地震保険に入れてあげませんよ」と

いうことにする。もっと別の観点からいえば、耐

震性が低かったら抵当権は設定できないように

することも手です。つまり、お金を借りるとき、

普通は家を担保にしたりしますけれども、そうい

う抵当権はつけられないということにすれば、つ

まり、耐震化しないことによるコスト、不便が大

きいということになって、それは耐震化するイン

センティブを与えることになるということです。

先ほど吉村さんから話のあった、目黒先生が提案

されている案、すなわち、もし家が壊れたとき、

それが耐震化したものであったときだけ補助を

しましょうというのは、むしろペナルティなんで

す。普通だったら再建支援が得られるのだけれど

も、耐震化してなかったら得られないということ

で、耐震化しないことに対するコストを高める。

こういうものも一つ柔軟な方法としてあるのか

なというふうに思います。 
 
 ３番目の視点として、「合理的な高齢者世帯は

若年者世帯よりも耐震化を行うインセンティブ

に欠ける。－地震による生命・住宅損失の機会費

用が小さい」ということです。 
 私は、これはもう少し激しい言い方をしたいの

です。つまり、高齢者世帯が耐震化しないという

のは、これは極めて合理的なことです。簡単にい

ってしまえば、もう生きている年数が少ないから、

今更死ぬのはそんなに怖くないということです。

耐震化の費用便益分析に関する研究があります、

経済学者からすると、一部の工学の方々は非常に

気持ち悪い費用便益分析をされます。どういうこ

とかというと、なくなる家の金額そのものを損失

と考える。耐震化すればその損失が発生しなくて

すむからそれを便益というふうに考えるのです

けれども、経済学的には「機会費用」という考え

方をするのです。家そのものの価格はどうでもい

いのです。もしその家を失ったとき、あなたは、

家があったときと比べてどれぐらいの費用がか

かりますかという観点で考えるのです。だから、

わかりやすいのは、例えば、もし被災した場合に

は、年間Ｘ円払って賃貸住宅に住むと考えましょ

う。そうすると、その賃貸住宅にはＮ年住む。将

来的なことですから割引率みたいなものをつけ

て計算すると、住宅が全壊することによる追加的

費用、これは、すなわち耐震化したときに要らな

くなる費用ですから便益になるわけですけれど

も、便益は、Ｖ＝Ｘ（１－ｒｎ）／（１－ｒ）の

式であらわすことができます。簡単にいえば、居

住年数（n）が短くなればなるほど、これは増加
関数ですから、便益は小さくなる。これはからあ

と５年ぐらいしか生きないと思っている人は、今

さら賃貸住宅にいったって払う費用はしれてい

るわけです。これが若い世代だと、当然これから

もっとここの家に住みたい。もっといえば、そこ

に自分の子どもたちや孫が住んでくれるという

ことであれば、その家は価値が非常に高いわけで
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すけれども、そうではなない高齢者にとっては,
住宅の価値というのは実は低いのです。 
ところが、静岡県は高齢者世帯が耐震化する際

に補助を 20 万円上乗せするのです。効率的にお
金を使おうと思えば、高齢者は余り耐震化したく

ないわけだから、これは非効率な方法じゃないか

と私が申し上げたら、静岡県の方は、「より大き

な補助を引き出そうとしたときに、高齢者といえ

ば予算がつくからそうしたんです」とはっきりお

っしゃってました。ないよりはあったほうがいい

だろうという発想です。しかし、本当に効率的に

耐震化を推進しようと思ったとき、どこにターゲ

ットを置かなければいけないのかというとき、決

して「高齢者」は出てこない。もちろん、効率性

だけを考えて行うべきものではないとはいえ、こ

こでは真剣にだれを救うべきか考えていかなけ

ればいけない問題ではないかなと思っています。

ありがとうございました。 
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資料 1 
 
 

資料 2 
 
 

資料 3 
 
 
 

 
 

住宅の耐震化戦略の構築

• 耐震化技術の仕様・価格・効果・アクセスを確
立し、耐震化市場を機能させる

• 補助金と税は政策効果において同一である。
– コースの定理(The Coase Theorem)

• 合理的な高齢者世帯は若年者世帯よりも耐
震化を行うインセンティブに欠ける。

–地震による生命・住宅損失の機会費用が小さい

人と防災未来センター　専任研究員　永松伸吾

コースの定理

• 耐震化へのインセンティブを付与する３つの手法（永松 , 2002)
– 地震発生の主観的確率を上げる
– 耐震化のコストを下げる
– 耐震化しなかった場合のコストを上げる

• 耐震化への補助金の給付が困難であれば、耐震性の低い建物にペナル
ティーを課すことでも同様に耐震化を推進することができる。
– 耐震性の低い住宅に対する固定資産税を一律に増税する。
– 地震保険を強制加入にし、耐震性が低い住宅については保険料を上乗せす
る。

– 耐震化しないと地震保険の加入を認めない。
– 耐震性の低い住宅には抵当権の設定を認めない。

資料 4 
 
 

資料 5 
 

•診断方法の多様性
•ニーズに対応した多様な
技術メニューの整備
•技術への信頼性
•コスト低減に向けた努力
•住宅金融公庫廃止後の
新築住宅の問題

技術的不確実性をどう克服するか

y = 1081186.26 x0.36-

（静岡県資料より）

耐震化の便益の測り方

• 持ち家世帯について、彼らがもし被災した場合、民
間賃貸住宅に年間X円支払って居住すると考える。

• 賃貸住宅の予想居住年数を  n とし、年間割引率を  ｒ
(0<r<1)とすると、住宅が全壊することによる追加的
費用（すなわち耐震化の便益V）は

�V= X (1-rn) / (1-r)

• Vはnの増加関数（居住年数の見積りが小さいほ
ど、耐震化の便益は小さい）

• 政策のターゲットをどこに置くのか？

耐震診断の方法

①　「木造住宅の耐震診断と補強方法」
（国土交通省住宅局建築指導課監修）

②　「特定建築物の耐震診断及び耐震改修

　　に関する指針」（平成７年12月25日建設省告示第2089号）

③　「建築基準法施行令」第３章第８節に規定

　　する構造計算による方法

④　上記①～③と同等以上と認められる方法

　　改訂前「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」 兵庫県資料より

 72



 

ディスカッション 

 
 
（1）「耐震化へのイニシアティブ付与 3つの手
法」について、耐震化しない場合のコストを上げ

るという事について理解はできますが、実際には

様々な問題（増税することによる反発等）がある

と思われます。それについては、どのように打開

できると考えておられますか？ 
 
ご指摘のように防災のために増税をするとい

うのは政治的に受け入れられない可能性は高い

と思われます。しかし我が国には現在国・地方を

合わせて 1093 兆円の借金があります。国民負担
が将来的に増加するのはほぼ間違いないでしょ

う。その将来の増税機会に耐震化等、民間の防災

対策が進むような税体系の導入を目指すという

発想が必要なのではないかと考えます。 
また、耐震化をしない場合のコストを上げると

いうのは、すでに述べたように税という手段だけ

ではありません。耐震性の低い住宅の資産価値を

減ずる様々な規制によってもそれを達成するこ

とはできます。特に抵当権の設定を規制すること

は貸手の保護および災害時の金融システムの安

定化にも貢献できます。 
 
 
（2）3 つの論点「合理的な高齢者世帯は～イン
センティブに欠ける」ではどうしたら良いでしょ

うか？ 
 
林先生や斎藤先生のプレゼンテーションでも

あったように、リスクマネジメントには「拒否」・

「軽減」・「移転」・「受容」の４つの手法がありま

す。耐震化とは、「軽減」に当たりますが、これ

は将来的に住宅の資産価値を守るという点にお

いて優れていますが、その分コストのかかる方法

です。このため、期待生存年数が少ない高齢者に

とっては有利な方法では必ずしもありません。耐

震化しても将来住み手のない家であれば耐震化

投資は無駄になってしまいます。 
そこで、高齢者世帯については、ローコスト・

ローリターンの「受容」の発想が必要です。すな

わち、住宅の倒壊危険性はあえて受け入れ、命だ

けは守るという取り組みを推進してはどうかと

思います。例えば静岡県で開発された防災ベッド

を行政が一括購入し、希望する高齢者に無償貸し

出ししてはどうでしょうか。借り手が死亡すれば、

そのベッドは別の方に貸し出すことができるの

で耐震化と比べて無駄な投資にはならないでし

ょう。 
 
 
（3）「高齢者を救うことによる若年者への影響」
に付随して発生する効果はないですか？ 
 
高齢者を救うことが付随して若年者にも良い

影響があるのでは、という趣旨だと理解して回答

します。私は高齢者を救うべきでない、というこ

とを申し上げているわけではありません。若年者

が高齢者を支え、高齢者が安心して地域で暮らせ

る社会は目指すべき一つの方向性だと思います。

しかし、そのために高齢者の居住する住宅の耐震

化を重点的に行うというのは政策として経済的

には非効率だと考えます。前述の通り高齢者の命

を守るという観点からは耐震化だけが唯一の方

法ではないからです。 
 
（4）耐震化の狙いは何か？を明らかにする必要
があります。→その為には、いつの地震を狙うの

か？を考える必要があります→これは、都市のラ

イフサイクルと連動している問題です（３０年後

であれば、高齢者はオミットするか？改修は辞め

て建替えを狙うか？）難しい課題だと思います。 
 
確かに、都市のライフサイクルとの関係は無視

できません。この３０年にはライフスタイルの変

化も起こりうるでしょう。かつては郊外の戸建て

住宅に居住し都心部に通勤するというスタイル

が一般的でしたが、バブル崩壊以後都心部の地価

の低下に伴い、利便性を求めて都心部のマンショ

ンに人口が回帰するという現象が見られるよう

になりました。こうしたトレンドをどのように考

えるかということも今後の耐震化戦略には大き

く影響すると思われます。 
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越山 健治 

人と防災未来センター 専任研究員 
専門分野：都市防災計画，都市復興計画 
E-mail：koshiyamak@dri.ne.jp 
 
 
 
 今から、「広域災害を視野に入れた連携体制の

構築」ということで話をしたいと思います。前の

３つが非常に具体的な話だったのに比べて、「広

域災害における連携」というテーマは非常に漠と

して大きい話になると思います。実際抽象論にな

りがちで、当たり前じゃないか、というようなこ

とを３つほど挙げさせていただきます。 

 

広域災害を視野に入れた連携体制の構築

• 災害時の情報処理業務は困難であり、これらの対応力を
高めるためには人的資源の連携が必要である。そのため
に業務の標準化・共有化・自動化が有効である。

• 災害時に直後から連携できる所は、遠く離れ日頃からの
関係がある所であり、例えば姉妹都市などは行政機関に
とっては非常に効果的な連携先である。

• 災害の全体像を客観的につかむことが連携上重要であり、
地図情報と被害情報を一致させて、共有して見ることが
有効である。

 

 

人と防災未来センターでは、この３年間、災害

時に行政の所に行かせていただいて、どんな災害

対応業務をしているのか、いろいろ勉強させてい

ただきました。また、自治体の方々には研修等に

来てもらった際に、「連携体制というのはどうし

たらうまくいくのか」ということについて議論し

ていただきさまざまな意見をお聞きしました。こ

の連携というのは、自治体間だけの連携じゃなく

て、自治体と例えば住民との連携であったり、組

織内の連携、つまり他の部署との連携であったり、

いろいろとすべて含まれています。ここでは、わ

かりやすい形で、自治体間の連携というものを頭

に置いて話をしていきたいと思います。 

まず、何を連携するのかということを考えたと

き、「なぜ連携するのか」ということに立ち戻り

ます。そうすると、災害対策、これは予防でもい

いですし、応急対応でも、復旧・復興でも構いま

せんが、災害対策を行う上で、一個人、または一

部署、一組織だけで業務をやる上では不十分にな

ってしまうから連携するのであって、自分のとこ

ろで完結するのであれば、連携する必要がないわ

けです。ここにまず「なぜ連携するのか」という

ことが帰結されます。 

そうすると、次に「何を連携するか」というこ

とが出てきます。「なぜ連携するのか」という理

由があるのであれば、「何を連携するのか」。みず

からの手で集めたものでは不十分という、判断す

るにしろ、行動するにしろ、何をするにしろ、不

十分なものを手に入れるため連携が必要になっ

てくる。それは、例えば、情報である、例えば、

物資であり、例えば状況判断の知識などがありま

すが、災害対応ということであれば、災害が起こ

ってからすぐの場面で一番大きいのは「人手」で

す。 

自治体の業務というものは、通常時をベースに

計画されているものですから、災害が起こって多

くの情報が入ってくる非常時に対応できる体制

には残念ながらなっていません。非常態勢にスイ

ッチを切りかえていくのがなかなか難しいのが

行政組織ですから、災害が起こったとき、一番に

足りないのは、実は情報でも何でもなく、人手が

足りなくなります。特に、近年の災害事例におい

て必ず問題視されることとして、被害情報の収集

であったり、取りまとめであったり、その報告と

いったところがあります。これは、去年の新潟県

中越地震のときでもそうでしたし、その前の宮城

県沖地震のときでもそうでした。さらに去年の三

陸南地震のときでも最後に何が指摘されたかと

いうと、被害情報の取りまとめと情報収集という

ところが指摘されました。実際、岩手県・宮城県

などにヒアリングに行くと、災害が起こって、情

報を集めてくるとき、人手が足りない、そういう

ことをやる人が少なすぎるという話をされます。

さらにいうと、広域災害という特性を考えると、

やはりこの被害情報の収集、取りまとめ、報告と

いうところが、より困難な状況になるのは間違い

ありません。 

なぜかというと、被害のあるところから情報を
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とるだけじゃなくて、被害のないところからも

「被害がない」という情報もとらないといけない

わけです、広域災害になると。ということは、結

局、全部から情報をとらないといけないわけです。

その情報をとるのに、例えば、岩手県だと、数人

の人間しか携わっていない。数人の人間が多数の

部署・機関と情報についてやりとりしないといけ

ない。電話の回線が３本あるとして、２本は住民

への対応とマスコミ対応に使ってしまい、あと１

本しか通信手段が使えない。その１本だけで他の

全部の情報のやりとりをする。同様の状況は災害

時に何回も繰り返されているのですけれども、そ

ういう状況がやはり起こり得るわけです。 

そういった中で、災害時の情報処理というのは、

どれだけ計画していても非常に困難になります。

そのとき一番必要なものは人手です。10人で対応

していたところを、すぐに100人にできるか、50

人にできるかということが重要になってきます。

そのためには、人的資源の連携、人的な資源を外

から持ってくるということをしないといけない。

これは、場合によれば、行政同士でなくてもいい

かもしれません。民間の人間を入れられるのなら、

ばっと入れたほうがいい。 

そういうことをするためには、やはり災害時の

情報処理業務が標準化されていないといけませ

ん。どこに行っても同じような業務をする、また、

それをやる者同士で共有化されていないといけ

ないし、また、そういうことが自動的に行われな

いといけないということが言えると思います。こ

れは、何を連携すべきか、ということを考えたと

き必要になるものです。最初に挙げました、「災

害時の情報処理業務は困難であり、そのとき、対

応力を高めるためには人的資源の連携が必要に

なってくる。そのために業務の標準化・共有化・

自動化が有効である」ということを１点目に挙げ

たいと思います。 

何を連携すべき？

• 災害時の情報処理業務は困難であり、これらの対応力を
高めるためには人的資源の連携が必要である。そのため
に業務の標準化・共有化・自動化が有効である。

なぜ連携するのか？ 災害対策を行う上で一個人・一部署・一組織だけでは
業務のやりくりが不十分またはできないから

何を連携するのか？ 自らの手で集めたものでは不十分なもの
情報・物資・知識・・・・・などがあるが、基本は人手

近年の災害事例において、災害ごとに必ず問題視される課題

被害情報の収集・取りまとめ・報告

広域災害の被害特性を考えるとより困難な状況となる

 

次は、広域災害ということを考えたとき、連携

すべき相手、どこと連携するのかということを考

えたいと思います。 

連携する組み合わせとしては、この３つしかな

いと思います。「被害を受けたところ同士で連携

する」、「被害を受けたところと被害を受けなかっ

たところが連携する」、それから、これはあまり

進んでいませんけれども、広域災害みたいなこと

が起こったとき、東南海・南海地震が起きたとき、

多分被害を受けなかったところ同士も、何か全国

的に取り組んでいかないといけないのではない

かという気がしまして、「被害を受けなかったと

ころ同士で連携する」、この３つがあると思いま

す。 

事前に連携に関する取り決めごとをしておく

ことはやはり有効です。災害協定であったり、事

前に「こういう災害が起こったら、こういうこと

について連携しましょう」ということを取り決め

ておいたりすることは有効です。けれども、やは

り災害の特徴を見据えたことをしていかないと

いけない。というのは、直下型の地震の場合と広

域災害の場合とでは、連携の相手も違うし、方法

も違う。方法というのは、何を連携するのかに関

わってきます。その災害の特徴を見据えた組み合

わせというものを考えていかないといけない。 

災害直後の混乱期に連携するための必要な条

件は、初動時の混乱をこなせる相手、やはり相手

と信頼関係のあるところ連携しないと、なかなか

できないというわけです。業務をする上での相手

との信頼関係というのは、それはひょっとしたら

標準的なものができる、という「能力」の信頼関

係かもしれませんし、または行政同士が十数年以

上つき合っているというような「知縁」の信頼関

係かもしれないですが、いずれにせよある程度の

信頼関係が必要になってくる。 

もう一つは、広域災害ということを考えると、

当然のことですけれども、地理的に遠く離れてい

るということが必要になってくる。これは先ほど

も出ましたけれども、東海・東南海・南海地震の

震度分布です。こうやってみると、静岡県はどこ

と組むべきか、というと、やはり東北や北海道と

かと組まないといけないわけです。愛知県と連携

の協定を結んでいても、愛知県もなかなか動けな

い。そういう意味では、連携する相手というもの

をしっかり選ばなければいけない。 

兵庫県の場合、台風23号のとき、その被害を受

けていた状況であるにもかかわらず、新潟に行政

指揮者側に対する支援を送りました。そのときは、
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兵庫県の中で台風23号への対応が指揮者レベル

では何とかできたから、新潟へも支援が送れたわ

けです。実際に違う災害、例えば大きな地震が起

きていたら、兵庫県南部の震度が高いですけれど

も、北側のほうの情報もとらないといけない状況

にあり、あの台風が地震であったなら、兵庫県は

動けなかったと思います。被害情報を収集するの

にものすごく時間と人手がかかりますが、台風で

あれば、一時点の被害状況がある程度把握できま

すので、指揮者側の情報収集にはある程度余裕が

あったということです。 

少し話がずれましたが、つまりは連携するもの

の条件として、地理的に遠く離れていることと、

信頼関係ができる限り築けていることが挙げら

れます。 

 

内閣府：東南海・南海地震等に関する専門調査会（第14回）  

連携すべき相手？

• 災害時に直後から連携できる所は、遠く離れ日頃からの
関係がある所であり、例えば姉妹都市などは行政機関に
とっては非常に効果的な連携先である。

連携する組み合わせ 被害を受けた所 × 被害を受けた所
被害を受けた所 × 被害を受けなかった所
被害を受けなかった所 × 被害を受けなかった所

事前の連携に関する取り決めごとをしておくことの有効性
→ 災害の特徴を見据えた組み合わせに応じた方策の検討

災害直後の混乱期に連携するために必要な条件

ある程度の信頼関係が築けていること
広域災害時に（２）の連携をする条件

地理的に遠く離れていること

 

 

もう一つ、連携する目的ですけれども、現在で

連携できるものは何か。それは、特に被害情報と

いう中で連携できるものであり、自治体同士連携

するものとして、初動期の重要な課題を解決する

こと、または広域災害といった特徴からすると、

やっぱり被害情報を共有するということが、今で

も何とか連携できる情報の一つかなと思います。

そのためには、災害の全体像を客観的につかむと

いうことが連携上重要であるとみんなが認識す

ることが必要です。自分のところだけじゃなくて、

自分のところを守るためにも、周辺を含めて協力

して災害の全体像を把握することが重要である

と認識して、そして、例えば地図情報と被害情報

を一致させて共有するということです。地図情報

というのは、「どこで」「いつ」「何が起きたか」

ということを共通して持つことのできるツール

であり、標準的に皆さんが頭に描ける情報ですか

ら、それらを共有するということは現在でも可能

です。ただ、これをするためには、被害情報を共

有するための共通のプラットホームが要る、そう

いう場というものが設定されなければなりませ

ん。 

それから、「みんなが重要性を認識する」とい

うこととほぼ同じ意味になりますが、情報の共有

が「ＷｉｎＷｉｎ」の関係になることが重要です。

ということは、情報を出す側ももらう方も双方向

でプラスになるという関係がないと、情報の共有

というのはなかなかできません。もっというと、

これは連携に関する全部のことにかかわるかも

しれません。やっぱり連携するには、両方にとっ

てプラスになる何かがないと、なかなか成り立っ

ていかないというのが、今までの災害対応の状況

を見てきた中で私たちが感じてきたことです。以

上です。 

 

連携する目的？

• 災害の全体像を客観的につかむことが連携上重要
であり、地図情報と被害情報を一致させて、共有
して見ることが有効である。

連携する組み合わせ 被害を受けた所 × 被害を受けた所
被害を受けた所 × 被害を受けなかった所
被害を受けなかった所 × 被害を受けなかった所

災害時に被害自治体同士の連携

被害情報の共有広域災害の特徴 初動期の重要課題

■被害情報を共有するためには、強力なプラットフォームが存在すること
■情報の共有が Win-Win になること  
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菅 磨志保 

大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任助手 

専門分野：災害社会学，地域防災，市民活動・NPO 

E-mail：sugam@cscd.osaka-u.ac.jp 
 
 

 

ただいまご紹介にあがりました、大阪大学コミ

ュニケーションデザイン・センターの菅です。よ

ろしくお願いします。 

 私のほうからは、広域災害を視野に入れた連携

体制の構築のうち、災害ボランティアに関する部

分についてご報告させていただきたいと思いま

す。 

 ボランティアをどう計画に組み込むかという

のは、なかなか難しい課題だと思います。実際に、

いつ、だれが、どのような形で来てくれるかとい

うことが事前には分からないですし、かといって、

行政が組織化してしまうと、ボランティアのよさ

である自発性とか、問題発見力などが阻害されて

しまう側面もある。実際、組織化による弊害も起

こってきています。

本報告では、まず、災害ボランティアをめぐる

現状についてお伝えした上で、現在、災害ボラン

ティアと行政の間でどのようなことが課題にな

っているのか、それらの課題に対してどのような

対処方法が考えられるのか、についてお話させて

いただきたいと思います。 

 

 災害ボランティアというと、阪神・淡路大震災

のときのように、現地に殺到する個人というイメ

ージがあると思いますけれども、10年の間に、タ

イプがはっきりしてきたように思います。一つは、

①普段から災害や防災を活動テーマに掲げてい

るＮＰＯ、それから、②普段から継続的に地域で

活動しているＮＰＯが災害時に自ら支援活動を

したり、あるいは外部からの支援の受け入れを行

うというタイプ。そして、③発災の後に被災者を

支援したいと思って駆けつける個人・団体。大き

くはこの３つのタイプに分かれると思います。で

すから、それぞれのタイプ別に対策を考えていく

必要がある。また民間ベースでは、既に実態とし

て、災害ボランティアを被災者のニーズにつない

でいく仕組みがかなりできてきています。 

 阪神・淡路大震災の時、被災の現場では、駆 

 

 

けつけてくる大勢のボランティアを大量のニー

ズに短期間でマッチングさせていく、という災害

版のボランティアコーディネーションが開発さ

れました。震災以降10年の間に、これを一つの雛

形として、の10年の間に定着してきています。 

 さらに、そうした災害版のボランティアコーデ

ィネートを運用していく拠点として、「災害ボラ

ンティアセンター」が開設・運営されるようにな

ってきています。特に昨年は、年間を通じて60

の災害ボランティアセンターが開設され、今まで

のノウハウが試されました。これらを振り返って

言えることは、事前に計画がなくても、発災後、

比較的早い段階で、被災市町村の社会福祉協議会

または被災市町村・地元のボランティアグループ

などが母体となって、被災地外部からの支援――

災害を専門にするＮＰＯや社会福祉協議会など

によるノウハウ・資機材の提供など――によって

センターが開設されていることです。被害の規模

が大きくなってくると、都道府県レベルの災害ボ

ランティアセンターが開設され、これが市町村レ

ベルの現地センターを支援する、というような機

能分担も図られています。昨年の7.13新潟水害で

は、まず県レベルの災害ボランティアセンターが

開設され、ここが市町村のセンターの立ち上げを

支援しました。 

以上は、発災後の対応状況ですが、それでは、

こうした災害直後の体制を速やかに立ち上げる

ために必要な事前の備えについてはどうでしょ

うか。こちらについても民間ベースで様々な仕組

みがつくられてきています。 

 一つは、民間公益団体、特に社会福祉協議会な

どが、独自に防災計画や災害対応マニュアルのよ

うなものをつくっています。 

加えて、災害救援・地域防災を活動テーマとし

ているＮＰＯや、普段から地域で（福祉・教育・

環境等、災害以外の）活動をしているＮＰＯが、

災害に備えたネットワークを結成するという動

きも見られます。特に東海・東南海・南海地震の
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想定被災地では、多くの災害ネットワークが構築

されています。皆様の自治体にも多分そういった

ネットワークがあると思いますが、さらに、自治

体の枠を超え、全国を視野に入れた災害ＮＰＯの

ネットワークもあります。 

また、こうした災害救援活動に必要な資源を確

保することも重要な課題です。資源の確保とその

資源を円滑に運用していくための社会基盤の整

備は、従来から市民活動全般に共通した課題でし

ょう。こちらについても、制度的な裏づけはまだ

ありません、民間ベースでかなり進められてきま

した。例えば、災害ＮＰＯの間で「人・モノ・情

報・金」をキーワードに研究会が行われ、報告者

が出されており、それらに基づいて、現在、コー

ディネーターの派遣、情報通信、初動資金のため

の基金づくり、企業から資機材をまとめて寄贈し

てもらう等々、民間ベースでの蓄積も進んでいま

す。 

現状は以上のとおりです。これらを踏まえて、

今後の対策を考えていかなければならない。特に、

広域になった場合どうなるのかということを考

えていかなければならないと思います。 

 

それでは、時間がないので説明を少し端折りま

して、ＮＰＯのセクターの中で、今どのようなこ

とが課題になっていて、今後何をしようとしてい

るのか、について述べます。 

ちょうど今現在、内閣府が、災害ボランティア

活動の基盤について検討する会議を設置してい

て、ここに全国から災害にかかわるＮＰＯの方が

来ています。この中で、全国レベルの広域応援体

制を確立することが必要だということも指摘さ

れており「プラットホーム型」の体制などが検討

されつつあります。今後、こういったことをＮＰ

Ｏセクターの中で議論し、ＮＰＯとして、何をど

こまでするのかを検討していくことになると思

います。 

また、昨年、60ものボランティアセンターが開

設されましたが、それらの運営の中で、「センタ

ー運営の効率化につい目が行ってしまうが、被災

者への支援という災害ボランティアの基本的な

活動に立ち返って考えると、多くの問題点・課題

があった」ことも指摘されており、ＮＧＯ、ＮＰ

Ｏの関係者の中でもこの点について反省的に検

討されています。 

被災地の行政も被災者も被害を受けていると

いう前提に立って支援を行うということ、また

「ボランティアセンターの運営はかなり効率化

されてきたが、画一化や効率化に伴う問題も出て

いた」ことも指摘されています。この問題をどう

解消していくかもＮＰＯ側の課題として浮上し

てきています。 

 

続いて、行政によるボランティア支援に関して。

行政側としてはどんなことが課題になっている

のか。実際に阪神・淡路大震災以降、ボランティ

アとニーズをつなぐコーディネーターが必要だ

ということで、自治体がコーディネーター養成講

座などを行って、講座修了生をコーディネーター

として登録していくという事業が行われてきて

います。 

しかしながら他方で、実際に「養成」された災

害ボランティアコーディネーターが、逆に災害の

現場で問題を起こしてしまったという事例もあ

ります。そもそもボランティアというのは、自発

性に基づいて動く方たちです。自発性の原理で動

く人を、過度に組織化してしまうと、デメリット

の方が多く出てくる、ということがわかってきま

した。行政としては、ボランティアを組織化する

ことよりも、むしろボランティア活動の基盤整備

――先ほども、林先生のほうから、支援をするこ

とによって、いかに自発性を引き出すかというこ

とについてご指摘がありましたけれども――に

重点を置いたほうがいいのではないか。特に、災

害ボランティアセンターの立ち上がりが早けれ

ば早いだけ、活動量が多くなるというデータもあ

ります。ですからまず、行政はボランティアを組

織化することよりも、ボランティアの拠点、情

報・通信環境、資機材をどう確保するかというこ

とを、事前に考えておいた方がよいのではないか

と思います。 

また、金銭的支出を通じて行うこと以外にも、

行政としてできるボランティア活動への支援は

いっぱいあります。例えば、広報機能を使った支

援。農山村部では特に外部から入ってくるボラン

ティアはなかなか信頼してもらえないので、ボラ

ンティアへの信頼を高める手段として、ボランテ

ィアに行政の広報機能を使って発信してもらう

という支援。そういったことも行政のできる支援

メニューとしてあるかなと思います。 

 

以上を踏まえて、私が考える、災害ボランティ

アに関する（支援）方策を検討する際のポイント

を述べます。上述した３つのタイプに対応する形

になっています。 

特に防災の分野は、市民参画のチャンネルが無
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いように思います。それが市民の無関心を構成す

る一つの要素になっている。そこで、一般の市民

対象に広く防災意識の向上を図るという意味で

も、例えば、防災条例などを作るときに、市民に

も議論に参加してもらえるような場をつくるな

どのチャンネルを開いていくことは重要だと思

います。 

また、行政職員のボランティアに対する理解を

醸成しておくことも非常に重要です。 

その方策として、普段から地域で活動している

ＮＰＯなどと、連携・協働事業などを行ったり、

職員研修の中でＮＰＯに対して理解を深めると

いったようなことなども有益でしょう。事業の連

携は、防災に限定せず、それ以外の分野――例え

ば、まちづくりとか、青年育成、防犯、福祉とい

った分野――でも良いでしょう。 

また、広域連携を意識していいますと、どちら

かというと、ボランティアを活用して何かを行う

というよりは、「受援体制」を構築する中で、外

部の支援者に対して、どんなことを支援してもら

えるのかといったことを整理し、また、情報発信

の部分で外部との支援の連携を考えていくこと

も、対策として検討すべき課題だと思います。 

最後に、これはややコマーシャルになりますが、

災害系のＮＰＯの人たちとのつながりを通常か

ら作っておくという観点から、例えば、災害ボラ

ンティアの全国フォーラムのような「場」が年に

数回開かれるのでそれに参加して顔見知りの関

係を作っておく、というのも有益なのではないか

と思います。ちなみに６月９日に福井で災害ボラ

ンティアフォーラムが開催されるので、ネットワ

ークを広げるという意味でも参加されてはいか

がでしょうか、ということで終わらせていただき

ます。 
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広域災害を視野に入れた連携体制の構築
（NPO関係）

大阪大学　コミュニケーションデザイン・センター

菅　磨志保

資料 1 
 
 

広域災害を視野に入れた連携体制の構築（NPO関係）
【現　状】
・発災後、社会福祉協議会、災害NPO、（行政、）等の連携による協働型「災害救援ボランティアセンター」が設置され、
　被災者　ニーズとボランティアのマッチングを行う、活動の中枢拠点として機能
・概ね、県レベルの支援本部と、市町村レベルの現地本部の2段構えで機能分担
・災害NPOによる広域連携体制の構築：特にセンター設置に伴う、人、情報、資金・資機材の広域応援実績

【課　題】
●行政側の受援体制の構築
１．相互理解とゆるやかなルールづくりの重要性
　・過度の組織化はデメリットが多い。社会福祉協議会等の公益法人、NPO等との
　　平常時からの協働（訓練や対応体制の検討など）が功を奏する。

●ボランタリーセクターによる広域連携体制の構築
２．被災自治体、被災地域への配慮
　・センター運営のノウハウは蓄積されてきたが、画一化・効率化に伴う問題発生
　　被災者を支援するという原点の確認。受入れ側も被災者であることに配慮

３．全国レベルの広域応援体制の確立
　・災害NPO等による体制づくりが進む。こうした機構との連携も今後の課題

大阪大学ＣＳＣＤ　菅磨志保

資料 2 
 
 

【現　状】
•• 災害ボランティアとは？災害ボランティアとは？
　①平常時から災害・防災を活動テーマに掲げているNPO
　②平常時から地域で継続的に活動しているNPO
　③災害時に、被災者を支援したいと思う人
•• 災害ボランティアと被災者をつなぐ仕組み災害ボランティアと被災者をつなぐ仕組み
• 災害版のボランティアコーディネートと、それを運用していく拠点としての
「災害救援ボランティアセンター」の開設・運営が定着

　　⇒発災後、比較的早い段階で、被災市町村の社会福祉協議会・
　　　行政・地元のNPO等が受け皿となり、災害NPO等の支援により開設
　　⇒被害の規模により、都道府県レベルのセンターが、市町村レベルの
　　　現地センターを支援、または機能分担
•• 民間公益団体による災害への備え民間公益団体による災害への備え
　　⇒社会福祉協議会、生協などの民間公益団体による独自の体制づくり
•• NPONPOによる災害への備えによる災害への備え（主に上記①②）
　　⇒都道府県内のNPO （②）のネットワークと全国を視野に入れた災害

NPO（①）のネット　ワークの形成
•• 活動基盤の整備が進む活動基盤の整備が進む
　　⇒人・情報・資金・資機材等の支援実績。しかし制度的な裏づけは無い。

資料 3 
 
 
 

 
 

平常時 自治会など地縁組織
住民同士の互助

●●「共助」：地域内での相互扶助「共助」：地域内での相互扶助
　　 　　　　 ＋地域外部からの支援＋地域外部からの支援

住民

障害者

高齢者

外国人

マイノリ
ティー

地域の
社協

地域の
NGO/NPO

地域の
NGO/NPO

地域の
NGO/NPO

生協や
各種団体

地域内での
支え合い 被災者

災害弱者

被災

災害発生

被災地外の
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資料 4 
 
 

参考：宮城県北部地震における災害救援ボランティアセンターの活動実績参考：宮城県北部地震における災害救援ボランティアセンターの活動実績

町名 活動期間
V受付者
総数

V活動実
施者数

ﾆｰｽﾞ実
施数

実施内容

南郷町
7月2 6日
～8月 12日 197 0人 2261人 303件

屋内外片付 ･避難 所
内ﾚｸ・清掃 活動・ﾏ ｯ
ｻｰｼﾞ･避難 所仮設風

呂介助・本部 PC入
力､他

鹿島台町
7月2 6日
～8月 10日 31 7人 340人 32件

屋内外片付け･本 部
支援 ・ﾆ ｰｽ ﾞ調査・話
し相手 ､他

鳴瀬町
7月2 6日
～8月 16日 28 0人 489人 198件

屋内外片付け･避 難
所見守り・ﾏｯ ｻｰｼ ﾞ・
本部 支援､他

矢本町
7月2 6日
～8月 10日 72 4人 266人 227件

屋内外片付 ･避難 所
見守 ・話 し相手・電
気修理等・物 資関
連､他

河南町
7月2 6日
～ 8月8日 77 4人 445人 174件

屋内外片付け･見 守
り・保育 ・避 難所雑
務・ﾏｯ ｻｰｼ ﾞ・電 気修
理等 ・物 資関連､他

合計 406 5人 3801人 934件
（出所）宮城県社会福祉協議会  ，2 00 3，  pp .2 5,35 -3 9より筆者作成

資料 5 
 
 

【課　題】

●NPOセクター
１．全国レベルの広域応援体制の確立

• 災害NPO等による体制づくりが進む。こ
うした機構との連携も今後の課題

２．被災地に対する理解

• 被災者を支援するという原点の確認。受
入れ側も被災者であることに配慮

• センター運営のノウハウは蓄積されてき
たが、画一化・効率化に伴う問題発生

資料 6 
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【課　題】

●行政

３．活動基盤整備とゆるやかなルールづくり

• 過度の組織化はデメリットが多い。
　⇒ボランティアコーディネーターの養成・登録シ
ステムの限界（２０００年豪雨災害）

　⇒個別の業務マニュアルより、災害対応全体の
　見取図、方針の共有（2005年内閣府検討会）

• 活動基盤の整備：拠点、情報通信、資機材

資料 7 
 
 

【方法】

• 防災条例などの策定において、市民参加のプロセス
を確保する（意識の向上）　→ 対象③

• ボランティア理解の促進：職員研修、自治体内の民
間公益団体、防災以外の分野（まちづくり、青年育成、
防犯、福祉等）で活動しているNPOとの連携事業な
どで理解を醸成　→対象②

• 受援体制の構築の中で、外部の支援者に支援しても
らう内容を事前に整理。情報発信　　→ 対象①

　⇒全国フォーラムへの参加（2005.6.9in福井）

資料 8 
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ディスカッション 

 

 

（1）社協がボラセンのマネジメントに追われ、
本来の目的である地域福祉への貢献がむつかし

くなっている現状と、その解決策へのご意見を。 

 

社協（この質問の場合、市町村社協が想定され

ていると思います）が、地域の中で担っている役

割によって、必ずしもそうとはいえない場合もあ

ると思います。例えば、社協の事務局が福祉施設

の中に置かれているような社協の場合、利用者の

安否確認・支援の方が優先され、逆に災害ボラセ

ンの運営母体としての機能を果たさない／遅れ

るといったケースもありました（宮城県北部地震

における鹿島大町社協の事例）。 

ただ、昨年の災害対応を経て、市町村社協が、

災害ボランティアセンター（以下、ＶＣ）の運営

母体としての役割を担うことが一層期待される

ようになってきている現状はあると思います。 

災害時は限られた資源の中で対応せざるを得

ないので、これで全て解決という方策は無いと思

いますが、市町村社協が、それぞれが置かれた条

件の中で、災害時に備えて平常時しておくべきこ

と（災害弱者対策など）、災害発生前後にすべき

こと、復旧・復興の段階ですべきことを、事前に

検討しておくことが重要だと思います。 

災害ＶＣのマネジメントは、災害直後の対応に

なりますが、地元社協として果たさなければなら

ない役割の核となるのは、被災者の支援ニーズの

発掘・把握と、支援ニーズを外部支援につなげる

際の橋渡し役（外部の支援が安心できること伝え

る／外部支援者に地域の特性を伝える、要援護者

対応など）でしょう。従って、これ以外の仕事に

ついては、災害ＶＣのマネジメントについても、

外部支援に委ねられることは多いと思われます。

その仕分けを事前にしておくことだと思います。 

昨年の水害では、社協の関東地区ブロックが相

互応援協定を締結し、三条市と中之島市に継続的

にボランティアコーディネーターを派遣しまし

た。こうした社協の県外派遣は――短期で交代す

る人員の引継ぎなどが地元に負荷をかける等、運

用面での課題はありますが――直後の人材不足

をカバーする方策の一つだと思います。 

社協の本来の目的である地域福祉への貢献は、

むしろ被災地の復旧・復興段階で重要になってき

ます。地元の社協スタッフは、長期戦に備えて、

災害ＶＣの運営においては、外部支援に委ねて無

理をしないという体制を考えていってもよいの

ではないかと思います。 

また、災害ＶＣという場は、復旧・復興段階で

活躍してくれる人材を地域の中から発掘するチ

ャンスでもあります。昨年の水害では中高生が外

部からの支援の道案内として活躍したケースも

ありました。 

以上のような視点を持って、災害ＶＣのマネジ

メントに割くエネルギーを、見通しをたてながら

調節する努力をしていくことが、重要だと思いま

す。 

 

（2）広域災害で地域が孤立した場合、被災地域
内でのボランティア活動を組み立ててゆくため

の注意点は何？ 

 

孤立して入れない地域への対応という点では、

そもそもボランティアが行うことが適切な支援

活動があるのかが検討されなければならないよ

うに思います。ボランティアによる支援以前に必

要な支援があると思われます。 

また、仮に、ボランティア活動に対する支援ニ

ーズがあるとしても、それはボランティア以外の

他の救援主体（警察・消防・自衛隊など防災関連

機関、行政など）も含めた支援体制の中で検討さ

れるべき課題だと思います。 

近年、災害ＮＰＯの全国ネットワーク組織や、

全国社会福祉協議会などが、災害ボランティアの

広域連携について検討していますが、こうした災

害ボランティア活動関係者の中だけで検討して

組み立てていくのではなく、孤立地域への支援に

対する全体的な救援活動体制の中で、ボランティ

アによる活動をどう位置づけていくのかという

視点から組み立てていく必要があると思います。 

 また、被災地域内での支援という点では、普段

の小地域福祉活動の中で、孤立した場合の対応に

ついて事前に検討（地元の人で、普段の活動の延

長線上に、災害時要援護者の救援体制を編成する

など）しておくことも重要でしょう。 

 

（3）ボランティア・コーディネーター（2000年
豪雨時）の限界について、起こった問題点を具体

的に教えて下さい。 

 

阪神・淡路大震災以降、多くの自治体が、災害

ボランティア対策として、コーディネーターの養

成講座などを開講し、講座修了生をコーディネー
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ターとして登録しているが、登録者数を確保する

ことが自己目的化しており、講座修了生の質の確

保、スキルの維持までは問わないという傾向が見

られた（近年はこの点に対して積極的に取り組ん

でいる自治体／民間団体も出てきたが）。 

しかし、行政や社協が提供する短時間の研修で

得られることは限られている。講座で提供される

内容の殆どは、支援ニーズとボランティアをマッ

チングさせる際に必要な情報の整理や「流れ」の

理解にとどまっている場合が多い。 

2000 年の水害では、事前登録していた講座修
了生がコーディネーターとして活躍した。しかし

座学で得た知識だけで、実際の災害現場は知らな

いコーディネーターが、現場で活動しているボラ

ンティアに指示・命令を出すという構図ができて

しまい、コーディネーターとボランティアの関係

に齟齬が生じるなど、簡単な講座で修了生に「資

格」を与えて活動してもらう体制の問題も指摘さ

れた（栗田,2001）。 
〔参考文献〕栗田暢之「東海水害とボランティ

アの役割」『河川』（2月号）pp.42-45,2001. 
 

（4）ボランティアの組織ではなく、ボランティ
アセンターのメンバー（特に地元の民間で仕事が

ある人）への支援（補償）は、どのようにあるべ

きとお考えでしょうか？ 

 

理想論では、社会の各セクターが、市民の自発

的な活動に対する条件整備を進めていく（支援メ

ニューを増やしていく）ことの中で、検討される

べき課題だと思います。 

防災に特化させて、特定の組織（例えば、政府

や自治体、社会福祉協議会など）が、財源を確保

するという方策もあるとは思いますが、その場合

も、広く関係者との議論の場を設けて検討してい

くべきだと思います。 

 83



 

坂本 朗一 

株式会社防災＆情報研究所 主幹研究員 
専門分野：応急対応計画，地震被害想定，防災教育・訓練 
E-mail：k-sakamoto@cd.inbox.ne.jp 
 
 

 

㈱防災＆情報研究所の坂本と申します。実は自

治体の皆さんにはいろいろとお世話になってお

りまして、一つは、内閣府のほうの仕事をやって

おりまして、その中で、東海地震、それから東南

海・南海地震の活動要領の裏方をしておりまして、

そういう形の中で「広域連携」の仕事を、細かい、

いわゆる泥臭いところをやっております。もう一

つ、防災対策という絡みでいいますと、総務省消

防庁の地方自治体の地域防災力の評価指針があ

りまして、実はそれも裏方をやっておりまして、

それについても多分いろいろとお世話をかけて

いるかと思います。 

きょう、私は、実はこの会議の内容をよく理解

せずやってきたところがあるのですが、いわゆる

こういう戦略課題に当たってどういう視野に入

れてやらなければいけないのかという話で、余り

細かい資料は持ってまいりませんでした。私の個

人的な意見というよりは、十何年か、二十何年か

防災の仕事をしておりまして、それをやる中で、

自分の中でこういうものをポイントに置いて検

討してきたというところをお話しようかと思っ

ています。 

 

広域災害だけではないのですが、やはり防災対

策という、実際に防災の計画をつくっていく上で

問題なのは、被害・災害あるいは対応状況のイメ

ージをどのように自分の中でつくって、それをも

とに、どうやって計画を書き下していくかという

ことが重要ではないかと思っています。いわゆる

イメージ、想像力がやはり問題になってくるので

はないか。イメージがない中で計画を立てても、

結局はペーパー上だけの計画になってしまう。要

は、午前中のオリエンテーションでもありました

ように、災害というのは、いろんな社会的な事象

が非常に絡み合って、時間を追っていろいろ変化

していく、お互いに関連性を持っていくというも

のがありますので、 

それをどう理解していくかということになるか 

 

と思います。 

実は、そういうイメージを持つ、構築、把握す

るために、昔から言っていることですが、災害対

策は行政サービスの一つだという見方をして、い

わゆる需要と供給の関係で見ていく必要がある

のではないかというのが、私の考えです。 

 

一番左の表ですが、一つは、被害や対策のニー

ズを予測・把握する。いわゆる需要側の把握、予

測をしなければいけないということになります。 

皆さんの府県あるいは市などでは被害想定を

やられているとは思いますが、被害想定というの

は、どうしてもスタティックな被害の状況なもの

ですから、被害状況を時系列別に整理していく必

要があるのではないかと思っています。やはり東

南海・南海地震では、津波が起きて、同時に火災

が起きて、それが延焼していくという中で、いろ

んな被害が起きる。被災者の救出もしなければい

けないし、また一方でライフラインがとまってい

て、それに対して、いろいろな復旧対策とか対応

されていく。火災が消火されて鎮火していき、避

難者がどんどん避難所に向かってふえていって、

あるピークを迎えて、そこに食料とか物資の要求

が出てくるというように、時系列的に事象を追っ

て整理していく必要がある。 

そのとき、被害状況だけではなくて、対策ニー

ズといいますか、一つは住民から上がってくるニ

ーズもありますが、例えば、行政の間で見ますと、

行政の応援ニーズといいますか、そういうものも

時間的に変わってくるというような感じがしま

す。この前の新潟中越地震もそうですし、阪神・

淡路大震災、あるいは、その前の災害から言われ

ていることですけれども、いわゆるニーズがマス

コミなどで報道されて、あわててそれを持ってい

くと、もうそのニーズは満たされていて、次の新

しいニーズが生まれているということがままあ

ります。そのように、ニーズが時間的に変化して

いくというのを把握しておく必要があります。 

 84



 

もう一つは、その対策のニーズというのは、被

害の様相とかなり関連してきます。例えば、東南

海・南海地震でいいますと、津波被害が大きい、

あるいは建物被害が大きい、具体的にいうと三重

県、和歌山県、高知県、あるいは徳島県の一部に

おいては、津波があって人的被害が発生している

というところでは、当然人命救助が主体になりま

す。しかし、一方で、奈良県、大阪府、京都府あ

るいは兵庫県というところでは、確かに建物被害

は出ていますけれども、多分津波はそれほどでは

なくて、建物の中破だとか、あるいはライフライ

ンの支障が起きていて、避難者だけ増えて、いわ

ゆる避難者対応というところにニーズが集中し

てしまう。そのように地域の特色とかいったこと

で状況は変わってきます。そのように、対策需要

というものは、地域的な分布で見なければいけま

せんけれども、もう一つは時間的な分布で見てい

く必要があるということです。 

 

それから、真ん中の表ですが、需要に対して供

給がどうなるかを予測します。この時、「公」と

「民」との対応力を分けていく必要があります。

昔は「公」だけでしたが、当然近頃は、ボランテ

ィアもそうですし、これからは企業にある部分頼

るところ、あるいは住民自体に頼るところという

のがありますので、そういうところを見積もって

いく必要があります。 

一つは、役割分担を「公」「民」でそれぞれど

うしていくのかということがあります。これは、

次の対応可能性の見積もりにも関連してきます

が、民の対応力というのは、民間の力が欲しいと

いっても、民間がどれぐらい対応できるのか、そ

れを量的にでも見積もらない限り、例えば、地域

防災計画だとかマニュアルの中に取り込めない

のではないかという感じがします。 

当然「公」のほうもありますけれども、ここで

一つ問題なのは、被災地域においては、被災によ

って、もともと持っている資源とか能力が制限さ

れるわけですから、その影響をどうやって見積も

っていくかということが一つ重要です。 

もう一つは、対応可能性というのは、スーパー

マンではありませんので、地震が起きたらすぐ動

けるというわけではありませんので、やはりその

活動・対応策が立ち上げるまでどれぐらい時間が

かかるのかということをやはり見積もっていか

なくてはいけないと思います。 

 

そして、一番右側の表ですけれども、その需要

と供給をマッチングさせるというか、調整する方

法という形になってきます。 

ただ、これも需要と供給があるからといって、

それを単純にあわせるというだけではなくて、や

はりその調整に当たっての基本方針のようなも

のをまずつくります。先ほど言いましたように、

人命救助を主体にするのか、あるいは被災者救援

を主体とするのか、あるいは、ライフラインとか

道路の復旧はどうするのかとか、そういうところ

の調整の方針を決めるということです。 

 

それから、体制のあり方とその調整方法です。

東南海・南海地震や東海地震の広域応援の活動計

画をつくっていますが、今の段階では、それぞれ

の自治体間で体制とかやりとり、調整方法がばら

ばらです。このごろ痛烈に感じたのは、特に医療

関係です。医療ですと、地方自治体の方に加えて

お医者さんとか、自衛隊とか、消防とか、警察が

絡んできて非常にややこしい。調整のヘッドにな

る方が、自治体であったり、お医者さんであった

り様々で、これを統一化するのか、あるいは現状

の体制の中でうまくやっていくのかというとこ

ろが問題になってくると思います。 

 

これら３つに関連するのですが、下のほうに

「別の側面からのＫey Ｗord」と書いてあります

が、計画をつくる中では、一つは、優先度の判断

という形で、地域的な判断とか、あるいは対策上

の判断をどうしていくかという話があります。 

もう一つは、実は、広域計画をつくる中で一番

大変なのは、地域が広域になると、対策の立ち上

がりは、幾ら早くても現地まで応援が届くまで時

間がかかります。ですから、被害が起きて、被害

状況を把握してから動いていたのでは非常に難

しいところがあって、プロアクティブといいます

か、地震の第一報で最大限考えられる被害を想定

して前倒しで動くということが、広域災害の場合

はかなり重点を置かなくてはいけないのかなと

いう感じがします。 

 最後に、計画だけをつくっているだけでは問題

ですので、特に調整の方法については、訓練を行

って何度も練っていく必要があるのかなという

感じがします。以上です。 
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戦略課題の検討にあたって 防災＆情報研究所　坂本朗一

担当課題：広域災害を視野に入れた連携体制の構築

課題検討にあたっての大前提：

　「空間的・時間的に災害・対応状況のイメージを構築・把握する」

　　←様々な事象を統合し、関連性を把握した上で検討する必要がある

○被害や対策ニーズの予測・把握

→被害状況の時系列的整理

→対策ニーズの時系列的整理

→被害と対策ニーズの関連性　等

　　　　　　　　　　↓

　　　対策需要の予測・把握

・優先度の判断

・プロアクティブな対応の実施

・計画や訓練への反映

○「公」・「民」の対応力の見積もり

→役割分担のあり方

→対応可能性の見積もり

　　（自分自身・周辺の被災を考慮）

→対応可能性の時系列的整理　等

　　　　　　　　　　↓

　　　供給可能性の予測・把握

○調整の方法

→調整にあたっての基本方針

→体制のあり方

→調整方法・手続きのあり方

　　　　　　　　　↓

　　需要と供給のマッチング

別の側面からのkey　word

資料 1 
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原田 賢治  

人と防災未来センター 専任研究員 

専門分野：津波防災，海岸工学 

E-mail：haradak@dri.ne.jp 
 

 

 

人と防災未来センターの原田です。よろしく

お願いいたします。 

 私に与えられた課題としましては、「要援護

者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策の

提案」です。皆さんにお配りしてある資料とし

ては、こちらに挙げてある内容を出させていた

だきました。 

 そこで、何を目的としてこの課題を考えたら

いいのかということをまず考えまして、私なり

の考えた目的というのは、「津波からの避難を

することによって人的被害を減らす」というこ

とがこの課題の目的であろうととらえました。

そのためには何をしたらいいのかということを

考えていきますと、津波が来たときに、その津

波が来たところに被害を受けるような人がいな

ければ、人的被害はそこでは起こらないだろう

ということが言えると思います。ですから、そ

ういった状況をつくることが、ここでの一つの

対策として考えられる方法だということになる

と思います。そういうことから、３つ挙げさせ

ていただきました。 

 ①安全な避難場所、避難経路の確保です。つ

まり、津波が来ないようなところ、津波が来る

ような地域から逃げる先がどこか、安全に逃げ

られる場所を確保するということが一つ挙げら

れると思いました。 

 ②逃げる際のきっかけになる情報というもの

が必ずあると思います。地震の強い揺れで逃げ

るということもあるでしょうし、ＮＨＫ等のニ

ュース等で流れてくる速報を聞いて逃げるとい

うこともあるでしょうし、自治体からの避難勧

告が出てから逃げるということもあるでしょう。

ということで、そういったような情報を必ず逃

げる人に伝えるという仕組みが、避難するため

には必要ということです。情報を受け取った場

合、「避難しなさい」「危険ですよ」という情

報を受け取った人が、その情報に基づいて「避

難しなければならない」とか「行動しなければ

ならない」とかという判断をして、そして行動 

 

 

を起こすための知識とか、そういった訓練とい 

うものも必要であります。 

 ③要援護者の支援の役割分担の明確化につい

てです。これは、要援護者というのは、回りの

人の支援を受けないと、自らは避難ができない

可能性があるという方ですから、そういった方

に、だれが、どのように、いつ手助けを与える

のかということを事前に決めておく必要がある

のではないかと思います。 

 この３つが重要な点として私が考えた点です。 

 

 自治体の方ですと、津波対策をとるとき、ど

のような手順で行っていくかということについ

て、「地域防災計画における津波対策強化の手

引き」といったものの中には、こういった流れ

でやりましょうということが書かれています。

その中で、具体的な津波の対策としては、防災

施設による津波の対策を強化していきましょう

ということ、それから、津波防災の観点からの

まちづくりということで、まちづくりの中から

津波の対策を考えていきましょうということと、

それから、防災体制という、この３つが挙げら

れていまして、それぞれ津波からの避難につい

ては非常にかかわりの高いものであると言えま

す。 

 その３つの中身ですけれども、一つは、防潮

堤とか水門といった防災施設によって、入って

くる津波を減らす。津波が来る地域を減らすこ

とによって、避難できるところを増やそうとい

うふうに考えることができます。 

 ２つには、津波防災の観点からのまちづくり

ということで、土地利用規制とか、高地移転と

いったものが挙げられています。 

 ３つには、防災体制としては、地域の防災組

織とか、避難地・避難路の確保といったことが

挙げられています。 

 こういったことが津波対策の概要でして、今

回挙げさせてもらった３つの点について少し説

明させていただきたいと思います。 
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 ①「安全な避難場所、経路の確保」です。 

まず、身の安全を守るための安全な一時避難

所が必要である。それは避難ビルであってもい

いですし、それから、近くに高台をつくるとい

うような対策をとっていくようなことになるか

と思います。それから、その安全な場所に行く

道が危険であれば、そこで被害を受けることが

あると思いますので、その避難路が安全である

ということも一つ重要な要素かと思います。 

次に、安全な地域づくりについてですけれど

も、津波に強い土地利用の推進ということで、

どうしても津波の危険が高いような地域につき

ましては、公園のような形で、人が余り住まな

いような形にしてしまうとか、午前中の話にも

あった、防潮林のようなもので住宅をなくすと

いうことも考えられると思います。 

これは静岡県の写真です。水門があったりと

か、高台へ行くための階段があったり、まちの

中に高台のあるような地域があったり、このよ

うな形で避難する場所を確保しようという事例

になります。 

こちらは、岩手県の田老町の事例です。堤防

の海側には公園とか防潮林をつくって、人が住

まないということを決めてやっているという事

例ですけれども、実際は、最近は防潮堤の前に

も人が住み始めているという現状もありますの

で、こういったことも行政の側から指導してい

くような取り決めができるのではないかという

ふうに考えています。 

次に、②－１「地震、津波情報、避難情報等

の情報伝達の仕組み」についてです。 

情報伝達体制をきちんと整えておくことで、

逃げるきっかけを逃さないにすることが一つ重

要なことです。ここに挙げている項目も重要で

すけれども、それ以外にも逃げる際には、近所

の人で声をかけ合って逃げる、そういったこと

でも情報を必ず伝えることで、逃げるためのき

っかけを逃さないために重要であるということ

が挙げられると思います。 

 次に、②－２「情報を正しく理解・判断・行

動するための知識と訓練」についてです。 

 ここに挙げているように、警報や勧告などの

情報を受け取って避難をするためには、津波や

地震についての知識が必要ですし、避難場所が

どこかということも事前に知っておく必要があ

ります。 

そしてまた、身の回りの危険な箇所を事前に

歩いて知っておくとか、身の回りの危険性を知

って、逃げる訓練をしておくことが一つ重要で

はないかと言えます。 

 次は、③「要援護者の支援への役割分担の明

確化」についてです。 

 要援護者というのは、高齢者や障害者だけで

はなくて、外国人の方や旅行者、観光客等が挙

げられると思います。昨年末のスマトラ沖地震

のときには、タイのプーケット島の周辺で亡く

なられた方の半分は外国人の方でした。ですか

ら、そのように、観光地を訪れて、津波が来て

被害を受けるということも十分考えられますの

で、行政として要援護者方にどのように避難し

ていただくかということも事前に考えておく必

要があるだろうと思います。 

 その際に、支援をだれが、どのようにするか

ということを事前に取り決めをしておくという

ことと、それから、その地域で要援護者にどの

ようにケアしていくかという体制も事前に考え

ておくということが、ここでは重要な項目であ

ろうと言えると思います。 

 以上のようなことで、私のほうではこの３点

を要援護者も含めた総合的な津波避難対策の提

案として挙げさせていただきました。私のほう

では以上です。 
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1

4.要援護者の避難対策も含めた
総合的な津波避難対策の提案

• 専門の観点から戦略課題の解決のために押
さえておくべきこと、あるいははずしては
ならないことを３つ挙げるとしたら何か？

① 安全な避難場所，経路の確保

② 地震・津波情報，避難情報等の情報伝達
の仕組み及び，情報を正しく理解・判断・
行動するための知識と訓練

③ 要援護者への支援の役割分担の明確化

人と防災未来センター　専任研究員　原田　賢治

資料 1 
 
 

2

要援護者の避難対策も含めた
総合的な津波避難対策の提案

• 津波からの避難をする事により，人的被害を減
らす

• そのためには．．
– 「津波が来る所に被害対象者がいない」状態になれ
ば良い

1. 安全な避難場所，避難経路の確保
津波来襲地域から避難する

2. 地震・津波情報，避難情報等の情報伝達の仕組み及び，
情報を正しく理解・判断・行動するための知識と訓練
津波来襲地域から避難するきっかけを逃さない

3. 要援護者への支援の役割分担の明確化
要援護者の避難を助ける

資料 2 
 
 

3

津波対策の強化
津波防災計画の策定手順

既往地震・
津波被害の
実態把握

対象沿岸地
域の現状把
握

津波防災対
策の現状把
握

対象津波
の設定

想定
被害
の評
価

津波防災
上の課題
の設定

防災施設

津波防
災の観
点から
のまち
づくり

防災体制

津波防
災対策
の基本
方針の
検討

対策実施
のための
具体的方
策の検討

津波防
災計画
の策定

計画策定
のための
基礎調査

対象津波
の設定と
被害の評
価

津波防災
計画の策
定

地域防災計画における津波対策強化の手引き，1997

資料 3 
 
 
 

 
 

4

津波対策

津波対策

津波防災施設

防災体制

津波防災の観点
からのまちづくり

防潮堤

津波防波堤

津波水門

河川堤防

土地利用規制

高地移転
老朽建築物の改修・立替

防災組織
予報

避難地・避難路の確保

防災教育・広報

漁業の防災

資料 4 
 
 

5

①安全な避難場所，経路の確保

• 安全な避難場所，避難経路
– 安全な一次避難所，避難ビル
– 避難路の整備

• 道路の幅員，避難路標示
• 要援護者

• 安全な地域作り
– 津波に強い土地利用の推進
– 防潮施設，陸閘，水門
– 住宅の耐震化

資料 5 
 
 

6
静岡県

資料 6 
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7
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http://www.town.taro.iwate.jp/bousai/tsunami/

Overview of Taro town, Iwate Pref.

三陸，岩手県田老町
防潮堤海側の土地に植林
　緩衝地帯
　非居住地帯

Reconstruct & Revival
Seawall
Coastal forest
Relocation
Land use

資料 7 

 
 

10

③　要援護者への支援の役割
分担の明確化

• 要援護者
– 高齢者，障害者
– 外国人，旅行者，観光客

• 要援護者への支援体制
– 高齢者，障害者の把握
– 要援護者と支援者の明確化
– 地域での助け合い
– 外国人，観光客への指示

資料 10 

 
 

8

②-1　地震・津波情報，避難
情報等の情報伝達の仕組み

• 情報伝達体制
– 防災行政無線
– 避難勧告の規準
– テレビ，ラジオの速報
– 戸別受信機，屋外放送

• 地域の連絡，声の掛け合い

資料 8 

 
 

11

４．要援護者の避難対策も含めた
総合的な津波避難対策の提案

① 安全な避難場所，経路の確保

② 地震・津波情報，避難情報等の情報伝達
の仕組み及び，情報を正しく理解・判断・
行動するための知識と訓練

③ 要援護者への支援の役割分担の明確化

資料 11 

 
 

9

②-2　情報を正しく理解・判断・
行動するための知識と訓練

• 平時からの知識の啓蒙啓発
– 地震，津波についての知識
– 地域の歴史と危険性の認識
– 避難場所の確認，避難マップ

• 訓練
– 身の回りの危険カ所の確認
– 避難路を歩いてみる

資料 9 
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田村 圭子 

京都大学防災研究所 COE研究員 
専門分野：災害福祉，参画型防災戦略計画策定 
E-mail：kay@drs.dpri.kyoto-u.ac.jp 
 
 
 
 防災基本計画では、災害時要援護者を「災害

時に特別なニーズが発生する人々」と規定して

います。日常生活の中で「特別なニーズが要る

人」は比較的イメージしやすいのですが、災害

になると、どのような人たちに一体どのような

特別なニーズが発生するかについては、具体的

にイメージをすることが難しいのではないでし

ょうか。本日は個別事例でこのあたりを見てい

ただきたいと思います。 
 高齢者、障害者、外国人、子ども、妊婦など

が災害時要援護者として、特別な対策が求めら

れているのですが、私は、その中でも特に「高

齢者」「障害者」をターゲットにしています。

なぜなら、避難を考えた場合、自力での移動困

難者が多いというのがその理由です。 
昨年、「高齢者の被災」について、非常に世

間の注目を集めるような災害が起こりました。

それは、2004 年７月 13 日に新潟で起こった豪
雨水害です。新聞記事では、「惨事 高齢者襲
う」と非常にセンセーショナルな題目で取り扱

われました(資料 2)。「私も年を取ったら、災害
で死ぬのか」と思った方もたくさんいらっしゃ

ったかと思います。確かに、死者 15 人中 13 人
が高齢者、いわゆる 65 歳以上の方たちだったわ
けですけれども、その方たちは一体どんな方た

ちだったのか、どうして亡くならなければなら

なかったのかということを私どもの研究チーム

で調査しました。その結果、死者には４つのパ

ターンがあることがわかりました。①土砂災害

による被災、②水流による家屋倒壊、③浸水深

が増して以降に屋外で被災、④居室自室内での

被災、という４パターンです。①～③について

は、今回は特にお話しませんが、本日は特に４

番目の「居室自室内での浸水深による被災」に

ついて、お話をしたいと思います。なぜなら、

12 人の死者のうち、「日常から何らかの助けが
必要だった」高齢者の方たちの被害はこの４番

目のパターンに集中していたからです。 
 それでは、パターン④が起こった「三条市嵐

南(らんなん)信越本線西側」というところでは、
どんな被害が起こったかということを簡単に見

ていただきたいと思います。ここでは、1.5 メー
トル以上の浸水深になりました。そして、破堤

から 1.5 時間たってから急速に浸水しました。
つまり、破堤からはしばらく時間がかかったけ

れども、「水かさが増してきた！」と思ってか

ら 1.5 メートルに達するまであっという間だっ
たと住民の人は言っています。「三条市嵐南信

越本線西側」で亡くなった高齢者は４人です。

一つ一つの例をお話していくと、お一人お一人

にそれぞれ個別の事例があって非常に興味深い

のですが、きょうは、女性 76 歳、日常から介護
サービスを利用されていた独居老人 A さんのケ
ースについてお話ししたいと思います。発災当

日、雨がどんどん激しくなってきました。そこ

で A さんの担当ケアマネジャーは、自分の担当
している人たちは大丈夫だろうかということで、

皆さんに電話をしました。ご家族が近くにいれ

ばよしとしました。それから、自分自身でいろ

いろと判断できたり、動くことのできる人には、

お友達のところに電話をかけて、一緒にいても

らってくださいというお話をしました。因みに

このケアマネジャーというのは、介護サービス

を受ける際に、利用者の身体的状況や暮らしの

様子を評価し、ケアプランを策定し、サービス

提供事業者と利用者間のコーディネーターの役

目をする人です。ケアマネジャーが電話をした

とき、A さん宅では誰も電話には出ませんでし
た。ケアプランによると、ちょうどホームヘル

パーが帰った後だということがわかりました。 
そこで、ケアマネジャーは心配になり、地域

の民生委員に電話をしました。ケアマネジャー

は民生委員に対して「A さんに気をつけてあげ
てください」と頼みました。民生委員は、「は

い、わかりました」と答えました。しかし、災

害という普段とは異なる状況下で、「いったい

何に気をつけてあげればよいか」頼んだ方も、

頼まれた方も十分に理解ができず、最終的に
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「自宅内で死亡する」という不幸な結果を招く

ことになりました。では A さんに関して、地域
は全然機能しなかったかというと、実は機能し

ていました。発災当日、水がどんどん上がって

くる。近所では、「あそこのおばあちゃんは一

人暮らしだし、心配だなあ」ということで、近

所の若い男性が A さんの様子を見に行きました。
その際、A さんは１階で水につかっている状態
でした。これではいけないと、A さんを自宅の
１階から２階まで連れていって、服を着がえさ

せてあげました。「危ないからここにいるんだ

よ。水が引くまでは絶対に下におりてはいけな

い」と言いました。A さんは、「わかった」と
はっきり答えたので、この男性は、自分の家が

心配なこともあり、自宅に戻りました。ところ

が、A さんは何らかの理由で再び１階に降り、
次の日の朝、浸水した自宅１階の水中で発見さ

れました。実は、この女性は、介護保険サービ

スの関係者の間では、介護サービスを使っても

在宅でやっていくにはぎりぎりの状態だ、そろ

そろ施設入所に切りかえなければいけないとい

う認識でした。しかし、地域の人たちにとって

は、ケアマネジャーやヘルパーがやってくると

はいえ、一人暮らしを続けながら地域でうまく

やっているので、そのような状態であるとの認

識を十分には持っていませんでした。A さん自
身に十分な判断力があると考え、一人で残し、

悲劇が起こりました。この事例から今後の要援

護者の避難対策を考えると、一人一人に対して

個人の様々な事情に照らした、個別な計画が必

要であるという結論になります。地域の避難計

画の策定もままならないのに、個別計画なんて

とんでもないとの反論が聞こえてきそうですが、

これについては効果的と思われる対策がありま

す。 
ケアマネジャーが「介護サービスを受ける際

に、利用者の身体的状況や暮らしの様子を評価

し、ケアプランを策定する人」であることはさ

きほど申し上げたところですが、「ケースプラ

ン策定の際に、要援護者の想定災害に対する脆

弱性の評価を行う」ことが可能であると考えま

す。このケースプランの前提となるアセスメン

トの際に「避難行動に対する身体状況の評価」

「想定災害に対する居住環境、耐震性がどうか、

水に強いだろうか」「避難行動を支援する社会

資源の有無」の評価を行う機会は存在していま

す。ただ、現在はその仕組みもなく、また防災

に関する知識をケアマネジャーは持ち合わせて

いません。この仕組みが実現すれば、要援護者

の避難対策にとっては、効果的な防災対策にな

ると考えます。まず、この個別的な計画の必要

性ということに関して、もう一つ考えなければ

いけないことは、避難解消後の問題です。家が

被害に遭ってしまったら、収容避難生活への移

行はどうするのかということです。 
今度は新潟県中越地震の例をみてください。

こちらの新聞記事の見出しでは「避難生活の要

介護者 1,000 人」となっています。つまり、何
らかの介護が必要な人が避難所にあふれたとい

うことです。震災前には在宅で介護サービスを

受けていた人の多くは、一般の人たちと同様、

発災当日はテントや車の中、避難所に避難しま

した。ところが、要介護高齢者は一般避難所に

避難し続けることは不可能ということで、介護

保険施設のほうへ移っていく。それから、ちょ

っと目立ちませんが、病院の方に移っていく人

たちもいるということです。自宅へ再び戻るこ

とができたのは、１カ月ぐらいたってからです。

こういったニーズが、発災後ただちに発生する

ということをかんがみた避難計画を立てなけれ

ばなりません。 
また、保健・医療・福祉の連携を考える必要

があります。高齢者にとっては、施設・病院は

入所先として同様の選択肢であったことは先ほ

ど申し上げた通りです。また、病院が福祉施設

を併合しているというのは、よくある形態です

から、やはり「医療」と「福祉」というのは連

携して避難計画を立てなければいけない。それ

プラスなぜ「保健」なのかというと、独居・高

齢者のみ世帯を担当しているのは、保健師であ

り、これら３つの高齢者支援のステークホルダ

ーが参画した避難計画というものを立てること

が効果的であると考えます。実際に高齢者・障

害者の避難訓練がどこまで可能かわかりません

が、支援関係者が一同に介しての、避難シミュ

レーションという形で行うのは可能でしょう。

新潟県中越地震の場合でも、施設での火災訓練

の有効性が言われておりました、利用者を避難

させたり、ベッドの移動をしたということが非

常に役立ったということです。ただ、避難を行

って以降、そこからどのように長期化する避難

生活を行うかのシミュレーションができていな

かったと悔やまれている関係者が多くいらっし

ゃいました。 
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ディスカッション 

 
 
（1）要援護者の内、聴力障害者の場合、支援者
と同時に、要援護者自身の準備も重要、どうす

るか？それと、そもそも事前準備におけるコミ

ュニケーションが難しい。 
 
応急対応期(発災後 2,3 日いのちを守るフェー

ズ)における障害者のニーズを考えると、①情報
の取得に困難はあるか、②移動に困難はあるか、

の 2 点について考慮する必要があります。つま
り、①視覚障害者、②聴覚障害者、③身体障害

者、④知的障害者、⑤精神障害者、⑥内部障害

者（心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小

腸の機能障害により、日常生活が著しい制限を

受ける）、少なくともこれら 6 つに分けて、災
害対応を考える必要があります。おたずねのあ

った聴覚障害者については、情報の取得に関し

て特に配慮が必要となります。平時からの準備

としては、①テレビのキャプション放送に災害

に関する情報を流すようにテレビ局と協力体制

をむすぶ、②ファックスを用いて災害に関する

情報を流す、③携帯メールによる災害情報の配

信を行う、など普段から聴覚障害者が日常の情

報取得の手段として用いているものに災害に関

する情報を付与する仕組みを確立することが必

要となります。 
「事前準備におけるコミュニケーションが難

しい」とのご指摘ですが、これに関しても応急

対応期同様に、聴覚障害者が「普段からコミュ

ニケーションを持つ人や場」を通じて、防災に

関する知識が得られる機会を提供することが必

要です。高齢者に関しては（発表の席で申し上

げたとおり）、介護保険制度の仕組みを利用し、

「介護保険制度におけるケースプラン策定の際

に、要援護者の『想定災害に対する脆弱性の評

価(発生が予想される災害に要援護者がどのよう
な被害を受けるか)』を行う」ことを提唱してい
ますが、今後、障害者の支援費制度が介護保険

に統合される動きに注目しながら、障害者に対

してもこの方法が有効であるかどうかの検討を

行う必要があると考えています。ただ今の段階

では「介護保険サービス提供者に十分な手話を

使える人材が確保されていない」ことが聴覚障

害者に関し大きな問題となっており、成り行き

に注目しています。 

（2）障害者の避難について、調査事例があれば
教えて欲しいです。 

 
「障害者の避難」についての調査事例を見つ

けることはできませんでした。「障害者の避

難」についての系統的な調査結果ではありませ

んが、新潟中越地震の事例から得た避難の実態

について、①視覚障害者、②聴覚障害者、③身

体障害者、④知的障害者、⑤精神障害者、⑥内

部障害者の別に整理しました。①視覚障害者、

②聴覚障害者については、避難のきっかけは家

族／近所の人などによる誘導が主であったよう

です。地域で暮らす③身体障害者、④知的障害

者については、介護者と同居している場合が多

く、介護者によって避難が行われました。⑤精

神障害者、⑥内部障害者については、自力での

避難が多かったようです。 
避難生活の長期化に伴って様々な問題が発生

しました。①視覚障害者、②聴覚障害者につい

ては、避難所で避難生活を送った人が多かった

のですが、特に視覚障害者にとっては、日々変

化が起こる避難所内の認知地図(人間の頭の中に
作られる地図)の確立が難しく、生活には非常に
苦労が多く、生傷の絶えない毎日でした。①視

覚障害者、②聴覚障害者ともに、少しの助けが

あればより苦労の少ない避難所生活も可能であ

ったのですが、障害者の自立の気持ちを損なわ

ない形での支援がうまく機能しなかったケース

が多かったようです。 
いったん避難所に避難した、③身体障害者、

④知的障害者については、避難所での生活には

困難が多く、保健・医療・福祉関係者の支援に

より、専門施設へ入所するケースが多くありま

した。⑤精神障害者については、避難所での生

活は難しく、危険を承知で自宅／車に留まった

人も多かったようです。⑥内部障害者について

は、病院へ助けを求め、早い段階で被災地外へ

移動した人が多くいました。 
 以上は、障害者の「地震」についての事例で

すが、水害の避難についても事例研究をすすめ

る必要があると考えています。 
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山崎 栄一 

大分大学教育福祉科学部 講師 

専門分野：憲法，災害法制，公共政策 

E-mail：yeiichi@cc.oita-u.ac.jp  
 

 

皆さん、初めまして、私は大分大学の山崎と

申します。 

 初めに「法学者と防災」というふうに書いて

いますけれども、ここで言いたいことは、防災

政策に関しましても法学者が首を突っ込む余地

があるということを示してみただけでして、早

速、「戦略課題解決の３つのポイント」につい

てお話していきたいと思います。 

 

 まず、ポイント①「機能不全を前提としたシ

ステム設計」です。 

私は、この課題を与えられまして、「津波対

策推進マニュアル検討報告書」を一通り読んで

みたのですけれども、そこでの第一印象に基づ

いて指摘させてもらうことなんですが、津波災

害というのは、地震が起きた後の状態からその

本格的な対応を始めなければいけないという特

徴がある。いわば、平常時において準備してい

る防災の仕組みが、このように機能不全とか機

能障害を起こしていることを前提として考えな

ければいけないということになるわけです。し

たがいまして、地震災害後にどれだけの機能が

残存しているのか、その残存している機能だけ

でどこまでの対処が可能なのかについての検討

をしていかなければならない。そこでは、単に

別の機関や組織の指示を待つのではなくて、自

律的な行動が要請されるということになるでし

ょう。 

 

次のポイント②「それぞれの役割を明らか

に」ですが、防災政策の領域になりますと、こ

れはもう常識というか、当たり前のような形で、

「公助」、「共助」、「自助」というキーワー

ドに基づいて、役割分担のあり方が論じられる

ようになっています。そのキーワードは何を言

っているかというと、もう公助だけでは防災政

策は実現できないという現実をあらわしている

のであります。こういう状況におきましては、

これまでは防災政策は、国とか自治体による一 

 

方的な施策の実施であったのに対して、これか

らは、その地域並びに個人を巻き込んだ協働的

な活動に転換していかなければならないという

ことになります。 

今回のワークショップの題目にもある「要援

護者」の問題ですけれども、これは、まさにだ

れが災害弱者に情報を伝達して、避難させるの

かという役割分担がまさに重要となってきます。 

それ以前に、その災害弱者の所在に関する情

報のあり方に関しましては、プライバシーの問

題がありまして、まさに法的な接点からの検討

が必要とされます。そこでは、「個人情報の利

用目的」、これはもう人命が関わっているわけ

ですから、目的としてはすごく大義名分が成り

立つわけです。しかし、要援護者に関する情報

そのものはセンシティブな情報であるので、そ

の情報がどこまで共有されるべきかという、

「個人情報のセキュリティ」というのが問題に

なるんじゃないか。すなわち、どうやって個人

情報のセキュリティを確保していったらいいか

という、個人情報を保全するための手法、それ

が問題になると考えます。 

 

以上の２つのポイントを踏まえまして、最後

に法学者らしい指摘をさせていただきたいと思

います。それが、ポイント③「防災法制の変

容」です。 

まず、１番目ですけれども、防災政策の基本

的な方向性を示しているものとしましては、

「防災計画」というものがありますけれども、

防災計画というのは、単なる行政計画ではなく

て、防災の担い手すべてを巻き込んだ総合計画

への転換を図らないといけません。そのような

計画を作成するプロセスにおきまして、住民の

参加が保障される枠組みが必要なのじゃないか。

平成14年３月につくられたそういう検討報告書

というのがあるんですが、そこでは、市町村が

避難計画をつくるだけではなくて、地域ごとが

津波避難計画というものを策定されるべきだと
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いうのを提唱しておりまして、住民自身による

地域防災計画の策定というのは、防災政策を開

かれたものにするんだという、そういう身近な

ものにする格好の機会になるであろうと思いま

す。 

２番目に、トップダウン的な命令指揮系統を

構築するのも、確かにこれは緊急時には必要か

もしれませんが、残存しているシステムの間で、

自主的あるいは自律的な判断とか、あるいは解

決をしていかなくてはいけない。ということは、

「タテ」だけじゃなしに、「ヨコ」の連携関係

も必要であると。これからの防災政策のあり方

というのは、非常に多様な側面を持ってくるわ

けでして、その多様な防災システムというのは、

どういう法形式で構成されることになっていく

のでしょうか。 

３番目に、さきほどの多様な側面という言葉

とつながりを持つのですが、これまでは、国と

か自治体が下位機関あるいは住民に対して一方

的に指示を下していた。ここでは「規制」と書

いていますけれども、津波で言うとすると、

「土地の利用規制」が挙げられると思います。

しかし、これからは、そういった一方的にその

指示を下すだけじゃなくて、防災政策の担い手

が相互に対等な関係に立ちながら、対策を講じ

ていくというスタイルも必要になってくる。こ

こで私が想定できるのは、「避難ビルの指定・

利用」といっても、公共機関だけじゃなくて、

民間の建物を利用するということになる、そう

いう場面においては、行政と民間の「相互的な

防災協定」という形で法的な関係が構築されて

いくのではないかなと考えます。 

一般に、政策を実現するためには、行政計画、

行政手法といったいろんな法的手法というもの

を絡み合わせていかなければいけないわけです

が、それじゃ、どういう場面において、どのよ

うな法的手法を採用するのかという課題は、私

たち法律学者が検討しなければならない課題と

いうことになります。 

防災法制の変容を３つの視点からとらえてみ

たわけですが、防災政策がまったく別のものへ

と転換されることにはなりません。確かに、防

災政策の新しい方向性を掲げてきたわけですが、

従来の行政手法と新しいそういう行政手法をう

まく使い分けることによって、より柔軟な防災

システムの構築が可能になるのではないか、そ

う考えております。 

このように指摘してまいりましたけれども、

ちょっと話が包括的すぎたきらいがあるかも知

れません。その分、こういう視点は、他の自然

災害においても適用が可能かと思います。以上

で発表を終わらせていただきます。 
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戦略課題解決のポイント
　　　　　　大分大学教育福祉科学部　山崎　栄一

①　機能不全を前提としたシステム設計

②　それぞれの役割を明らかに

③　防災法制の変容

法学者と防災

　法律による行政の原理　　行政は法制度があって、初めて活動ができる

　防災法制の実効性・効率性・公平性等の確保は法律学者の検討課題

　「言うは易く行うは難し」←法に書いてあるような施策が本当にできるのか？

資料 1 
 

 
 

①　機能不全を前提としたシステム設計
　　　―自律的な行動の必要性

情報伝達系統の断絶

命令系統の断絶

防災施設の損壊

　―役所・津波防災施設等

避難経路の遮断

公務員の不在・負傷

災害弱者の介護役が不在・
負傷

　　―特に、昼間の時間帯は家族は
出かけている

考えられる機能不全・機能障害の例

津波災害は特に、避難活
動の迅速性が要請される
災害

↓

自律的な行動を可能にす
るような権限付与・行動指
針の設定

資料 2 
 

 

②　それぞれの役割を明らかに
　　　―協働的な政策実現

「公助―共助―自助」というキーワードの下で役割
分担
　　―このキーワードは公助の限界を物語っている
「一方的な」施策の実施から「協働的な」活動への転
換

　　―国・自治体のみならず、地域ならびに住民個人をも巻き込
　　　んだ政策実現　　　　　　　　　

災害弱者の問題
　　―「だれが災害弱者に情報を伝達し、避難をさせるのか」
　　　　災害弱者に関する情報の共有
　　　　　　→プライバシーの問題　個人情報のセキュリティー　

資料 3 
 
 

 
 

③　防災法制の変容
　　　―従来の法形式からの脱却

「閉ざされた」防災政策から「開かれた」防災政策へ
　　―防災計画の策定プロセスにおける住民の参加保障

「タテの」命令関係から「ヨコの」連携関係へ
　　―集権的な命令関係から分権的な連携関係の構築

「一方的な」行政処分（規制・給付）から、「相互的な」
行政契約（防災協定）へ

　　―国・自治体が下位機関や住民に対して一方的に指示を下
すだけではなくて、防災政策の担い手が相互に対等な関係
に立ちながら、対策を講じていくというスタイル

資料 4 
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ディスカッション 

 

 

（1）政策法務として、ケーススタディとして具
体的な防災業務を示していただければより良か

ったと思います。 

 

津波災害における政策法務として問題になり

そうなものとして、あくまでも例示としてです

が、二、三の論点をあげてみることにします。 

 

①避難勧告・指示等について 

 避難勧告・指示の前段階として、要援護者な

ど特に避難行動に時間を要する人に対して早め

のタイミングで避難行動を開始出来るように、

「避難準備（要援護者避難）情報」を住民に出

すべきだという意見があるようですが、準備情

報は避難勧告・指示よりも蓋然性の低い段階で

発せられるので、誰も準備することなく、避難

情報がよけいに「オオカミ少年」と化してしま

うのではないでしょうか。避難準備に要する手

間・暇のコストが高ければ高いほど、そうなっ

てしまうでしょう。避難準備をしてもらうにせ

よ、出来るだけ簡素な準備で済むようにしない

といけないと思います。 

 先日の及川先生の発表で、避難・避難指示を

出しても逃げない人が多いことが明らかとなっ

ています。市町村は確かに、避難・避難指示を

出す権限を有していますが、それが無意味に帰

してしまっているきらいがあります。私が、先

日「言うは易く行うは難し」といったのはこの

ことです。このあたりの議論は、法学者だけで

はとうてい解決が出来ませんので、他学問の成

果の取り入れが不可欠です。この点において、

異なる学問分野間の共同研究が重要さを帯びて

きます。 

 

②災害弱者台帳の作成 

 要援護者の状況や避難支援者等を記載した、

いわゆる「災害弱者台帳」を作成・第三者に提

供することで、避難態勢を整備しようとする動

きがあります。しかし、災害弱者台帳に記載さ

れることになる情報は、センシティブな情報で

あって、個人情報保護という観点から細心の注

意が必要となります。 

 原則として、情報の取得にあたっては利用目

的を明確化し、本人の同意の上で情報を収集す

るというプロセスを経なければなりません。ま

た、取得した情報を、他の部局・警察・消防な

らびに自主防災組織・民生委員等に提供する際

にも、本人の同意が必要でしょう。 行政機関

内においては、防災部門と福祉部門との間の情

報の共有形態が問題となると思われます。各市

町村において取扱いの違いはあると思いますが、

情報が共有できる法的根拠をしっかりとしてお

かないと、後の対応で混乱することになるでし

ょう。 

 また、この台帳を作成する最大のねらいであ

ると思いますが、支援すべき人がどこにいるの

か分からない、あるいは、支援すべき人は分か

っているが支援してくれる人が誰もいないとい

う、いわゆる「支援漏れ」がないように行政な

らびに地域が連携を取らなければなりません。 

 

③避難先（特に民間の「避難ビル」）の指定 

 津波災害からの避難の際に、高台が近辺にな

い場合、その代替物として「避難ビル」が注目

されています。あえて、「まちおこし」の一環

ということもかねて避難ビルを新たに設けるの

も一策でありますが、現存の資源を有効活用す

るという視点からいえば、既存の民間ビル等を

「避難ビル」として指定しておくことも有用で

す。その際には、行政とビルの所有者との間で、

避難ビルの指定ならびに利用に関して「協定

書」が結ばれることになります。これは行政法

の形式としては、おそらく「行政契約」という

形態が取られることになるでしょう。その際に、

どのような協議・交渉がなされるかについては、

これからの実務に注目していきたいところです。 

 また、避難ビルの指定に際して、誰でも使用

できる階段の設置、簡単な耐震補強が必要にな

るかも知れませんが、そのあたりの費用負担に

ついても検討していかなければなりません。 

 

  その他にも、行政組織のあり方（災害時要援

護者支援班の設立＝「ヨコの連携」）、地域単

位での津波避難計画の作成プロセスのあり方

（＝「開かれた防災政策」）といった論点も考

えられますが、これらの点も含め、今後のワー

クショップにおいて、実務家や研究者の方々と

検討を深めていきたいと思います。 

 

（2）要援護者に対する法整備ついてのご意見を
お聞かせ下さい（介護保険の柔軟運用等）。 
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 要援護者に対しては、独自での避難等が困難

であるため、その個々の事情に応じた配慮が要

請されることから、法制度上においても何らか

の措置を行うことが、法政策という観点からし

て望ましいことであるといえます。そのような

要請は、個人の尊重（憲法第 13 条）や生存権

（憲法第 25 条）から導き出されるものと考えま

す。では、具体的に介護保険制度や社会福祉制

度にそういった配慮をどのように反映させてい

くかですが、今回は介護保険の運用のあり方に

限定して意見を述べさせてもらうことにします。 

 

 ①介護保険のサービスに福祉用具の貸与・特

定福祉用具の購入があるが、このサービス  

を拡張して、防災・避難に必要な器具を介護保

険で貸与・購入できるようにする。 

 

 ②居宅介護住宅改修費というサービスがある

が、これを拡張して、耐震補強の改修・迅  

速な避難のための改修にも使えるようにする。 

 

 ③介護サービスの一環として、「災害弱者台

帳」の記入代行や避難経路の設定・避難支  

援者の手配を行う。 

 

 ④ホームヘルパーや施設職員が行政や地域主

催の避難訓練等へ参加した時に、それを介  

護サービスの一環として認定する。 

 

 ⑤このようなサービスを提供する判断材料を

提供するために、ケアプランの作成の際に  

自然災害において配慮すべき点を明記する欄を

設ける。 

 

  現行の介護保険制度において、津波災害に対

する柔軟な運用のあり方としては、以上のよう

な施策が考えられます。上記に掲げたものはあ

くまでも試案ではありますが、介護保険制度の

みならず、他の社会福祉制度においても何らか

の形で行われるようにすることが、望ましいで

しょう。 

 ただ、こういった試案が通常の介護保険法や

社会福祉法制といった、「平常時法」において

組み込まれるかどうかといえば、私が社会福祉

関係の先生から聞く限りにおいては、「現実化

は非常に難しい」というのが実状でしょう。そ

うなると、たとえば、要援護者災害対策法とい

った、「災害時法」を設けた上で、そこに組み

込んではどうかということを検討する余地があ

ると思われます。 
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及川 康  

高松工業高等専門学校建設環境工学科 助手 

専門分野：災害社会工学，避難行動，住民意識調査 
E-mail：oikawa@takamatsu-nct.ac.jp 
 

 

それでは、要介護者の避難対策も含めた対策

の提案ということで、お話させていただきます。

３つ挙げよとのことですので、３つ挙げさせて

いただいています。１番目は「津波という現象

への正しい住民理解の促進」、２番目は「ハー

ド的防災施設や行政情報への過剰な依存心の問

題」、３番目は「自助、共助、公助の役割分担

の明確化」です。結局、要援護者ということを

考えると、３つ目の視点、先ほどからお話があ

りますが、「自助、共助、公助の役割分担の明

確化」というところが一番キーワードとなって

くるのではないかと思うわけです。いわゆる要

援護者の避難というと、共助あるいは地域コミ

ュニティが大事だという議論がよく取りざたさ

れますが、やはり自助あるいは公助がなければ、

共助も何もあったものではないということがあ

るかと思います。自分自身の身や、あるいは自

分の家族が被害に遭って、どうしようもない状

況において、他人を助けるという行動が果たし

てあり得るだろうかと考えると、なかなか難し

い。やはり自分自身の身の安全、そして公的な

援助は公的な援助ということで、そういったも

のがあった上で、共助というものが初めてあり

得るのではないかなというふうに考えられます。

そういう意味で、やはりスムーズな共助を地域

において実現するためには、まずは確固たる自

助、そして公助が必要となると思います。 

そういった自助のことを考えますと、上に挙

げているような１番目の話とか２番目の話のと

ころが大事な意味を持ってくるのではないかと

いう考え方をしています。 

その自助ということを考えますと、〔１〕津

波という現象への正しい住民理解を促進すると

いうことが、まず初めの話としてあるかと思い

ます。多くの場合、調査事例を見ていきますと、

例えば、津波の例でいいますと、津波が押し寄

せた場合、自分の地域ではどのような状況にな

るのか、こういったことを普段から自発的に考

えることはそう多くはない、あるいは考えたく 

 

 

ないというのが実際かと思います。また、そう

いうことを進めるために、ハザードマップとか 

津波経験などというものがあるわけですが、た

だ、こういったものは、場合によっては被害の

イメージを固定化するということにもつながり

かねません。過去の災害やハザードマップと全

く同じ現象が起こるわけではないわけです。そ

ういった意味で、現象の正しい理解をまず促進

するということが大事であると思います。避難

を行うのはあくまでも住民自身であるわけで。

住民自身が避難しようと思わなければ、そうい

った行動は当然行われないわけです。あるいは、

自らの危機意識が低ければ、共助どころか自助

すら難しいいうことで、そういった部分が大事

になってくると思います。 

２番目のハード的防災施設や行政情報への過

剰な依存心の問題ということについては、人間

について、情報をインプットして、行動をアウ

トプットする一つのシステムとして考えますと、

あくまでも行動は自発的意思に基づくものとい

うことで、情報の重要性もよく言われますが、

情報が伝わったからといって必ずしも適切な行

動が行われるわけではない。この情報処理がし

っかりいかないと、この流れはうまくいかない

んだということです。情報をしっかりと伝える

こと、そして、その情報をちゃんと理解して行

動に移す、この２段階のプロセスがうまくいか

ないと、うまく行動が行われない。 

その情報処理にはどういうものがキーワード

となってくるかといいますと、これは住民それ

ぞれの「災害意識」です。ここにおいて問題と

なるのは、自らの安全までも行政に依存しよう

とする傾向が見受けられるということです。自

らの判断に基づき避難行動を行うのではなく、

その基準を行政から発せられる情報のみに依存

したり、あるいは、堤防等の施設整備の効果を

過信するあまりに、被害発生の適切なイメージ

が持てずに、結果として避難行動が遅れたりす

るというわけです。適切な避難行動を誘導する
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ためには、適切な災害意識を誘導することが重

要というわけですが、それには、その人が持っ

ているさまざまな「災害知識」というものが大

きく関連してくるだろうということです。先ほ

ど少し話しましたが、災害経験ですが、これも

災害知識獲得の一つのソースです。経験しろと

いっても、それはなかなか難しいものでありま

すので、そういった部分においては、「災害教

育」、また、「社会教育」、「学校教育」、あ

るいは先人からの「伝承」というものが災害知

識の獲得のためのソースになり得るわけです。

適切な住民避難行動が達成されるためには、住

民一人一人の意識を高めることが必須となるわ

けで、そのための災害知識を平常時からうまく

提供していくことが重要であると考えられます。 

〔３〕自助、共助、公助の役割分担の明確化 

そういう中で、「高齢者」のことを考えると、

どの辺がネックとなってくるのかというところ

を、昔のデータで申しわけないんですが、要介

護高齢者を対象としたアンケート調査をしたこ

とがありますので、それを若干紹介させていた

だきます。平成10年と若干古いのですが、これ

は水害時における避難行動を聞いています。調

査は２つやっておりまして、一つは、要介護高

齢者に対して聞き取り調査を行いまして、もう

一つは、一般世帯で調査を行いました。これは、

平成10年の夏の水害時に、どういった行動を行

ったのかということを調査しました。 

まず、要介護高齢者の日常の状況を示した結

果ですが、非常に厳しい状況にあることがわか

ります。特に切迫した状況にあると思われる独

居老人世帯において、介護ヘルパーからの介護

にも限りがあり、また、日常気にかけてくれる

近所の人についても、必ずしもいるわけではな

い、という状況です。 

そういった状況の中で、要介護高齢者と一般

世帯とを比べて、水害発生時における災害情報

をちゃんと受け取っているかどうかの状況を見

てみますと、要介護高齢者のほうが一般世帯に

比べて、しっかりと情報を入手しています。情

報を一生懸命入手しようと頑張っているわけで

す。 

さらに、危機意識に関しましては、要介護高

齢者のほうが、危機意識は高い状況にあること

がわかります。一般世帯員のほうが、相対的に

は大したことなかろうという意識がある。 

避難の必要性に関しては、要介護高齢者も一

般世帯員も同じぐらい避難しようと思っている。

ところが、実際に避難できたかというと、要介

護高齢者は避難できていない状況があるわけで

す。さらに、足腰の状態で区分してみますと、

状態が悪いほど避難ができていないという回答

が多くなるということです。 

それじゃ、どういう状況で避難ができたかと

いいますと、例えば、発令時に声をかけてくれ

た人がいたかどうか。いた場合においては避難

率が高い。いなかった場合は避難ができなかっ

たという回答が多くを占めているということで、

やはりこういった部分が、要介護・要援護者の

避難においては重要なところになってくるので

はないか。これは水害時の話ですけれども、こ

ういった状況が調査の結果わかりました。 

ということであるので、要援護者は、高齢者

に限ってですけれども、意識は高い。情報が入

ってくれば、やばいと思うんだけれども、避難

ができないということで、ここの問題、ここを

どう助けるかということが大事になってくると

思います。さらには、情報をちゃんとその人に

伝えるということが大事になってくると思いま

す。 

そこで、共助の重要性ということですが、そ

ういうことで、共助のためのルールやマニュア

ルづくりというのが必要になってくると思うの

ですが、そういうことはよく言われる話ですが、

こういうルールを行政側の立場の人がびしっと

決めて、上部伝達型で決めても、なかなかそう

いったルールはうまく動かない。やはり住民、

行政、あるいは学校関係者とか、専門家が、同

じ立場で同じテーブルに立って、その地域の問

題をどう考えるのかというような話し合いの場

を持つことが非常に大事かなと思っています。

いわゆるリスクコミュニケーションということ

でしょうけれども、実際に現場に入っていきま

すと、第１回目の話し合いの場では、なかなか

うまくはいかないのが実状だとおもいます。住

民側としては、行政が何とかしてくれると思っ

ているし、行政側は、住民から何を言われるの

かおののいているという状況があったりするわ

けです。そういうのをまず払拭するところから

地域での取り組みが始まっていくのではないか

というふうに理解しています。お互いの間であ

る程度の信頼感を形成するのが非常に重要で、

そこから本来の議論がスタート可能となると思

います。お互いに腹を割って話し合うことで、

たとえば、ハード対策には限界があることとか、

避難勧告は伝わってこない場合もあり得るとか。

 101



4．要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策の提案 
4-4 及川 康 

すると、住民側は、いままで漠然と「行政がな

んとかしてくれる」という淡い期待を持ってい

たのを崩されてしまうために、そこで「じゃあ

どうしよう」ということで、そこで初めて住民

発意で「あそこの婆ちゃんは○○さんが助けに

行く」とか「ハザードマップは必要だ」とか

「情報は待ってるだけではだめで積極的に集め

に行かなくてはならん」とか、具体的な提案や

意見が出始める。ポイントは、住民と行政とが、

敵対関係ではなく対等な立場で話し合いができ

る機会をもつことだと思います。いわゆるリス

クコミュニケーション。 

そういう意味では、全国共通のルールづくり

というのは難しいのかもしれませんが、そうい

う取り組みを介して、地域個別の事情、あるい

は個人個人の事情になるかもしれませんが、要

援護者の避難をサポートしていく必要があろう

かなというふうに思います。スムーズな共助を

可能とする自助や公助の環境を如何にして作っ

ていくのかが重要であると思います。以上で発

表を終わります。 
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要援護者の避難対策も含めた
津波避難対策の提案

おさえておくべきこと、はずしてはならないこと３点

高松工業高等専門学校　建設環境工学科

及川　康

資料 1 
 
 

要援護者の避難対策も含めた津波避難対策の提案
おさえておくべきこと、はずしてはならないこと３点

高松工業高等専門学校　建設環境工学科　及川康

［１］津波という現象への正しい住民理解の促進

［２］ハード的防災施設や行政情報への過剰な依存心の問題

［３］自助、共助、公助の役割分担の明確化

•「津波が押し寄せた場合、自分の地域ではどの様な状況となるのか」といったことを、多くの
人は具体的に考えた事はない（考えたくない）。

•津波経験やハザードマップ等を介して得られた津波の知識は、被害イメージを固定化してし
まうことが危惧される。

•避難を行うのはあくまでも住民自身である。住民個々が「避難しよう」と思わないのであれば、
避難は行われ得ない（あたりまえですが）。

•津波被害から身を守るのは、あくまでも自分自身であるということが基本。
•「防災施設ができたのでもう安全」「避難勧告を聞いていないので避難しない」など、自らの命
を他へ委ねてしまう心理的傾向は極めて危険である。

•高齢者や要援護者などの災害弱者は危機意識は高い。しかし、具体的な避難行動が困難と
いう問題。そのような人がどこにいるのか、行政は完全には把握できない（プライバシー問題、
行政内での部署の違い、高齢者は自らSOSを発しにくい）。地域コミュニティの希薄化。

•本来、自助は自助であり、公助は公助である。速やかな「共助」が可能となるためには、まず、
確固たる自助と公助が必要。

•その上でうまく機能する共助のためのルールやマニュアル作りが重要。住民・行政など様々
な立場の人間が一緒になってルール作りがなされることが理想。リスクコミュニケーション。

資料 2 
 
 

　　　　　災害知識

災害リスクイメージ

災害進展状況災害進展状況
災害情報災害情報 行動行動

　　　　災害観

災害や被害の発生に対する関心、不安
居住地域における被害程度の予想

etcそれに対する安心感、不安感

　　　　　災害意識

自らの被災経験
による知識

被災経験の有無、程度
避難経験の有無、評価
空振り避難命令経験の有無

etc

災害教育による知識

先人からの伝承
社会教育・学校教育

自ら学び得た知識

etc

ハード整備

堤防 etc
被害軽減行動被害軽減行動

資料 3 
 
 
 

 
 

要介護高齢者調査 ホームヘルパーを利用している要介護高齢者を対象

調査対象者全93世帯にて面接聞き取りによる調査を実施

【質問項目】

・日常生活の状況や介護の実態

・平成10年８月末水害時における避難行動の実態

・今後の洪水発生時における避難意向，行政への要望

一般世帯調査

【質問項目】

・平成10年８月末水害時における避難行動の実態

一般世帯2000世帯を対象

要介護高齢者調査 一般世帯調査

調 査 期 間 平成10年11月10～19日 平成10年９月11・22日

調 査 方 法 訪問面接・聞き取り記入 郵便受け投函・郵送回収

調査票配布数 93 2,000

有 効 回 収 数 85 (回収率：91.4%) 747 (回収率：37.4%)

(避難勧告・指示発令区域，一部区域外)
福島県郡山市　阿武隈川流域調査対象地域

資料 4 
 
 

■要介護高齢者の日常生活の状況

4人
4% (3) 5人以上

16% (13)

3人
10% (8)

1人
37% (30)

2人
33% (26)

＜家族人数＞

寝たきり
の状態
22% (18)

支障はない
8% (7)

日常生活
に支障
54% (45)

16% (13)

若干の
不自由

＜足腰の状態＞＜年齢構成＞

60歳未満
6% (5)

90歳以上
15% (12)

32% (26)
80～90歳

33% (27)
70～80歳

15% (12)
60～70歳

資料 5 
 
 

67% 33%

81% 19%

65% 35%

(30)

(26)

(23)

いない
29%(24)

いる
71%(58)

■ 日常生活における介護の実態・近所づき合い

日常，様子を気にかけてくれる近所の人の有無

27% 23% 27% 23%

18% 14% 64%4%

(26)

(22)

62% 14% 10% 14% (29)独居世帯

２人世帯

３人以上の世帯

0% 25% 50% 75% 100%

1日程度
15% (12)

いない
38% (30)

2日程度
17% (13)

3日以上
30% (24)

家族・親戚などヘルパー以外の介護日数

(日/週)

いない 1日程度 2日程度 3日以上

いる いない

独居世帯

２人世帯

３人以上の世帯

0% 25% 50% 75% 100%

資料 6 
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■避難勧告・指示発令時の状況

危険意識

避難の必要性

避難勧告・指示発令の取得状況

発令直後に知った
しばらくしてから

かなり時間が経って
知らなかった

0% 25% 50% 75% 100%

73% 15% 6% 6%

61% 23% 11% 5%

(48)

(1322)

要介護高齢者

一般世帯員

40% 33% 20% 7%

68% 5% 18% 10%

危険だと思った どちらかというと危険
どちらかというと危険はない 危険はないと思った

(40)

(1428)

67% 33%

68% 32%

感じた 感じなかった

(39)

(1431)

要介護高齢者

要介護高齢者

一般世帯員

一般世帯員

資料 7 
 
 

避難率

【足腰の状態】

【発令時に声をかけてくれた身内・近所の人有無】

避難した 避難しなかった

いた

いなかった
(35)

(9)

74% 26%

33% 67%

若干の不自由 (7)

日常生活に支障 (26)

寝たきりの状態 (9)

86% 14%

65% 35%

33%

62% 38%

79% 21%

0% 25% 50% 75% 100%

(47)

(2321)

要介護高齢者

一般世帯員

■水害時の避難行動の有無

67%

資料 8 
 
 

　　　　　災害知識

災害リスクイメージ

災害進展状況災害進展状況
災害情報災害情報 行動行動

　　　　災害観

災害や被害の発生に対する関心、不安
居住地域における被害程度の予想

etcそれに対する安心感、不安感

　　　　　災害意識

自らの被災経験
による知識

被災経験の有無、程度
避難経験の有無、評価
空振り避難命令経験の有無

etc

災害教育による知識

先人からの伝承
社会教育・学校教育

自ら学び得た知識

etc

ハード整備

堤防 etc
被害軽減行動被害軽減行動

資料 9 
 
 
 

 
 

要援護者の避難対策も含めた津波避難対策の提案
おさえておくべきこと、はずしてはならないこと３点

高松工業高等専門学校　建設環境工学科　及川康

［１］津波という現象への正しい住民理解の促進

［２］ハード的防災施設や行政情報への過剰な依存心の問題

［３］自助、共助、公助の役割分担の明確化

•「津波が押し寄せた場合、自分の地域ではどの様な状況となるのか」といったことを、多くの
人は具体的に考えた事はない（考えたくない）。

•津波経験やハザードマップ等を介して得られた津波の知識は、被害イメージを固定化してし
まうことが危惧される。

•避難を行うのはあくまでも住民自身である。住民個々が「避難しよう」と思わないのであれば、
避難は行われ得ない（あたりまえですが）。

•津波被害から身を守るのは、あくまでも自分自身であるということが基本。
•「防災施設ができたのでもう安全」「避難勧告を聞いていないので避難しない」など、自らの命
を他へ委ねてしまう心理的傾向は極めて危険である。

•高齢者や要援護者などの災害弱者は危機意識は高い。しかし、具体的な避難行動が困難と
いう問題。そのような人がどこにいるのか、行政は完全には把握できない（プライバシー問題、
行政内での部署の違い、高齢者は自らSOSを発しにくい）。地域コミュニティの希薄化。

•本来、自助は自助であり、公助は公助である。速やかな「共助」が可能となるためには、まず、
確固たる自助と公助が必要。

•その上でうまく機能する共助のためのルールやマニュアル作りが重要。住民・行政など様々
な立場の人間が一緒になってルール作りがなされることが理想。リスクコミュニケーション。  

資料 10 
 
 
 

 104



4．要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避難対策の提案 
4-4 及川 康 

ディスカッション 

 
 
（1）自助、公助、共助の役割分担は、どうすれ
ば上手く決めることができるか、具体的な案が

おありであれば、お教え願いたい。 
 
全国共通のルールというものはないのかなと

思います。地域の実状を踏まえて個別に対応し

ていくしかないように思います。 
ただし、実際に住民と行政（そして学の立場

から私のような人）とが集まって地域の防災に

ついて考える場に参加していつも思うことは、

何についても（自主防災組織などについても）

行政主導で作られたものは、そこに住民の自発

性を期待しても難しいものがあるなということ

です。住民と行政が対等な立場で話し合える機

会を持てるならば、そこで、例えば、ハード対

策には限界があることとか。避難勧告は伝わっ

てこない場合もあり得るとか、行政での出来る

ことと出来ないことについて腹を割って話し合

うことにより、住民側は、いままで漠然と「行

政がなんとかしてくれる」という淡い期待を持

っていたのを崩されてしまうために、そこで初

めて現実を突きつけられて、そのつぎに「じゃ

あどうしよう」と思い始め、そこで初めて住民

発意で「あそこの婆ちゃんは○○さんが助けに

行く」とか「ハザードマップは必要だ」とか

「情報は待ってるだけではだめで積極的に集め

に行かなくてはならん」などの具体的な意見が

出て、自助でできることとその限界、共助の可

能性と限界、公助に期待する部分と限界、など

が実質的に議論されることが期待されます。そ

のような経緯のなかで、それぞれの役割分担に

関する共通認識が形成されていければよりよい

状況が生まれてくるのではないかと思います。 
ポイントは、住民と行政とが、敵対関係では

なく対等な立場で話し合いができる機会をもつ

ことだと思います。いわゆるリスクコミュニケ

ーション。 
 
（2）情報伝達から避難行動に結びつけることが
大事。その際、その受ける情報をどう判断すれ

ばいいのか？の基準が難しい。その場合、近隣

の支援が重要だと思うが。 
 
どのような状況になったらどのような情報を

発表する、ということをあらかじめ設定してお

いて、それを平常時から住民へ周知しておくこ

とが一つの効果的な方策かとおもいます。そう

することによって、災害発生時における住民の

情報処理に費やす負荷を少しでも軽減すること

が期待されます。また、ハザードマップの公表

などの機会を捉えて、被害状況と災害情報との

関連について周知していくような取組みも重要

かと思います。 
要援護者への情報伝達や避難行動の支援に関

しては、近隣住民による支援（共助）が重要に

なると思いますが、支援する側がその必要性を

感じ、かつそれが可能である状況を整えるため

には、上記のような取組や前問での返答のよう

な取組みが重要になると思います。 
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秦 康範 

独立行政法人防災科学技術研究所川崎ラボラトリー 研究員 
専門分野：都市地震防災，ライフライン 
E-mail：hada.yasunori@kedm.bosai.go.jp 
  

 

 

ご紹介にあずかりました防災科学技術研究所 

川崎ラボラトリーの秦と申します。 

 本日は、「効果的な危機対応を可能にする情

報システムの開発」というタイトルで発表させ

ていただきます。 

 まず、与えられた題目が「効果的な危機対

応」ということですので、事前の予防の部分、

リスクマネジメントの部分をフォーカスしてい

るわけではなくて、あくまで事後の対応、クラ

イシスマネジメントを対象にしているのだとい

うふうに理解しました。 

 ３つ挙げてほしいというご要望があったにも

かかわらず、これだけたくさん挙げているのは

頭が非常に悪いんですけれども、私の問題意識

としてこれだけ挙げられるということと、それ

ぞれの課題についてソリューションをきちんと

持ちあわせていないことをはじめにご了承いた

だきたいと思います。 

 

 まず、情報システムですが、災害情報システ

ムと災害対応を支援するシステムに分類するこ

とができると思います。 

前者ももちろん災害対応を支援するためでも

あるわけですが、ここでは気象情報や河川水位

の情報など、災害情報のためのシステムを意味

するとします。土壌雨量指数、スネーク曲線や

ナウキャストとか、いろんな用語が出てきてい

るように、まさに日進月歩で高度化しています。

この災害情報システムについては、ユーザーの

リテラシーの低さが、災害が起きるたびに問題

になっています。 

 後者の災害対応支援システムですが、文字通

り災害が起こった後の対応を支援するシステム

です。しかしながら、初動対応に限定しますと、

大災害時にシステムがきちんと機能した、うま

く使えたというような事例はほとんどありませ

ん。ですから、稼働実績、研究蓄積ともに大変

乏しいというのが現状だと思っています。 

 

 次に、情報空白期です。阪神・淡路大震災で

は、情報空白期における初動対応の遅れが非常

に問題になったわけですが、一方で、情報空白

期というのは、災害対応全般から見ると、一瞬

の出来事であります。３０分、１時間、長くと

も２～３時間の出来事だと思います。この情報

空白期に適切な対応ができるように、様々なシ

ステムが構築されているわけですけれども、そ

の一つは、情報がないから判断ができないとい

うことが、前提にあったと思います。ただ、近

年の災害事例を見ますと、情報がないから判断

できなかったというよりは、対応する上でそも

そもどういう情報が必要であるのかわからなか

ったとか、情報はあったけれども、どのように

活用していいかわからなかったとか、挙がって

くる問題に対応することで精いっぱいで、そも

そもやらなければいけない課題、初動期におけ

る災害対応の課題というものをきちんと理解し

ていなかったとか、そういったことのほうがよ

り大きな問題として挙げられています。 

 また、災害時における各種シミュレーション

技術に関する研究が多数なされています。特に

地震直後のかなり物理的な原則が支配的なフェ

ーズでのシミュレーション技術は非常に発達し

ています。しかしながら、被害推定結果が活用

できる時間フェーズはかなり限定されますから、

行政としてはその１時間、２時間のために何千

万ものお金をかけて導入するのかというと難し

い面があります。 

 例えば、兵庫県のフェニックス防災システム

は、被害推定システムの後、需要推計システム

まではできています。被害推定結果に基づいて、

対応しなければいけない人員や物資の量が推計

されます。そこから先の部分がまだできていな

い段階です。その部分については、十分な検討

や研究蓄積があまりないというのが現状ではな

いでしょうか。 

 リアルタイムに実被害情報が上がってくる中

で、本当は全体的な予測情報をうまく活用して、

 106



 

被害を予測しながら先手を打った対応をするこ

とが望ましいわけですが、現状は実被害情報が

入ってくると、被害推定結果はほとんど利用さ

れない状況になっていると思います。 

 

 効果的危機対応を可能にする情報システムと

いうのも、対象とする時間フェーズによって、

かなり中身が変わってくると思います。初動対

応、応急対応、復旧・復興では、求められるシ

ステムの機能が大きく異なるわけです。例えば、

阪神・淡路大震災のときに、長田区の瓦れき処

理業務を防災ＧＩＳを使った支援がなされまし

た。また、新潟県中越地震のときですと、小千

谷市の罹災証明発行業務支援が同じく情報シス

テムを使って効率的に処理がなされました。こ

れらの業務は、それぞれ、数が少なければ帳票

ベースで一軒一軒チェックすることができるわ

けですが、数千、数万というオーダーになりま

すと、従来のやり方ではとてもできません。こ

ういった、処理すべき量が多いからコンピュー

タを導入するというのは非常にわかりやすく、

システムの導入にも合意が得られやすいですし、

実績もあります。ただ、初動期や応急対応業務

を支援するシステムとなりますと、ハッキリし

ません。 

 では、なぜ不明確なのでしょうか。それは、

災害対応業務があまり分析されていないという

ことが挙げられると思います。業務内容と対応

する組織、どちらも標準化がなされていません。

組織の名前、役割、計画なども異なっています。

例えば、阪神・淡路大震災のときには、神戸市

に応援に来た外部の自治体の方は、３日間研修

を受けてから神戸市の支援をしたという話を伺

っています。 

 それから、先ほど申しましたように、図上訓

練等をやれば、すぐにわかるのですけれども、

そもそも初動期に何をやらなければいけないか

がきちんと認識されていませんので、どうして

も問題に対して後追い的になってしまう。シス

テム以前の問題として、何をしなければいけな

いのか、その何をしなければいけないかを考え

るときに必要な情報についての理解がない。で

すから、対応に必要な情報をきちんと明確にし

ておいて、それらを情報システムを使ってうま

く取り入れたり、処理できるように本来しなけ

ればいけないのですけれども、なかなかそうな

っていない。例えば、都道府県であれば、市町

村から上がってくる被害情報を自動的に集計す

るといった形でシステム化がなされています。

上位機関になればなるほど、被害情報をうまく

取りまとめなければいけないわけですが、そこ

の部分をシステム化するということはわかりや

すいです。システムにより被害情報が自動集計

なされれば、都道府県の担当者の労力は減少で

きるからです。ただ、もちろん業務の効率化に

なるわけですけれども、これで被害を減らせる

わけではありませんし、被災市町村にどういっ

た形でフィードバックが可能になるのかという

ことになると、なかなか見えてきません。です

から、誰にとってどんなメリットがあるのかを

きちんと踏まえてシステムを構築することが重

要になってきます。 

また、新潟県中越地震におきまして県の災害

対策本部で、ＧＩＳをうまく災害対応に使えな

いかという話が出たわけですけれども、なかな

かうまくいきませんでした。つまり、どういっ

た情報が災害対応に役に立つのかが、わからな

かったからです。これはなぜかといいますと、

個々の担当部局、現場サイドでいいますと、別

にＧＩＳを使わなくても情報収集はできますし、

実際やっているわけです。ですから、被害情報

の収集を行う担当者からＧＩＳを導入しようと

言う話はまず出てきません。つまり、様々な情

報を重ね合わせて、統合的な情報を基に判断を

したいというニーズは、ある種の意思決定を行

わなければならない、幹部職員やコマンダーと

いうことになります。また、被災地内で救援・

救助や復旧活動を行わなければならない人たち

にとっても、どこにどんな被害が出ているのか、

どこの道路は通れるのか、その復旧見通しは、

といった統合された被害情報が必要になります。 

ですから、災害時にＧＩＳを効果的に活用す

るためにも、そもそも災害時にどんな地図が必

要なのか、どんなレイヤーを重ねた情報がどう

いう災害対応業務に役に立つのかということを

事前に明確にしていかなければなりません。こ

ういった部分は、なかなかボトムアップでは進

まないと思っています。 

 

それから、組織間連携を考える上で、目的外

使用であるとか、個人情報保護法といったデー

タの取り扱いの問題をきちんとクリアしていか

なければなりません。 

 

今後もシステムの標準化は、なかなか進まな

いと思います。いろんな部局がいろんなシステ
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ムを既に導入している中で、何か１つのシステ

ムに統合されるという話にはならないと思いま

す。これはレスキューナウ・ドット・ネットの

市川氏がよくおっしゃっていることなのですが、

システムを標準化するのではなく、情報を標準

化していかなければなりません。どういう情報

が流れるのかということを事前に明確化して、

そこに流れている情報のフォーマットを明らか

にする。そして、使いたい人がそれを自由に利

用できるようにする。ということになります。 

 

新潟県中越地震では、災害時に本来機能しな

ければいけない防災行政無線が、多くの市町村

で停電のために使えませんでした。また、非常

用電源を備えていたけれども使い方がわからな

かったということが報告されています。 

また、震度７を記録した川口町は対応が困難

でありました。これは、新潟県中越地震と阪

神・淡路大震災の被災市町村の全壊率を比較し

たものです。兵庫県に対して新潟県は大体１割

低いことがわかります。また、神戸市、尼崎、

西宮、芦屋の全壊率は約10％ですけれども、川

口町は36％と約３倍になります。長岡市や小千

谷市は、川口町に比べて１けた小さいわけです

が、災害対応を行う上で川口町の対応が、いか

に困難であったということがわかると思います。 

これは地震から５日目の写真です。役場前に

テントを張ってそこに災害対策本部が設置され

ています。パソコン、プリンターはございます

が、もちろんインターネットにはつながってお

りません。設置されている電話はひっきりなし

に問い合わせの電話がなり、幹部の方々はその

対応に追われているといった状況でありました。

役場機能が再開されたのは、地震から１週間が

経過してからでした。また、外部支援が初めて

入ったのは地震の２日後だったり、視察対応に

追われているのがわかります。この事例を見て

もわかるように、被災現場を支援するシステム

をつくるかということは非常に難しい問題であ

ると思っています。 

今日は、近年の災害対応事例をもとに情報シ

ステムの課題について私見を述べさせていただ

きました。これらについて私自身は十分なソリ

ューションを持ち合わせておりませんが、災害

時に現場に役立つシステムはどういったものな

のか、今後も探っていきたいと思っております。

ご静聴ありがとうございました。 
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効果的な危機対応を可能にする
情報システムの開発

防災科学技術研究所　川崎ラボラトリー

秦　康範

資料 1 
 
 

効果的な危機対応を可能にする
情報システムの開発

• 災害情報システムと災害対応支援システム
• 情報空白期は一瞬

– 「情報がないから判断できない」のホントとウソ
– 各種シミュレーション技術の現状と災害対応業務ニーズとの乖離
– 予測情報と実情報

• どの時点で利用するのか？
– 平時，初動，応急，復旧・復興

• 災害対応業務の標準化，組織の標準化
– 災害対応業務分析の必要性
– 対応課題と判断に必要な情報(intelligence)の明確化

• 誰にとってメリットがあるのか？
– 市町村，都道府県，国で異なるニーズ
– 職務・役割に応じて異なるニーズ
– システムを活用するインセンティブ
– 誰が情報を入力するのか？

• 意思決定を支援する情報の必要性
– ＧＩＳ（位置情報と時間情報）と対応時に必要な地図の明確化
– ボトムアップでは進まない

• 組織間連携システム
– 目的外使用と個人情報保護法
– 情報の標準化を目指すべき

資料 2 
 
 

効果的な危機対応を可能にする
情報システムの開発（１）

• 災害情報システムと災害対応支援システム
–前者は，日進月歩　高度化
–後者は，実績も研究蓄積も乏しい

• 情報空白期は一瞬
– 「情報がないから判断できない」のホントとウソ
–各種シミュレーション技術の現状と災害対応業務
ニーズとの乖離

実情報–予測情報と
• どの時点で利用するのか？

–平時，初動，応急，復旧・復興

資料 3 
 
 
 

 
 

効果的な危機対応を可能にする
情報システムの開発（２）

• 災害対応業務の標準化，組織の標準化
–災害対応業務分析の必要性
–対応課題と判断に必要な情報(intelligence)の明
確化

資料 4 
 
 

効果的な危機対応を可能にする
情報システムの開発（３）

• 誰にとってメリットがあるのか？
–市町村，都道府県，国で異なるニーズ
–職務・役割に応じて異なるニーズ
–システムを活用するインセンティブ
–誰が情報を入力するのか？

• 意思決定を支援する情報の必要性
– ＧＩＳ（位置情報と時間情報）と対応時に必要な地
図の明確化

–ボトムアップでは進まない

資料 5 
 
 

効果的な危機対応を可能にする
情報システムの開発（４）

• 組織間連携システム
–目的外使用と個人情報保護法
–情報の標準化を目指すべき

資料 6 
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新潟県

10月23日17:56　災害対策本部を設置（震度６弱以上、自動設置）

10月23日19:20　総務省消防庁へ、緊急消防援助隊の派遣要請。

10月23日21:05　長岡市及び山古志村に対し自衛隊の災害派遣要請

10月24日02:15　第九管区海上保安本部に対し、災害救助活動の派遣を要請

• 地震発生が土曜日の夕方
• 県庁舎は被害なし。参集は比較的スムーズ。
• 情報収集：衛星通信を利用した防災行政無線

– １９市町村で使用不可（停電等のため）
• 11市町村で震度情報の収集不可（停電のため）

資料 7 
 
 

川口町

死者 行方不明 重傷 軽傷 全壊 半壊 一部損壊

人 人 人 人 棟数 棟数 棟数

新潟県 40 0 2,710 9,184 79,888 2,458,455 816,997

長岡市 6 0 825 4,155 32,946 192,322 67,821

小千谷市 12 0 58 674 662 974 10,000 41,296 12,383

十日町市 6 0 2 502 81 591 11,000 42,773 13,355

川口町 4 0 4 48 570 431 359 5,697 1,596

* 2004年12月6日9:00現在（新潟県報道発表資料　第77報） ** 2004年10月末現在(住民基本台帳より抜粋）

人口** 世帯数**

2,989

615

人的被害* 住家被害*

・職員数91名（役場付け　約70名）　→救援物資の仕分け、避難所
・約９０％が一部損壊以上の被害
・１週間にわたって役場機能は停止
・震度６強の小千谷、全村避難の山古志村に対して・・・

資料 8 
 
 

全壊率の比較（全壊棟数/世帯数）

 新潟県 0.33% 兵庫県 5.8%

長岡市 1.2% 神戸市 11%

小千谷市 5.3% 尼崎市 3.1%

十日町市 0.61% 西宮市 13%

川口町 36% 芦屋市 12%

被害把握は量だけではなく，被害の割合で見てみると

資料 9 
 
 
 

 
 

川口町　10月28日（木）

川口町役場

資料 10 
 
 

川口町　10月28日（木）

川口町災害対策本部

資料 11 
 
 

川口町　10月28日（木）
川口町災害対策本部

資料 12 
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10月23日19:00 災害対策本部設置

10月23日19:30 全戸に避難勧告　→ 県の避難勧告情報に反映されるのは30日以降

10月25日 陸上自衛隊派遣される

10月27日 魚野川河川敷に臨時入浴施設設置（28日午前10時より開放）

10月27日 緊急車などの災害対応車両、発電機の給油開始

10月27日 第１回本部会議（以後、毎日）

10月29日 陸上自衛隊宿営テント設置（町内７箇所、200張）

10月29日 麻生総務大臣、松本政務官現地視察（小千谷市視察）。町長出席（川口
町の被災状況を説明）

10月30日 亀井静香元建設大臣現地視察、蓮実国土交通副大臣現地視察

10月30日 川口町ボランティアセンター設置

10月30日 庁舎機能の回復

10月31日 泉田新潟県知事現地視察

10月31日 全町で電気が概ね復旧

11月 1日 窓口業務の再開

川口町

青地：視察対応

資料 13 
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ディスカッション 

 
 
（1）行政（機能・職員）自体が被災することを
前提としたシステムを開発（運用）している事

例はありますか？ 
 
現在、総務省消防庁の「平成 17 年度初動時に

おける被災地情報収集のあり方に関する検討

会」で、まさにこの事柄について検討されてお

ります。つまり、現在進行形でどうすればいい

のかを議論している状況だと認識しております。 
避難所を事例に話をいたしますと、多くの自

治体の地域防災計画では、「避難所は市町村の

職員によって開設される」となっています。し

かしながら、大災害時に市職員が避難所の開設

が行えない場合も十分想定されることから、自

治体のいくつかでは、事前の協議を行って、避

難所の開設を地域の自治体会長に移譲していた

り、避難所運営委員会を設けていたりしていま

す。 
 これと同様に防災情報システムもそういった

観点から、事前の検討を行う必要があると思い

ます。このことは、単にコンピュータシステム

の問題だけでなく、ご指摘のようにシステムの

運用法の問題でもあります。従って、大災害時

においても機能する防災情報システムとはどう

いったものなのか。そのために求められる機能

と適切な運用方法についての検討が必要になり

ます。ハード面では、特にライフライン停止時

に機能する、自立分散型の通信手段の確保は特

に重要になると思いますし、ソフト面では、上

位機関となる都道府県が、どういった対応や支

援が可能で、そのための体制はどのようなもの

かを具体的に詰めておくことが求められると思

います。 
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牛山 素行 

岩手県立大学総合政策学部 助教授 

専門分野:豪雨災害を中心とする自然災害科学，災害情報学 

E-mail：ushiyama@disaster-i.net 
 

 

 

私は、専門は、主に雨を中心とした自然災害

科学と災害情報学を専門にしております。 

 きょうは地震、しかもかなり特定のタイプの

地震のお話が中心ですが、私の専門は地震では

ありませんので、雨の話を中心にしたいと思い

ます。まず最初に申しておきたいのは、いつ、

どんな形で、どういうタイプの災害が起こるか

わからないということです。雨の災害は、地震

災害に比べればたいしたことはない、という見

方もあるかもしれませんけれども、決してそん

なことはありませんし、どこで足をすくわれる

かわからないということです。ここで示したの

は一つの例ですが、2004年の台風23号のとき、

私のカウントした時点では、死者96名で、浸水

家屋数が６万戸ぐらいの被害がありました。こ

れは豪雨災害による人的被害としては1983年以

降最大でした。このときは、浸水でかなりたく

さんの人が亡くなったことが特徴的であったわ

けですが、同じ年の2004年7月の新潟・福島豪雨

の時に問題となったような、高齢者が浸水した

家で逃げ遅れて亡くなったというケースは、実

は96人中３人しかおりませんでした。つまり洪

水時の高齢者の支援体制が理想的に整備された

としても、それによってこの災害で減災できた

可能性があるのは３名だけであったということ

になります。つまり、災害に対峙するというこ

とは、けして一面的な理解だけでは十分ではな

いということをまず心にしておかないといけな

いんだなと思っています。 

 

さて、本題に入りますが、私は、災害情報に 

関していろんなことに取り組んでいます。 

ただいまの秦先生のお話とも多少通じると思

うんですけれども、防災情報の話をすると言い

ますと、情報通信技術を使って何かこういう高

度なことができますという紹介がなされること

を想像されたかもしれませんけれども、私はそ

ういう話はいたしません。整備が進んでいる 

 

「高度な情報」が、実際にはなかなか使われ

ないという問題についてご紹介したいと思いま

す。 

 

まず、第１点に防災情報システム、私は広い

意味でいいますけれども、これはつくっただけ

では何ら防災力の向上にはならないということ

を指摘したいと思います。ハード防災もソフト

防災も、どちらも計画して、つくって、ここま

では一緒です。従来のハード防災ですと、例え

ば、ダムができた、完工式をやって、テープカ

ットして、万歳をやる。そのダムは、もしその

瞬間に大雨があったとしても所期の機能を発揮

してくれるわけです。しかし、ソフト防災の場

合はそうはいきません。例えば、何とか防災情

報システムができました、完成式典で知事がス

イッチを入れて、万歳。しかし、その時点では

何も防災力は向上していないわけです。ソフト

防災の場合は、そこから先をやらなければいけ

ない。それをどのように使うのか、だれが使う

のか、それがないと防災力につながっていかな

いわけです。ですから、ハード防災の頭でソフ

トをやってはいけないんだなというふうに思い

ます。 

 それから、最近の情報技術を駆使すると、い

ろいろインタラクティブなものができます。何

となく格好いいものができて、防災力が上がっ

たような気がするんですけれども、それを使う

人間の方はそんなに変わっているでしょうか。

何となくそれに幻惑されてしまっているのじゃ

ないかと懸念されます。 

 例えば、2003年に起きた熊本県水俣市の土砂

災害、ここの現場では15名が亡くなられており

ます。このとき、大雨が降って、土砂災害が起

こって、そのときの市役所の参集状況が悪かっ

たとか、いろいろ批判を受けました。例えば、

県からの雨量情報を表示する端末が機能してい

なかったとか、県からのＦＡＸが途中でとまっ
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て届かなかったとか、いろいろなことが言われ

ました。しかし、私はそれらは本質的な問題じ

ゃないと思います。熊本県では、この当時既に

雨量気象情報サービスというものがweb上で公開

されていました。土石流災害現場最寄りの深川

という観測所で１時間87ミリ、91ミリと非常に

大きな雨が記録されていまして、土砂災害が起

こったのは、この91ミリが記録されている最中

なのですが、このデータは災害当時も公開web上

で参照できたはずです。別にそんな特殊な端末

とか、ＦＡＸとかがなくても、インターネット

につながってさえいれば、だれでもこれは見る

ことができる状態であったわけです。ところが、

残念ながら、その時点では、水俣市役所でこれ

がインターネット上で公開されていることは確

認はしてなかったということでした。つまり、

リアルタイムに雨量情報を公開するシステム、

いわゆるきれいなホームページが公開されてい

た訳ですが、残念ながら結果的にそのシステム

はこの災害の被害軽減には結びつかなかったと

いうことになります。 

 別の事例を挙げてみます。これは2000年７月

の台風６号による岩手県内での洪水災害の例で

す。この調査対象地域の場合、浸水域の上流域

あるいはその付近に国土交通省と気象庁の雨量

観測所が４カ所、水位観測所が２カ所ありまし

て、全部ホームページでも携帯でも見ることが

できます。全国どこでも行われていることであ

り、特別に情報が整備された地域というわけで

はありません。ここで、これらのリアルタイム

公開されている雨量・水位情報について、「当

日その情報を見ましたか」という質問をしまし

た。「見た」という人は約４％でして、これは

大体予想どおりの結果です。「そのような情報

が公開されていることを知らなかった」という

人が70％です。これも大体予想できる結果です。

非常に興味深かったのは、「そのような情報が

公開されていることは知っていたが見なかっ

た」という人が二十数パーセントもいた、とい

うことです。つまり、仮にリアルタイム雨量・

水位情報システムについての認知が進んで、

「そのような情報が公開されていることを知ら

なかった」という人がいなくなったとしても、

実際の災害時に、公開されている情報を見る人

は多数派にはならないかもしれない、という可

能性が予想できそうなわけです。ですから、

「防災情報システムをつくりました、こんなも

のができたので使ってください」というだけで

は多分十分じゃないんだろうな、と私は考えて

います。 

 どういうふうにしていくべきかということで

すけれども、このあたりは、まだ具体的にそう

いう取り組みができていないので、なかなか難

しいのですけれども、一つの防災情報システム

ができたら、それをどう使っていくのか、だれ

が使っていくのか、それを推進していく責任者

はだれなのかということを，明確に決めていく

というあたりからやっていかなければいけない

のかなと思っています。なんだそんなことか、

と思うかもしれませんが、これがなかなかでき

ていません。 

 これは一つの例ですが、現在かなり多くの県

でリアルタイムの雨量・水位、あるいは土砂災

害の危険度などの情報を公開しています。この

調査は2003年末ですから、もう１年半ほど前で

すが、その時点で、46都道府県で防災関係につ

いて何らかのページはできており、うち36府県

では、何らかのリアルタイム情報が公開されて

いました。その36府県を分母とした調査ですが、

いろいろなチェック項目をつくって調べてみま

した。ご承知のように、県の「防災のページ」

というのは、すなわち消防防災系のページな訳

ですが、それとは別に、土木系の部署がこうい

うリアルタイムの雨量情報ページをつくってい

るというのが、多分一般的だろうと思います。

それらのページを参照してみたところ、消防防

災系ページから土木系の部署のつくったリアル

タイム雨量情報のページへのリンクができてい

ない、というケースが過半数だったのです。そ

の後改善は進んでいるとは思いますが、少なく

ともこの時点では、かなり多くの県で、防災ペ

ージというのはあるけれども、そこから、県が

作ったはずのリアルタイム雨量情報ページにリ

ンクすら張られていない、お互いに独立で存在

しているという状況であったわけです。 

あるいは、リアルタイム雨量情報ページや防

災ページはできているのですが、そのページは、

どこの部署が担当しているのか、もし何か問い

合わせの必要がある場合は、どこに問い合わせ

たらいいのかという明示がないというところが、

３分の１以上あったりするわけです。これは、

利用者から見ますと、責任の所在が不明確と感

じられても仕方がないのではないでしょうか。

当然各県によっていろいろな事情があることも

十分承知はしているのですが、それを推進して

いるのはだれなのかということが不明確である
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と、せっかくいい情報公開システムができても、

それを広めていくのはどうやっていったらいい

かというのがなかなかはっきりしていかず、シ

ステムも有効に生かされない、という問題が生

じるのではないかと思います。 

なお、ここで挙げましたチェック項目は、私

が勝手につくったわけですけれども、別途行い

ましたインターネット上でのアンケートにより

ますと、私がそれはちょっとまずいんじゃない

のかなと思ったチェック項目は、やはり「好ま

しくない」と感ずる人が7～8割に達したという

結果がありまして、私の感覚はそれほど間違っ

てなかったんだなということも確認しておりま

す。 

 

こういったシステムを、防災情報システムも

そうですし、いろんなものを使っていく上では、

今まで発表された中でも多くの方が指摘されて

いますが、いろんな形での専門家が参画してい

くべきであろうと思っています。現状について、

一つの例をご紹介します。昨年、各地の市町村

を対象にした調査なのですが、いわゆるワーク

ショップ形式で住民も参加してつくるタイプの

防災マップをつくったことがありますか、とい

うことを聞いています。このとき回収された364

市町村のうち、51ほどが「あります」と答えて

います。では、それをどのように作っているか

を尋ねたところ、「職員と住民に加え、学者あ

るいはNPOなども参加して作成した」が１割ぐら

い、「職員と住民が参加し、共同で作成した」

というのが４割ぐらいで、ここまでで大体半数

なんです。残りは、「職員は参加しなかったが、

間接的に(財政面など)支援した」と、「特に関

与はしていない」でした。つまり、過半数のと

ころは、住民「だけ」によってこういうものが

つくられているわけです。自助・共助の理想通

りで、いいじゃないかと思うかもしれませんけ

れども、非常にドライに言いますと、地域のこ

とは地域に住んでいる人がよく一番よく知って

いるというわけでもないわけです。前にご紹介

がありましたけれども、意識の固定化とか、限

られた経験からの学習とか、いろいろな問題が

あるかもしれないわけです。ですから、そこに

は誤認・自己満足・意識の固定化といったこと

があるかもしれないので、いろんな立場の人が

参加していれば、こういったものをチェックで

きるかもしれないわけですね。 

まとめますと、防災システムというのは、つ

くっただけでは防災力につながらないし、つく

ったからには、だれが推進していくかというの

を、はっきりしておかないといけないだろうと

感じるわけです。そのときには、よりいろんな

人が参画して欲しいと思うわけです。「お客様

を神様にしてはいけない」と書きましたけれど

も、情報システムを整備する側、利用する側、

いずれも間違った理解をしていることもあり得

るわけです。間違った認識に対しては、相手が

誰であろうと指摘していかなければならないと

思います。住民主体というのは、無論それ自体

は間違いではないのですけれども、住民「だ

け」にやらせるというのはいかがなものかなと

私は考えております。 

以上で発表を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 
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「効果的な危機対応を可能にする情報シス
テムの開発」 について

牛山素行
岩手県立大学総合政策学部助教授

www.disaster-i.net

専門分野

• 豪雨災害を中心とする自然災害科学

• 災害情報学

資料 1 
 
 

2004年台風23号
主な災害(死者不明者分布)

死者不明者　96
全半壊・一部破損11839棟
床上床下浸水62528棟

資料 2 
 
 

防災情報システムを
構築・公開しただけでは，
何ら防災力は向上しない

資料 3 
 
 
 

 
 

ハ
ー
ド
対
策

ソ
フ
ト
対
策

設計・施
工・開発 装置完成

理解・利用

減災(効果発揮)

ハード防災の頭でソフトをやっ
ていないか?

インタラクティブな防災システ
ムに幻惑されていないか?

いつ，だれが，どのように使う
のか?

資料 4 
 
 

0

25

50

75

100

125

150

7
/
1
9
 1
2

7
/
1
9
 1
5

7
/
1
9
 1
8

7
/
1
9
 2
1

7
/
2
0
 0
0

7
/
2
0
 0
3

7
/
2
0
 0
6

7
/
2
0
 0
9

7
/
2
0
 1
2

H
o
u
rl
y 
pr
e
c
ip
it
at
io
n
 [
m
m
]

0

100

200

300

400

500

600

C
u
m
u
la
ti
ve
 p
re
c
ip
it
at
io
n
 [
m
m
]

Fukagawa

Minamata

48-hour

水俣・深川の雨量と主要防災対応

02:00 AMeDAS水俣
76mm(1979年以降第2位

01:55 芦北地方(水俣
市)に大雨・洪水警報

02時頃宝川内地区
消防団活動開始

03時頃水俣市役所
に職員登庁開始

04:20 集地区に
土石流到達

資料 5 
 
 

気象庁
警報，雨量，レー
ダー，短時間
降水予測等

国土交通省
雨量・レーダー・
水位等

熊本県
雨量(砂防)

MICOS
端末

熊本県
端末

消防防災
専用FAX

一般FAX一般FAX

川の防
災情報

防災情報
提供セン
ター

熊本県
HP

消防防災
専用FAX

インターネット

水俣市役所

接続困難

熊本県消防防災課

芦北地域振興局

情報一元化

情報到達

操作に不習熟?

動作不良

一部不達

電話対応電話対応
マスコミ対応マスコミ対応
状況把握．．．状況把握．．．

資料 6 
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2002年7月台風6号豪雨
砂鉄川流域での洪水災害

Flood disaster on the Satetsu river basin 

資料 7 
 
 

住民対象の調査

• 調査対象地:岩手県東山町，川崎村で被
害を受けた27地区の全世帯1803世帯

• 発災約1ヵ月後(8月下旬)に，町内会を通じ
て調査票配布．郵送回収法で回収

• 有効回答数700，回収率39%

資料 8 
 
 

リアルタイム雨量・水位情報の利用

•流域内に水位観測所2，
国交省雨量観測所2，近
隣にAMeDAS観測所2

•すべてWeb・携帯でリア
ルタイム公開

24%

24%

71%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雨量情報

水位情報

インターネットまたは携帯電話で見た
情報があることは知っていたが見なかった
情報があることを知らなかった

資料 9 
 
 
 

 
 

防災情報システム利活用の
具体化，責任主体の明確化

資料 10 
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0 5 10 15 20 25 30 35

気象庁系と県・国交省系データの同ペー
ジ表示

土砂災害発生危険度のリアルタイム公開

警戒水位・危険水位と最新観測値の対比

洪水・土砂災害の危険度に関する指標
(危険水位や警報基準など)の解説

消防防災系ページからその県のリアルタ
イム雨量情報ページへのリンク

リアルタイム雨量情報の整備状況(2003末)

• 46都道府県で，防災関係ページが開設
• 「その県の所管するリアルタイム雨量・水位等デー
タが公開されている」→×:10，○:36

ない　　　　　　　　ある

資料 11 
 
 

検索能力，双方向性，信頼性など
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

自治体のトップページからのリンク

防災関連諸部署の情報が1つのページに
まとめられている

Googleでヒットするか(県名・防災)

災害時に更新されるページ・スペースの
明示的な用意

更新日付の明記

ページ担当部署・連絡先の表示がある

電子メール・フォームによる問合せ機能

× ○

資料 12 
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評価項目に対するインターネット
ユーザの意識調査

• 本研究で設定した評価項目を，一般的な利用者
は同考えているか?

• ＮＴＴレゾナント社のgooリサーチを利用したインター
ネットを通じたアンケート調査

• 16万3千人のモニタから人口分布上偏らないよう
に1320人を抽出

• 2004年3月17日，依頼メールを配信し，同18日ま
でに先着順で407名から回答

資料 13 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

ページ管理部署名が明記されていない

ページ管理者へメール連絡できない

県のHP内に独立した複数の「防災ページ」があり
相互リンクされていない

防災ページ内に県のトップページへのリンクがな
い

県が観測している雨量水位情報がHPで公開され
ていない

雨量水位情報が公開されているが数値の見方の
解説がない

アニメーション画像や動く文字が用いられている

見出し文字やリンクボタンがカラフルな画像で描
かれている

ページを更新した日付が明記されていない

大変好ましくないと感じる やや好ましくないと感じる どちらとも言えない

あまり気にならない まったく気にならない

資料 14 
 
 

システム利活用は
多方面の専門家の参画を

資料 15 
 
 
 

 
 

2004年 734市町村(回収364)対象の調査
• 集落単位など，狭い範囲を対象として，「ワークショップ」形式で，住民も参加して作
成するタイプの，いわゆる「防災マップ」が作成されたことがありますか

– 作成した地区があることを確認している [ 51 ]

職員と住民
に加え，学
者あるいは
NPOなども
参加して作
成した
14%

職員と住民
が参加し，
共同で作成
した
39%

職員は参
加しなかっ
たが，間接
的に(財政
面など)支
援した
18%

特に関与は
していない
29%その「防災マップ」作

成に対し，役所として
はどのように関与し
ましたか

資料 16 
 
 

システム利活用は
多方面の専門家の参画を

• 「地域のことは地域に住む人が一番よく知っ
ている」訳ではない

• 「住民参加のWS」と「住民だけのWS」は全
然違う

• 誤認・自己満足・意識固定化の懸念

資料 17 
 
 

防災情報システムに関する重要なこと
牛山素行(岩手県立大学)

• 防災情報システムを構築・公開しただけでは，何
ら防災力は向上しない
– ハード防災とソフト防災の質的相違
– ITに幻惑されない．具体的活用策はイメージされてい
るか?

– 情報収集伝達システム≠防災情報システム
• 防災情報システム利活用の具体化，責任主体の
明確化
– いつ，だれが，なにを，どのように使うのか?

• システム利活用は多方面の専門家の参画を
– お客様を神様にしてはいけない

資料 18    
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ディスカッション 

 
 
（1）住民にとって”わかりやすく、使いやすい
情報”について、具体的にお考えの例などがあれ
ば、ご提示願いたい。 
 
 豪雨関連情報に関しては、「わかりやすく、

使いやすい情報」は、現時点でもある程度実現

されていると思います。発表時に言葉が足りな

かったと思いますが、情報を「分かりやすく、

使いやすく」することは、現時点ではそれほど

重要なことではないと考えています。情報技術

を活用して、たとえばきれいな web や、「双方
向情報伝達システム」を作ったりすることはい

くらでも可能ですが、そのこと自体は、その情

報が防災のために有効活用されることには直接

つながらないと思います。 
 もっとも力を入れるべきことは、現時点でも

ある程度整備されている防災関連情報を、いつ、

だれが、どのように使うのかを具体的に検討、

準備しておくことであると思います。この「具

体的に」の中身は、それぞれの地域によって異

なりますが、役所（の一部門）だけで取り組む

のではなく、様々な専門家が参画した運営組織

を構築する必要があると思います。 
 

（2）台風 23 号の死者には、どのような傾向が
あるのでしょうか？ 
 
 以下の点が上げられます。また、添付資料

（注 1）も参考にしていただければ幸いです。 
2004年 10月 20日～21日、台風 0423号(国際名
Tokage)および停滞前線の活動により、豪雨、強
風、高波などが発生し、死者・行方不明者 96 名
の被害を生じた。 
被害は特に岐阜県、京都府、兵庫県、岡山県、

香川県などで目立った。人的被害は、特定の市

町村で集中的な被害が生じたという形態は見ら

れず、1 名もしくは 2 名が死亡した現場が、広
範囲に広がったのが特徴である。 
 最も大きな浸水被害は、兵庫県豊岡市で生じ

全世帯の 24.8%が床上浸水した。これは 7 月の
新潟・福島豪雨時の三条市とほぼ同様な割合で

あった。ただし、豊岡市の死者は 1 名で、大規
模な浸水は見られたものの、新潟県中之島町の

ような人的被害や多数の家屋の損壊にはつなが

っていない。 
 今回の死者不明者 96 名の被害は、1983 年 7
月の「昭和 58年 7月豪雨」以来の大きさである。
京都府、兵庫県では 1971 年以降最大の被害とな
った。兵庫県の被害は、新潟・福島豪雨時の新

潟県、福井豪雨時の福井県の被害を上回った。 
 全死者不明者 91 名の死因を分類したところ、 
31 名が「洪水」、27 名が「土砂災害」となった。
洪水による死者は、1982 年長崎豪雨災害以来最
大で、そのほとんどが歩行中または運転中の遭

難者であった。 
 年代別では、65歳未満 40名、65歳以上 49名
で、高齢者の比率が高いが、新潟・福島豪雨時

の 65歳以上が 8割に比べると多くない。洪水に
よる死者では、65 歳未満の方が多かったことが
特徴的である。移動中は、年齢と関わりなく災

害弱者に近い状況になっていることが今回の災

害であらためて顕在化した。 
 

注1）参考文献：自然災害科学J.JSNDS Vol.23, 

      No4,2005(Preprint) 
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東田 光裕 

西日本電信電話株式会社兵庫支店 主査 
（京都大学大学院情報学研究科 社会情報学専攻 博士後期過程 1回生） 
専門分野：防災情報学，情報システム，災害対応 
E-mail：higashida@drs.dpri.kyoto-u.ac.jp 
 
 
はじめまして、ＮＴＴ西日本兵庫支店の東田

です。 

現在、私は一企業の担当者という立場と、京

都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻の学

生としての立場を持っています。今日は両方の

立場の見解でお話しいたします。そのために、

少し混乱されるかもわかりませんけれども、両

方の観点からいろいろ発表させていただきたい

と思います。 

今回は３つのテーマを挙げるように課題をい

ただきましたが、最終的には１つになってしま

い、「標準的な危機管理システムの構築」をテ

ーマとしました。その中で、マルチハザードに

対応した、標準化されたシステムの構築が必要

と考えます。 

実際この背景としましては、今年の３月ごろ、

47都道府県と13政令指定都市（静岡市を除く）

を対象に、危機管理センターに関するアンケー

トを送らせていただきました。そのうち有効回

答は55でした。その中で、「災害対策本部の設

置を想定している災害は何か？またその設置基

準が明確となっているのか？」ということを聞

かさせていただきました。結果は、資料を見て

いただいたらわかりますように、地震について

は90％以上の自治体が対象としていますし、設

置基準もほとんどの自治体が持っているにもか

かわらず、自然災害以外を対象としているとこ

ろは非常に少ないことがわかりました。逆にい

うと、今後は、自然災害以外の災害が起こった

ときにどのような対応をするかということが、

非常に重要になってくると考えています。 

また災害対応状況の管理項目に関する質問で、

「どのような情報を、どういった形で管理して

いるか？」という質問を行いました。回答では、

「情報システムを用いて管理している場合」

「ある様式に従って管理している場合」「その

他」という選択肢を用意しました。結果を見て

いただきますと、「システム化しているところ

はほとんどない」ということがわかりました。

そこで、「システム化でなくても、紙とか、い

ろんな形で保存している場合でも、様式がある

か」ということを聞くと、「様式化ができてい

ない」という結果が半分以上でした。 

最後に、自由回答形式で「現在の課題は何

か」ということを聞きますと、複数回答ですけ

れども、多かった回答は、危機管理センターに

関する空間的な問題で、「狭い」や「（平常時

は会議室などに）併用しているので使いづら

い」といった内容や、維持管理コスト面に関す

る回答では、「情報システムの導入に伴う保

守・運用費用の維持」といった内容が非常に多

くありました。 

あと、最近は市町村合併が頻繁に行われる結

果、自治体間のシステムの統合が必要となりま

す。そのとき、「自治体間にネットワークがな

い」や「様式が統一されていない」ために、そ

れをどうあわせるのかというような問題などの、

市町村合併による問題というのが非常に多く出

てきています。このような問題は、広域連携時

にも発生してくると思います。つまり、広域災

害時に近隣自治体間が連携する場合に生じる問

題と類似していると考えています。 

 

次に、設計方針の課題についてお話しします。 

防災情報システムの構築をコンピュータシス

テムの構築という観点から考えさせていただい

たとき、「ＥＡ（Enterprise Architecture）」

という考え方を紹介させていただきます。この

スライドは昨年、経済産業省から出されました

ガイドラインの内容から抜粋したものです。要

は何かというと、これからのシステム構築にお

いては「組織全体の業務の効率化」を考える必

要があり、これまでのような縦割りで部署ごと

にシステムを構築することは、非常に非効率で、

さらには部局間のシステム連携が出来ていなか

った。結局、隣の部署でも同じようなシステム
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を構築していたりすることがあった。そのよう

な問題を解決するために利用される方法です。 

実際にＥＡとはどのようなものかといいます

と、先ほどのアクションプラン作成の考え方と

よく似ていますが、まずは、どのような業務を

行っているのかを明確にするために業務分析を

行います。このときに、現在の組織や呼称にこ

だわらず、すべての敷居を取り払って、まずは

目指すべき理想のシステム像を明確にします

（ＢＡ）。次に、組織間でやり取りされる情報

について分析します(ＤＡ)。その整理が行われ

た後で、アプリケーションを検討します(ＡＡ)。

つまり、住民へサービスを提供するためにはこ

ういうサービスが必要であって、それのために

はどのようなアプリケーションが必要かを考え

ます。最後に、システムを構築するための技術

的な要件について検討します（ＴＡ）。例えば、

インターネットを利用するのがいいのか、ある

システムを利用したほうがいいのかとか、回線

はどうしたらいいのかということを考えます。

災害対応においても、このような方法によって

システムを検討することが必要だと思います。 

つまり、上流工程－政策・業務体系（業務機

能の構成）とデータ体系（業務機能に必要とな

る情報の構成）の部分の検討にしっかりと時間

をかけるべきであると考えます。情報技術やシ

ステムといったものは、どんどん進化していき

ますので、技術体系（各サービスを実現するた

めの技術の構成）を先に考えてしまうと、１年、

２年後には、そのときの技術が古くなり環境が

どんどん変化していきます。だから、システム

を構築するときに最適な技術を用いればいいと

いう考え方でもあります。 

次に、ＥＡの普及が重要視されている原因の

ひとつにわが国の情報サービス市場の衰退があ

ります。これは現在の情報サービス市場の課題

です。この資料は、経済産業省のガイドライン

の中にあったものからの抜粋です。「調達側は、

自らの提案能力が乏しい分、システム開発のみ

ならず、調達仕様の策定まで長期的な取引関係

にあるベンダに依存している」とあります。要

は、「こういうものをつくってほしい」と調達

側がいうと、そのときの構築ベンダがそれなり

のものをつくってきてくれたということです。

この場合の問題点が何かというと、ベンダ側と

いうのは、業務の細かいことはわかりませんか

ら、自分のいいように解釈をし、システムを構

築します。それから、価格を抑え、安くつくり

たいと考えます。そのために、既存の機能を利

用しようというふうに考えてしまいます。その

結果、我が国のソリューション自体の能力が、

調達側と開発側の両方とも非常に低くなってき

ているという問題があります。さらには、ベン

ダ側は囲い込みをしたいために、独自のシステ

ムを構築します。つまり、「自分達でしか変更

できません。」といったシステムを作ってしま

います。その結果、事業再編や企業同士の合併

になった場合や、市町村合併などの場合、Ａ社

とＢ社が構築したシステムを一緒にデータ統合

しようと考えたときに、難しかったり、できな

かったりといったことが発生します。また、シ

ステムを何か一つ変更するだけで何百万円、何

千万円が必要になるといった現実があります。 

 

標準的な危機管理システムとしてアメリカが

採用している、ＩＣＳ（Incident Command 

System）というのがあります。何かといえば、

組織運営を機能ごとに考えているのです。「だ

れがこれをしないといけない」と決めるのでな

くて、機能を考えて、「災害対応を行うために

は、こういった機能が必要であり、そのときに

最適な人をアサインする」というような考え方

です。お互いの担当がやりとりする情報は、ICS 

Formsという様式が規定されていて、その中の数

字、番号、内容は標準化されています。この様

式は、どの組織においても共通に利用されてい

ます。そのために、誰もが共通的に利用可能と

なり、広域連携にも対応可能な構成になってい

ます。 

具体的に、システムを構築するためにどのよ

うに検討を行えばいいかといいますと、ＥＡの

考え方に基づいて、まずは、現在どのような業

務を行っているのか十分に業務分析を行い、次

にやり取りされる情報について分析する必要が

あります。その情報はどういうふうに伝達され

るのか。説明のために、林先生の資料を使わせ

ていただきます。情報は、災害発生の後にいろ

んな情報ソースから収集されます。発災直後に、

情報の空白期は一瞬ありますが、その後はどん

どん入ってくるのです。また、阪神淡路大震災

以降この情報の空白期を埋めるための努力が行

われた結果、情報収集手段が整備されました。

その後収集された情報は蓄積され、その蓄積し

た情報を集約します。この集約する場合に重要

となるのが、どの情報が重要で、どの情報を共

有しなければいけないかを決定することです。
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ここでは「主題（テーマ）」が重要になります。

しかし、この辺りがまだ弱いところでもありま

す。そして、最終的に集約された情報を発信し

ます。これは住民の方々への情報発信や、関係

部局間と共有することです。情報を扱う場合は、

このような流れを考える必要があります。 

次に災害対応を考える場合、５Ｗ２Ｈが重要

です。「なぜ（Why）」、「何を（What）」、

「いつ（When）」、「だれが（Who）」、「どこ

で（Where）」、「どのように（How to）」、

「どのぐらいのレベルまで（How much）」とい

った観点で情報の流れを考えていく必要がある

のではないかと考えています。 

次に、これは「IDEF0」の図です。また、これ

はフローチャートですが、情報の流れを整理す

る場合に、このような標準的な手法で記述する

と、次にシステム化を行うことが非常に簡単に

なってきます。また、このような手法で整理し

たときに何がわかるかというと、既存の計画が

つながってなかったり、ある部分に対しては何

も規定してなかったり、といった問題点が可視

化できます。そのために、システム化を行う場

合は、まず業務分析を行い、このような標準的

な手法でフローを作成していくことが一番重要

と考えています。 

最終的には、「危機管理センター」というも

のを考えるべきだと思いますが、アメリカの例

をお見せします。これは先ほどのＩＣＳの機能

を意識したレイアウト構成をとっています。つ

まり、ＩＣＳの機能を最大限に活用できるよう

なレイアウトを行っています。わが国でもこの

ような機能に即したレイアウトを行う必要があ

ると思っています。 

 

最後に、災害時の通信について少しお話をい

たします。昨年発生した新潟県中越地震では山

古志村は道路が途絶され孤立しました。同時に

通信も遮断されたために不通となりました。理

由は、がけ崩れ等によって切断されたケーブル

の復旧を行うことが立ち入り禁止区域になった

ためです。ただし、それ以外の地域については、

復旧することができました。それは回線を２ル

ート化しているためです。そのために、電話に

よる通信は、非常に早く復旧はできていました。 

次に、通信の集中による通話規制（輻輳）に

ついて説明します。今回の地震発生時でも阪

神・淡路大震災のときと同じくらいの通話の集

中が発生しました。これは固定電話についての

データですが新潟県中越地震のときも、通常時

より約50倍の通話集中がありました。この輻輳

をなくすことは非常に難しいですが、今回の地

震では輻輳の時間はそんなに長くなかったと思

います。 

次に、インターネットへのアクセスですが、

自治体などからの情報提供にインターネットが

利用されました。その結果、自治体のホームペ

ージへのアクセス数がすごく増えたのです。こ

の辺も今後の課題であります。電話の輻輳と同

じで、インターネットでも想定以上のアクセス

が発生した場合は見ることが出来ません。情報

共有の手段としてインターネットは非常に重要

ですがこのような事態も考える必要があります。

例えば、4月に発生したＪＲ西日本の列車事故の

とき、私もＪＲ西日本のホームページにアクセ

スしようと試みましたがまったくアクセスでき

ませんでした。タイムアウトを起こします。理

由はアクセスが集中するからです。今後はこう

いった面も考える必要があるのではないかと思

います。 

時間が少し延びましたけれども、これで終わ

らせていただきます。 
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効果的な危機管理を可能にする情報システムの開発

• 標準的な危機管理システムの構築

–マルチハザードに対応したシステム

–広域的な災害に対応可能なシステム
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）

感
染
症
・毒
物
・
劇
物
に
よ
る
健
康
被
害

土
壌
汚
染
・放
射
能
漏
洩

武
力
攻
撃
事
態
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100
想定有

災害対策本部の設置
基準の有無(%)

災害対策本部の設置を

想定している災害

と

設置基準の有無

47都道府県＋13政令指定都市

のアンケート調査結果

（有効回答数=55）

(自治体数) (%)
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石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
の
特
別
地
区
に
お
け
る
災
害

0

10

20

30

40

50

地
震
災
害

風
水
害

海
上
災
害
（
船
舶
事
故
・
重
油
流
出
含
）

航
空
災
害

鉄
道
災
害

原
子
力
災
害

危
険
物
等
災
害

高
層
建
築
物
、
地
下
街
及
び
市
街
地
等
の
災
害

火
山
災
害

津
波
災
害

高
潮
被
害

土
砂
災
害

雪
害
健
康
被
害
一
般
（食
・
飲
料
水
・食
品
・
食
中
毒
等
）

感
染
症
・毒
物
・
劇
物
に
よ
る
健
康
被
害

土
壌
汚
染
・放
射
能
漏
洩

武
力
攻
撃
事
態

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
想定有

災害対策本部の設置
基準の有無(%)

災害対策本部の設置を

想定している災害

と

設置基準の有無

47都道府県＋13政令指定都市

のアンケート調査結果

（有効回答数=55）
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0
10

20
30
40
50
60
70
80

90
100

その他

様式に従い個別管理
システムで集中管理

職
員
の
出
勤
状
況

職
員
の
安
否
状
況

職
員
の
配
備
状
況

他
団
体
の
一
般
行
政
機
関
職
員
の
受
入

自
衛
隊
の
受
入

消
防
緊
急
援
助
隊
の
受
入

警
察
広
域
緊
急
援
助
隊
の
受
入

海
上
保
安
庁
の
受
入

上
記
以
外
の
官
庁
職
員
の
受
入

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入

車
両
管
理
（重
機
含
）

船
舶
管
理

航
空
機
管
理

移
動
系
通
信
機
器
の
配
備

食
料
の
管
理

水
の
管
理

医
薬
品
の
管
理

仮
設
ト
イ
レ
の
管
理

防
災
用
資
機
材
等
の
管
理

救
援
物
資
等
の
受
入

避
難
指
示
・勧
告
の
発
令
、
警
戒
区
域
の
設
定

激
甚
災
害
の
指
定
状
況

備
蓄
物
資
の
分
配
状
況

救
援
物
資
の
分
配
状
況

応
急
危
険
度
判
定
の
実
施
状
況

被
災
判
定
調
査
の
実
施
状
況

罹
災
証
明
の
発
行
状
況

応
急
修
理
の
実
施
状
況

生
活
再
建
支
援
の
実
施
状
況

災
害
廃
棄
物
処
理
状
況

医
療
機
関
の
受
入

鉄
道
不
通
・
復
旧
情
報

交
通
規
制
・道
路
復
旧
状
況

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
復
旧
状
況

応
援
部
隊
の
配
備
状
況

人的管理項目 対応状況管理項目物的管理項目

災害対応状況の管理項目

情報の管理方法（システムを利用して管理、様式に従い管理）(%)
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空間の狭小性（面積不足） 20 更新、維持管理コスト面の課題 20

常設の空間を併用（専用でない） 15 運用人員の不足 4

諸室間の連携面の欠如（隣接した配置となっていない） 12 システムのネットワーク化が図られていない 4

必要空間が確保されていない(未整備) 7 マニュアルの不備 3

非常用電源が十分でない 5 職員の機器操作能力等 3

事務（IT)機器の不足 5 障害時のサポート体制不足 3

耐震性の低さ（耐震面の課題） 4 様式の統一がない 2

通信回線・設備の不足 4 市町村合併による体制の不備 1

機器・設備の老朽化 4 窓口が定まっていない市町村がある 1

電気容量等の不足 3 災害時における県の存在の曖昧性 1

耐水能力の不足（耐水面の課題） 2

代替空間に係わる課題（代替機能面の課題） 2 データの連携面の不備 5

庁内放送設備の未整備及び庁内LANの利用環境不備 1 総合的なシステム（防災情報システム）の未整備 3

衛星通信ネットワークの未整備 1 早期の被害情報の把握困難 2

レイアウトの融通が利かない 1 県民への情報提供システムがない 1

災害種別に本部設置位置が異なる 1 センター外に個別システムがある 1

システムが複雑 1

機能面が不十分 1

＜Ⅱ．人・体制・運用・連携＞　(27自治体)

＜Ⅲ．情報・システム＞　(11自治体)

<Ⅰ．空間・設備＞　(33自治体)

運用・維持・管理面での課題（自由回答）
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空間の狭小性（面積不足） 20 更新、維持管理コスト面の課題 20

常設の空間を併用（専用でない） 15 運用人員の不足 4

諸室間の連携面の欠如（隣接した配置となっていない） 12 システムのネットワーク化が図られていない 4

必要空間が確保されていない(未整備) 7 マニュアルの不備 3

非常用電源が十分でない 5 職員の機器操作能力等 3

事務（IT)機器の不足 5 障害時のサポート体制不足 3

耐震性の低さ（耐震面の課題） 4 様式の統一がない 2

通信回線・設備の不足 4 市町村合併による体制の不備 1

機器・設備の老朽化 4 窓口が定まっていない市町村がある 1

電気容量等の不足 3 災害時における県の存在の曖昧性 1

耐水能力の不足（耐水面の課題） 2

代替空間に係わる課題（代替機能面の課題） 2 データの連携面の不備 5

庁内放送設備の未整備及び庁内LANの利用環境不備　 1 総合的なシステム（防災情報システム）の未整備 3

衛星通信ネットワークの未整備 1 早期の被害情報の把握困難 2

レイアウトの融通が利かない 1 県民への情報提供システムがない 1

災害種別に本部設置位置が異なる 1 センター外に個別システムがある 1

システムが複雑 1

機能面が不十分 1

＜Ⅱ．人・体制・運用・連携＞　(27自治体)

＜Ⅲ．情報・システム＞　(11自治体)

<Ⅰ．空間・設備＞　(33自治体)

運用・維持・管理面での課題（自由回答) 市町村合併によ
る連携面での課

題
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設計方針の課題
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EA (Enterprise Architecture)とは？

■　EA（Enterprise Architecture)とは
　　EAとは、「組織全体の業務とシステムを共通言語と統一的手法でモデル化
し、部局毎ではなく『全体最適』の観点から、業務とシステムを同時に顧客志
向に改善していくための組織の設計・管理手法」である。

■　EA（Enterprise Architecture)の役割とは
①　部分的な業務ではなく組織全体のシステムと業務を目で見えるように
する 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　全体像の共通言語による可視化

②　「業務」と、「技術」を自由に組み合わせられるような基礎を作る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：　業務とシステムの分割管理

③　現在から理想への移行計画を明確にし、必要な標準を定める

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　移行計画と標準の策定

出展)　経済産業省：ＩＴアソシエイト協議会報告～「ＥＡ策定ガイドラインVer.1.1」　-2004.12-
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EA (Enterprise Architecture)とは？

出展)　経済産業省：ＩＴアソシエイト協議会報告～「ＥＡ策定ガイドラインVer.1.1」　-2004.12-

■　４つの体系：業務からシステムに至る垂直的な関係とその現状の明確化

データ体系

技術体系
（Technology Architecture）

適用処理体系

（Data Architecture）

政策・業務体系
（Business Architecture）

（Application Architecture）

各サービスを実現するための技術の構成
　各サービスの固まりを実現するための、ソフトウエア、ハードウ
エア、ネットワークそれぞれの技術の構成

各サービスを実現するための技術の構成
　各サービスの固まりを実現するための、ソフトウエア、ハードウ
エア、ネットワークそれぞれの技術の構成

業務機能と情報の流れをまとめた行政サービス
の固まりの構成
　技術とサービスの成熟度を踏まえたサービス群（バックオフィ
ス、顧客サービスなど）の構成

業務機能と情報の流れをまとめた行政サービス
の固まりの構成
　技術とサービスの成熟度を踏まえたサービス群（バックオフィ
ス、顧客サービスなど）の構成

業務機能に必要となる情報の構成
　各行政機能で入力し、出力されるデータの構成
業務機能に必要となる情報の構成
　各行政機能で入力し、出力されるデータの構成

業務機能の構成
　業務参照モデルに基づく全府省共通の定義に基づき、行政サービスの
機能を体系化（現在の組織や業務手順・呼称にこだわらない点に留意）。

業務機能の構成
　業務参照モデルに基づく全府省共通の定義に基づき、行政サービスの
機能を体系化（現在の組織や業務手順・呼称にこだわらない点に留意）。
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■　現在の情報サービス市場の課題

－　調達側は、自らの提案能力が乏しい分、システム

開発のみならず調達仕様の策定まで長期的な

取引関係にあるベンダに依存。他方、ベンダ側

は、ユーザからの要求仕様の差別化が希薄である

ことから、価格を一定に抑え下請企業を上手に活

用しながら利益率を高めようと営業努力を行う。

METI 経済産業省
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NTT－WEST
2005.6.6EAの普及と情報サービス市場

■　現在の情報サービス市場の課題

－　この結果、市場では、現状の業務を既存の

技術で供給することがメインとなり、その結果、

我が国情報サービス産業そのもののソリューション

提案能力や新たな技術を世界の先陣を切って活用

する力も国際的に劣後。

METI 経済産業省
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■　現在の情報サービス市場の課題

－　ベンダ各社は顧客囲い込みのため独自の企画・

設計手法を用いようとする。このため、一度あるベンダ

企業に依存すると、ますます全てが特定ベンダ依存となる。

他方、ユーザには、事業再編、企業同士の合併など

による業務・システムの統合や、組織の縦割廃止

などへのニーズが高まっている。調達側が自分で自分
の業務・システムを把握すること（すなわちEAを導入するこ
と）はもはや不可欠。

METI 経済産業省
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標準的な危機管理
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NTT－WEST
2005.6.6ICS (Incident Command System) 

危機対応のための５つの主要機能

• 指揮調整：
　Command

• 事案処理：Operations
• 資源管理：Logistics 
• 情報作戦：Planning
• 財務管理：Finance

指揮調整
COMMAND

事案処理
OPERATIONS

資源管理
LOGISTICS

情報作戦
PLANNING

財務管理
FINANCE

(出展)京都大学防災研究所　林春男教授
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ICS FORM 201（概括説明）

(出展)京都大学防災研究所　林春男教授
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システム検討方針
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業務フローの解析

情報処理

収集・蓄積・集約・破棄・発信

情報の整理を行いフローの作成（IDEF0、UMLなど）

1.管理項目、様式の整理
2.部局間の連携項目の整理
3.通信手段の整理

資料 18 
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業務フローの解析

収集
する

蓄積
する

集約
する

発信
する

破棄
する

メタデータ
カタログ

主題

1次情報

2次情報

現実

情報収集
手段

デザイン
テンプレート

ISMS

共有
する

情報共有
手段

情報発信
手段

デ
ー
タ
処
理

情
報
処
理

組　

織

社　

会

(出展)京都大学防災研究所　林春男教授

・情報の流れの分析・整理による業務フローの解析
・業務毎に分析をおこなう
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業務フローの解析

• 整理方法

ひとつの業務を5W2Hで考える

目的 Why （なぜ？）
具体的な内容 What （何を？）
順序 When（いつ？）
遂行部局・者 Who （誰が？）
方法 Where（どこで？）

　　 How to（どのように？)
How much

（いくらで？どのレベルまで？）
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A1

災害対策本部
情報連絡室を
開設する

A2

緊急時被害情
報を収集する

A3

初動期情報
を収集する

A4

定時報告情
報を収集する

ノード : タイトル : 番号 :災害対策本部に係る情報を収集・伝達する 2A0

I3 情報
O1被災状況
概要の報告

O2被災地域の
確定の報告

O3定時被害
状況の報告

M3各出先事務所
（出勤途上職員）

M2各区災
害対策本部

開設された
情報連絡室

C2収集・
報告時間

C1災害対策本部情報
収集・伝達マニュアル

M4 各局

M1 市災害
対策本部
要員

I2 機器

C4 定時

I1
災害の発生

発災後１時間
以内 発災後１時間

～３日目 発災後
４日目以降

緊急時被害情報

初動期被害情報

定時報告情報

C3チェック
リスト

業務フローの解析 • 部局間の連携項目の整理
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<Logistics：ロジスティクス >

<消防部 ><建設部 ><行財政部 ><危機管理部 >

START

NO

現存空地情報

震度 5弱以上
の地震発生

YES

防災指令の

各部への伝達

防災指令

NOYES

1号， 2号

3号

職員動員計画

不明

職員配備体制

勤務時間
内・外

内

外

の一括管理

1

END 地震発生
NO

YES

道路、交通安全
施設の被災状況

災害対策基本
法に基づく

交通規制

道路交通法に
基づく

交通規制

発災後
4、5日～ 1週間
以内

NO

YES

緊急輸送路

緊急輸送路

の確保

緊急道路啓開

災害の発生が

予想される

災害用機械
器具確保

被害状況

YES

END

NO

災害時臨時
離着陸場
の設置

・運行管理

活動要員不足
・特殊作業

NO

YES

<産業振興部 > <外部機関 >

救援物資集積

・配分拠点

航行規制

航行規制情報

の伝達

緊急通行車両

の事前届出

・確認手続

の整備

2

2

3 5

6

<Logistics：ロジスティクス>

<消防部><建設部><行財政部><危機管理部>

START

NO

現存空地情報

震度 5弱以上
の地震発生

YES

防災指令発令

防災指令の

各部への伝達

防災指令

NOYES

1号， 2号

3号

職員動員計画

不明

職員配備体制

勤務時間
内・外

内

外

災害時空地情報

の一括管理

1

END 地震発生
NO

YES

道路、交通安全
施設の被災状況

災害対策基本
法に基づく

交通規制

道路交通法に
基づく

発災後
4、5日～ 1週間
以内

NO

YES

緊急輸送路
ネットワークの指定

緊急輸送路

の確保

緊急道路啓開

災害の発生が

予想される

災害用機械
器具確保

被害状況

YES

END

NO

災害時臨時
離着陸場
の設置

・運行管理

活動要員不足
・特殊作業

NO

YES

<産業振興部> <外部機関>

広域緊急輸送拠点

救援物資集積

・配分拠点

航行規制

航行規制情報

の伝達

緊急通行車両

の事前届出

・確認手続

交通規制資機材

の整備

災害時交通規制

システムの整備

2

2

1 2

3

・車両
・船艇（みなと部）

・その他の機械
　器具

記述がない

マニュアル
がない

資料 22 
 
 

23

NTT－WEST
2005.6.6

危機管理センター（EOC)

資料 23 
 
 

24

NTT－WEST
2005.6.6

危機管理センターの設計

カリフォルニア州オークランド市EOC

カリフォルニア州オークランド市EOC

カリフォルニア州OESのEOC

資料 24 
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ディスカッション 

 
 
（1）災害情報の発信媒体にインターネットを活
用する事は、現時点で有効と考えられますか？

課題があるとすれば、どの様な点ですか？  
 
情報を発信する媒体としてインターネットは

非常に有効です。最も有効な情報共有手段とい

っても過言ではないと思います。 
ご質問にある課題として考えられることは、

どのような情報を、どのタイミングで、発信す

るかを明確にしておく必要があると思います。

具体的には、インターネットとは不特定のユー

ザに対して、特定の情報を流すことになります。

例えば、先の脱線事故の際でも問題となりまし

たが負傷者の名前と収容されている病院名を公

表するかどうかで議論が分かれました。このよ

うに個人情報の取り扱いについては特に注意が

必要と思われます。 
また、システム面の話をしますと、災害時に

備えてシステム構築が必要です。例えば、サー

バを設置する場所の耐震性や電源の確保（非常

用電源）などがあります。さらに災害時にはア

クセスの集中が予想されますのでシステムの多

重化の検討が必要です。現実に、検索サイトな

どは十数台のサーバで構成されているといった

事例もあります。 
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藤井（齋藤）正俊 

筑波大学大学院システム情報工学研究科リスク工学専攻 

（日本電気株式会社 公共システム事業部） 

専門分野： 消防・防災システム，都市火災，リスクマネジメント 

E-mail：mfujii@sk.tsukuba.ac.jp, m-saito@ab.jp.nec.com 
 

 

ご紹介いただきました筑波大学の藤井と申し

ます。私も先ほどの東田先生と同じで、現在２

つの肩書きがあります。現在は若干現場から離

れておりますが、以前はお客様と共に現場で実

際にシステムインテグレートをしておりました。

そのような中で、例えば、余りに概念的で漠然

としすぎていて「ものづくり」の場にはそぐわ

ない話とか、あるいは、契約関係がある中では

なかなかストレートに言えない話などは、当然

ありました。今日、NECの肩書きを控えめにして

いるのはそのような理由からで、そういった本

音に近い部分の話をできるだけ体系的にお話し

してみようと思います。 

事前にいただいた資料から、第２回ワークシ

ョップの中でまとめられた「戦略計画」を拝見

させていただきました。非常に苦労された跡が

伺えまして、私自身も、こんなテーマを与えら

れたらちょっと頭が痛いなというところが正直

あります。その「戦略計画」の中から、私なり

にいくつかキーワードを拾ってみました。それ

を基に本日は３点お話しようと思います。まず、

１点目の「『標準化』をどう考えるか」と、２

点目の「人間とシステムの共存－どこまでをシ

ステムに任せるのか」ですが、これは先ほどス

ライドで示したいくつかのキーワードをまとめ

直した話で、お互いにかなり関連しております。

３点目の「防災システムのリスクマネジメン

ト」は、先ほど挙げたキーワードには出てきま

せんでしたが、私自身、普段から大事なことで

はないかと思っている点ですので、お話させて

いただきます。 

 

まず、１点目の「『標準化』をどう考える

か」です。「標準化」という話は、先ほどから

何人もの先生がお話しされております。システ

ム全体が向かうべき方向性として、まずは「情

報共有を目指す」、その後「意思決定の高度化

に拡張して行く」という考え方は、基本的にご

賛同いただけると思います。今は下火であまり

流行りませんが、いわゆる「エキスパートシス

テム」と呼ばれるものに向かう流れということ

です。 

（「そのような流れが実際のところうまく運

ばない」という問題が、皆さんの共通認識とし

て存在するという前提で、）なぜこの流れがう

まくいかないかということを考えてみます。情

報共有に関しては、先ほど秦先生からお話があ

った通り、データが標準化されていないと非常

に難しいと思います。特に、機関間連携とか広

域連携ということを考えるのでしたら、このこ

とはことさら重要になってくると思います。し

かし、それ以前の問題として、そもそも「どん

なデータが必要なのか」が明確になっていない

のではないでしょうか。「どんなデータが必要

なのか」は、基本的に「業務」から洗い出すし

かないと私自身は考えています。さらに、その

先の話ですけれども、分析とか意思決定を高度

化する話になってくると、意思決定などの判断

基準は人によってさまざまで、人が代わったら

（システムは）もう使えないという状況が往々

にして発生します。これは非常に辛いところで、

システムの標準化を妨げる一つの根本的な要因

ではないでしょうか。したがって「判断基準の

ルール化」が絶対必要になってきます。 

一方で、先ほど挙げた（「戦略計画」から拾

った）キーワードの中にもありましたように、

「システムの標準化」や「日常業務とのシーム

レス化」という要求は以前からありましたが、

これもなかなかうまくいっていないのが実情だ

と思います。 

これらを満足させるために何が必要なのかと

いうと、越山先生や秦先生のお話の中でも出て

まいりましたが、「防災業務の標準化」以外に

ないと思います。情報システムを標準化する上

で、これは絶対に不可欠であると私自身は考え

ています。 
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私はいろいろな防災・消防関係のシステムに

携わってまいりましたが、その中で、言い過ぎ

かもしれませんが、多少なりともうまく行って

いると思われる例を一つ挙げますと、消防機関

の通信指令システムがあります。うまく行って

いる理由はいくつか考えられますが、例えば、

業務と業務上のルールが極めて明確化されてい

ることが挙げられると思います。ほぼ「システ

ム＝業務」という構図が出来上がっていますの

で、業務をそっくりシステムに乗せることがで

きます。もう一つ見逃せないのは、「システム

化できない」「システム化しない」という部分、

つまり、「ここは人がやるしかない」という部

分の割り切りがされている点があると思います。

先ほど申しあげた「人がかわったら使えないシ

ステム」というものは、このような割り切りが

ないことが原因になる場合が多いように思いま

す。システムインテグレートをする立場で言う

のはちょっとまずいかもしれませんが、誤解を

恐れずに言うと、情報システムというのは、何

となくの構想があって、何となく「こんなもの

にしたらいいのでは」という話があれば、それ

っぽいものはいくらでもできてしまいます。し

かし、本当に「使えるもの」をつくるのであれ

ば、「システム化しない（できない）部分を割

り切る潔さ」は、非常に重要な考え方ではない

かと思います。 

そのような「業務の標準化」を行うと何がで

きるか、何が変わるかを３つ挙げてみました。

まず１点目は、業務におけるシステムの位置づ

けが明確になりますので、人が使ってくれるよ

うになります。ただのお飾りのシステムという

ものは随分減るのではないでしょうか。２点目

に、広域連携がとりやすくことが挙げられます。

これは、このワークショップの一つのモチベー

ションでもある「スーパー広域災害」などを考

えたときには、非常に重要だと思います。３点

目は、これはちょっと言い過ぎかもしれません

が、システムの標準化という作業自体はお金も

人も時間も相当かかる話だと思いますが、それ

を一回やってしまえば、長期的なシステム導入

コストは下がるのではないかと期待しています。

ただし、これは私の個人的な考え方なので、も

しかしたら的外れかもしれません。 

さて、最終的に、日常業務との融合を目指す

というのはどういうふうにしていったらいいの

かを考えてみます。これはもう概念的な話でし

かないのですが、あえてお話いたします。まず、

「システムの標準化」ということを考えると、

「防災業務の洗い出し・標準化」は外せません。

ただし、「防災業務の洗い出し・標準化」と一

言で書いてしまいましたが、これが一番難しい

プロセスだと思います。それがうまくいくと、

次に「データの洗い出し・標準化」ができます。

これは情報共有の土台づくりとして非常に重要

なプロセスであると思います。そして、その先

に「日常業務とのシームレス化」という話が見

えてきます。データの洗い出しができて標準化

ができると、日常業務におけるデータは当然別

にありますから、その２つをできるだけ統合で

きるように工夫すると望ましいと思います。非

常時のための防災情報システムだけのデータ整

備は非常に辛くて、これはモチベーションが上

がりません。日常業務の片隅に追いやられ放っ

ておかれて、データが陳腐化したなどというこ

とはよくある話で、できるだけ日常業務とかぶ

せてあげたいところです。そして、さらにその

先に、ようやく日常業務と防災業務のシームレ

ス化が見えてまいります。これについては、デ

ータのシームレス化とは違い、非常時の業務は

日常業務の延長ではできないものが数多くあり

ますので、「すみ分けをはっきりさせる」とい

うだけでもかなり効果はあると思います。 

以上が、「標準化」についての私見です。 

 

さて次に、意思決定の高度化のお話をしたい

と思います。意思決定の高度化に、どうのよう

に情報システムを使っていったらいいかという

点については、よく引き合いに出される話とし

て「情報の獲得」「情報の解析」「意思決定」

「行為実行」という４つの段階があると言われ

ています。これらに関して、人間とコンピュー

タがどのようにかかわっていくかという話です。

基本的にこの（スライドの）モデルは、自動化

プラントや航空機の「グラスコクピット」と言

われるシステムに関する話を基にしていますの

で、そのまま防災システムには当てはまらない

と思いますが、考え方は非常に重要だと思いま

す。ただし、防災業務においては、現場で

「人」が中心になって動きますから、人間への

依存度が飛躍的に低くなるということは、将来

的にも到底考えられないと思います。そのよう

な状況の中で、「何を」「どこまで」コンピュ

ータに配分していくかということについては、

それなりに真剣に考えなくてはなりません。 

まず、最初の「何を」というについては、
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「機能配分」という概念があります。ここ（ス

ライド）に挙げた３つの考え方あります。細か

く話すとかなりややこしいのですが、大体こん

な感じで考えられることが多いと思います。１

番目は、要は、人間とコンピュータとどちらが

得意なのかという話です。一般的には、コンピ

ュータはルーチンワークが得意で、人間は複雑

な判断・意思決定が得意だという割り振り方を

しています。そのような考えに基づいて、人間

とコンピュータに機能を配分します。２番目は、

自動化できるところは、とにかくコンピュータ

にやらせてしまえ、残ったところを人間がやり

ましょうという考え方です。１番目と大きく異

なる点は、業務をコンピュータがやりやすいよ

うに「コンピュータにあわせて業務を変える」

というところです。３番目は、「コストを最小

化できるように機能を割り当てる」ということ

ですが、これは防災システムにはなかなか受け

入れられない考え方だと思いますので、説明は

省略させていただきます。 

さて、どこまで自動化をするかという判断で

すが、Sheridanが1992年にまとめた考え方が参

考になると思います。冒頭でエキスパートシス

テムの話を少ししましたが、かつてエキスパー

トシステムが目指したのは、（スライド上で）

上から２番目（LOA=2）の「コンピュータはすべ

ての選択肢を提示し、人間はそのうちの一つを

選択して実行」と（スライド上で）上から３番

目（LOA=3）の「コンピュータは可能な選択肢を

すべて人間に提示するとともに、その中の一つ

を選んで提案。それを執行するか否かは人間が

決定」のあたりであると言われています注１）。

（スライド上で）その上にある「コンピュータ

の支援なしに、すべてを人間が決定・実行」は

全てを人間が、また、（スライド上で）一番下

に書いてあるレベルは、全てをコンピュータに、

それぞれやらせましょうという話です。注目す

べきなのは、「エキスパートシステムが目指し

たのは、必ずしも『高度な自動化』ではない」

という点です。これらを踏まえて、「情報の獲

得」「情報の解析」「意思決定」「行為実行」

のそれぞれにおいて、自動化のターゲットどこ

に定めたら良いかという私見をお話します。ま

ず、情報を獲得して分析するあたりは（スライ

ド上での）下の方、つまり、どんどんコンピュ

ータを使って自動化すべきではないかと思いま

す注２）。一方、意思決定や行為実行におけるタ

ーゲットは、基本的には、「エキスパートシス

テム」もしくは「人間が全てを行う」というの

が、現実的な解ではないかと思います。ただし、

何度も申し上げていますが、エキスパートシス

テムを目指すのであれば、絶対に業務の標準化

は外せないということを、もう一度強調したい

と思います。 

 

３つめの話題は「防災システムのリスクマネ

ジメント」という、かなり概念的な話です。

少々技術的なことをかじられた方から、よく

「インターネットは災害に強い」などというお

話を聞くことがあります。正しいとも誤りとも

言い切れないのですが、どこからそんな話が来

るのか考えてみました。インターネットのルー

ツと言われるアメリカ国防総省のARPANET（アー

パネット）というシステムは、アメリカ本土が

核攻撃を受けたとき、核攻撃で破壊された部分

を自律的・自動的に迂回して、生き残ったとこ

ろ同士での通信を継続しようという構想があっ

たと言われており注３）、現在のインターネット

は確かにそのような仕組みを備えています。こ

こから来たのではないでしょうか。災害（特に

震災）に置き換えると、「被災地を自律的に迂

回して被災地外同士の通信を継続する」という

意味では、滅法強いと言えます。しかし、被災

地の中の通信はそもそも想定されていないわけ

ですから、被災地に係わる部分については、

（特に震災においては）（回線やプロトコルな

どを総合的に見て）極めて弱いものだという考

えを持ったほうが良いと思います。この話は、

電力を含めたライフライン全般に言えることだ

と考えます。 

さて、ここ（スライド）に「リスクマネジメ

ント的観点」とありますが、林先生が最初にお

話された際に出てきた概念と同じです。リスク

マネジメント的観点とは、リスクの「回避」

「除去」「転嫁」「受容」の４つの視点を基に

しています。最終的には個別の事例を踏まえて

判断する必要がありますが、大局的にはこの

（スライドのグラフの）ように考えて良いと思

います。横軸は「そのシステムがいつ必要なの

か」、縦軸は「どこで必要なのか」を表してい

ます。被災地において初期対応でどうしても必

要なシステムがあったとすれば、徹底的な予防

措置をするべきだと思います。「予防原則」と

いう、環境問題で使われ始め、最近は対テロ戦

争で有名になった言葉がありますが、この言葉

が非常に説得力を持ってくる領域だと思います。
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一方、発災直後に必要だが、必ずしも被災地内

にある必要がないシステム（例えば被災地外へ

の情報発信を目的としたものなど）は、回避的

措置を考えることができます。超広域連携によ

るバックアップシステムはこの一つです。ウェ

ブサーバのバックアップ系を相互に持ち合うな

どというアイディアです。具体的には失念して

しまいましたが、どこかの自治体同士ですでに

行われていたと思います注４）。さらに、復興期

では必要だが初期対応では我慢できるシステム

なのであれば、とりあえずはシステムが壊れて

しまうことも受容するという考え方も、限られ

た対策予算の中では必要だと思います。要する

に、対策を考える際に「選択と集中」を行うこ

とが重要であり、捨てる割り切りも必要なので

はないかということが、私の申し上げたいこと

です。 

 

以上です。ありがとうございました。注５）

 

 

補注 

注１） 「診断仮説の確信度表示（LOA=2,3）」

「最有力の診断仮説表示（LOA=4）」と

いう言い方をすることがあります。LOA

についてはスライドを参照してください。 

注２） 多種膨大なデータをコンピュータに処理

させて人間がアウトプットを得ることに

ついて、「多次元情報を見やすい形で人

間に提示/表示」という言い方で表現す

ることがあります。 

注３） ただし、最終的な開発目的はこれではな

かったとも言われていますが、このあた

りの話は諸説あるようで、実際のところ

は定かではありません。 

注４） 小田原市（神奈川県）・甲府市（山梨

県）・今市市（栃木県）です。下記URL

の記事の中ほどから下をご覧ください。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NGT/

govtech/20050322/157803/index4.shtml 

注５） 時間が足りなくなってしまい、最後のま

とめで申し上げられなかったことがあり

ますので、ここで補足させていただきま

す。「システムの標準化」を目指すので

あれば、「業務の標準化」は外すことが

できない重要な要素であることは、申し

上げた通りです。しかし「業務の標準

化」は、ヒト・カネ・時間などいずれの

リソースにおいても、質・量ともに膨大

なものを必要とするタスクであることも

事実です。ところで、このワークショッ

プの重要な共通認識として、「30年をど

う過ごすか」という点があると思います。

30年（もしくは少なく見積もって20年く

らい）、本当にそれだけの猶予が許され

るという前提で考えると、時間的には

「標準化」を戦略的に遂行するだけの余

裕はあると言えます。したがって、「シ

ステムの標準化」は「業務の標準化」が

概ね見えた段階で改めて仕切りなおして

も良いのではないでしょうか。つまり、

数多くの戦略課題がありますが、「シス

テムの標準化」はあえて先送りすべき課

題の一つではないかと考えます。 
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1

『標準化』をどう考えるか

最優先課題は何か

情報共有とエキスパートシステム

日常業務とのシームレス化に向けて

人間とシステムの共存　‒どこまでをシステムに任せる
のか-

防災業務における役割分担・協調・棲み分け

機能配分と自動化レベル

局面ごとの自動化の考え方

防災システムのリスクマネジメント

リスクマネジメント的観点からの防災システムの災害対策

戦略計画策定に向けた専門家ワークショップ 2005年6月6日

『使える』防災情報システム開発に向けての私見的考
察

筑波大学大学院博士課程 システム情報工学研究科 リスク工学専攻

日本電気株式会社公共システム事業部

藤井(齋藤) 正俊

＜要旨＞
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2

戦略計画策定に向けた専門家ワークショップ

2005年6月6日

『使える』防災情報システム開発に向けての

私見的考察

筑波大学大学院博士課程 システム情報工学研究科 リスク工学専攻

日本電気株式会社 公共システム事業部

藤井(齋藤) 正俊
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3

Introduction

5 効果的な危機対応を可能にする情報システムの開発 

1.1 住民に対する情報提供システムの開発 
1.1.1 機関連携型住民向け情報提供システムの開発 
1.1.2 緊急通知型システムの開発（高齢者等） 

 

1.2 行政対応支援システムの開発 
1.2.1 各部局ごとに対応するシステムの開発 
1.2.2 組織間の連携システムの開発 

 
1.3 行政職員の防災情報対応能力の向上 

1.3.1 研修シミュレーターを開発する 
1.3.2 定期訓練の実施 
1.3.3 防災専門員の充実化を図る 

 
 
 
 
 
 

 
 

ハード屋を教育することが必要 

現在おかれている状況の把握 

巨大地震が起きた状況を市町村

に県がアナウンスすることが必

要（全部か半分か） 

巨大地震発生後の 
連続地震発生への 
意志決定 

具体的なシステムをつくる 

システムの柔軟性と標準化 
業務ごとに柔軟な対応ができる

システム 
システムの設計として統一的な

思想を持つが現場の部局で使い

やすいシステムにする 

通常の業務支援に利用できる 
ライフライン（水道）など平時

との情報連携 

防災に特化せずに既存の他部局

の（日常の）情報を利用できる

システム 
システムを使いこなす人材の育

成（リテラシー） 

平成16年度第2回WSでの戦略計画より

情報共有・連携

システム標準化

意思決定の高度化

日常業務との
シームレス化
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4

はじめに

Contents

『標準化』をどう考えるか

人間とシステムの共存

–どこまでをシステムに任せるのか-

防災システムのリスクマネジメント

Introduction
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5

『標準化』をどう考えるか

Part 1
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6

システムの方向性 『標準化』をどう考えるか

まずは『情報共有』

その先に『分析・意思決定』への拡張

（いわゆる『エキスパートシステム』の領域）
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7

なぜうまくいかない？

情報共有

　データが標準化されていない。

⇒　特に機関関連系・広域連携においては重要

　そもそも、どんなデータが必要なのか？

⇒　業務から洗い出すしかない

分析・意思決定（エキスパートシステム化）

　判断基準のルール化が不可欠

⇒　基準は人によって様々、人が代われば『使えない』

⇒　『不測の事態』をどこまで想定できるか　

『標準化』をどう考えるか
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8

なぜうまくいかない？

一方で・・・

システムの標準化

『現場の業務に即したシステム』でなければ使ってもらえ
ない、人材も育たない

日常業務とのシームレス化

日常業務と防災業務で『共有化できる部分・できない部分』
を明確にする必要がある

まずは『防災業務の標準化』が不可欠

『標準化』をどう考えるか
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9

業務の標準化の利点

業務におけるシステムの位置付けが明確になる

広域連携がとりやすい

長期的には導入コストが下がる可能性

非常に成功している例 ： 消防機関の通信指令システム

⇒業務と業務上のルールが極めて明確化されている

⇒ほぼ『システム＝業務』の構図ができている

⇒システム化しない（できない）部分を割り切る潔さ

『標準化』をどう考えるか
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10

日常業務との融合を目指して 『標準化』をどう考えるか

防災業務の洗い出し・標準化

データの洗い出し・標準化

標
準
化

情報共有の土台づくり

日常業務とのデータのシー
ムレス化

日常業務と防災業務の
シームレス化

シ
ー
ム
レ
ス
化

『防災情報システムのためのデータ整備』
はつらい　可能な限り日常業務と共有する

日常業務の枠組みで行うことができるもの
とそうでないものをはっきりさせる  
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11

人間とシステムの共存

Part 2

-どこまでをシステムに任せるのか-
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12

役割分担・協調・棲み分け 人間とシステムの共存

情報システムによって何をどこまで自動化するのか

情報獲得 情報解析 意思決定 行為実行

何を⇒ 『機能配分』

どこまで⇒ 『自動化レベル』

防災業務における役割分担・協調・棲み分け

コンピュータ

人間

人間への依存度が劇的に低くなることは期待できない
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13

機能配分

Comparison Allocation
対象となる機能ごとに人間と機械（コンピュータ）の能力を比較し、優れた能
力を持つ方に割り当てる

一般的には『コンピュータ：ルーティンワーク』,『人間：複雑な判断・意思決定』

Left-Over Allocation
自動化できる機能は自動化し、それ以外のものを人間に割り当てる

業務が高度にルーティンワーク化されていれば、マンパワーを最適再配分で
きる可能性がある

Economic Allocation
コストを最小化できるように機能を割り当てる

防災における『コスト』のコンセンサスが形成できない限り、防災システムに
は馴染まない

人間と機械との間での役割分担

人間とシステムの共存
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14

自動化レベル

(1) コンピュータの支援なしに、全てを人間が決定・実行。

(2) コンピュータは全ての選択肢を提示し、人間はそのうちの一つを選択して実行。

(3) コンピュータは可能な選択肢を全て人間に提示するとともに、その中の一つを選ん
で提案。それを実行するか否かは人間が決定。

(4) コンピュータは可能な選択肢の中から一つを選び、それを人間に提案。それを実行
するか否かは人間が決定。

(5) コンピュータは一つの案を人間に提示。人間が了承すれば、コンピュータが実行。

(6) コンピュータは一つの案を人間に提示。人間が一定時間内に実行中止を指令しない
限り、コンピュータはその案を実行。

(7) コンピュータが全てを決定・実行し、何を実行したか人間に報告。

(8) コンピュータが全てを決定・実行。人間に問われれば、何を実行したか人間に報告。

(9) コンピュータが全てを決定・実行。何を実行したか人間に報告するのは、必要性をコ
ンピュータが認めたときのみ。

(10) コンピュータが全てを決定・実行。

自動化レベル（LOA, Level of Automation）

『エキスパートシステム』

が目指したのはこのあたり

人間とシステムの共存

(Sheridan, 1992)  
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15

自動化レベル

(1) コンピュータの支援なしに、全てを人間が決定・実行。

(2) コンピュータは全ての選択肢を提示し、人間はそのうちの一つを選択して実行。

(3) コンピュータは可能な選択肢を全て人間に提示するとともに、その中の一つを選ん
で提案。それを実行するか否かは人間が決定。

(4) コンピュータは可能な選択肢の中から一つを選び、それを人間に提案。それを実行
するか否かは人間が決定。

(5) コンピュータは一つの案を人間に提示。人間が了承すれば、コンピュータが実行。

(6) コンピュータは一つの案を人間に提示。人間が一定時間内に実行中止を指令しない
限り、コンピュータはその案を実行。

(7) コンピュータが全てを決定・実行し、何を実行したか人間に報告。

(8) コンピュータが全てを決定・実行。人間に問われれば、何を実行したか人間に報告。

(9) コンピュータが全てを決定・実行。何を実行したか人間に報告するのは、必要性をコ
ンピュータが認めたときのみ。

(10) コンピュータが全てを決定・実行。

『情報獲得（収集）』『情報分析』におけるターゲット

人間とシステムの共存

日
常
業
務
を
ベ
ー
ス
に

可
能
な
限
り
自
動
化

(Sheridan, 1992)  
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16

自動化レベル

(1) コンピュータの支援なしに、全てを人間が決定・実行。

(2) コンピュータは全ての選択肢を提示し、人間はそのうちの一つを選択して実行。

(3) コンピュータは可能な選択肢を全て人間に提示するとともに、その中の一つを選ん
で提案。それを実行するか否かは人間が決定。

(4) コンピュータは可能な選択肢の中から一つを選び、それを人間に提案。それを実行
するか否かは人間が決定。

(5) コンピュータは一つの案を人間に提示。人間が了承すれば、コンピュータが実行。

(6) コンピュータは一つの案を人間に提示。人間が一定時間内に実行中止を指令しない
限り、コンピュータはその案を実行。

(7) コンピュータが全てを決定・実行し、何を実行したか人間に報告。

(8) コンピュータが全てを決定・実行。人間に問われれば、何を実行したか人間に報告。

(9) コンピュータが全てを決定・実行。何を実行したか人間に報告するのは、必要性をコ
ンピュータが認めたときのみ。

(10) コンピュータが全てを決定・実行。

『意思決定』『行為実行』におけるターゲット

人間とシステムの共存

『意思決定』『行為実行』において当面目指すべき現実的な姿

ただし、エキスパートシステム化には
業務の標準化・判断基準ルールの明確化が不可欠

(Sheridan, 1992)  
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防災システムのリスクマネジメント

Part 3
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導入 防災システムのリスクマネジメント

外⇔外：相当強い

外⇔内：相当弱い
内⇔内：相当弱い

弱いのはインターネットだけではない

電力も含めたライフライン全般に言えること

インターネットは災害に強いか？

被災地
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19

リスクマネジメント的観点

リスクの回避

リスクを生じるハザードそのものを回避する　

⇒自治体間の超広域連携

リスクの除去

予防的対策（免震、耐震、バックアップ、分散配置）

リスクの転嫁

保険的措置

リスクの受容

甘んじてリスクを受ける　

⇒時には重要な考え方

防災システムのリスクマネジメント
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20

初動対応期 復興期

被災地（自治体）
の外向け

徹底的な予防措置

　　　　　回避的措置

保険あるいは受容

被災地（自治体）
の内向け

防災システムのリスクマネジメント

『いつ』『どこで（誰が）』使うのか

いつ

ど
こ
で
（誰
が
）

復旧期

超広域連携によるバックアップシステム　など

『予防原則』が説得力を持つ領域
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21

対策の考え方

被災地

システムのバックアップ

一時的に捨てる割り切り

再開を待てるものは

『選択と集中』による電源・回線などを含
めた徹底的な予防措置・多重化・冗長化

超広域連携による

防災システムのリスクマネジメント
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22

まとめ

 
資料 22 
 
 

23

まとめ Conclusions

『標準化』をどう考えるか

『防災業務標準化』が最大の課題⇔後送りできる課題もある

データの標準化まで手が届けば、日常業務とのシームレス
化を実現できる可能性がある

どこまでをシステムに任せるのか

まずは『自動化された情報共有』を目指す

『防災業務標準化』でエキスパートシステム化が狙える

防災システムのリスクマネジメント

『選択と集中』による徹底的な予防措置

超広域的なバックアップ体制

緊急に必要でないものを一時的に捨てる割り切り  
資料 23 
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ディスカッション 

 
 
（1） システム代を切り捨てなければならない
ような業務とは、具体的にどんなものでしょう

か？ 
 
まず、「切り捨てなければならない」という

表現はやや語弊があります。「システム化する

必要がない」と表現したほうが正しいニュアン

スになります。それをお断りした上で、具体的

なシステム名を挙げてしまうといろいろ問題が

あると思いますので、マスコミ的な「無駄な投

資」の観点とはやや異なった、概念的なお答え

の仕方になることをお許しください。 
プレゼンテーションの中で「４つの機能フェ

ーズ（情報獲得・情報解析・意思決定・行為実

行」と「自動化レベル（LOA）」の話題を取り
上げました。プレゼンテーションの中では時間

の都合で詳細にはお話できませんでしたが、

様々なところで指摘される重要なポイントとし

て、「４つのフェーズ全てを同一の自動化レベ

ルに揃えなければならない理由はない」という

点があります。例えば、航空機のオートパイロ

ットや工場の自動化プラントなどで一般的に言

われているのは、 
・ 情報獲得および情報解析：高度の LOA
（多次元情報を見やすい形で人間に提供

する。） 
・ 意思決定：低度の LOA（システムは最適
仮説を提示。人間が自動化で得られた情

報以外の様々な情報・状況を総合的に見

て最終決定する） 
・ 行為実行：中程度の LOA（人間・コンピ
ュータ双方の判断ミスを補完できるよう

にセーフティネットを用意する。） 
といったことです。つまり、これを基にすれば、

概念的には「システム化する必要がない」部分

を指摘することができます。 
先述の航空機のオートパイロットや工場の自

動化プラントなどでは、マンマシンシステムの

エラーが即、人命損失や膨大な額の経済的損失

につながるため、そのような度重なる尊い犠牲

の上に成り立つ膨大な安全工学的事例蓄積があ

ります。しかし、防災システムについては、そ

のような蓄積がほとんどなく、またそのような

アプローチは困難と言わざるを得ません。した

がって、残念ながら上記のような議論がそのま

ま当てはまるかどうかは今すぐお答えできませ

んが、考え方としては非常に重要であると思い

ます。 
 
 
（2）平常業務とのシームレス化を検討する意義
は良く分かるが、災害業務を平時の縦割り組織

処理しようとしていることと同義ではないでし

ょうか？ここに問題があるように私は思うので

すが、いかがでしょうか？（消防は平常業務の

延長に位置づけ可能。しかし防災業務はそもそ

もそのように位置づけ困難なのではないでしょ

うか。） 
 
縦割り組織の弊害はご指摘の通りです。異論

を挟む余地はございません。しかし、例えどの

ような組織を作ったとしても、組織に定義され

たタスク以外の事象が発生すれば当然対応は遅

れ（もしくは対応されず）、結局「縦割り」と

指摘されます。災害などの緊急対応時は想定外

の事象が多発するため、特にこのような状況が

多発することは、ある意味至極当然のことと言

えるでしょう。あくまで私見ですが、縦割りの

厳格な命令系統は緊急対応にはむしろ必要で、

問題なのはあまりに多層化された縦割りや中途

半端な横割り思想を取り入れた複雑な縦割りで

あると思います。「シンプルな縦割り」が理想

なのではないでしょうか。 
組織論が本題ではないので話を進めさせてい

ただくと、ご存知のように、このような状況を

回避するためによくとられる措置として、例え

ば危機管理を統括するヘッドクオーターを設置

し、関連組織をその管轄化に置くという方法な

どがあります。しかし、根本的な問題は、そこ

で情報が共有できなければほとんど効果を期待

できないということです。私のプレゼンテーシ

ョンで強調したかったのは「システムの標準化

の前に業務の標準化あり」と「業務の標準化の

前にデータの標準化あり」という２点です。デ

ータの標準化には、通信回線上を流れるデータ

フォーマットはもちろん、用語定義や帳票フォ

ーマットも含んでいます。これができると、他

部門対応マターだろうが、組織改変が行われよ

うが、チャネルさえあれば組織間でデータを回

すことができるようになります。（現実にはヒ

トの問題もありますので、そう簡単にはいきま

せんが、少なくとも土台はできます。） 
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さらにその先の話として平常業務との標準化

（シームレス化）があるわけですが、これにつ

いてもプレゼンテーションでも申し上げました

が、完璧なものを求める必要は全くないと考え

ています。業務として申請様式や業務フローと

いったレベルで日常業務と非常時業務との間で

の枠組みが近いものを中心に、やりやすいとこ

ろから徐々にということになると思います。シ

ステム面から見た場合の一つの考え方としては、

UI（ユーザインタフェース）を日常業務と非常
時業務で統一するという考え方もあるでしょう。

このように考えると、また私見で恐縮ですが、

日常業務と非常時業務のシームレス化を考える

中で「普段やっていることをそのままやる」と

いうことがヒューマンエラーを減らしつつ業務

をスピーディーに遂行する最大の要素だとする

と、それが「縦割り処理である」とご指摘され

るのであれば、それは止むを得ないことではな

いかと考えます。 
最後に消防のお話が出てきておりましたので

補足させていただきます。私がお話した消防の

業務は、一般的に「警防業務」といわれる部分

の一つですが、この業務の「日常（日常の災

害）時」と「非常（大規模災害）時」の違いを

取り上げたかったわけではありません。（もち

ろんこの２点にも大きな差があり、システム上

でそれを実現されている消防も数多くあります。

また、消防によっては「非常（大規模災害）

時」をシステムの「取り扱い外」としていると

ころもあります。まさに「システム化する必要

がない」という哲学です。どちらが正しいかと

いう話ではなく、運用面やコスト面を総合的に

判断して各消防で業務範囲を定義していま

す。）ここで強調したかった点は、業務と業務

上の判断基準を厳格にルール化すれば、業務を

そのままシステムに乗せることも可能であると

いう、システム設計の概念的な部分です。業務

の厳格なルール化というのは非常に難しいので

すが、システム標準化を目指すのであれば外す

ことができない重要な要素であるということを

述べさせていただきました。 
 
 
（3）防災業務の標準化について、各自治体担当
者は何をすれば良いか分からないのが現状です。

その場合は、どうすればよいのでしょうか？ 
 
この点については、まずお詫びしなければな

りません。私は自治体業務については素人同然

のため、システム構築の観点から見て「業務の

標準化が必要である」ということは申し上げる

ことはできるのですが、「業務標準化の

HowTo」については、残念ながらお答えがござ
いません。この点については、今後、私自身が

勉強させていただく立場であると認識しており

ます。そのような中で、今回のワークショップ

における諸先生のご発表の中で、いくつか非常

に有益な知見をご教示いただけたと思っており

ます。 
例えば、林先生・永松先生がワークショップ

の冒頭で述べられていた「アクションプラン」

は、まさに「業務の標準化の第一歩」であると

位置付けられるでしょう。このアクションプラ

ンの中において、標準化された業務のフレーム

が定義されるはずです。また、アクションプラ

ンを「業務の標準化の第一歩」と位置付けるべ

きもう一つの理由があります。それは、現在、

多くの自治体において同時並行的に検討作業が

行われているという点です。これは広域的な標

準化の枠組みを構築するチャンスでもあります。

さらに、組織論なども含めた最終的な成果物を

考えたとき、牧先生がお話されていた FEMA の
業務標準化方式は非常に参考になるのではない

かと感じました。このあたりを検討する中で、

具体的な「マニュアル」や「帳票」の標準化が

達成されてゆくのではないでしょうか。ただし、

FEMA の標準化方式がそのまま日本の防災行政
に組み込めるはずがなく、それを実現するため

に、上記の IN（アクションプラン）と OUT（最
終的な成果物）を繋ぐ標準化作業のスキームと

して、越山先生がお話されていた内容がベース

の一つになり得ると考えます。 
「業務の標準化」はヒト・カネ・時間のいず

れも非常にかかるタスクですが、「システムの

標準化」を目指すのであれば外すことができな

い重要な要素です。本会のミッションの一つと

しての「30 年」ということを（本当にその時間
が許されるという前提で）考えると、少なくと

も時間的には戦略的に遂行するだけの余裕はあ

ると言えます。その中で、少なくとも「システ

ムの標準化」は「業務の標準化」が概ね見えた

段階で改めて仕切りなおしても良いのではない

かというのが、先日のプレゼンテーションで申

し上げたかった結論の一つです。 
以上 
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人と防災未来センターの専任研究員の照本清

峰といいます。 

「長期的視野にたった戦略計画と防災事業の

推進」という課題について、特に研究成果を発

表できるわけではないですが、私自身が問題だ

と考えること、これだけは押さえておかなけれ

ばいけないと思うことについて発表させていた

だきます。午前中に林先生がお話されたことと

かなりかぶってしまう部分があるので若干困っ

ていますが、上乗せあるいは横出しできるよう

なところで何か話せたらなと思い、頑張ってお

話させていただきます。 

 

３点、問題を挙げました。 

１点目は「今後20年から30年の間に東南海・

南海地震発生の確率密度は急激に濃縮されてい

く」ということです。今後30年間の東南海地震

の発生確率60％、南海地震は50％のように発表

されていますけれども、例えば今から10年間と

今から20年後から30年後だったら同じ10年間で

も当然地震の発生確率は違っており、20年後か

ら30年後のほうが高い、そういう確率を考慮し

なければいけないということです。 

２点目は「時間軸での整備目標を意識して段

階的に事業を推進しなければならない」という

ことです。地震発生確率、あるいは地震の被害

想定で求められる数値などを考慮して、空間的

な整備目標だけでなく、いついつまでにここま

でを完了させるんだという時間軸での目標を設

定し、目標に従って事業を推進していかなけれ

ばいけないということです。 

３点目は、そういう事業を推進していくにあ

たって、「地震リスクをゼロにすることはでき

ないので、目標水準設定のための合意形成をは

かる必要がある」ということです。これについ

ては行政の枠の中だけで考えるのではなく、地

域住民を巻き込んで合意形成を図る必要がある、

ということです。 

このような内容についてお話します。 

１点目「今後20年から30年の間に東南海・南

海地震発生の確率密度は急激に濃縮されてい

く」ということについて、これは午前中に林先

生がお話されたこととかなりかぶってしまいま

す。図は地震調査研究推進本部で発表されてい

る数値の根拠となる確率密度関数で、南海地震

のモデルの数値を入れたものです。1946年に前

回の地震が発生し、それからどれぐらい時間が

経過したらどれぐらい地震の発生確率が高くな

るかということをあらわした確率密度分布とい

うものです。青の線の下の部分が面積でいった

ら１になり、その１の中でどれくらいの面積を

占めるかということで確率を求めます。2005年

から2105年は100で、高さがだいたい0.02です。

図の線で囲まれる部分を△としたら、100×0.02

÷２で面積的には１になります。その中でどれ

ぐらいの面積があるかで確率を求めます。また

2005年から2035年の発生確率は50％といわれて

いるのは、2005年まで地震が発生していないわ

けですからそれを差し引いた条件付確率という

もので求められます。 

どうしてこういう話をもう一度するかといっ

たら、自治体の職員の方と話をしていて、発表

される確率のことについてちゃんと認識してい

ないのではないか、推本などで発表されている

数値だけが一人歩きしているのではないかとい

う感覚を持っていまして、それは住民の方だけ

ではなくて、行政職員の方についてもそうなの

ではないかと思い、こういうことをマニアック

ですけれどももう一度お話させていただいてい

ます。 

20年から30年の間に東南海・南海地震の発生

確率は急上昇していくというのは、今は2005年

でして、だんだん発生確率が高くなっていく、

だんだん確率が濃縮されていくということを考

慮しなければいけないということです。 

このモデルでは、地震の発生というのはエネ

ルギーがたまって臨界点に達したときに地震が

発生するというものですけれども、例えば、臨
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界点を200として、120のパワーを放出したのだ

ったら１ずつたまって120年後には200になり、

そこらあたりでまた地震が発生するだろう。地

震の規模が小さくエネルギーの放出が90ぐらい

としたら110、そこから90年後の200あたりにな

ったらまた地震が発生するだろうというもので

す。1946年に起こったときの地震の規模はそん

なに大きくなく、比較的少ないエネルギーしか

放出しなかったので、次回までの発生間隔は

90.1年後を平均としています。1946年から90.1

年を足すと2037年が中心になるのですけれども、

必ずしもそこで発生するというわけではなく、

いつ起こるかという議論をしても仕方がないの

で、どこらあたりで起こりそうかという確率に

基づいてそれぞれ対応をとっていかなければい

けないということです。 

 

そういうふうな時間軸を考慮しなければいけ

ない、時間軸での整備目標を意識して段階的に

事業を推進する必要性がある、ということを２

点目にあげています。2030年までには事業をほ

ぼ完了しておかなければいけない、という括弧

で入れている文は、先ほどの確率密度関数を根

拠としています。それぐらいまでには整備して

おかなければ行政としての責任にもかかわって

くると思います。 

そういうことを行うにあたって、諸々の対策

を必要とする項目というものをまず挙げなけれ

ばいけません。ここでは雑ぱくに６個ぐらい挙

げていますけれども、細かく挙げればもっとい

ろいろあります。そういう項目を洗い出して、

その中で今どれぐらいの危険性があるかという

ことを項目ごとに想定して、どれぐらいの期間

の間にどれくらい被害の危険性を軽減していく

か、検討する必要があります。例えば重要な構

造物、公共建物であったら耐震性の向上は地震

の発生確率が低くてもその影響度は大きいので

早めにやっていきましょうということや、一般

の住宅だったらそれほどでもないけれども2030

年ぐらいまでにはちゃんとやっておきましょう、

それ以降についてはできるだけ努力しようとか

いうようなことです。防災教育についても、今、

小学生、中学生、高校生という方々が30年後に

は社会の中心になっているわけですから、その

ことも意識してやっていかなければいけないで

す。 

 

そういう事業というか、計画、マネジメント

を考える際には、地震リスクをゼロにすること

はできないので、目標水準を決めなければいけ

ない。それには住民の合意を必要とするという

ことを３点目にあげています。情報の発信の仕

方として、Leissという人がリスクコミュニケー

ションには３段階あるといっています。リスク

コミュニケーションというのは、行政や専門機

関からの情報発信を単にするのではなく、それ

をもとに住民の方が意見とか意向とかを述べて、

そういう情報の相互交換をして計画を練ってい

くなり、事業を推進していくなりする方法の理

念的なものです。 

１段階目は「単に情報を公開する段階があ

る」です。これを地震のことについて当てはめ

ると、地震被害想定や地震の発生確率などの情

報を単に公開しているだけの段階です。例えば、

新聞で南海地震の発生確率は50％ということや、

各県ごとに地震被害想定が行われたら、その被

害想定結果によって県下では建物が30％壊れる

とか、そのような情報が発信されますけれども、

それだけで終わっています。こういう情報だけ

では情報の受け手である住民のほうはそれがど

のようなものか理解できませんし、不安をあお

るだけ、あるいは相手にしてくれないというよ

うな問題があります。 

そういう問題があるから、「説得のために情

報に工夫を加える」という２段階目があります。

情報をわかりやすくする段階があるということ

です。 

そういうことをやっても、情報提供だけで信

頼性を得ることができない、情報の受け手であ

る住民はいろいろ誤解を生じる、認知に差があ

るという問題があげられるので、３段階目に

「対等な立場でコミュニケーションを図る段

階」があります。地震に関する情報をもとに、

どういうふうに計画を推進していかなければい

けないかということを行政と住民が双方で話し

合う段階まで持っていかなければいけないとい

うことが課題としてあげられます。そのことに

よって理解も進みます。現状では、日本の地震

防災対策はまだ第１段階までにしか至っていな

いと思うので、第２段階以降のこともやってい

かなければいけないというふうに思います。以

上です。 
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Leiss(1996)をもとに作成

－－

地震情報の発信によって、個人地震情報の発信によって、個人
が防災対策をとるとともに、行が防災対策をとるとともに、行

政等の機関と住民が防災対策に政等の機関と住民が防災対策に
ついて対等な立場で話し合う段ついて対等な立場で話し合う段

階階

対等な立場でコミュ対等な立場でコミュ

ニケーションを図るニケーションを図る
段階段階

説得のための情報提供で説得のための情報提供で
あり、信頼性を獲得するあり、信頼性を獲得する
ことができない。また、ことができない。また、

リスク評価と情報の受けリスク評価と情報の受け
手の認知に差違が生じる。手の認知に差違が生じる。

情報に対して説明を加え、受け情報に対して説明を加え、受け
手が理解しやすいように工夫す手が理解しやすいように工夫す

る段階る段階

説得のために情報に説得のために情報に

工夫を加える段階工夫を加える段階

情報の受け手である住民情報の受け手である住民
の理解度を考慮せずに情の理解度を考慮せずに情

報を発信するため、理解報を発信するため、理解
されない。されない。

地震被害想定、地震発生確率等地震被害想定、地震発生確率等
の情報を単に公開するだけの段の情報を単に公開するだけの段
階階

単に情報を公開する単に情報を公開する
段階段階

問題点問題点内容内容段階段階

資料 4 
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きょうお話しようと思うのは、１）「どのよ

うにして長期的な視野にたった実行性の高い計

画を策定するのかということ」２）「そのたて

た計画をどうやって実行していくのか」３）

「その実行の進捗状況をどうやって管理してい

くのか」という、この３つの点です。 

 

発表のポイント

• どのようにして長期的な視野をたった実行性の高い
計画を策定するのか

– 戦略計画の枠組みに基づく防災計画の策定
• どのようにして長期的な計画を実行していくのか

– アクションプランの策定
• どのようにして計画の進捗状況を管理していくのか

– モニター指標の策定
– どうしたら適切なモニター指標が設定できるのか

 

 

１つ目ですけれども、やはり30年というのは

非常に長い時間だと思います。これは、わざわ

ざ和歌山を挙げましたのは、実は私が和歌山出

身であるからですが、各自治体は長期ビジョ

ン・長期総合計画というものを持っておられま

す。和歌山の場合、今後10年のものですが、長

いスパンで計画を考えていくときに、この長期

計画の中に、いかに「安全・安心」というもの

を位置づけていくのかというのが重要だと思い

ます。和歌山の場合、先ほど林先生から国難だ

ということがありましたけれども、東南海・南

海地震というのは、非常に大きな課題の一つだ

と思うんです。ここに挙げてもいいような大き

な課題だと思いますが、こういった中に位置づ

けていくということが重要だということです。 

 

 

 

そんなことをしているところがあるのかとい

いますと、実はアメリカのカリフォルニア州、

これはロサンゼルス市の総合計画ですけれども、

その中に必ず「Ｓsafety」という項目を入れな

さいということになっていまして、必ずその地

域の総合計画の中で安全性に関する項目を入れ

なさいということになっています。今の総合計

画を見させていただくと、その安全項目という

のは入っているのは入っているのです。ただ、

それをいかに実行性のあるものにしていくかと

いうのが次の課題だと思われます。 
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防災総合戦略というのはどうやって立ててい

くのかということですけれども、要するに、ま

ず、なぜ防災計画が要るのか、そんなものは要

らないじゃないかというところから始まります。

まず、「なぜ要るのか」を知る。それから、そ

の後に、被害想定結果に基づいて計画を立てて、

それを実行可能なアクションプログラムにして

いくという流れが必要だということになります。 

 

防災戦略計画策定の流れ

地域の
想定被害を
知る

防災
戦略計画を
策定する

アクション・
プログラムを
策定する

風向き
（動向）

防災戦略計画
実現性の評価

プロジェクトの　　
立ち上げ

戦略計画策定

① ② ③

④

⑤

総合的な
防災計画の
必要性を知る

計画実行

 

それで、きょうのいただいた資料を見ますと、

国民保護法みたいなことと一緒に考えられない

かということがございました。先ほどのアメリ

カのセーフティエレメントですけれども、あれ

は、実は当初できたときは、1971年に、アメリ

カ・カリフォルニアで大きな地震があって、地

震計画をつくりなさいという位置づけでした。

それが1981年に「セーフティエレメント」と、

もうちょっと総合的な防災、防犯を含めて、安

全にかかわるもの全部を分析した上で計画を立

てなさいということになりました。これは神戸

市ですけれども、そこで計画を立てたときのハ

ザード項目です。今後、今は防犯というのに非

常に関心が高いですし、それから、国民保護法

で皆さんは今は非常に忙しいと思いますが、マ

ルチハザードでこういう計画を立てていくとい

うのが重要じゃないかと思われます。 

 

得票 得票
2-1   ライフライン寸断 0 1-1   大気汚染

2-2   ライフライン停止 0 1-2   法律法令改正  

3 2-3   洪水 0 1-3   為替の不安

★13 2-4   自然災害（地震、津波） 5 1-4   少子高齢化 

2 2-5   大規模な食中毒の発生 0 1-5   オゾン層破壊 

0 2-6   神戸市における大規模な通信障害の発生 ★8 1-6   台風 

1 2-7   爆発（製油所、ガスタンク、石油コンビナート等） 1 1-7   野生鳥獣（イノシシ等）による神戸市民への被害の

2 2-8   地震 ★10 1-8   地球温暖化 

2 2-9   放射性物質の大量の放出事故 5 1-9   土砂災害 

0 2-10 暴動・デモ（示威行動）などに伴う大規模騒乱の発生 3 1-10 水不足 

0 2-11 市庁舎又は区庁舎の爆破・占拠事件（予告を含む） 0 1-11 年金、保険制度の破綻 

0 2-12 周辺事態の発生 2 1-12 データ－ベース破壊 

1 2-13 放射性物質によるテロ 0 1-13 女性に対する暴力（ドメスティックバイオレンス）の

2-14 バイオ（Ｂ）テロ事件 1 1-14 少年犯罪 

2-15 生物兵器によるテロ 1 1-15 幼児虐待 

2-16 ケミカル（Ｃ）テロ事件 0 1-16 不景気 

2-17 化学兵器によるテロ 

3 2-18 武力攻撃事態の発生 

0 2-19 海外からの大量の難民の流入 

1 2-20 交通機関を対象とするテロ 

4 2-21 重要施設を対象とするテロ 外的・非日常的 外的・日常的
0 2-22 爆発物によるテロ 

0 2-23 戦争 

0 2-24 サイバーテロ

0 3-1   神戸市における大規模労働争議の発生 ★10 4-1   収入の減少 

3 3-2   情報漏洩 3 4-2   資金調達困難 

★12 3-3   財政破綻 内的・非日常的 2 4-3   自社技術陳腐化 内的・日常的
4 3-4   市職員の贈収賄事件 0 4-4   差別 

0 3-5   麻薬覚醒剤 0 4-5   将来への懸念 

0 3-6   汚職 ★7 4-6   イメージダウン 

1 3-7   大規模かつ組織的な選挙違反 2 4-7   ブランド力低下 

★12
3-8   市の基幹的情報システム
のダウンの発生

4 4-8   顧客満足度低下 

3-9   医療過誤事故の発生 0 4-9   人権問題 

3-10 医療過誤 2 4-10 労災 

0 3-11 医療事故 4 4-11 市職員の違法 

1 3-12 下水処理場および下水管に起因する事故の発生 0 4-12 納期遅延 

3 3-13 院内感染の発生 1 4-13 庁内におけるセクシャルハラスメントの発生 

0 3-14 操業中断 0 4-14 家族、親族のトラブル 

1 4-15 品質低下 

★4

0

0

0

 

それからの目的・手段関係が明確な計画にし

ていくことが非常に重要なことであるというこ

とです。先ほど「総合計画」と書きましたけれ

ども、これはややこしいのですけれども、和歌

山県の総合計画を見せましたが、今までの総合

計画の立て方というのは、要するに、下から積

み上げていくということで、部局ごとに必要な

事業を積み上げて、最終的にこういうふうな理

念にしましょうというふうな、下から上に積み

上げる形の計画だったのですけれども、今回た

てていこうという戦略計画は、上から、例えば、

「地震に強いまちをつくる」ということだった

ら、一つは「耐震改修が必要だね」とか、そう

いった上から順番に進めていくような項目立て

をしてくということがもう一つ重要なことです。 

 

 

目的手段関係が明確

１．目的手段関係を明確にした計画策定手法
・詳細施策の意思決定の際の拠り所となる。
・目標達成のために限られた資源を有効に利用

基本理念
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目
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施策の柱１ 施策の柱３施策の柱２
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総合計画

基本構想

基本計画

実施計画

基本理念や施策の
　大綱をまとめたも

の

基本理念や施策の
　大綱をまとめたも

の

基本構想の実現
をはかるための
施策を総合的・
体系的に示した

もの

基本構想の実現
をはかるための
施策を総合的・
体系的に示した

もの

基本計画に示さ
れた施策・事業
について、優先
度や実効性を考
慮し、具体的に
実施する事業を
示したもの

基本計画に示さ
れた施策・事業
について、優先
度や実効性を考
慮し、具体的に
実施する事業を
示したもの

１．達成目標が共有されておらず、組織横断的に最終的な目標を達成
するための施策体系となっていない＜目的手段関係が不明確＞。

ー資源分配、意思決定の判断基準が不明確
ーあらゆる分野を満遍なくカバーするために費用がかかる

 

もう一つ、計画倒れという言葉がよくありま

すけれども、計画を立てただけでは、実際には、

そのまちは、県は、市は安全になっていきませ

んから、それを実際に動かしていく仕組み、そ

れから教育訓練、こういったものが重要だとい

うことです。これが１点目「どのようにして長

期的な視野にたった実行性の高い計画を策定す

るのか」ということです。 

 

標準的
危機対応
システム

標準的
危機対応
システム

リスク評価リスク評価

戦略計画戦略計画

災害時の業務継続

研修･訓練

 

２点目ですが、それじゃ、どうやって30年な

んて長いスパンの計画を立てていくのかという

ことで、「アクションプラン」の設定というお

話をします。 

アクションプランというのはどういうことか

といいますと、例えば、10年、30年の計画だと、

すぐにやってしまわなければいけない３年ぐら

いの計画、それから、もうちょっと長期的な10

年ぐらいの計画、20年ぐらいの計画、これはち

ょっと割がよくないけれども、普通だと、行政

の場合ですと５年ずつに計画をつくっていきま

すが、こういった計画をつくっていくというこ

とです。ですから、第１期５年「短期アクショ

ンプログラム」、それから「中期」、「長期」

ということで、その間には世間の事情も変わっ

てきますし、もうちょっと国からたくさん補助

金が出るかもしれないという、そういった状況

を踏まえながら、具体的にはアクション項目と

いうものを見直していきますし、それから、こ

のアクション目標というものを見直していくわ

けですが、ここで決めました基本目標ですね、

「命・財産・生活を守る」、それを達成するた

めに必要な施策の柱ですね、こういったものは

30年間継続して続いていく。 

 

 

 

アクションプログラムとは

• 戦略計画の各施策について、
１）重要度、２）実施可能性＜人的資源、予算
等＞を検討した上で、

①誰が、②いつまでに実施するのかを明確に
した、

　計画。

 
 
 

アクションプログラム
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短期アクションプログラム

２０年

１０年

施策の柱 施策の柱

３０年
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それじゃ、具体的にはどういった項目かとい

うと、これは先ほど永松さんからお話がありま

したが、だれがやるのかということと、それか

ら数値目標と、いつやるのか、こういった項目

も同時に決めていくのがアクションプログラム

というものです。 

それじゃ、具体的にそのアクションプログラ

ムはどうやって決めたらいいのだろうかという

ことですけれども、これは小千谷市で私たちが

復興計画をつくったときのやり方ですけれども、

優先して実施といっても、２つ視点があるとい

うふうにそのときには考えまして、今もそう思

っております。一つは、市民ですね。市民の視

点で「これは重要だ」というふうに、優先して

実施していかないといけないというふうに考え

ている施策と、それから、専門家の視点ですね、

市民が幾らそうは言っても、先ほどから何度か

お話がありましたが、専門家から見たらそれは

そうじゃないというふうなこともありました。

ですから、まず、市民が重要だと考えるし、専

門家が重要だと考える、それはまず一番初めに

実行していかないといけない施策群になります

し、次はどちらをとるかですが、専門家という

のはずっとその問題について見ていますから、

そういった視点についてやっていくということ

が重要かと思います。 

 

後でも良い
（今は我慢する）

優先して実施

順次実施する優先して実施

専門家の視点

市
民
の
視
点

すべての施策を今すぐ行う事はできない。

重点施策

重要施策

 

３点目です。ここがいつも弱いのですが、そ

れじゃ、どのようにして計画の進捗状況を管理

していくのか、モニター指標というものをつく

れ、つくれといいますが、どうやってつくった

らいいのか、それじゃ、どうやったらそのモニ

ター指標というのは適切に設定できるのかとい

うことが３つ目の課題です。 

これは今、考えているところですが、要する

に、モニター指標をアクションプランの策定み

たいなところでつくって、それでその計画の進

捗状況をモニターしていかないといけないとい

うことが、その戦略計画のもう一つ非常に重要

な点です。 

どこにつくるのかというと、物の本を見ます

と、施策の柱ですね、英語では「objectives」

といいますが、ここの施策の柱をそれぞれモニ

ターするような、達成目標を全部定めていきな

さいというふうに書いています。 

 

震災による被害
の発生

現状分析
（SWOT）
（すべきこと）

復興を考える
際に重要な点

戦略計画の
策定

戦略計画の枠組みによる計画策定の流れ

Hoch, J. Charles ed. (2000)に基づく)

アクションプラン
の策定

（優先順位、指標
担当部局）

計画の実行

モニター モニター指標

 

それじゃ、具体的にどう定めるのかというこ

とですけれども、こういう戦略計画に基づく計

画というのは、「ニューパブリックマネジメン
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ト」といいまして、イギリス、それからアメリ

カで進んでいます。そこをどうやっているのか

見てみようということで、これはＦＥＭＡの戦

略計画です。組織としての戦略計画ですけれど

も、先ほどのオブジェクティブ、施策の柱は６

つたてています。 

一つは、Reduce loss of life and property

ということで、どこも同じようなことですけれ

ども、生命と財産を守るというふうに書いてあ

ります。その下に、先ほどお見せしたような施

策体系があるわけですが、それじゃ、それにつ

いて目標設定をどうやっているのかということ

です。これは５年計画ですから、2008年までに

火災に関する人命のロスを15％減らすと書いて

いますし、２番目は、要するに財産に対する被

害を減らすというふうに書いています。具体的

にそれぞれの達成目標項目ごとに決めていると

いうわけじゃなくて、その下は施策レベルです

ね、そのところで決めているということです。

具体的にいいますと、メッシュをかけている、

達成目標の下の施策項目で重要だと思われるも

のについて数値目標を決めていっているという

ことで、ぜひこの検討会を通じて、これを決め

る手法並びに決め方を検討していきたいと思っ

ています。  

 

 

 

Goal 1. Reduce loss of life
and property.

• Performance Measures
1.1 By Fiscal Year 2008, the average annual loss 
of life from fire-related events is reduced by 15% 
over the 1998 annual baseline of 4,500.
1.2 By Fiscal Year 2008, $10 billion in potential 
property losses, disaster, and other costs have 
been avoided.
1.3 By Fiscal Year 2008, 100% of States, 
Territories, and Tribal Nations report meeting 
collaboratively established all hazard emergency 
management readiness capability standards.

 
出し方としてはどういうのがいいかというと、

これは私は好きなんですが、これはシアトルで

環境のモニタリングをしている団体がありまし

て、これは1998年の分ですけれども１年に１回

出しておりまして、これが先ほどのゴールに当

たるところで、それぞれ下に図るべき項目、要

するに施策を書いていまして、それが全体的に

どうなっているのか。環境をよくするようなと

ころはよくなっていて、環境をだめにするとこ

ろは下がっているみたいなことが出ていますが、

こういう形でこのレポートをしながら住民の人

と一緒に共有していくようなことが重要である。 

 

 

 

最後になりますけれども、８つの目標、「や

や長周期の強震動による社会資本への被害予測

と対策の確立」、「住宅の耐震化戦略の構築」、

「広域災害を視野に入れた連携体制の構築」、

「要援護者の避難対策も含めた総合的な津波避

難対策の提案」、「効果的な危機対応を可能に

する情報システムの開発」、「長期的視野にた

った戦略計画の策定と防災事業の推進」、「中
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山間地域・中小都市の再生を視野に入れた防災

のあり方の提案」、「複数の震災が連続して発

生する場合での最適な復旧・復興戦略」につい

て、もう少し下の項目を決めた上で数値目標を、

例えば、どんなものを決めていけばいいのかと

いうのをここでぜひ検討していきたいなと思っ

ています。以上です。 
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稲垣 景子 

横浜国立大学大学院環境情報研究院 助手 
専門分野：都市防災，環境管理計画 
E-mail：keiko@arc.ynu.ac.jp 
  
   
横浜国立大学の稲垣と申します。よろしくお

願いいたします。 

私は、今までご発表いただいたアクションプ

ランの策定などというような内容とはちょっと

離れてしまうのですけれども、防災事業の「継

続性」という面から、子どもたちが 20 年後、

30 年後に社会を担う人材となるということを踏

まえて教育についてご紹介します。また、非日

常の災害を扱うなかで、「日常性」を持った事

業のあり方とその可能性について、さらに、

「地域性」を念頭に置きまして、幾つか事例を

紹介させていただきたいと思います。 

お手元の資料にありますのが、この３つのテ

ーマ、重要な課題と私が考えているものでして、

まず、１番目に「人材育成と防災教育手法・教

材の開発」です。地域と組織における共通テー

マとして防災というものが考えられるのではな

いかということです。２番目といたしましては、

「防災対策だけではなく、広く環境対策と一体

化させた施策事業を推進していく」ということ

が、最終的には防災の事業を推進していくこと

になるのではないかということです。最後、３

番目としましては、先ほどシステムのご発表で

もありましたが、「防災事業推進のための情報

プラットホームをつくる」ことで防災事業が推

進されるのではないかということでお話をさせ

ていただきたいと思います。 

  

まず、①地域・組織における共通テーマとし

ての防災ですけれども、一番上にあります小学

校において「義務教育（総合学習）などにおけ

る防災教育」が、一般的に防災教育と呼ばれる

ところになります。そのほかにも、高校、大学

においても、防災教育ですとか意識の向上を図

る必要があるだろうということ、あと、企業な

どにおいても、危機管理意識を向上させる必要

があります。特に、子どもにおいては、自分を

守る教育、自助を誘発するような教育のあり方

が決められる必要があるのではないかと考えま

す。また、これらと対応しますけれども、家庭

や地域における人材育成や防災教育というもの

も一方で行われる必要がありますので、そのあ

たりで共助が可能となる人材育成が行われる必

要があるだろうと考えます。さらに、このベー

スのところで公助が位置し、政府や自治体にお

ける危機管理意識を向上させるとともに、制度

的なバックアップがあると、全体として防災教

育・人材育成というものが成り立っていくので

はないかという考えで、このような図を書かせ

ていただきました。 

そしてまた、キーワードといたしましては、

「防災」だけでなく、最近よく言われています

「防犯」とか、「危機管理」という単語を使い、

安全・安心ということで広くとらえることによ

って、一般の人たち、防災の部署だけではなく、

ほかの部署の方たちにも防災を身近に感じてい

ただけるということで、継続的な事業推進に寄

与できるのではないかと考えております。 

具体例、事例として紹介させいただきますの

が、小・中学校での防災教育です。「防災教育

チャレンジプラン」というものに、 ＮＰＯの一

員として私も横浜市で参加させていただいてお

りまして、横浜市内のとある中学校２年生を対

象に「ツナミと共に生きる」というテーマで、

授業を行いました。横浜は津波に襲われる危険

性はまずないのですが、臨海学校に行くところ

が、静岡の下田ということもありまして、その

あたりと絡めて津波の教育を行おうと企画され

た授業になっております。また、鎌倉は津波の

危険性がありますので、今後、小学生を対象に、

現地で社会ですとか理科などの校外学習をする

折に、津波のことについても知っておいてもら

おう、ということで、防災だけではなく、複合

的にほかの教科と絡めて教育をしていく取り組

みを現在しております。 

下にありますのは、富士常葉大学の小村先生

の「津波防災」の授業の様子です。こちらも、

地域の方たちも参加するワークショップ形式を

とっておりまして、子どもだけでなく、防災だ
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けでなく、広く地域を学ぶという意味でも、意

義があったのではないかと思います。こちらに

私も参加させていただいて、子どもたちと地図

を描くという取り組みを行ってまいりました。 

次に、地域におけるコミュニティで防災教育

をどのようにして行っていくかということです

けれども、こちらは、私たちの研究グループで

取り組んでいる事業の一つ「商学交流事業」で

す。最近、大学と商店街などが一緒になってい

ろいろな取り組みをしている事例が増えており

まして、私たちの大学と和田町商店街、横浜市

保土ヶ谷区が共同で、近所の商店街をフィール

ドにさまざまな取り組みを行ってきました。ホ

ームページの開設とか、歩行者天国にしてフリ

ーマーケットをするとか、コミュニティバスの

実験、あとはお祭りの舞台のデザインや設営な

どを学生たちと一緒に行うという取り組みを広

く３～４年にわたりまして行った結果、今年か

ら「和田町タウンマネジメント協議会」を、大

学、商店街、商工会議所、町内会で設立するに

至りました。 

このタウンマネジメント協議会というのは、

全国でも最近よく設立されているものでして、

こういうものの中で、「あなたのまちは大丈

夫？安心して暮らすための基礎講座」という講

義を持ったり、今年の夏には「安心・安全マッ

プづくり」を子どもたちを交えて行う計画にな

っています。このような取り組みが、防災だけ

でなく、地域貢献、地域交流を促進していくと

いうことで、相互の事業の推進にもつながるの

ではないかと考えています。 

  

続きまして、②環境対策と一体化させた施

策・事業の推進について説明します。地球温暖

化ですとか、ヒートアイランド現象などによっ

て気候が変化しており、水害などの原因のひと

つと考えられています。また、さまざまな施策

とその効果が共通している事項が結構多いので

はないかということで、都市を緑化する、オー

プンスペースを確保することで、延焼遮断帯に

もなり、ヒートアイランドも緩和するというふ

うに、前者が防災、後者が環境対策になるので

すけれども、同じように、道路を拡幅すること

で延焼の遮断帯になり、緊急道路の確保にもつ

ながりますし、その一方で、風の道を確保する

ことでヒートアイランドを緩和できるといえま

す。さらに、雨水利用、自家発電やコージェネ

の導入によって、 防災的にも環境的にもメリッ

トのあるまちづくりができるのではないか考え

られます。このように、ほかの分野との協力、

また、指標や事業の統合化を行うことで、防災

対策を推進できるのではないかと考えています。 

一方で、ハードな設備を入れることで、環境

面でマイナス的な効果といいますか、トレード

オフの関係にあるものも確実にありますので、

そのあたりとの整理をする必要があります。具

体的には、有名なところで、東京都の墨田区で

雨水利用をしておりまして、もともとは「防災

生活圏モデル事業」からスタートしているので

すが、地域の町角に路地尊・天水尊など水利を

確保するスペースを用意する一方で、省資源を

目的とした雨水利用が進んでいるように、防災

と環境面の取り組みが一緒になって様々な施設

を生んでいるという結果があります。 

さらに、防災、特に地震というのは、発生頻

度が低くて、意識が風化しやすい。その対策に

は、ダメージを小さくする効果がありますが、

一方で、環境問題というのは、例えば、ヒート

アイランドですと、夏ごとに深刻化するので、

一般的にもイメージしやすいことと、行動が、

ダメージだけでなくインパクトも小さくする可

能性を秘めているので、行動につながりやすい

と言えます。防災を環境問題ととらえることに

より、非常時と平常時が連動したサスティナブ

ル社会が実現するのではないかということで、

私が所属しております日本建築学会でも、「地

球環境と防災ワーキンググループ」というもの

が発足しまして、このようなことを学問的にも

取り組んでいこうという動きがあります。 

  

最後に、③情報プラットホームによるシステ

ムの統合・情報の共有の話になりますが、これ

は先ほどお話しいただいた内容と近いんですけ

れども、自治体では、建設 ＣＡＬＳ／ＥＣなど

の導入・推進によりまして、電子成果品がいっ

ぱいある中で、情報を有効活用して実践的な防

災対策を行っていく可能性を秘めています。さ

らに、応急対応に役立つという意義の他にシス

テム導入・情報共有の効果として、防災以外の

分野の方たちとの連携を図らなければならない

ので、必然的に業務連携を図ることが可能にな

ります。また、情報共有による事業の効率化と

か、他分野のスタッフの意識向上、さらに、教

育・訓練ツールとしての利用可能性も秘めてい

るのではないかということで、このようなもの

を導入して、構築していく過程の中で、さまざ
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まな分野の方たちとの協働作業が行われていく

ことが、長期的視野にたった戦略計画を推進し

ていくことにつながるので 

ではないかと考えております。 

下に書いているのは、幾つかある、ＧＩＳな

どをベースにした情報プラットホームの事例と

なっています。現在、私共の研究室では横浜市

保土ヶ谷区をフィールドにプラットフォームの

構築を目指している最中です。以上で終わりま

す。 
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1

６長期的視野にたった戦略計画

の策定と防災事業の推進

戦略計画策定に向けた専門家ワークショップ

横浜国立大学　稲垣景子
2005年６月６日

資料 1 
 
 

2

継続性

日常性

地域性

資料 2 
 
 

3

③防災事業推進のための情報プラットフォーム
GISや建設CALS/EC 電子成果品の活用

Cf. 地震復旧・復興GISプロジェクト

② 環境対策と一体化させた施策・事業の推進
環境の悪化・災害等によるリスクの特性の把握と評価

⇒サスティナブル社会の実現

①人材育成と防災教育手法・教材の開発　
　（地域・組織における共通テーマとしての防災）

防災意識の向上⇒地域貢献・交流

6.長期的視野にたった戦略計画の策定と防災事業の推進

横浜国立大学　稲垣景子

資料 3 
 
 
 

 
 

4

①地域・組織における共通テーマとしての防災　

　　（人材育成と防災教育手法・教材の開発）　

・　義務教育（総合学習等）における防災教育

・　高校・大学における防災教育と意識の向上

・　企業等における防災・危機管理意識の向上

・　家庭・地域における人材育成と防災教育

キーワード：防災＋防犯・危機管理⇒安全・安心

共助共助
できるできる

人材育成人材育成

自分を自分を

守る教育守る教育
（自助）（自助）

公助公助・　政府・自治体における危機管理意識の向上　
　　　　　と制度的バックアップ

資料 4 
 
 

5

【事例】防災教育＠小中学校

▲富士常葉大学小村助教授による津波防災授業＠宮古市鍬ヶ崎小学校（2005/5/13）

ツナミと共に生きる（防災教育チャレンジプラン2005）

◆横浜市立日限山中学校 2年生⇔臨海学校＠下田

◆横浜市立日限山小学校 6年生⇔校外学習＠鎌倉

資料 5 
 
 

6

資料 6 
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7

掲示板の設置
かわら版の発行
商店街ホームページの開設
べっぴんマーケットの開催
コミュニティバス実験
「地蔵祭り」の舞台デザイン・設営
コミュニティオフィスの開設
夏休み子供企画（参加型まち学習）
実験的コミュニティ活動拠点（いきいき塾の開催）

■ 和田町タウンマネジメント協議会（Ｈ17年度～）
　　 横浜国立大学・和田町商店街・横浜商工会議所・和田西部町内会

■ 商学交流事業（Ｈ13～16年度）
横浜国立大学・保土ケ谷区＠和田町商店街

【事例】防災教育＠地域コミュニティ

資料 7 
 
 

8

◆第4回いきいき塾（2003年9月）
　「あなたのまちは大丈夫？安心して暮らすための基礎講座」

◆地域の防災・防犯マップづくり（2005年夏）
　　夏休みイベント ⇒ 『地蔵まつり』での成果発表　

【事例】防災教育＠地域コミュニティ

地域貢献・地域交流の促進

資料 8 
 
 

9

②環境対策と一体化させた施策・事業の推進

◆施策と効果の共通項：

　①緑化・オープンスペースの確保⇒延焼遮断＆ヒートアイランドの緩和

　②道路の拡幅⇒延焼遮断＆ヒートアイランドの緩和（風の道の確保）

　③自家発電・コジェネ⇒防災拠点＆エネルギー有効活用（電力自由化）

　④雨水利用⇒消防水利の確保・水害の軽減＆エネルギー有効活用

　⑤透水性舗装⇒水害の軽減＆ヒートアイランドの緩和　

住環境（1961, WHO）⇒ 安全性・保健性・利便性・快適性

■指標・事業の統合化と他分野との協力
□トレードオフの関係にあるものの整理

◆環境問題と災害：地球温暖化・ヒートアイランド現象⇒気候の変化⇒災害　

資料 9 
 
 
 

 
 

10

【事例】 雨水利用＠墨田区

一寺言問地区のまちづくり

■防災生活圏モデル事業（1985～）

■一言会の発足（1986～）

■路地尊、天水尊
　・雨水を利用した災害時の水源確保

　・近所の子供たちの遊び場

　・野菜の有機栽培（防災広場）

　・リサイクルのスポット

雨水利用の歴史

■国技館（1981）

　・洪水防止と水資源の有効活用

■区施設への導入（1983～）

■雨水利用東京国際会議（1994）

■雨水利用促進助成制度（1995～）

■向島博覧会
　・アートギャラリー、ワークショップ
　＠空き地、空き家、路地

□区施設 21ヶ所（3,858 ? ）
□都施設等 6ヶ所（3,280? ）
□民間施設 27ヶ所（2,870 ? ）
□路地尊タイプ 18ヶ所（223 ? ）

Ｈ16.10現在（墨田区資料より）

資料 10 
 
 

11

発生頻度⇒低い⇒意識の風化

発生頻度⇒夏毎に深刻化⇒イメージしやすい

②環境対策と一体化させた施策・事業の推進

防災を環境問題と捉える

環境問題（ex. ヒートアイランド現象）

対　　　策⇒ インパクト・ダメージを小さくする

防災（ex.地震）

対　　　策⇒ ダメージを小さくする

非常時と平常時が連動したサスティナブル社会の実現

資料 11 
 
 

12

Cf.日本建築学会　環境工学委員会・地球環境と防災WG

　サスティナブルな生活環境が求められる中、地球環境保全、防災
による安全・安心社会の実現は最重要課題である。本ＷＧでは生活
者の視点に立って、地球環境保全と防災を実現する地域の生活基
盤のあり方について研究する。生活基盤とは、建築物、土地利用、地
域開発・デザイン、都市インフラ（交通・供給処理施設等）等を指す。

　地球環境の悪化、および災害等によるリスクの特性を把握・評価し、
相互関係を整理するとともに、リスクを軽減するための生活基盤のデ
ザイン、良質なストック確保のあり方を検討する。その具体策には、
地球環境、防災を両立させるもの、お互いがトレードオフの関係にな
るものなどがあるが、その関係性も整理するとともに、非常時と平常
時とが連動していることが重要であることから、なるべく両立させるた
めの具体策を整理する。

　そして、地域特性にあった具体策の適用手法、その評価手法を整
理し、地球環境を保全し、安心・安全社会を実現する生活環境づくり
に資する成果をまとめる。

資料 12 
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13

これまでハードな

ソフトな対策も重視す

防災対策を中心に多くの費用が投じられてきた。

財政や環境への配慮により る必要がある。

③ 防災事業推進のための情報プラットフォーム

高精度データ流通に伴い災害状況の把握が可能となりつつある。

機器性能・通信環境の向上⇒データ処理・通信性能の向上

情報の有効活用による実践的な防災対策

紙資料の利用頻度は低く、情報が共有化されない。

⇒自治体における建設CALS/ECの推進やGISの導入

背　景

資料 13 
 
 

14

■防災以外の分野との連携
■情報共有による事業の効率化
■他分野スタッフの意識向上と人材育成

■教育・訓練ツールとしての利用可能性

導入の効果

■福岡県西方沖地震復旧・復興GISプロジェクト（2005年3月）
■ 新潟県中越地震復旧・復興GISプロジェクト（2004年10月）

□ 横浜市保土ケ谷区における防災情報プラットフォーム

（＋がけ崩れ災害対策支援システム）

③ 防災事業推進のための情報プラットフォーム

具体的事例

資料 14 
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ディスカッション 

 
 
（1）地域における人材育成・教育において、対
象として｢子供」「住民」「企業」が考えられて

いるが、公助を担う人材の育成も対象に加えら

れないか（防災担当者の育成を別格にしてしま

っているように感じています）。  
 
今回は、主に子供と住民を対象とし防災意識

と自助力の向上を目指した「防災教育」につい

て発表させていただきました。また、防災教育

を広く進め効果を得るためには、公助によるバ

ックアップが不可欠です。一方、自治体や企業、

地域で社会的役割を担う「人材育成」も重要な

課題です。防災担当者を含む公助を担う人材の

育成は、この「人材育成」の延長線上に位置づ

けたいと思います。また、一個人としての立場

と、地域・社会の一員としての立場が共存する

ことから、行政・企業等の組織における危機管

理体制を考える際に、各人が発災時にどの立場

で行動するか（できるか）を考慮する必要があ

ると考えます。 
 
（2）環境の研究者や行政担当者にとって防災と
協力するメリットはあるのでしょうか？ 
 
構造物のライフサイクルを考え、良質な社会

ストックを維持することは、環境的観点からも

防災的観点からも重要です。災害時に発生する

ガレキや廃材等の災害ごみ問題は環境問題のひ

とつと考えられ、構造物の耐震性を向上させる

ことは、環境的にもメリットがあると言えるで

しょう。また、防災事業による緑化やオープン

スペース確保は、環境面でも効果のある施策で

す。さらに、環境破壊と災害の関係性を明らか

にすることも重要です。このように、都市や地

域を多面的に総合的に捉えることで、持続可能

な社会が実現するのではないかと考えます。マ

イナス成長となる今後の日本社会において、自

然環境の維持保全だけでなく、災害リスクの高

い地域の開発・施設立地を避け自然的土地利用

に戻す等の取り組みも考えられ、両分野の協力

は欠かせないものとなると思われます。 
 
（3）情報共有プラット・フォームをどのような
定義（意味）として、ご説明されていたのか、

教えていただけないでしょうか。 
 
ここでは、各機関が日常的に情報を共有する

システム及び体制として説明いたしました。情

報共有プラット・フォームを介し時空間を共有

することで、各機関が連携し連続性を持って地

域にかかわることが可能となり、時間的・空間

的な情報空白が解消され、平常時から緊急対応、

復旧・復興対策で利用できるものと考えられま

す。また、防災基本計画（H16.3.31）では、
『国、公共機関及び地方公共団体は、情報の共

有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき

防災情報の形式を標準化し、共通のシステム

（防災情報共有プラット・フォーム）に集約で

きるよう努めるものとする。』としています。 
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福留 邦洋 

人と防災未来センター 専任研究員 

専門分野：地理学，都市計画，都市防災 

E-mail: fukutomek@dri.ne.jp 
 

 

 

人と防災未来センター研究員の福留です。よ

ろしくお願いします。 

ここからは、「中山間地域・中小都市の再生

を視野に入れた防災のあり方への提案」という

ことで紹介させていただきます。 

私は、今回、この課題にあたりまして３点、

次のようなものを挙げさせていただきました。 

 

まず、１点目、「地域の資源、特徴を生かす

ことで自立した防災体制、まちづくり・むらお

こしをめざす」ということが考えられるのでは

ないかということです。 

ご承知のように、先日の新潟県中越地震でも、

孤立集落の発生ということが大きく取り上げら

れましたが、冷静に考えますと、孤立集落が発

生しなかったとしても、もともと孤立するよう

な分散型、点在しているような集落形態であれ

ば、いろいろな事象が出たわけです。避難所・

避難地も、行政が想定する５倍以上の避難所・

避難地が発生しましたので、基本的に、行政が

すべてをうまくカバーするということは不可能

なわけです。したがって、そもそもそういった

形態があれば、地元の資源、地域を想定しなけ

ればうまく回らないということが感じられまし

た。 

余談になるかもしれませんが、孤立した集落

の中でも、ある集落などは、地元の資源で実際

に孤立を解消したという事例があります。とい

いますのは、そもそも日本の中山間地域の場合、

農業が基幹とはいえ、実は、ほとんどが第二種

兼業でして、主要産業は土建業みたいなところ

がたくさんあるわけです。そこの孤立集落を解

消した地区は、集落に重機があったので、総出

で重機などを活用して、自分たちで道を開通さ

せました。後になって、そこは集落の結束の強

さがそれにあらわれたということで、かなり誇

りにされているようです。 

このような災害対応だけではなく、これから

新潟でもそうですけれども、復興していくにあ

たってもどのように考えていくかということで、

そのときには、やはり地元の資源を考慮しなけ

ればいけないのではないか。往々にして短期で

復興していくためには、外部資本に依存すると

いうことがありますけれども、80年代のバブル

のリゾート開発を考えればわかりますように、

外部資本というのは変動が非常に大きく、引き

揚げるときには、本当に引き揚げてしまう。そ

の結果、利潤が地域に還元されない、残らない

というようなことがあるかと思います。 

 

２点目、「地域外に応援団を増やす」という

ことです。 

これは広域連携のところにもありましたが、

姉妹都市、それから都市や農村との交流を深め

るということが、これからやはり考慮していく

べきではなかろうか。平常時ですと停滞しがち

なこういった中山間地域の人的な、物的な活性

化へもちろんつながります。また、災害時には、

ご承知のように、非常に被災地外の強力な支援

者になるということです。 

 

３点目としましては、「防災対策などについ

て既存の仕組みを活性化させたり、変革させる

好機ととらえる」ことがあり得るのではなかろ

うか。 

近年、よく災害が起きるたびに、自主防災組

織の組織率の話をよく消防庁などはされていま

すけれども、冷静に考えますと、こういった中

山間地域は、組織率の上では非常に低い地域も

ありますが、それにかわりうるものは、実際い

ろいろあるわけです。ですから、あのような組

織率の高さだけで見なくても、もっとほかのも

のをきちっと使えば、十分防災体制というのは

あり得ますし、また、従来のそういった組織を

活性化することによって、平時のむらおこし・

まちおこしなどにもつながるかと思います。 
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近年の我が国の災害ですと、北海道南西沖地

震が離島の災害でしたけれども、結果的に、ハ

ード的には非常に手厚いお金が入りましたので、

大きな家が建ちました。ところが、現地に行か

れた方はご承知のように、大きな家だけが並ん

でいて、商店街などは人通りがありませんし、

住宅地もなかなか人の声が聞こえてこないとい

うような実情があります。そして、阪神・淡路

大震災10周年のときに、ある先生が、住宅再建

と産業・雇用対策を地域一体でとらえることが

できなかったということを反省点として挙げら

れています。 

そして、新潟県中越地震ですが、これから対

策を考えるときに、やはり高齢化・過疎化が進

展しているという中、そして、既存の農業など

が停滞する中でどうしていくかというのが大き

な課題です。 

 

きょうは、残りの時間で、その参考になるの

ではないかと思われる台湾の復興事例を少しご

紹介したいと思います。 

対象とします地域は、台湾中部です。1999年

に大きな地震がありまして、そこの中のまさに

中山間地域です。標高500メートルに近いような

ところに集落が広がっています。ここの被災程

度ですけれども、370ほどの住宅がありまして、

全半壊が半分以上ということで、非常に大きな

被害を受けています。ここの地域も、日本と同

じように過疎化が進んでおり、既存の農業も非

常に停滞しているという実情がありました。 

このようなところで復興をどのようにしてい

くかという時、専門家とＮＰＯの方がかなり入

られて、ここの地域を調査されました。その結

果わかったことは、カエルやトンボといった自

然資源が非常に豊富であるということで、対象

地域は18平方キロメートルほどですけれども、

この地域の中に多種多様な生き物がいるという

ことがわかりました。このこと（価値）につい

て、地域の人はこれまでほとんど気づいてなか

ったので、専門家の人たちは、この地域にはい

かに豊かな資源があるかということについて講

習を行いまして、まず地域の人に認識してもら

うことから始めました。 

その後ですけれども、興味のある人を中心に、

一からガイドとして養成しました。また、コン

クリートの３面張りだった川などは、わざわざ

壊して新たに親水的な景観にやり直すみたいな

こともしています。ガイドを養成すると同時に、

地域に全くなかった民宿などもつくりました。

民宿で出す食事にあたっても、地域にある植物、

それから地域でつくる野菜などを出すようにし

ました。このようにして、地震のときには非常

に過疎化、産業が停滞している中、約３年ほど

かけて先ほどご紹介したようなところまで持っ

ていきました。 

 

今見てきたことを少し整理しますと、この５

年前に台湾で起きた地震というのは、日本の中

山間地域、農産業は停滞している、高齢化が進

むというところで被災したことでは非常に共通

しているかと思います。そういった地域の中で、

まず、地域外のＮＰＯや学識経験者などが、そ

の地域はどのようにすれば復興があり得るのか

ということを、つぶさに彼ら自身の専門の目で

見ました。その中から、その地域で育てること

が可能な芽を見つけて、それを地域住民に対し

て働きかけて、そのことを地域づくりの新しい

機会としてとらえたわけです。まず地域住民自

身にああいった学習を通して再発見する機会を

設けて、愛着と誇りを持たせることにスタート

の原点を置きました。そこから、住民自身に自

分たちの地域の資源、すなわち今回の事例では

体験型の観光などを通せば新しく復興ができる

という認識と実際の行動を持たせて、先ほど写

真で見たようなことを始めました。 

それにあたって行政から非常に積極的に補助

金が出されました。というのは、行政と地域住

民との間にＮＰＯとか専門家が入って、「こう

いうことがあり得るのじゃないですか。ですか

ら、行政のほうもお金が出せるのではないです

か」と、そこまで仲立ちをすることで、行政と

しても、そういったところにお金を出すことで、

地域としてしっかり復興があり得るという確証

といいましょうか、見通しを立てさせたという

こと、それから、住民の側にも「自分たちでそ

れができる」という意識を持たせたというとこ

ろで、その中間に入った非常に大きな役割があ

ったと思います。 

少し付け加えますと、この地域の活動特徴と

して、利益が上がり始めると、その利益の一部、

５％程度をさらにその地域の共有の利益として

再投資するという形で、次第に助成金・補助金

からの自活というか、離れていくという試みを

行っています。 

ですが、最後に一点だけ言いたいのは、非常

にローリスク・ローリターンですから、復興に
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対して時間が一定程度必要です。このあたりは、

日本では、どうしてもとかく迅速性、時間が問

われますので、どこまで納得してもらえるか、

理解してもらえるかが参考になるかどうかの鍵

じゃないかと思います。以上です。ありがとう

ございました。 
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中山間地域・中小都市の再生を視野に入れた
防災のあり方への提案

• 地域の資源、特徴を生かすことで自立した防災体制、まちづ
くり・むらおこしをめざす

　　→　外部資本は変動が大きい、また利潤が地域に還元されにくい。ローリ
スク・ローリターンの発想を。

• 地域外に応援団を増やす
　　→　日常の交流は停滞しがちな地方の人的、物的活性化につながり、災
害時には強力な支援者となる。

• 防災対策などを既存のしくみを活性化させたり、変革させる
好機ととらえる

　　→　例えば自主防災組織の結成率を上げなくても、既存の組織をうまく活
用すれば十分に代替となりえるし、組織も活性化。

人と防災未来センター　専任研究員　福留邦洋

資料 1 
 
 

わが国における近年の震災では

・北海道南西沖地震（奥尻島）

　大きな住宅は建ったけれど・・・

・阪神・淡路大震災の反省教訓

「住宅再建と産業・雇用対策を地域で一体として捉え
た復興が行えなかった」（検証委員）

・そして新潟県中越地震

「高齢化、過疎化が進展し、既存産業が停滞する中で
被災した地域は・・・」

資料 2 
 
 

南投縣 埔里鎮 桃米里

資料 3 
 
 
 
 

 

1999.9.21 369戶有168戶全倒60戶半倒

資料 4 
 
 

豐富的生態資源

兩、三個鄉鎮也抵不上

72450鳥
類

45143蜻
蜓

2329青
蛙

18平
方公
里

3萬6千
平方公
里

面
積

桃米台灣

資料 5 
 
 

資料 6 
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